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Ⅰ 建設業許可制度の概要 
 

１ 建設業法の目的 

建設業法（以下「法」といいます。）は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の 

請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護 

するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを 

目的としています。 

 

２ 建設業とは 

  「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の 

完成を請け負う営業をいいます。 

  「建設工事」とは、土木建築に関する工事で次の 29業種に区分されています。 

 

建設工事の 

種類 

（29業種） 

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリー

ト工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工

事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス

工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、

電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工

事、清掃施設工事、解体工事 

 

※業種区分については、別紙１「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」をご確認ください。 

※「建設工事の請負契約」とは、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約をいいます。 

資材の納入、調査業務、運搬業務、除草、除雪などは、その内容自体が建設工事ではないので、 

建設工事の請負契約には該当しません。 

※「一式工事」とは、原則元請の立場で、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物（建築物）を 

建設する工事（補修、改造又は解体する工事を含む）です。 

※下請工事については、一括下請負禁止規定等との兼ね合いから、民間工事における合法的な一括下請負の 

ケースを除いては、下請工事に関し、一式工事に該当する事例は、極めて少ないと考えられます。 

※一括下請は、公共工事及び一定の民間工事（多数の者が利用する一定の重要な施設等の工事）においては 

全面禁止、その他の民間工事においては、発注者による事前承諾がある場合を除き、禁止されています。 

※機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、 

機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事と重複するものもありますが、 

これらについては原則として電気工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、 

これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。 

 

３ 建設業の許可 

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを行う場合を除いて、法第３条の規定に基

づき、土木、建築など 29の建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜軽微な建設工事＞ 

以下の建設工事は、「軽微な建設工事」に該当します。 

・建築一式工事   → 工事１件の請負代金の額が 

1,500万円未満の工事 

又は 

延べ面積 150m2未満の木造住宅工事 

 

・その他の建設工事 → 工事１件の請負代金の額が 

500万円未満の工事 

 
(注.1)  請負代金の額は、工事の完成を２以上の契約に分割して請け負うときは、 

各契約の請負代金の額の合計額となります。 

(注.2)  注文者が材料を提供する場合においては、その価格を当該請負契約の請負代金の額 

に加えたものを請負代金の額とします。 

(注.3)  請負代金には消費税及び地方消費税の額を含みます。 
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４ 知事許可と大臣許可 

建設業の許可は、１つの都道府県の区域内のみに営業所(※)を設けて営業しようとする 

場合はその区域を管轄する都道府県知事が、２以上の都道府県の区域内に営業所を設けて 

営業しようとする場合は国土交通大臣が許可を行います。 

 

岐阜県知事許可 
岐阜県内のみに営業所を設置して建設業を営む者 

（例：本店が岐阜市、支店が高山市にある者） 

国土交通大臣許可 

（中部地方整備局） 

岐阜県内に主たる営業所を設置し、 

他の都道府県にも 

営業所を設置して建設業を営む者 

（例：本店が岐阜市、支店が名古屋市にある者） 
 

※「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事業所をいいます。  

※「常時請負契約を締結する事業所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結 

に係る実体的な行為をする事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを 

問いません。 

※許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、 

届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできません。 

 
５ 許可の区分（一般建設業と特定建設業） 

  建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。 

 

一般建設業 

・発注者から直接請け負う１件の建設工事(元請工事)につき、 

下請契約の総額が 5,000万円(建築一式工事は 8,000万円)未満で 

なければ下請契約を締結することができません。 

・自社で全て請負う場合は、金額の制限はありません。 

特定建設業 

・発注者から直接請け負う１件の建設工事(元請工事)につき、 

下請契約の総額が 5,000万円(建築一式工事は 8,000万円)以上の 

下請契約を締結することができます。 
 

※発注者、注文者からの受注金額には制限はありません。  

※発注者から直接請け負う１件の建設工事につき、元請負人が 5,000 万円（建築一式工事にあっては 

8,000 万円）以上の工事を下請施工させようとする時の 5,000 万円には、元請負人が提供する材料等の 

価格は含みません。 

※１つの建設業者が、同一の業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることは 

できません。 

※自社で全て請負う場合は、特定建設業の許可は不要です。 

 
６ 許可の有効期間 

建設業許可の有効期間は、５年間です。 
 

※５年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。 

※許可の更新手続中であれば、有効期間満了後であっても許可又は不許可の処分がなされるまでは、 

従前の許可が有効です。 
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Ⅱ 許可の要件（法第７条・第 15 条） 

 
建設業の許可を受けるためには、次の５つの要件をすべて満たさなければなりません。 

 

１ 適切な経営能力を有すること  

次の（１）又は（２）のいずれかに該当すること 

 
（１）常勤役員等（経営業務の管理責任者） 

許可を受けようとする者は、常勤役員等のうち１人が次のア～ウのいずれかに 

    該当することが必要です。 

 

ア 建設業に関し５年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 
 

持分会社の業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の 

理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等の経験が該当します。 

 

イ 建設業に関し５年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者（経営業務を執

行する権限の委任を受けた者に限る。）として経営業務を管理した経験を有する者 

 

取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て、取締役会又は代表取締役から 

具体的な権限移譲を受けた執行役員等の経験が該当します。 
 

ウ 建設業に関し６年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として 

経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 
 

法人における部長、個人事業主の専従者等の経験が該当します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〇常勤役員等（経営業務の管理責任者）の認定に係るフロー図 

 

 

（１） 

現在の地位 

 

 

 

 

（２） 

過去の経験 

 

 

 

 

 

（３） 

経験期間 

 

 

＜経営業務を補佐した経験とは＞ 

業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理

事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責

任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者として，許可を受けようとする建設

業に関する建設工事の施工に必要とされる 

①資金の調達 

②技術者及び技能者の配置 

③下請業者との契約の締結等 

の経営業務に従事した経験をいいます。 

常勤役員等 

法人の取締役・執行役 

個人事業主 

個人事業の支配人 

組合の理事 

支店長・営業所長等 

執行役員等 
法人の部長等 

個人事業主の専従者 

５年 ６年 

※ 部長や専従者は含まれない。 

定義はＰ.６の注１、５参照。 
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〇補佐経験を認める際の基準例及び確認資料 
 

以下の基準について、特例的に経営業務を補佐した経験が認められる場合があります。 
 

＜法人の場合＞ 

補佐経験を認める際の基準 確 認 資 料 

【通常要件】 

 補佐経験者による経験が役員又支店

長等営業取引上対外的に責任を有する

地位に次ぐ職制上の地位における経験

であり、当該経験が補佐経験に該当す

ること及び補佐経験の期間を６年間有

する場合 

○1 経営業務の管理責任者に準ずる地位の確認資料 

・組織図（その他これに準ずる書類） 
 

②補佐業務の確認資料 

・業務分掌規程又は過去の稟議書 

（その他これらに準ずる書類） 
 

③補佐経験期間の確認資料 

・人事発令書（その他これらに準ずる書類） 
 

④経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を 

補佐した経験の証明書（※1） 

【特例的な措置】 

許可を有する実質的には個人に近い

小規模な会社（常勤役員が一人）の経

営業務の管理責任者が死亡、傷病、老

齢により社会通念上営業が困難となり

、事業を補佐していた者（従前の経営

業務の管理責任者の親、子、配偶者又

は兄弟に限る）以外に、他に経営業務

の管理責任者となる者がおらず、許可

の廃業に追い込まれる場合 

 

①営業が困難であることの証明 

・死亡の場合：死亡の事実が確認できる戸籍謄本、 

死亡診断書等 

・傷病の場合：診断書 

・老齢の場合：60 歳以上であることが確認できる資料 

（過去の申請書で年齢が確認可能な場合は不要） 
 

②戸籍謄本（従前の経営業務の管理責任者と事業を 

補佐していた者の血縁関係を確認） 
 

③登記事項証明書  

④使用者の申立書（※2） 
 

⑤経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を 

補佐した経験の証明書（※1） 
 

○6 ６年間の在籍を確認できる資料    

・健康保険・厚生年金保険資格取得確認通知書等 

・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等 
 

＜個人事業者の場合＞ 

補佐経験を認める際の基準 確 認 資 料 

【通常要件】 

補佐経験者による経験が個人事業主

又は支配人に次ぐ職制上の地位におけ

る経験であり、当該経験が補佐経験に

該当すること及び補佐経験の期間を６

年間有する場合 

①個人事業主の確定申告書（６年分） 

（専従者欄にて補佐経験者の名前が確認できること） 
 
 

②経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を 

補佐した経験の証明書（※1） 

【特例的な措置】 

許可を有する個人事業者の死亡、傷

病、老齢により社会通念上営業が困難

となり、事業を補佐していた者（従前

の経営業務の管理責任者の親、子、配

偶者又は兄弟に限る）が承継しない限

り、事業の存続が不可能となる場合 

 

①個人事業主の確定申告書（６年分） 

（収支内訳書にて従業員として名前が確認できること） 
 
 

②営業が困難であることの証明 

・死亡の場合：死亡の事実が確認できる戸籍謄本、 

死亡診断書等 

・傷病の場合：診断書 

・老齢の場合：60 歳以上であることが確認できる資料 

（過去の申請書で年齢が確認可能な場合は不要） 
 

③戸籍謄本（従前の経営業務の管理責任者と事業を 

補佐していた者の血縁関係を確認） 
 

④本人の申立書（※2） 
 

⑤経営業務管理責任者に準ずる地位で経営業務を 

補佐した経験の証明書（※1） 

 

※1  補佐した経験を文書にて証明するもの（岐阜県様式）になります。県ＨＰ「建設業許可様式ダウンロー 

ド」https://www.pref.gifu.lg.jp/page/643.html からダウンロード可能です。 

※2  「使用者の申立書」「本人の申立書」の様式は任意となります。ただし、特例的な措置が必要な理由、法

人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者として、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者

として従事した、補佐の職務経験内容を具体的に記載してください。また、個人事業者の場合、従前の経

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/643.html
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営業務の管理責任者と補佐を行う者は同一生計であることを前提としていますが、やむなく別居している

場合には、申立書にその旨を記載してください。 

 

（２）常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者 

許可を受けようとする者は、常勤役員等のうち１人が次のエ・オのいずれかに該 

当する者であって、かつ、当該建設業者又は建設業を営む者における５年以上の財 

務管理、労務管理及び業務運営の業務経験を有する者カ・キ・クを当該常勤役員等 

を直接に補佐する者としてそれぞれ置くことが必要です。 

 

【常勤役員等】 

エ 建設業に関し２年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて建設業 

に関し５年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者（財務管理、労務 

管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。）としての経験を有する者 

 

オ 建設業に関し２年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて５年以 

上役員等としての経験（建設業以外の業種でも可。）を有する者 

 

【常勤役員等を直接に補佐する者】 

カ 許可の申請を行う建設業者において５年以上の財務管理の業務経験を有する者 

キ 許可の申請を行う建設業者において５年以上の労務管理の業務経験を有する者 

ク 許可の申請を行う建設業者において５年以上の業務運営の業務経験を有する者 
※カ～クの３名は、業務経験を証明できる限り同一人であって構いませんが、 

「常勤役員等」と兼ねることはできません。 

※財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験について、 

 その期間が重複していても問題はありません。 

 

〇常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の認定に係るフロー図 

  

 

 

 

 

 

 

常勤役員等 

（１名配置） 

 

（１） 

現在の地位 

 

 

 

 

 

（２） 

過去の経験 

 

 

 

 

 

 

（３） 

経験期間 

 

 

 

 
常勤役員等を 

直接に補佐する

者（３名配置） 

 

 

（１） 

過去の経験 

 

 

 

（２） 

経験期間 

 

 

常勤役員等 

・建設業で２年以上の 

役員等経験 

＋ 

・建設業以外の業態での 

役員等経験 

・建設業で２年以上の 

役員等経験 

＋ 

・建設業にかかる役員等に次ぐ 

職制上の地位における経験 

通算５年 

財務管理の経験 労務管理の経験 業務運営の経験 

各５年 
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※上記事項の詳細については、必要に応じて、申請窓口の土木事務所にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

  

(注.1）「役員」とは、持分会社の業務を執行する社員、株式会社の取締役、指名委員会等 

設置会社の執行役、又はこれらに準ずる者をいいます。「これらに準ずる者」と 

は、法人格のある各種の組合等の理事等のほか、業務を執行する社員、取締役又は 

執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関 

し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた 

執行役員等をいいます。 

(注.2)「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤 

務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事して 

いる者がこれに該当します。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引 

業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専 

任を要求する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当 

しません。 

なお、「役員」には､「これらに準ずるもの」に該当する場合を除き、執行役員、 

監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。 

(注.3)「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行 

為をなす権限を有する使用人をいいます。 

(注.4)「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締 

役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人 

その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業 

務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいま 

す。 

(注.5)「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員等のうち常勤であるもの、

個人である場合においてはその者又はその支配人をいいます。 

(注.6)「建設業に関し」とは、全ての建設業の種類をいい、建設業の業種ごとの区別はあり 

ません。 

(注.7)「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施 

工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験をいいま 

す。 

(注.8)「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の 

手続きに関する業務経験をいいます。 

(注.9)「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験 

をいいます。 

(注.10)「直接に補佐する」とは、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在 

させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことを 

いいます。 

(注.11)「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上 

の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しません。 
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２ 適切な社会保険等に加入していること 

 

適切な社会保険等への加入として、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険 

に関し、それぞれ適正に加入している必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【参考：適切な社会保険等について】 

＜「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について＞ 

 
【出典】「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインにおける適切な保険について」 

（国土交通省作成資料） 

 

（１）雇用保険 

・労働者を１人でも雇用する事業所（営業所） 

が適用事業所に該当します。 

 

（２）健康保険及び厚生年金保険 

・法人の事業所（営業所） 

・個人事業主で、常時５人以上の労働者を使用する事業所（営業所） 

が適用事業所に該当します。 
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【出典】「社会保険の適用関係について」（国土交通省作成資料） 

 

 

 

 
【出典】「みんなで目指すクリーンな雇用・クリーンな請負の建設業界」（国土交通省作成資料） 
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【出典】「社会保険の適用関係について」（国土交通省作成資料） 

 

 

 

 
【出典】「社会保険の適用関係について」（国土交通省作成資料） 
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【出典】「みんなで目指すクリーンな雇用・クリーンな請負の建設業界」（国土交通省作成資料） 
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３ 営業所技術者等 

許可を受けようとする建設業（業種）に関して、営業所ごとに許可を受けようとする 

建設業に関する一定の資格又は経験を有した常勤の者を専任で配置することが必要です。 

 

【営業所技術者等となり得る技術資格要件】 

 一般建設業（法第７条第２号） 

  イ 指定学科卒業 ＋ 実務経験 

  

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、 

① 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後５年以上 

又は 

同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後３年以上実務の経験を有する者で

在学中に一定の学科を修めたもの 

② 学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後３年以上実務の経験を有する者で

在学中に規則第１条に規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了

者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定（平成６年文部省告示第

84 号）第２条に規定する専門士又は同規定第３条に規定する高度専門士を称するもの 

③ 学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後５年以上実務の経験を有する者で

在学中に規則第１条に規定する学科を修めた者 

④ 旧実業学校卒業程度検定規程(大正 14 年文部省令第 30 号)による検定で一定の学科に

合格した後５年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和 18 年文部省令第 46 号)によ

る検定で一定の学科に合格した後３年以上実務の経験を有する者 

 ロ 実務経験 10年以上 

  ハ 

①国家資格者等（１級、２級資格者）  

②国家資格者等（１級、２級）の第１次検定及び第２次検定合格者＋実務経験（注） 

（注）指定建設業及び電気通信工事業を除く。 

 

・技士補 

・技士 

 

１級１次検定合格（対応種目） 
合格後３年 

１級２次検定合格（対応種目） 

２級１次検定合格（対応種目） 
合格後５年 

２級２次検定合格（対応種目） 
 

 特定建設業（法第 15条第２号） 

  イ 国家資格者 
・建設業法及び建築士法による技術者（１級資格者） 

・技術士法による資格者 

  

ロ 

元請 4,500万円以上の

工事について 

指導監督的実務経験 

２年以上 

【指定建設業を除く】 

＋ 法第７条第２号 イ [ 指定学科卒業 ＋ 実務経験 ] 

 ＋ 法第７条第２号 ロ [ 実務経験 10 年以上 ] 

  

＋ 法第７条第２号 ハ [ 国家資格者等（２級資格者）] 

＋ 法第７条第２号 ハ [ 技術検定１級の第１次検定又は第２

次検定の合格者＋合格後実務経験３年]（注） 

＋ 法第７条第２号 ハ [ 技術検定２級の第１次検定又は第２

次検定の合格者＋合格後実務経験５年]（注） 

（注）指定建設業及び電気通信工事業を除く。 

  ハ 
大臣特認 （同号イと同等以上） 

大臣特認 （同号ロと同等以上）【指定建設業を除く】 

 

 

  

＜指定建設業について＞ 

指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、

舗装工事業及び造園工事業をいいます。 
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＜営業所技術者等の資格一覧表について＞ 

営業所技術者等となり得る国家資格等、指定学科については下記をご確認ください。 

・別紙２「営業所技術者等の有資格コード一覧表」 

・別紙３「指定学科一覧（建設業法施行規則第１条）」 

＜実務経験の緩和要件について＞ 

・技術的な共通性の強い業種は、実務経験年数の振替が可能です。 

・詳細は別紙５「一般建設業に係る実務経験要件（建設業法第 7 条第 2 号ロ）の緩和」を

ご確認ください。 

＜実務経験期間の重複について＞ 

・原則、業種間での実務経験期間の重複は認められません。 

・法第７条第２号ロの場合、１業種ごとに１０年の実務経験が必要です。 

 （２業種の場合は２０年必要となります。） 

・同一業種であれば、実務経験と指導監督的実務経験の重複は可能です。 

・また、例外措置として、平成２８年５月３１日までにとび・土工工事業の許可で 

施工した解体工事の経験期間は、とび・土工工事業、解体工事業両方の実務経験として 

重複して認めます。 

・詳細は別紙９「岐阜県知事許可に係る建設業許可Ｑ＆Ａ」のＱ３-９、３-１１、６-４を

ご確認ください。 

 

＜解体工事業の実務経験の算入要件について＞ 

・建設リサイクル法の施行（H13.5.30）や建設業法改正（H28.6.1）に伴い、 

 解体工事業の実務経験に算入するには下記の要件が必要です。 

 

【解体工事業の算入要件】 

 １ H13.5.30～H28.5.31までの解体工事経験 

  ⇒ とび・土工工事業の建設業許可 又は 解体工事業登録を受けた会社での経験に限る 

 

 ２ H28.6.1 以降の解体工事経験 

  ⇒ 解体工事業の建設業許可 又は 解体工事業登録を受けた会社での経験に限る 

 

・土木一式や建築一式で請け負った解体を伴う新設工事等の経験は 

解体工事業の実務経験に算入できません。 

・とび・土工工事業/解体工事業以外の専門業種での解体工事経験は 

 解体工事業の実務経験に算入できません。（電柱の解体工事等） 

・詳細は別紙９「岐阜県知事許可に係る建設業許可Ｑ＆Ａ」のＱ６-３をご確認ください。 

＜解体工事業の一部国家資格に係る追加要件について＞ 

・平成 28 年度に建設業法が改正され、業種区分に解体工事業が新設されたことによる 

措置として解体工事業に限っては、追加要件が必要になる場合があります。 

 

【一般建設業の事例】 

 １ H27 年度までに合格した土木施工管理技士 

 ２ H27 年度までに合格した建築施工管理技士 

 ３ 技術士法に定める建設・総合技術監理 

  ⇒ 追加要件として 

登録解体工事講習修了 又は １年以上の解体工事実務経験が必要 

 

・特定建設業の場合はさらに指導監督的実務経験が必要となる場合があります。 

・詳細は別紙２「営業所技術者等の有資格コード一覧表」をご確認ください。 
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＜附帯工事について＞ 

・附帯工事（主目的となる業種の工事に含まれる、別業種の工事）の経験は 

実務経験の証明に使うことはできませんので、注意してください。 

＜電気工事・消防施設工事の実務経験の算入要件について＞ 

・電気工事・消防施設工事について、電気工事士法、消防法により電気工事士免状や 

消防設備士免状等の交付を受けた者でなければ、一定の工事に直接従事できない工事が

あります。このような工事は必要な資格がなければ、実務経験に算入できません。 

・また、一部の例外を除き、電気工事業を営むためには、 

電気工事業法における電気工事業登録を受けている必要があります。 

 

【電気工事業の算入要件】 

１ 「一般用電気工作物」又は 

「事業用電気工作物のうち最大電力 500kW 未満の自家用電気工作物」の工事 
 

 ⇒ ・電気工事業登録かつ電気工事士等の国家資格が必要 
 

      

２ 「事業用電気工作物のうち最大電力 500kW 以上の自家用電気工作物」又は 

「事業用電気工作物のうち電気事業の用に供する電気工作物」の工事 
 

  ⇒ ・電気工事業登録や電気工事士等の国家資格は不要 

 

３ そもそも電気工事と見なされないもの（電気工事士法施行令第１条） 

・差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器又は 

ナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器に 

コード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事 

・電気機器（配線器具を除く。）の端子に電線（コード、キャブタイヤケーブル 

及びケーブルを含む。）をネジ止めする工事等 
 

（早見表） 

電気工作物の種類 

一般用 

(600V 以下) 

事業用 

自家用(600V 以上) 電気事業の用 

に供する 

電気工作物 500kW 未満 500kW 以上 

電気工事業登録 必要 不要 

従事者の国家資格 必要 不要 

 

備考 
第１種、第２種 

電気工事士 

第１種 

電気工事士 

電気主任技術者の監督者が 

いれば、従事者の資格は不要 

※ただし、電気工事士を補助する作業の場合、国家資格は不要。 

 

（用語解説） 

一般用電気工作物：600V 以下で受電する電気設備(住宅・コンビニ) 

自家用電気工作物：600V 以上で受電する電気設備（工場・ビル） 

電気事業の用に供する電気工作物：電力会社が運用する電気設備（発注者が電力会社） 
 

※ 一般用・自家用の判断は、その建築物の電力会社との契約において確認できます。 

 

【消防法に基づく資格の必要性について】 

・消防法第１７条の５に基づき、消防設備士免状の交付を受けていない者は、 

次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事（設置に係るものに限る。） 

又は整備のうち、政令で定めるものを行ってはならない。 

・第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従って設置しなければならない 

消防用設備等 

・設備等設置維持計画に従って設置しなければならない特殊消防用設備等 
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(注.1) 「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する 

者をいいます。 

会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人 

事権の状況等により「専任」か否かの判断を行います。 

次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とは認められません。 

・住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤 

不可能な者 

※通勤確認のできる資料(通勤定期券や ETC 記録等)を求めることがあります。 

・他の営業所（他の建設業者の営業所を含む。）において専任を要する者 

・建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により 

特定の事務所等において専任を要することとされている者（建設業におい 

て専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねてい 

る場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。） 

・他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等 

について専任に近い状態にあると認められる者 

(注.2) 「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をい 

い、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれません。 

しかし、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監 

督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等は「実 

務の経験」に含まれるものとして取り扱います。 

(注.3) 「指導監督的実務経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、 

発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500万円（昭和 59 年 10 月１日前 

の経験にあっては 1,500 万円、昭和 59 年 10 月１日以降平成６年 12 月 28 日前の経 

験にあっては 3,000 万円）以上であるものに関して、建設工事の設計又は施工の全 

般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総 

合的に指導監督した経験をいいます。 

なお、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含みません。 

＜営業所技術者等の兼務について＞ 

・技術資格要件を満たしていれば、１人で複数業種の営業所技術者等を兼務できます。 

・常勤役員等（経管者）と営業所技術者等は、同一営業所（原則として本社又は本店等）

内に限って兼務ができます。 

・また、要件を満たせば現場技術者（監理技術者、主任技術者）との兼務も可能です。 

 詳しくは「監理技術者制度運用マニュアル」にて確認ください。 
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４ 誠実性 

申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等（業務を執行する社員、取

締役、執行役若しくはこれらに準ずる者（法人格のある各種の組合等の理事等をいう。以下

同じ。）又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業

務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する

ものと認められる者をいう。以下同じ。）若しくは一定の使用人（支配人及び支店又は常時

建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者（支配人である者を除く。）をいう。以下同

じ。）が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 

申請者が個人である場合においては、その者又は一定の使用人が、請負契約に関して 

不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(注.1) 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法 

律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗 

力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。 

(注.2) 申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等及び一 

定の使用人が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、建 

築士法(昭和 25 年法律第 202 号)、宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）等 

の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受 

け、その最終処分から５年を経過しない者である場合は、原則としてこの基準を満 

たさないものとして取り扱います。 

(注.3) 許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、上記(注.1)に該当する行 

為をした事実が確知された場合又は上記(注.2)のいずれかに該当する者である場合を 

除き、この基準を満たすものとして取り扱います。 
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５ 財産的基礎等 

倒産することが明白である場合を除き、申請者が建設業の請負契約を履行するに足り 

る以下の財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。 

 
（１）一般建設業（法第７条第４号） 

次のいずれかに該当すること。 

ア 自己資本の額が 500万円以上である者 

イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者 

ウ 許可申請直前の過去５年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）特定建設業（法第 15条第３号） 

次のすべてに該当すること 

ア 欠損の額が資本金の額の 20％を超えていないこと 

イ 流動比率が 75％以上であること 

ウ 資本金の額が 2,000 万円以上であり、かつ、自己資本の額が 4,000 万円以上 

であること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注.1) 「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額をい 

います。また、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の

合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益

留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。 

(注.2) この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあって 

は申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあって 

は創業時における財務諸表により行います。 

(注.3) 「500 万円以上の資金を調達する能力」については、申請者の取引金融機関 

の預金残高証明書又は融資証明書（証明基準日が申請直前 1 か月以内のも 

の）により確認します。残高証明書と融資証明書の合算は認めません。 

また、残高証明書が２枚以上になる場合は、基準日が同じものでなければ

なりません。 

(注.1) 「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である 

場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額 

をいいます。また、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸 

勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び 

準備金を加えた額を上回る額をいいます。 

「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表した 

ものをいいます。 

「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資 

金額をいい、個人にあっては期首資本金をいいます。 

「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額をい 

います。また、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の 

合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留 

保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。 

(注.2) この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあって 

は申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては 

創業時における財務諸表により行います。 

【資本金についてのみ適用】 

当該財務諸表上では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日まで 

に増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に 

関するこの基準を満たしているものとして取り扱います。 
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Ⅲ 欠格要件（法第８条、同法第 17 条(準用)） 

 
許可申請者やその役員若しくは令第３条に規定する使用人が以下の事由に該当する場合、許可

は受けられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）】 

第８条 

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

二 第 29 条第１項第７号又は第８号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を 

取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者 

三 第 29 条第１項第７号又は第８号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消 

しの処分に係る行政手続法（平成５年法律第 88 号）第 15条の規定による通知があつた日から当該 

処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第 12 条第５号に該当する旨の同 

条の規定による届出をした者で当該届出の日から５年を経過しないもの 

四 前号に規定する期間内に第 12 条第５号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合におい 

て、前号の通知の日前 60 日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつ 

た者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から５年を経過しな 

いもの 

五 第 28 条第３項又は第５項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 

六 許可を受けようとする建設業について第 29 条の４の規定により営業を禁止され、その禁止の期間 

が経過しない者 

七 拘禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日 

から５年を経過しない者 

八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で 

定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）の規

定（同法第 32 条の３第７項及び第 32 条の 11 第１項の規定を除く。）に違反したことにより、又は

刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 204 条、第 206 条、第 208 条、第 208 条の２、第 222条若しくは

第 247 条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正 15 年法律第 60 号）の罪を犯したことに 

より、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日 

から５年を経過しない者 

九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定 

する暴力団員でなくなつた日から５年を経過しない者（第 14 号において「暴力団員等」という。） 

十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの 

十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号（法人 

でその役員等のうちに第１号から第４号まで又は第６号から前号までのいずれかに該当する者のある 

ものに係る部分に限る。）のいずれかに該当するもの 

十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第１号から第４号まで又は第６号から第 10

号までのいずれかに該当する者（第２号に該当する者についてはその者が第 29 条の規定により許可

を取り消される以前から、第３号又は第４号に該当する者についてはその者が第 12 条第５号に該当

する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第６号に該当する者についてはその者が第 29 条

の４の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使

用人であつた者を除く。）のあるもの 

十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第１号から第４号まで又は第６号から第 10号までのいずれ 

かに該当する者（第２号に該当する者についてはその者が第 29 条の規定により許可を取り消される 

以前から、第３号又は第４号に該当する者についてはその者が第 12 条第５号に該当する旨の同条の 

規定による届出がされる以前から、第６号に該当する者についてはその者が第 29 条の４の規定によ 

り営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。） 

のあるもの 

十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

・建設業法第８条第一号から第十四号までのいずれかに該当する場合 

※許可の更新を受けようとする場合は、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか 

・許可申請書又はその添付書類中に虚偽の記載があった場合 

・重要な事実に関する記載が欠けている場合 
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【建設業法施行令（昭和 31 年政令第 273 号）】 

（法第８条第８号の法令の規定） 

第３条の２ 法第８条第８号（法第 17 条において準用する場合を含む。）の政令で定める建設工事の施 

工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。 

一 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第９条第１項又は第 10 項前段（これらの規定を同法第 88 

条第１項から第３項まで又は第 90 条第３項において準用する場合を含む。）の規定による特定行政 

庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第 98 条第１項（第１号に係る部分に限る。） 

二 宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）第 14 条第２項、第３項又は第４項前段の規定によ 

る都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第 26 条 

三 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 81 条第１項の規定による国土交通大臣、都道府県知事 

又は市長の命令に違反した者に係る同法第 91 条 

四 景観法（平成 16 年法律第 110 号）第 64 条第１項の規定による市町村長の命令に違反した者に係 

る同法第 101 条 

五 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第５条の規定に違反した者に係る同法第 117 条（労働者派 

遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法律第 88号。以下 

「労働者派遣法」という。）第 44 条第１項（建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和 51 年 

法律第 33 号。以下「建設労働法」という。）第 44 条の規定により適用される場合を含む。第７条 

の３第３号において同じ。）の規定により適用される場合を含む。）又は労働基準法第６条の規定 

に違反した者に係る同法第 118 条第１項  

六 職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第 44 条の規定に違反した者に係る同法第 64 条 

七 労働者派遣法第４条第１項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第 59 条 
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Ⅳ 許可申請の手続 

１ 申請区分と申請手数料 
建設業許可の申請区分ごとの手数料は、下記のとおりです。 

なお、一般建設業と特定建設業を同時に１つの申請書で申請することや、更新の申請時に 

有効期間が残っている（許可日が異なる）業種の許可日を一本化することもできます。 
 

[ ]は、一般と特定の両方を申請する場合の手数料 

 申請区分 内 容 
申請手数料

(円) 

１ 新規 現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない場合 
９万 

［18 万］ 

２ 許可換新規 

営業所の新設、廃止、移転等により、現在有効な許可を 

受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して、 

新たに許可を申請する場合 

(1) 国土交通大臣許可 → 岐阜県知事許可 

(2) 他都道府県知事許可→ 岐阜県知事許可 

９万 

［18 万］ 

３ 般・特新規 

(1) 一般建設業の許可のみを受けている者が 

新たに特定建設業の許可を申請する場合 

(2) 特定建設業の許可のみを受けている者が 

新たに一般建設業の許可を申請する場合（※1） 

９万 

４ 業種追加 

(1) 一般建設業の許可を受けている者が、 

他の業種について一般建設業の許可を申請する場合（※2） 

(2) 特定建設業の許可を受けている者が、 

他の業種について特定建設業の許可を申請する場合（※2） 

５万 

［10 万］ 

５ 更新 
既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて 

申請する場合 

５万 

［10 万］ 

６ 
般・特新規 

＋業種追加 
「般・特新規」と「業種追加」を同時に申請する場合 14 万 

７ 
般・特新規 

＋更新 
「般・特新規」と「更新」を同時に申請する場合 14 万 

８ 
業種追加 

＋更新 
「業種追加」と「更新」を同時に申請する場合 

10 万 

［15 万･20 万］ 

９ 

般・特新規 

＋業種追加 

＋更新 

「般・特新規」「業種追加」「更新」を同時に申請する場合 19 万 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜更新申請の期限について＞ 

・「更新」申請は、有効期間満了日の３か月～30 日前までに行ってください。 

（同時に「般・特新規」「業種追加」を行う場合は２か月前までに申請してください。） 

＜申請手数料の納入方法について＞ 

・窓口申請ではキャッシュレス決済又は現金支払いとなります。 

（収入証紙は令和７年１２月をもって販売終了しました。 

既に購入済の収入証紙は令和８年９月末までご利用になれます。） 

・電子申請ではネットバンキング口座よりお支払い願います。 

・申請を取下げた場合も、納入された手数料は、返還できません。 

※1  許可を受けている特定建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、 

当該特定建設業を廃業し、般・特新規として申請することとなります。 

なお、特定建設業の許可を受けている者が、特定建設業全部について一般建設業の許可を 

申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業した後、新たに一般建設業の許可を 

申請することとなります。「新規許可申請」となりますが、許可番号は変更されません。 

※2  既に許可を受けている建設業が一般及び特定の両方ある場合において、 

他の一般や特定の建設業を追加する場合や、既に許可を受けている建設業を 

一般から特定または特定から一般に切り替える場合は、「業種追加」となります。 
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２ 申請窓口 
岐阜県知事許可の申請窓口は、主たる営業所（本店等）の所在地を管轄する土木事務所の 

総務課管理調整係又は契約係です。 
 

主たる営業所の所在地 申請窓口 郵便番号/住所 TEL(代表) 

岐阜市、羽島市、各務原市、

山県市、瑞穂市、 

本巣市、羽島郡、本巣郡 

岐阜 

土木事務所 

〒500-8384 

岐阜市薮田南 5-14-53 

OKBふれあい会館第 1棟 8階 

058-214-9624 

大垣市、海津市、 

養老郡、不破郡、安八郡 
大垣 

土木事務所 

〒503-0838 

大垣市江崎町 422-3 

西濃総合庁舎 

0584-73-1111 

揖斐郡 
揖斐 

土木事務所 

〒501-0603 

揖斐郡揖斐川町上南方 1-1 

揖斐総合庁舎 

0585-23-1111 

関市、美濃市 
美濃 

土木事務所 

〒501-3756 

美濃市生櫛 1612-2 

中濃総合庁舎 

0575-33-4011 

郡上市 
郡上 

土木事務所 

〒501-4292 

郡上市八幡町初音 1727-2 

郡上総合庁舎 

0575-67-1111 

美濃加茂市、可児市、 

加茂郡、可児郡 
可茂 

土木事務所 

〒505-8508 

美濃加茂市古井町下古井 2610-1 

可茂総合庁舎 

0574-25-3111 

多治見市、瑞浪市、 

土岐市 
多治見 

土木事務所 

〒507-8708 

多治見市上野町 5-68-1 

東濃西部総合庁舎 

0572-23-1111 

恵那市、中津川市 
恵那 

土木事務所 

〒509-7203 

恵那市長島町正家後田 1067-71 

恵那総合庁舎 

0573-26-1111 

下呂市 
下呂 

土木事務所 

〒509-2592 

下呂市萩原町羽根 2605-1 

下呂総合庁舎 

0576-52-3111 

高山市（国府町、上宝町及び奥

飛騨温泉郷の区域を除く）、 

大野郡白川村 

高山 

土木事務所 

〒506-8688 

高山市上岡本町 7-468 

飛騨総合庁舎 

0577-33-1111 

高山市（国府町、上宝町及び 

奥飛騨温泉郷の区域）、 

飛騨市 

古川 

土木事務所 

〒509-4263 

飛騨市古川町上野 617-1 0577-73-2911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 

３ 申請方法 

 

（１）窓口申請（全ての申請が受付可能） 

 

   申請書類の提出及び許可通知書等の交付は、原則、窓口での手渡しにより行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）電子申請 

 

国土交通省が提供している電子申請システム（以下「ＪＣＩＰ」といいます。） 

より申請してください。 
 

【ＪＣＩＰ（ログイン先）】 https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001 
 

    【操作方法のヘルプデスク】 0570-033-730（受付時間：平日９時～１７時） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜会社印の押印について＞ 

・令和３年１月１日から各申請・届出にかかる様式への会社印の押印は不要です。 

＜行政書士の委任状・職印について＞ 

・代理申請の場合は、行政書士法施行規則第９条第２項に基づき、 

申請書類の余白に記名し、行政書士職印を押印してください。 

・併せて委任状（任意様式）を提出ください。 

・委任状への押印の有無は問いません。 

・代行申請の場合は委任状の提出は不要ですが、代行人自らが提出書類の訂正を行うこと

はできませんので、行政庁からの補正指示は申請者本人へ行います。 

 

＜郵送での申請について＞ 

・令和７年１２月をもって収入証紙の販売が終了したため、 

窓口において、キャッシュレス決済又は現金支払いが必要となります。 

・手数料が発生する許可申請について、 

窓口での申請が困難な場合は、電子申請を利用してください。 

・手数料が発生しない届出申請について、 

郵送で申請される場合は、必ず返信用封筒を同封してください。 

（書留、レターパック等の配達状況が確実にわかる方法としてください。） 

＜電子申請が可能なもの＞ 

・許可申請（新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新） 

・変更届 

・廃業届 

・事業年度終了届 

 

＜窓口申請のみのもの＞ 

・承継、相続の認可申請 

＜古川土木事務所管内の高山市内区域について＞ 

・高山市旧国府町及び旧上宝村の所在地（高山市国府町、上宝町及び奥飛騨温泉郷の 

区域）は古川土木事務所の管内です。 

・申請時に「21299高山市（2111古川土木事務所管轄）」の市区町村コードを 

入力願います。 

（別紙４「県内市町村コード表」のとおり） 

 

https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001
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４ 申請に必要な書類 

 

（１）窓口申請 

法定書類３部（正本１部＋申請者返却用副本１部＋閲覧用副本１部）＋確認資料１部 

 

添 様式番号 様式・書類名 

新規 

 

般特新規 

業種追加 

更新 

備 考 

付   法人 個人 法人 個人 法人 個人  

 第 1 号 建設業許可申請書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ・行政書士による代理申請の場合、職印の押印が必要 

   別紙 1 役員等の一覧表 ◎  ◎  ◎  ・執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まない 

   別紙 2 営業所一覧表（新規許可等）又は（更新） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ・業種追加＋更新などの同時申請の場合は新規許可等を提出すること 

   別紙 4 営業所技術者等一覧表 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

 第 2 号 工事経歴書 ◎ ◎ ◎ ◎   ・「業種追加」申請時は追加する業種のみ記載すること 

 第 3 号 直前 3 年の各事業年度における工事施工金額 ◎ ◎ ◎ ◎   ・「業種追加」申請時既許可業種は「その他」に計上すること 

 第 4 号 使用人数 ◎ ◎ ◎ ◎   
 

 第 6 号 誓約書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎   

★ 法務局 登記されていないことの証明書  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ・役員全員、個人事業主、支店長について必要。P.28 参照 

・証明書の有効期間は発行日から３ヵ月以内であること  ★ 本籍市町村 身分証明書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

★ 第 7 号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ・第７号又は第７号の２のいずれか一方を提出 

   別紙 常勤役員等の略歴書 

 第 7 号の 2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 

  

別紙一 常勤役員等の略歴書 

別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 

 第 7 号の 3 健康保険等の加入状況 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎   

★ 第 8 号 営業所技術者等証明書 （新規・変更） ◎ ◎ ◎ ◎    

★   技術検定合格証明書等の資格証明書（写） 

◎ ◎ ◎ ◎   ・第８号に記載した技術者の資格証明として該当書類を添付すること 

★   卒業証明書（原本）又は卒業証書（写） 

★ 第 9 号 実務経験証明書 

★   監理技術者資格者証（写） 

★ 第 10 号 指導監督的実務経験証明書 

 第 11 号 令第 3 条使用人の一覧表 ● ● ● ● ● ● ・支店がある場合のみ提出 

★：正本１部及び申請者返却用副本１部にのみ添付 計２部 

◎：必須書類 

●：該当する場合に提出 

△：変更がない場合は省略可 
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添 様式番号 様式・書類名 
新規 

般特新規 

業種追加 
更新 

備 考 

付   法人 個人 法人 個人 法人 個人 

★ 第 12 号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 ◎ ● ◎ ● ◎ ● 
・法人は、経営業務の管理責任者以外の役員と株主の分を作成すること 

・個人は、支配人がいる場合のみ提出 

★ 第 13 号 令第 3 条使用人の住所、生年月日等に関する調書 ● ● ● ● ● ● ・支店がある場合のみ提出 

 
  定款 ◎  △  △  ・P.29 参照 

・旧定款＋株主総会議事録の写しの添付も可 

★ 第 14 号 株主（出資者）調書 ◎    △  
  

 第 15 号 貸借対照表 ◎      
 

 第 16 号 損益計算書 ◎      
 

 第 17 号 株主資本等変動計算書 ◎      
 

 第 17 号の 2 注記表 ◎      
 

 第 17 号の 3 附属明細表 ●      
・資本金１億又は負債 200 億円以上の株式会社のみ添付が必要 

 第 18 号 貸借対照表  ◎     
 

 第 19 号 損益計算書  ◎     
 

★ 県税事務所 事業税の納税証明書（納付すべき額及び納付済額の証明） ◎ ◎     
・法人又は個人事業税に対する納税証明書 

★ 法務局 登記事項証明書 （商業登記簿謄本） ◎ ● △  △  
・証明書の有効期間は発行日から３ヵ月以内であること 

 第 20 号 営業の沿革 ◎ ◎   ◎ ◎   

 第 20 号の 2 所属建設業者団体 ◎ ◎   △ △   

 第 20 号の 3 主要取引金融機関名 ◎ ◎   △ △   

★ 任意様式 委任状 ● ● ● ● ● ● ・行政書士による申請の場合、添付が必要 

確認資料 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ・P.34 以降を参照 
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（２）電子申請 

電子申請の場合、法定書類はシステムで作成し、確認資料は各確認項目に提出してください。 

提出すべき項目が分からない確認資料がある場合は、その他添付ファイルの項目にアップロードしてください。 

様式番号 様式・書類名 
新規 

業種追加 

般特新規 
更新 

備考 

法人 個人 法人 個人 法人 個人 

第１号 法定書類 建設業許可申請書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

別紙１ 役員等の一覧表 ◎  ◎  ◎   

別紙２ 営業所一覧表（新規許可等）又は（更新） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

確認項目 営業所の実態を確認する資料 ◎ ◎     ・P.35 以降を参照 

別紙４ 営業所技術者等一覧表 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

確認項目 常勤性を証明する資料     ◎ ◎ ・P.35 以降を参照 

確認項目 有資格者区分を確認する資料     ● ● ・大臣特認の資格で有効期限がある者（外国人等）のみ提出 

第２号 法定書類 工事経歴書 ◎ ◎ ◎ ◎    

確認項目 工事経歴を確認する資料 ※１ ※１ ※１ ※１   ※１ 提出不要だが、別紙 12 ダミーデータの添付が必要 

第３号 法定書類 直前３年の各事業年度における工事施工金額 ◎ ◎ ◎ ◎    

確認項目 施工金額合計を確認する資料 ※１ ※１ ※１ ※１   ※１ 提出不要だが、別紙 12 ダミーデータの添付が必要 

第４号 法定書類 使用人数 ◎ ◎ ◎ ◎    

第６号 法定書類 誓約書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

第７号 

第７号の２ 

略歴書 

法定書類 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ・第７号又は第７号の２のいずれかを提出 

別紙 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）の略歴書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ・略歴書は提出必須 

確認項目 常勤性を証明する資料 ◎ ◎ ※１ ※１ ◎ ◎ 
・P.35 以降を参照 

※１ 提出不要だが、別紙 12 ダミーデータの添付が必要 

確認項目 経験を確認する資料 ◎ ◎     ・P.35 以降を参照 

確認項目 申請者以外が証明した証明書原本の写し ● ● ● ● ● ● ・第三者証明の場合は、証明者が作成した様式第７号をアップロードすること 

確認項目 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を確認する資料 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ・P.28 参照。経管者の 「登記されていないことの証明書」 を提出 

確認項目 
破産者で復権を得ないものに該当しない旨の 

市町村の長の証明書 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ・P.28 参照。経管者の 「身分証明書」 を提出。外国籍の場合は提出不要 

◎：必須書類 

●：該当する場合に提出 

△：変更がない場合は省略可 
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様式番号 様式・書類名 
新規 

業種追加 

般特新規 
更新 

備考 

法人 個人 法人 個人 法人 個人 

第７号の３ 法定書類 健康保険等の加入状況 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

確認項目 
健康保険及び厚生年金保険の加入状況を 

証明する資料 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

・P.35 以降を参照 

・従業員５名未満の個人事業所に限り提出不要 

確認項目 雇用保険の加入状況を証明する資料 
◎ 

※１ 

◎ 

※１ 
※２ ※２ ※２ ※２ 

・P.35 以降を参照 

※１ 適用除外に限り提出不要 

※２ 提出不要だが、「加入」を選択した場合は別紙 12 ダミーデータの添付が必要 

第８号 法定書類 営業所技術者等証明書(新規・変更) ◎ ◎ ◎ ◎    

確認項目 常勤性を証明する資料 ◎ ◎ ◎ ◎   ・P.35 以降を参照 

確認項目 有資格区分を証明する資料 ● ● ● ●   
・国家資格や指定学科卒業の場合、確認資料を提出 

ただし、資格者番号でバックヤード連携ができた場合は提出不要 

第９号 法定書類 実務経験証明書 ● ● ● ●    

確認項目 申請者以外が証明した証明書原本の写し ● ● ● ●   ・第三者証明の場合は、証明者が作成した様式第９号をアップロードすること 

第 10 号 法定書類 指導監督的実務経験証明書 ● ● ● ●    

確認項目 実務経験を確認する資料 ● ● ● ●   
・P.35 以降を参照 

・第 10 号が該当する場合は提出 

確認項目 申請者以外が証明した証明書原本の写し ● ● ● ●   ・第三者証明の場合は、証明者が作成した様式第 10 号をアップロードすること 

第 11 号 
法定書類 令第 3 条使用人の一覧表 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

・該当がない場合は「該当なし」チェックボックスにチェックをつけること 

・支店がある場合は支店長名を記載して提出 

第 12 号 
法定書類 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 ◎ ● ◎ ● ◎ ● 

・法人は、経営業務の管理責任者以外の役員と株主の分を作成すること 

・個人は、支配人がいる場合のみ提出 

確認項目 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を確認する資料 ◎ ● ◎ ● ◎ ● 

・P.28 参照 

・第 12 号に記載した役員の 「登記されていないことの証明書」  を提出 

・株主は提出不要 

確認項目 

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に 

該当せず、また、破産者で復権を得ないものに 

該当しない旨の市町村の長の証明書 

◎ ● ◎ ● ◎ ● 

・P.28 参照 

・第 12 号に記載した役員の 「身分証明書」 を提出 

・株主は提出不要、外国籍の場合も提出不要 
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様式番号 様式・書類名 
新規 

業種追加 

般特新規 
更新 

備考 

法人 個人 法人 個人 法人 個人 

第 13 号 
法定書類 

令第 3 条に規定する使用人の住所、生年月日等に 

関する調書 
● ● ● ● ● ● ・支店がある場合 

確認項目 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を確認する資料 ● ● ● ● ● ● 
・P.28 を参照 

・第 13 号に記載した者の 「登記されていないことの証明書」 を提出 

確認項目 

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に 

該当せず、また、破産者で復権を得ないものに 

該当しない旨の市町村の長の証明書 

● ● ● ● ● ● 

・P.28 を参照 

・第 13 号に記載した者の 「身分証明書」 を提出 

・外国籍の場合は提出不要 

第 14 号 法定書類 株主（出資者）調書 ◎    △   

第 15 号 法定書類 貸借対照表（法人用） ◎      ・新設法人の場合、開始貸借対照表を添付すること 

第 16 号 法定書類 損益計算書（法人用） ◎      ・新設法人に限り提出不要 

第 17 号 法定書類 株主資本等変動計算書（法人用） ◎      ・新設法人に限り提出不要 

第 17 号の２ 法定書類 注記表 ◎      ・新設法人に限り提出不要 

第 17 号の３ 法定書類 附属明細表 ●      ・資本金１億又は負債 200 億円以上の株式会社のみ添付が必要 

第 18 号 法定書類 貸借対照表（個人用）  ◎     ・個人事業開業時の場合、開始貸借対照表を添付すること 

第 19 号 法定書類 損益計算書（個人用）  ◎     ・個人事業開業時に限り提出不要 

第 20 号 法定書類 営業の沿革 ◎ ◎   ◎ ◎  

第 20 号の２ 法定書類 所属建設業者団体 ◎ ◎   △ △  

第 20 号の３ 法定書類 主要取引金融機関名 ◎ ◎   △ △  
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様式番号 様式・書類名 
新規 

業種追加 

般特新規 
更新 

備考 

法人 個人 法人 個人 法人 個人 

その他 

添付ファイル 

確認項目 定款 ◎  △  △   

確認項目 登記事項証明書 ◎ ● △  △  ・証明書の有効期間は発行日から３ヵ月以内であること 

確認項目 法定代理人の登記事項証明書  ●  ●  ● ・申請者が未成年の個人で法定代理人が存在する場合は提出 

確認項目 納税証明書 ◎ ◎     ・県税事務所で取得 

確認項目 有価証券報告書 ●      ・有価証券報告書の提出会社で、附属明細表の提出に代える場合は提出 

確認項目 一般建設業の財産的基礎の確認資料 
◎ 

※１ 

◎ 

※１ 

◎ 

※１ 

※２ 

◎ 

※１ 

※２ 

  

・P.35 以降を参照 

※１ 貸借対照表で自己資本(純資産)が 500 万円以上の場合は提出不要 

※２ 許可申請直前の過去５年間許可を受けて継続して 

営業した実績がある場合は提出不要 
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（３）建設業法第８条第１号に該当しないことを証明する書類 

 

・法人の役員、個人事業主及び令第３条に規定する使用人について必要です。 

（相談役及び顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主については、提出不要） 

   ・以下のアの書類を提出してください。 

    

ア 身分証明書 
 

 

 

 

 
 

【取得方法】 

      本籍地の市町村（戸籍事務担当課）で申請してください。 

 

（４）建設業法第８条第１０号に該当しないことを証明する書類 

 
・法人の役員、個人事業主及び令第３条に規定する使用人について必要です。 

（相談役及び顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主については、提出不要） 

・以下のアの書類を提出してください。 

・アの書類を添付できないときにあっては、イの書類を提出してください。 

 

  ア 登記されていないことの証明書 

 

 

 

 
【岐阜県内の窓口申請】 

岐阜地方法務局 戸籍課  ※ 支所・出張所では申請できません 

〒500-8729 岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎内 TEL:058-245-3181 （代表） 

 

【郵送による申請】 

東京法務局 民事行政部後見登録課 

〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第２合同庁舎 

TEL: 03-5213-1360（ダイヤルイン）、03-5213-1234（代表) 

（参考）東京法務局：登記されていないことの証明書の説明及び請求方法 

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html 

          ※外国籍の方も取得が可能です。 

詳しくは、上記の行政機関にご相談ください。 

 

イ 医師の診断書 

 

 

 
・医師に作成を依頼してください。 

※診断書作成例は、 

【県ＨＰ】「建設業許可の広場－様式ダウンロード－建設業許可－診断書作成例」 

をご覧ください。 

※上記アに掲げる書類の提出者にあっては、医師の診断書の提出は不要です。 

 
＜医師の診断書の提出を必要とする主なケース＞ 

・上記アの証明書類において、成年被後見人又は被保佐人に該当する方、成年被後見人又 

は被保佐人とみなされる方が、医師の診断書により、回復の見込みや医師の所見を考慮 

した上で、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと 

ができることを証明したい場合 

・上記アに掲げる書類の提出ができない場合 

契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を 

適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書 

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当しない旨の登記事項証明書 

（証明書の有効期間は発行日から３カ月以内であること） 

 

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書 

（証明書の有効期間は発行日から３カ月以内であること） 

（外国籍の方は提出不要） 

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html
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（５）定款 

 

・現行定款の写しを添付してください。 

・原本証明は不要です。 

・変更前の定款に定款変更に係る株主総会議事録を添付することによる申請も可能です。 

 
＜定款に係る留意事項等＞ 

※定款や登記事項証明書の目的欄に建設工事の申請業種に関する記載がされているか 

ご確認ください。 

※定款の目的欄について、建設業法の許可要件ではありませんので、 

許可取得後に修正してもよいですが、目的欄に業種の記載がないまま、 

建設工事を受注した場合は会社法に抵触しますので、ご留意ください。 

※許可後に目的欄を変更した場合は、再度、事業年度終了届と共にご提出願います。 

※「建設工事の請負」とした記載の場合は、全ての業種について認められます。 

※「土木工事の請負」「土木工事業」等の記載の場合にあっては、土木工事関連の業種 

（土木施工管理技士の主任技術者となりうる業種）について認められます。 

※「建築工事の施工」「建築工事業」等の記載の場合にあっては、建築工事関連の業種

（建築施工管理技士の主任技術者となりうる業種）について認められます。 

※業種を細分化して記載してある場合は、原則としてその業種のみしか認められません。 

※「○○の販売」のように工事に関する文言がない場合、 

工事を請け負うことはできません。 

 

５ 申請書類の入手方法 

 

（１）申請書等の様式 

    以下の県ＨＰから、様式ファイルをダウンロードすることができます。 

 

 

 

 
 （２）用紙購入 

 （一社）岐阜県建設業協会又はお近くの各地区建設業協会において用紙を購入する 

ことができます。 

 ＜（一社）岐阜県建設業協会＞ 

〒500-8502 岐阜市薮田東1丁目2番2号 建設会館３階 

TEL: 058-276-3743  FAX: 058-276-6848 

 

６ 標準処理期間 

 

土木事務所に対し書類提出し、適正に受理された後、50日間となります。 

 

      ※上記の期間には、県の休日（土日・祝日）を含みません。 

※上記の期間は、適正な申請を前提にしており、形式上の不備の是正等を求める補正に

要する期間を含みません。（適正な申請がなされていても、審査のため、申請者に必

要な資料の提供等を求めてから、申請者がその求めに応答するまでの期間は含みませ

ん。） 

 

  

【県ＨＰ】トップ > 社会基盤 > 県土・都市整備 > 建設業・入札制度関係 > 建設業許可 様式等ダウンロード 

http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kendo/nyusatsu/11656/DL_kyoka.html 
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Ⅴ 許可を受けた後の手続 
１ 変更等の届出（法第 11 条） 

許可を受けた後、許可申請書及び添付書類の記載事項に変更が生じたとき、事業年度 

を終了したときなどは、その旨の変更届出書を許可行政庁に提出しなければなりませ 

ん。 
※変更等の届出窓口は、許可申請を行った土木事務所です。 

 

変更事由 提出期限 

１ 常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐する者を変更したとき 

２ 営業所技術者等を変更したとき 

３ 令第３条に規定する使用人（支店長、営業所長）を変更したとき 

４ 常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐する者又は 

営業所技術者等が欠けたとき 

５ 欠格要件(法第８条第１、７～13号)に該当することになったとき 

６ 健康保険等の加入状況に変更があった場合（従業員数を除く） 

事実の発生

から 

２週間以内 

７ 商号又は名称を変更したとき 

８ 営業所の新設をしたとき 

９ 既存の営業所の名称、所在地又は業種等を変更したとき 

10 法人の資本金額（又は出資総額）に変更があったとき 

11 法人の役員等に変更があったとき 

12 個人の事業主又は支配人に変更があったとき 

事実の発生

から 

30日以内 

13 事業年度（決算期）を経過したとき ［事業年度終了届］  

14 使用人数に変更があった場合 

15 令第３条に規定する使用人の一覧表に変更があった場合 

16 定款に変更があった場合 

17 健康保険等の加入状況に変更があった場合（従業員数のみ） 

毎事業年度

終了後 

４か月以内 

 

 
２ 廃業等の届出（法第 12 条） 

許可を受けた建設業を廃止等した場合は、30日以内に許可行政庁へ廃業届を提出しな 

ければなりません。 

※廃業届に基づき、建設業許可の取消し（法第 29 条第１項第５号）が行われます。 

廃業等の届出事由 届出をすべき者 

許可を受けた個人の事業主が死亡したとき 相続人 

法人が合併により消滅したとき 役員であった者 

法人が破産手続開始の決定により解散したとき 破産管財人 

法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき 清算人 

許可を受けた建設業の全部又は一部を廃止したとき 
法人－法人の役員 

個人－本人 

 
 

３ 許可の更新等 

建設業許可の有効期間は５年です。 

※継続して建設業を営もうとする場合は、期間が満了するまでに許可の更新申請が必要です。 

   ※同一区分内で新たな業種の許可を取得する場合（業種追加）、一般建設業の許可を特 

定建設業に変更する場合（般・特新規）、営業所所在地の変更等により許可行政庁が変更と 

なる場合(許可換え)については、許可の申請が必要です。 
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４ 変更の届出に必要な書類（法定書類）  

（１）変更届出書 

届出は３部（正本１部、申請者返却用副本１部、閲覧用副本１部）と確認資料１部が必要です。 

   

常勤 

役員等 

営業所

技術者

等 

使用人 

支配人 

 

常勤役員等 

営業所技術

者等不在 

欠格要

件該当 

営業所 商号  役員等   

添

付 

様式番号 様式・書類名 
新設 

所在地 

業種の 

変更等 

名称 

組織変更 資本金 
新規 

追加 

変更 

退任 

社会 

保険等 

備 考 

 第 22 号の 2 変更届出書（第一面） ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎   

  〃   （第二面）      ◎ ●       

 第 1 号 申請書 別紙 1 役員等の一覧表          ◎ ◎   

  申請書 別紙 4 営業所技術者等一覧表   ◎    ◎        

 第 6 号 誓約書   ◎   ◎    ◎     

★ 
法務局 

本籍市町村 

※登記されていないことの証明書 

※身分証明書 
  ◎   ◎    ◎   ・手引き P.28 参照  

★ 

 

第 7 号 

  

常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 
▲ 

           

・第７号又は第７号の２の 

いずれか一方を提出 

別紙 常勤役員等の略歴書            

 第 7 号の 2 

常勤役員等及び当該常勤役員等を 

直接に補佐する者の証明書 
▲ 

      

 

    

  

別紙一 常勤役員等の略歴書 

別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書       

 

    

 第 7 号の 3 健康保険等の加入状況            ◎ ・従業員数を除く 

★ 第 8 号 営業所技術者等証明書 （新規・変更）  ◎    ◎ △        

★   技術検定合格証明書等の資格証明書（写） 

 ◎    ◎ △ 

 

    

・８号に記載した 

技術者の該当資格の書類を添付 

（削除時は不要） 

★   卒業証明書（写） 

★ 第 9 号 実務経験証明書 

★   監理技術者資格者証（写） 

★ 第 10 号 指導監督的実務経験証明書 

 第 11 号 令 3 条使用人の一覧表   ◎   ◎        

★ 第 12 号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書          ◎    

★ 第 13 号 令 3 条使用人の住所、生年月日等に関する調書   ◎   ◎       ・12 号提出者は不要 

★ 第 14 号 株主（出資者）調書         ◎ △ △   

★ 法務局 ※登記事項証明書 （商業登記簿謄本）   ●   △ △ ◎ ◎ ◎ ◎   

★ 第 22 号の 3 届出書    ◎ ◎         

★  ※戸籍抄本又は住民票抄本 △ △ △        △  ・氏名の変更の場合 

★ 任意様式 委任状 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ・行政書士による申請の場合 

  確認資料 ◎ ◎ ◎   ◎ ●   ◎  ◎ ・手引き P.34 参照 

※の書類は申請日の直前３か月以内に発行されたものを添付してください。（副本は写しで可）

★：正本及び副本のうち１部（申請者返却用）にのみ添付 

◎：必須書類 

●：該当する場合に提出 

▲：いずれかを提出 

△：変更がない場合は省略可 
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（２）廃業届 
   下記届出書類を２部（正本１部、申請者返却用副本１部）及び確認資料（原本提示）を 

提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（３）事業年度終了届 
 

【窓口申請】 
届出には３部（正本１部、申請者返却用副本１部、閲覧用副本１部）が必要です。 

 

 

 

 

 
添 様式番号 様式・書類名 届出区分 備 考 

付   法人 個人  

  ［事業年度終了届用］変更届出書 ◎ ◎   

 第 2 号 工事経歴書 ◎ ◎   

 第 3 号 直前 3 年の各事業年度における工事施工金額 ◎ ◎   

 第 4 号 使用人数 △ △   

 第 7 号の 3 健康保険等の加入状況 △ △ ・従業員数の変更がある場合のみ 

 第 11 号 令第 3 条使用人の一覧表 △ △ ・支店がある場合等 

  定款 △   

 第 15 号 貸借対照表 ◎  
  

 第 16 号 損益計算書 ◎  
  

 第 17 号 株主資本等変動計算書 ◎  
  

 第 17 号の 2 注記表 ◎  
  

 

第 17 号の 3 附属明細表 ●  
・資本金１億又は 

負債 200 億円以上の 

株式会社のみ添付 

  事業報告書 ●  ・株式会社のみ添付 

 第 18 号 貸借対照表  ◎   

 第 19 号 損益計算書  ◎   

★ 県税事務所 
事業税の納税証明書 

（納付すべき額及び納付済額の証明） 
◎ ◎ ・法人又は個人事業税 

★ 任意様式 委任状 ● ● ・行政書士による申請の場合 

＜全部廃業の場合＞ 

 ・「廃業届」（様式第２２号の４） 
 

＜一部廃業の場合＞ 

ア 引き続き他の業種で営業所技術者等となる場合 

・「廃業届」（様式第２２号の４） 

・「変更届出書」（様式第２２号の２） 

・「営業所技術者等技術者証明書」（様式第８号） 
 

 イ 営業所技術者等でなくなる場合 （退職等） 

 ・「廃業届」（様式第２２号の４） 

・「変更届出書」（様式第２２号の２） 

・「届出書」（様式第２２号の３）  
 

※ 廃業する業種が「従たる営業所」の業種であった場合、 

「変更届出書（第二面）」（様式第２２号の２）も提出してください｡ 

★：正本及び副本のうち１部（申請者返却用）にのみ添付 

◎：必須書類、 

●：該当する場合に提出、 

△：変更がない場合は省略可 
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【電子申請】 
電子申請の場合、法定書類はシステムで作成し、 

確認資料は確認項目にアップロードして提出してください。 

 

 
様式番号 様式・書類名 届出区分 備 考 

 法人 個人  

－ 法定書類 ［事業年度終了届用］変更届出書 ◎ ◎   

第 2 号 
法定書類 工事経歴書 ◎ ◎   

確認項目 工事経歴書を確認する資料   ・提出不要 

第 3 号 
法定書類 直前 3 年の各事業年度における工事施工金額 ◎ ◎   

確認項目 施工金額合計を確認する資料   ・提出不要 

第４号 法定書類 使用人数 △ △  

第７号の３ 

法定書類 健康保険等の加入状況 △ △ ・従業員数の変更がある場合のみ 

確認項目 
健康保険及び厚生年金保険の加入状況を 

証明する資料 
  

・提出不要だが、加入の場合、 

 別紙 12 ダミーデータの添付が必要 

確認項目 雇用保険の加入状況を証明する資料   
・提出不要だが、加入の場合、 

 別紙 12 ダミーデータの添付が必要 

第 11 号 法定書類 令第 3 条使用人の一覧表 △ △  

第 15 号 法定書類 貸借対照表（法人用） ◎  
  

第 16 号 法定書類 損益計算書（法人用） ◎  
  

第 17 号 法定書類 株主資本等変動計算書（法人用） ◎  
  

第 17 号の 2 法定書類 注記表 ◎  
  

第 17 号の 3 法定書類 附属明細表 ●  
・資本金１億又は 

負債 200 億円以上の 

株式会社のみ添付 

第 18 号 法定書類 貸借対照表（個人用）  ◎   

第 19 号 法定書類 損益計算書（個人用）  ◎   

その他 

添付ファイル 

確認項目 定款 △   

確認項目 
事業税の納税証明書 

（納付すべき額及び納付済額の証明） 
◎ ◎ ・県税事務所発行のもの 

確認項目 事業報告書 ●  ・株式会社のみ添付 

 
  

◎：必須書類、 

●：該当する場合に提出、 

△：変更がない場合は省略可 
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Ⅵ 申請・変更等に係る確認資料 
 

【窓口申請の場合】 
法定書類と別綴じで１部提出してください。 

ただし、営業所技術者等の資格に関する確認資料は法定書類に添付していれば、 

確認資料の提出は不要とします。 

なお、下記資料で確認ができないときは、他の資料を提出していただく場合もあります。 
 

 
 

 

 

申請・届出区分 許可申請 変更届出 廃業届 

 

確認事項 

新規 業種追加 

般・特新規 

更新 営業所 

新設等 

常勤 

役員等 

営業所 

技術者等 

令 3 条 

使用人 

新任 

役員等 

社会 

保険 

１ 役員等確認表 ◎  ◎ ◎   ◎ ◎   

２ 営業所要件（本店・支店） ◎   ◎       

３ 常勤性    

(1) 常勤役員等 

（経営業務の管理責任者等） 
◎  ◎ ◎ ◎      

(2) 営業所技術者等 ◎ 
◎ 

※２ 
◎ ◎  

◎ 

※１ 
   

 

４ 資格・経験等            

(1) 常勤役員等 

（経営業務の管理責任者等） 
◎    ◎      

(2) 営業所技術者等 ◎ 
◎ 

※２ 

● 

※３ 
◎  ◎    

 

５ 一般建設業許可の 

財産的基礎 

◎ 

※４ 

◎ 

※４＋５ 
       

 

６ 社会保険等の加入状況    

(1) 健康保険・厚生年金保険 ◎ ◎ ◎      ◎  

(2) 雇用保険 ◎ ◎ ◎      ◎  

７ 法人番号 ● △ △        

８ 廃業理由          
● 

※６ 

※１ 技術者資格の変更のみの場合は省略可 

※２ 追加業種を担当する営業所技術者等のみ提出（従来からの業種については省略可） 

※３ 大臣特認で有効期限がある場合のみ提出（監理技術者資格者証は提出不要） 

※４ 申請の直前決算期における貸借対照表で自己資本の額が 500 万円以上の場合は省略可 

※５ 許可申請直前の過去５年間許可を受けて継続して営業した実績を有する場合は省略可 

※６ 廃業理由が「(5)許可を受けた建設業を廃止したため」以外の場合に添付 

 

  

◎：必須書類 

●：該当する場合に提出 

△：変更がない場合は省略可 
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【電子申請の場合】 
電子申請システムの確認項目にアップロードして提出してください。 

なお、下記資料で確認ができないときは、他の資料を提出していただく場合もあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

申請・届出区分 許可申請 変更届出 廃業届 

 

確認事項 

新規 業種追加 

般・特新規 

更新 営業所 

新設等 

常勤 

役員等 

営業所 

技術者等 

令 3 条 

使用人 

新任 

役員等 

社会 

保険 

１ 役員等確認表           

２ 営業所要件（本店・支店） ◎   ◎       

３ 常勤性    

(1) 常勤役員等 

（経営業務の管理責任者等） 
◎  ◎ ◎ ◎      

(2) 営業所技術者等 ◎ 
◎ 

※３ 
◎ ◎  

◎ 

※１ 
   

 

４ 資格・経験等            

(1) 常勤役員等 

（経営業務の管理責任者等） 
◎    ◎      

(2) 営業所技術者等 
◎ 

※２ 

◎ 

※２＋３ 

● 

※４ 

◎ 

※２ 
 

◎ 

※２ 
   

 

５ 一般建設業許可の 

財産的基礎 

◎ 

※５ 

◎ 

※５＋６ 
       

 

６ 社会保険等の加入状況    

(1) 健康保険・厚生年金保険 ◎ ◎ ◎      ◎  

(2) 雇用保険 ◎ ※８ ※８      ◎  

７ 法人番号           

８ 廃業理由          
● 

※７ 

※１ 技術者資格の変更のみの場合は省略可 

※２ 資格者番号を入力してバックヤード連携ができた場合、国家資格書類は省略可 

※３ 追加業種を担当する営業所技術者等のみ提出（従来からの業種については省略可） 

※４ 大臣特認で有効期限がある場合のみ提出（監理技術者資格者証は提出不要） 

※５ 直前決算期における貸借対照表で自己資本（純資産）の額が 500 万円以上の場合は省略可 

※６ 許可申請直前の過去５年間許可を受けて継続して営業した実績を有する場合は省略可 

※７ 廃業理由が「(5)許可を受けた建設業を廃止したため」以外の場合に添付 
※８  雇用保険の加入状況は審査行政庁で調査を行うため、確認資料は不要とするが、 

調査の結果、加入状況が申請書と一致しない場合は確認資料を求める可能性あり 

  

◎：必須書類 

●：該当する場合に提出 

△：変更がない場合は省略可 
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【電子申請システムにおける確認項目のエラー対応の方法について】 
 

 

・国が設計したシステムの仕様上、法定書類の項目に確認項目が埋め込まれています。 

・確認資料を添付する項目が分からない場合は、 

その他添付ファイルに添付していただいても問題ありません。 

・また、各様式の確認項目においてファイル添付が必須な場合は、 

添付を行わないとエラーが表示されて申請ができません。 

・ただし、その確認項目のうち、岐阜県では提出を求めていない確認資料もありますので、 

その場合は別紙12「ダミーデータ」を添付して申請してください。 

 
○ダミーデータの添付が必要な確認項目（岐阜県では確認資料の添付が不要） 
 

１ 新規申請 

   第２号   工事経歴を確認する資料 

   第３号   施工金額合計を確認する資料 

 

２ 般・特新規申請 / 業種追加申請 

  第２号   工事経歴を確認する資料 

 第３号   施工金額合計を確認する資料 

   第７号   常勤性を証明する資料 

   第７号の２ 常勤性を証明する資料 

   第７号の３ 雇用保険の加入状況を証明する資料 

（加入を選択した場合のみ） 

 

３ 更新申請 

  第７号の３ 雇用保険の加入状況を証明する資料 

（加入を選択した場合のみ） 

 

４ 事業年度終了届 

  第７号の３ 健康保険及び厚生年金保険の加入状況を証明する資料 

（加入を選択した場合のみ） 

  第７号の３ 雇用保険の加入状況を証明する資料 

（加入を選択した場合のみ） 

 

○第三者証明が必要な書類について 
  

下記の法定書類について、第三者証明とする場合は電子申請システムで様式が作成できないため、 

県ホームページから様式をダウンロードして第三者に証明してもらった書類を、各法定書類の確認項

目「申請者以外が証明した証明書原本の写し」にアップロードしてください。 

 

  

 

 

 

 

  

・様式第７号  「常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書」 

・様式第７号の２「常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書」 

・様式第９号  「実務経験証明書」 

 

 

第三者証明の場合のみ 

 

 

各法定書類の確認項目「申請者以外が証明した証明書原本の写し」にＰＤＦをアップロード 
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【確認資料の詳細】 
 

１ 役員等確認表 

・令和８年１月から様式が変更となります。（３月までは従前の様式でも受け付けます。） 

・申請書 別紙一に記載した役員等、令第３条に規定する使用人、個人事業主及び支配人に 

ついて、役員等確認表に記入し、提出してください。 

・新任の役員等の届出の場合は、該当者のみ記載してください。 

・以下の県ＨＰよりダウンロードしたファイルをご利用ください。 

  【県ＨＰ】「建設業許可の広場－様式ダウンロード－建設業許可－役員等確認表」 

 

２ 営業所要件の確認（本店及び支店） 

（１）営業所の写真 
・営業所の全景（看板・表札等を含む）、入口、内部（什器・電話）、許可票（新規を除く） 

が確認できるもの（看板・表札・許可票は、記載内容が判読できること。）    
 

（２）営業所の所有状況の確認 

・営業所を使用する権原を確認するために、当該営業所が自社（自己）所有又は賃貸借等で 

あることの別を上記（１）の写真に併せて明記してください。 

 

３ 常勤性の確認 

（１）常勤役員等(経営業務の管理責任者)、常勤役員等を直接に補佐する者、営業所技術者に

ついて、以下のいずれかの書面の写しを提出してください。 

 

    ・健康保険、厚生年金保険の標準報酬決定通知書 

    ・住民税特別徴収税額通知書 

    ・所属企業の雇用証明書 

（雇用保険の被保険者証、資格取得等確認通知書、雇用契約書又は労働条件通知書等） 
   ※いずれの書類も直近のもので氏名・所属会社名が分かること 

    

（２）上記で確認できない場合（準ずる資料） 
 

項目 確認資料 
 
 

 

 
 

 
 

1 

 
 

 

 
 

 
 

個人事業主 

 

・直近の個人事業主の所得税確定申告書 
 

※事業収入が給与収入を上回っていること 
 

（開業時申請の場合は下記書類を提出すること） 
 

・税務署に提出した個人事業の開業届出書 
 

 
 

2 

 

 
 

専従者 

 

・直近の個人事業主の所得税確定申告書 
 

※専従者の欄に記載のあるもの 
 
 

3 

 

複数の会社を 

経営する役員 

 

・健康保険、厚生年金保険被保険者二以上事業所勤務届 
 

※申請会社で一定額の報酬を得ていること 
 

 

 
 

 
 

4 

 

 

 
 

 
 

役 員 

 

・直近の法人税確定申告書（表紙及び役員報酬内訳） 
 

※法人用の確定申告書を提出すること 

※申請会社で一定額の報酬を得ていること 
 

5 
 

後期高齢者等 
 

・厚生年金保険70歳以上被用者該当届等 
 
 

 

6 

 
 

 

従業員 

 

・申請直前３か月分の「賃金台帳＋出勤簿」 
 

・源泉徴収票＋市町村が発行した所得証明書 
 

7 
 

新規採用者 
 

・受付印のある健康保険、厚生年金、雇用保険の資格取得届 
 

8 
 

出向者（在籍型出向） 
 
 

※出向は、使用者である 

役員には適用されません 
 

（役  員⇒役  員の出向は×） 

（労働者⇒役 員の出向は○） 

（労働者⇒労働者の出向は○） 

 

①健康保険、厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等 
 

※出向元に在籍していることが分かる資料 

  ＋ 
②出向契約書等 
 

※該当者、出向元、出向先、出向期間の確認できる資料等 
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４ 資格・経験等の確認 

（１）「常勤役員等（経営業務の管理責任者等）」としての経験の確認 

ア 経営業務の管理責任者としての経験の確認 

…手引きP.3 Ⅱ-１-（１）-ア 

(ア) 法人における経験の場合 

 
 

 

※登記情報提供サービスから出力した書類は法的証明力が無いため、 

 確認資料として認められません。 
 

 

(イ) 個人事業主における経験の場合 

 

 

 
※令和 7 年１月から収受印・収受日の確認は求めないこととなりました。 

 

上記資料で建設業を営んでいることが確認できない場合、契約書又は注文書の 

写し等を提出していただきます｡ 

・提出は、対象期間において各年１件以上 

・契約当事者双方の合意に基づいて作成されたことが証明できる書類（見積書、

請求書等に発注者の証明があるものを含む。）は確認資料として認める。 

 

イ 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者（経営業務を執行する権限の委任を受 

けた者に限る。）としての経営業務を管理した経験の確認 

…手引きP.3 Ⅱ-１-（１）-イ 

 下記①～④の書類の写しを全て提出してください。 

 

 

 

 

 

 

ウ 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を補佐した経験の確認 

…手引きP.3 Ⅱ-１-（１）-ウ 

     原則として、下記(ア)又は(イ)の書類の写しを提出してください。 

なお、特例措置を活用される場合は、手引きP.5を参照願います。 
 

(ア) 法人における補佐経験の場合 

下記①～④の書類の写しを全て提出してください。 

 

 

 

 

 

 

(イ) 個人事業主の専従者としての補佐経験の場合 

   以下の書類の写しを提出してください。 

    
  

①組織図（又は、これに準ずる書類） 

②業務分掌規程（又は、これに準ずる書類） 

③定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、 

取締役就業規定又は取締役会の議事録（又は、これに準ずる書類） 

④人事発令書（又は、これに準ずる書類） 

 

①組織図（又は、これに準ずる書類） 

②業務分掌規程（又は、これに準ずる書類） 

③人事発令書（又は、これに準ずる書類） 

④経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した 

経験の証明書（岐阜県様式） 

①個人事業主の確定申告書（専従者の欄に当人の氏名が記載があること） 

②経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した 

経験の証明書（岐阜県様式） 

・登記事項証明書（履歴事項全部証明書又は閉鎖事項全部証明書) 

・個人事業主の所得税確定申告書の写し 

 （職業欄で建設業を営んでいることが分かること。事業収入があること。） 
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エ 「常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者」の経験の確認 

(ア) 常勤役員等としての経験の確認 

…手引きP.5 Ⅱ-１-（２）-エ・オ 

 

     ａ 「建設業に関し２年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて建 

設業に関し５年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者（財務管 

理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。）としての経験を 

有する者」の場合 

 

以下の①及び②の書類を提出してください。 
 

 

 

 

 

 

 

       ｂ 「建設業に関し２年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて５ 

年以上役員等としての経験（建設業以外の業種でも可。）を有する者」の場合 

 

上記４（１）アのうち、該当する書類を提出してください。 

 

(イ) 常勤役員等を直接に補佐する者としての経験の確認 

…手引きP.5 Ⅱ-１-（２）-カ・キ・ク 

 

「当該建設業者又は建設業を営む者における５年以上の財務管理、労務管理 

及び業務運営の業務経験を有する者」を確認するため、以下①及び②の書類の写

しを提出してください。 

 

 

 

 
※財務管理、労務管理、業務運営のそれぞれの経験の確認書類が必要となります。 

※この３名は、業務経験を証明できる限り同一人であっても構いませんが、 

「常勤役員等」と兼ねることはできません。 

※財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験について、

その期間が重複していても問題はありません。 

 

オ 「過去に建設業許可業者において経営業務の管理責任者を務めていた場合」 

の経験の確認 

 

以下①及び②の書類の写しを提出してください。 

 

 

 
 

  

① 建設業に関する役員等としての経験 
   ・上記４（１）アと同様 

② 建設業に関し、役員等に次ぐ職制上の地位にある者（財務管理、 

労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。）としての経験 

  ・上記４（１）ウ(ア) ①～③を提出 

①業務分掌規程又は過去の稟議書（又は、これに準ずる書類） 

②人事発令書（又は、これに準ずる書類） 

①受付印のある申請書表紙 

②当時の常勤役員等証明書（様式第７号） 
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（２）「営業所技術者等」の資格の確認 

ア 国家資格者の場合 

      合格証明書、免許証、監理技術者資格者証等の写しを申請書に添付してください。  
※実務経験が必要な資格は、「実務経験証明書」も申請書等への添付が必要です。 

 

イ 実務経験の場合 

     「実務経験証明書（様式第９号）」を申請書に添付するとともに、以下の資料を提

出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※実務経験期間の重複は認められません。 

※法第７条第２号ロ該当の場合、１業種ごとに10年の実務経験が必要です。 

（２業種の場合 20年） 

※過去に建設業許可業者において営業所技術者等を務めていた方について、 

その当時の許可申請書を確認資料としたい場合には、個別にご相談ください。 

 
ウ 指導監督的実務経験の場合（特定建設業 法第15条第2号ロ該当） 

「指導監督的実務経験証明書（様式第10号）」及び国家資格者証の写し等を申請書に

添付するとともに、「指導監督的実務経験証明書」に記載した全ての工事に係る契約書

又は注文書等の写しを添付してください。 

 

エ 大臣特認の場合 （特定建設業 法第15条第２号ハ該当） 

      国土交通大臣の認定書（現在有効なもの）の写しを申請書等に添付してください。  

 

 

５ 一般建設業許可の財産的基礎の確認 [新規申請、般特新規、業種追加の場合] 

 

（１）自己資本（直近の貸借対照表：純資産額）５００万円以上の場合 

    ・提出書類なし 

 

（２）自己資本（直近の貸借対照表：純資産額）５００万円未満の場合 

・取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書 

 
※証明基準日（注.発行日ではありません。）が申請直前１か月以内のものを提出願います。 

※特定建設業は、財務諸表により確認を行うため確認資料は不要です。 

 

      ＜自己資本とは＞ 

法人 ・貸借対照表における純資産合計の額 

個人 ①期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から 

事業主貸勘定の額を控除した額 

        ＋ 

① 負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額 

※手引きP.16「一般建設業（注.1）」参照 

  

①実務経験 

・確認資料なし 
 

【注意事項】 
・「実務経験証明書」において、業種の確認が困難な場合は、契約書又は注文

書の写し等工事請負の実態及び業種がわかるものを提出していただきます。 

・契約当事者双方の合意に基づいて作成されたことが証明できる書類（見積書、 

請求書等に発注者の証明があるものを含む。）は確認資料として認めます。 
 

 

 

②指定学科（法第７条２号イの場合） 

 ・卒業証明書又は卒業証書の写し 
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６ 健康保険等の加入状況の確認 

 

（１）健康保険・厚生年金保険関係 

以下の書面の写し（直近のもの）を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（２）雇用保険関係 

以下の書面のいずれかの写し（直近のもの）を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
７ 法人番号の確認 

  国税庁から送付された「法人番号指定通知書」の写し又は「国税庁法人番号公表サイトの法

人情報の画面を印刷したもの」を提出してください。 

  【国税庁法人番号公表サイト】 http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ 

 

  

ア 協会けんぽ（全国健康保険協会）に加入の場合（以下のいずれか） 

(ア) 標準報酬決定通知書  

(イ) 領収証書 

(ウ) 保険納入告知額・領収済通知書 

(エ) 社会保険料納入確認（申請）書 ※受付印（受理日がわかる）もの 

(オ) 社会保険料納入証明書 

(カ) 資格取得確認通知書 

 

イ 組合管掌健康保険に加入の場合（以下の２点） 

①健康保険  ・・・健康保険組合発行の保険料領収証書 

②厚生年金保険・・・上記(ア)～(カ)のいずれか 

 

ウ 健康保険の適用除外を受けて建設国保等に加入の場合（以下の２点） 

①健康保険  ・・・適用除外承認書、適用除外承認証明書 

又は国保組合の加入証明書 

②厚生年金保険・・・上記(ア)～(カ)のいずれか 

 

エ 従業員５名未満の個人事業所で適用除外の場合 

   提出書類なし 

ア 加入の場合 

① 労働保険概算・確定保険料申告書   ＋領収済通知書等 
  

※口座振替の場合、領収済通知書の代わりに、 

口座振替結果のお知らせを提出してください。 
 

②事務組合による労働保険料等納入通知書＋領収済通知書等 
 

※書類の名称は、保険料納入告知書、労働保険料等領収書など 

当該書類を発出する事務組合により異なることがあります。 
 

③雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用） 

 

イ 適用除外の場合 

   提出書類なし 
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８ 廃業理由の確認 

  廃業等の理由が「(5)許可を受けた建設業を廃止したとき」以外の場合については、以

下の資料（写し可）を提出してください。 
※廃業届の提出に当たっては、適法な届出者であるかどうかを窓口で確認する場合があります。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜ケース別必要書類一覧表＞ 

許可を受けた後に、次の事項に該当した場合は、30日以内に廃業届を提出しなければなりませ 

ん。また、廃業の理由ごとに届出をすべき者が定められています。廃業届の提出に当たっては、

適法な届出者であるかどうかを窓口で確認しますので、廃業届と併せて下記の資料をご持参くだ

さい。 

廃業等の理由 届出をすべき者 
提出していただく資料 

（写し可） 

原本を確認する資料 

（提出不要） 

(1) 許可を受け 

た建設業者(個 

人事業主)が死 

亡したとき 

相続人 

 
戸籍謄本等 

（相続関係及び死亡年 

月日がわかるもの） 

(2) 法人が合併 

により消滅し 

たとき 
役員であった者 

登記事項証明書 

（合併により法人が消滅したこ 

とがわかる、消滅した法人の 

もの） 

 

(3) 法人が破産 

手続開始の決 

定により解散 

したとき 

破産管財人 

登記事項証明書 

（破産したことが確認できるも 

の）又は破産管財人の証明書 

（裁判所証明のものに限る） 

 

(4) 法人が合併 

又は破産手続 

開始の決定以 

外の事由によ 

り解散したと 

き 

清算人 

登記事項証明書 

（法人が解散したことが確認で 

きるもの） 

 

(5) 許可を受け 

た建設業(の全 

部又は一部)を 

廃止したとき 
許可を受けた者 

(代表者) 

 法人の場合： 

登記事項証明書 

（届出時点の法人代表 

者がわかるもの） 

個人の場合： 

事業主本人の身分確

認ができるもの 

 

  

(1) 許可に係る建設業者（個人事業主）が死亡した場合 

    「戸籍謄本（除籍謄本）」又はその他死亡年月日及び届出者が建設業者の相続人で 

あることが確認できる書類 

(2) 法人が合併により消滅した場合 

   「登記事項証明書」又はその他合併により法人が消滅したことが確認できる書類 

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 

   「破産手続開始通知書」、「官報」又はその他破産手続開始が決定したことが確認 

できる書類のいずれか 

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 

   「登記事項証明書」 
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Ⅶ 事業承継（法第 17 条の２・第 17 条の３） 

 
これまで建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割及び相続を行った場合、新たに建設業許可

を取り直すことが必要であったところ、令和２年 10月１日に施行された改正法により事前の認

可を受けることで、建設業者としての地位を承継することとなり、許可に係る建設業の全部を承

継することができるようになりました。 

認可された場合、許可番号は被承継人のものを引き続き使用することができ、承継人が建設業

者である場合は、承継人が使用する許可番号を選択することができるようになりました。 

 なお、岐阜県へ申請していただくのは、承継人及び被承継人が岐阜県知事許可業者又は建設業

を営む営業所が岐阜県内にある場合のみとなります。 

  

(注.1) 「建設業者としての地位を継承する」とは、法第３条の規定による建設業の許可（更新を 

含む。）を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、承継人は被承継人と同じ 

地位に立つこととなります。 

このため、建設業者としての地位の承継人は被承継人の受けた法に基づく監督処分や経

営事項審査の結果についても、当然に承継することとなります。 

一方、法第 45 条から第 55 条までに規定される罰則については、建設業者としての立場

にかかわらず、罰則の構成要件を満たす違反行為を行った被承継人という法人（個人）そ

のものに対して刑罰を科すものであるため、当該刑罰については、承継人に承継されるも

のではありません。 

(注.2) 「許可に係る建設業の全部」とは、許可を受けている建設業の全てをいい、許可を受けて 

いる建設業の一部の許可のみの事業継承は認められません。 

許可を受けている建設業の一部の事業継承を行う場合は、被承継人は当該許可を廃業した 

上で、承継人は再度当該建設業の新規の許可を受ける必要があります。 

 

  

＜令和２年 10月の建設業法改正について＞ 

 事業承継の規定が整備され、事前の認可を受けることで、建設業の許可を承継することが

可能となりました。 
 

 
【参考・出典】国土交通省作成資料 
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１ 認可申請の手続き  

 

（１）申請書の提出先及び提出部数 

提出先 承継先の主たる営業所を管轄する各土木事務所 

提出部数 正本１部、申請者返却用副本１部、閲覧用副本１部 計３部 

※窓口申請のみとなります。なお、認可申請をする場合、複雑な事例が多いことから、 

土木事務所窓口に対する事前相談を推奨しています。事前相談がない場合は、申請後の

補正等に時間がかかり、承継の事実が発生する前までに認可できないことがあります。 

 

（２）認可の申請区分 
ア 事業譲渡 

建設業許可業者を含む複数の事業者間で、建設業に関する事業の全部譲渡が 

行われる場合 
※個人から法人への法人成り、法人廃業からの個人事業主開業を含みます。 

 

イ 合併 

建設業許可業者を含む複数の事業者間で、既許可業者の消滅を伴う企業合併 

（新設）又は吸収合併が行われる場合 

 

ウ 分割 

建設業許可業者が、企業分割によって 建設業部門を引き継ぐ新たな建設業者を 

新設する、若しくは 複数の事業者間で、建設業に関する事業が吸収分割により 

全部譲渡される場合 

 

エ 相続 

建設業者である個人事業主が死亡後、他の個人事業主への相続が行われた場合 

 

（３）認可申請手数料 
    手数料はかかりません。 

 

（４）標準処理期間 
    手引き「Ⅳ.許可申請の手続き-６.標準処理期間」のとおり。 

     ※事前相談がない場合は、補正などに時間がかかることがあります。 

 

（５）後日提出の書類について 

    ・事業承継及び相続において、一部の書類は一定の条件の下、認可受付後に後日提出

とすることが認められています。 

・ただし、法令で定められた期限以内に提出がされない場合、事前認可の取消し処分の

対象となるため、必ず期限以内に提出するようお願いします。 
※健康保険の加入状況については、「誓約書」（様式第22号の６）の提出が必要です。 

 

（６）提出期限 
    承継：承継予定日の３０日前までに提出 

相続：死亡後３０日以内に提出 

 

（７）認可後の許可の有効期間 
  承継・相続の日の翌日から５年 

 ※承継日当日も許可は有効です。 

 

 

 

 

 

 

＜例：令和６年２月 19日が承継日となる場合＞ 

・許可（認可）の有効期間 ：令和６年２月 19日～ 

・更新申請の提出期限   ：有効期間満了日の３か月～30日前まで 

・更新後の許可日     ：令和 11年２月 20日 

・更新後の有効期間    ：令和 11年２月 20日～令和 16年２月 19日 
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（８）承継予定日以降の事業年度終了届について 

  ・承継者は、被承継者の建設業許可業者としての地位を承継することから、 

被承継者の事業年度終了届を提出する義務を負います。 

・承継日時点で、被承継者の未提出の事業年度終了届がある場合は、 

承継者は、これを作成し提出してください。 

 

（事例） 

・被承継者Ａ（３月決算）、承継者Ｂ（６月決算）である時、５月１日に承継し、 

承継直近のＡ社の事業年度終了届は承継日時点では未提出である場合 

 

→ この時、Ｂ社はＡ社の３月決算の事業年度終了届を提出し、 

また、Ｂ社自身の６月決算の事業年度終了届を作成し提出することになります。 

 

 （９）法人成りの認可申請について 

・先に法人設立を行っていただくことになりますが、個人事業主として建設業許可の

常勤性を保つため、岐阜県の認可が下りるまでは、法人での活動はできません。 

・従って、事業開始日・社会保険等の資格取得日は、事業承継日としてください。 

・なお、認可前に法人での活動をした場合は、認可申請はできなくなりますが、 

許可の新規申請で対応可能です。 

 

＜新規申請と認可申請の違い＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
※別紙９「岐阜県知事許可に係る建設業許可Ｑ＆Ａ」Ｑ２－１参照 

 

（10）財産的基礎の要件について 

・財産的基礎の要件の確認は許可申請に準じて行います。 

・一般建設業許可の場合、被承継者が５年間継続して許可があれば財産的基礎の要件を

満たすと取り扱います。 

・承継に係る契約において、財産等の引継ぎにより財務諸表に影響がある場合は、承継

直後の財務諸表により財産要件を審査します。この場合、財務諸表（様式15号〜19

号）は承継後の提出となり、承継後に財産要件を満たさない場合は、認可を取り消す

場合があります。（該当する場合は主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所に事

前相談してください。） 

 

 
  

 許可番号変更の有無 申請手数料 

法人成り 

 

新規申請 

 

有 

 

９万円 

認可申請 

選択可 

※承継人又は被承継人

のいずれかの番号 

不要 
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＜参考１：承継規定の対象外となるケース＞ 
 

① 一般建設業の許可を受けている者が、同一業種の特定建設業の許可を受けている者の地位を受け

継ぐようなケースは、この制度による承継の対象外となります。ただし、承継元又は承継先が事

前にその業種を廃業することで承継が可能となります。 

② 特定建設業の許可を受けている者が、同一業種の一般建設業の許可を受けている者の地位を受け

継ぐようなケースは、この制度による承継の対象外となります。ただし、承継元又は承継先が事

前にその業種を廃業することで承継が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【参考・出典】国土交通省作成資料 

 

＜参考２：事業承継の認可を受けた場合の許可期間＞ 
 

事業承継の認可により、事業譲渡等の日に承継する許可、元々持っている許可の両方の建設業の許

可の有効期間が更新されます。 

 

 

             【参考・出典】国土交通省作成資料 
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２ 申請に必要な書類（法定書類） 
申請には申請書（法定書類）と確認資料が必要です。 

・申請書［ 正本１部、申請者返却用副本１部、閲覧用副本１部 計３部］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   申請区分  

添 様式番号 申請書及び添付書類 
承継者等が

許可有 

承継者等が

許可無 備 考 
付   承継 相続 承継 相続  

 

第 22 号の 

5・7・8 
譲渡／合併／分割認可申請書 ◎  ◎  

・被承継者である建

設業許可業者が複

数ある場合は、全員

分について「第２面」

を作成（合併・分割

のみ） 

 第22 号の10 相続認可申請書  ◎  ◎  

  

別紙 1 役員等の一覧表 ◎  ◎  

・執行役員、監査役、

会計参与、監事及

び事務局長等は原

則として含まない 

   別紙 2 (1) 営業所一覧表（新規許可等）  ◎ ◎ ◎ ◎   

   別紙 4 営業所技術者等一覧表  ◎ ◎ ◎ ◎   

 第２号 工事経歴書（直前１期分） △ △ ◎ ◎   

 第３号 直前 3 年の各事業年度における工事施工金額 △ △ ◎ ◎   

 第４号 使用人数 ◎ ◎ ◎ ◎   

 

第６号 誓約書 ● ● ◎ ◎ 
・直前の申請・届出か

ら変更がある場合に

提出 

★ 
法務局 

本籍市町村 

・登記されていないことの証明書 ※3 

・身分証明書 ※3 
◆ ◆ ◎ ◎ ・手引き P.28 参照 

★ 
第７号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 

◆ ◆ ▲ ▲ 

・第７号又は第７号の

２のいずれか一方を

提出 

  別紙 常勤役員等の略歴書 

 第７号の 2 
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の

証明書（第一面） 

◆ ◆ ▲ ▲   同（第二面～第四面） 

  
別紙一 常勤役員等の略歴書及び別紙二 常勤役員等を

直接に補佐する者の略歴書 

 第７号の３ （１）・健康保険等の加入状況 ※2 ▲ ▲ ▲ ▲ ・（１)又は(２)のいず

れかを提出 

・(２)は、申請時に、 

「健康保険等の加入

状況」（様式第７号

の３）が提出不可の

場合に提出  

第 22 号の６

（承継）／ 

第22 号の11 

（相続） 

（２）  
・健康保険等の加入状況 

及び 

・その確認資料の提出に関する誓約書 

▲ ▲ ▲ ▲ 

★ 第８号 営業所技術者等証明書 （新規・変更） ◎ ◎ ◎ ◎  

★   技術検定合格証明書等の資格証明書（写） 

◎ ◎ ◎ ◎ 

・8 号に記載した 

技術者の該当資格

の書類を添付 

（削除時は不要） 

★   卒業証明書（原本）又は卒業証書（写） 

★ 第９号 実務経験証明書 

★   監理技術者資格者証（写） 

★ 第 10 号 指導監督的実務経験証明書 

★：申請者返却用副本（１部）にのみ添付。閲覧用副本には添付不要。 

◎：必須書類 

●：該当する場合に提出 

 ▲：いずれかを提出 

△：承継者が許可業者であれば省略可 

◆：承継者が建設業者であり、かつ、直近の申請・届出から変更がある 

場合は提出が必要 
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 第 11 号 令３条使用人の一覧表 
● ● ● ● 

・支店がある場合等

に提出が必要 

★ 第 12 号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 ◎ ◎ ◎ ◎ 
・常勤役員等 

（経管）、直接補佐

者については不要 

★ 第 13 号 令 3 条使用人の住所、生年月日等に関する調書 ● ● ● ● 
・12 号提出者は 

提出不要 

   定款 ※1 ◆  ●   

★ 第 14 号 株主（出資者）調書 ＜法人用＞ ※1 ◆  ◎   

 第 15 号 貸借対照表 ＜法人用＞ ※１,4 ◎  ◎   

 第 16 号 損益計算書 ＜法人用＞ ※1 ◎  ◎   

 第 17 号 株主資本等変動計算書 ＜法人用＞ ※１ ◎  ◎   

 第 17 号の２ 注記表 ＜法人用＞ ※１ ◎  ◎   

 

第 17 号の３ 附属明細表 ＜法人用＞ ※１ ●  ●  
・資本金１億又は負

債 200 億円以上の

株式会社のみ 

 第 18 号 貸借対照表 ＜個人事業主用＞ ※１,4 ◎ △ ◎ ◎   

 第 19 号 損益計算書 ＜個人事業主用＞ ※１ ◎ △ ◎ ◎   

★ 県税事務所 事業税の納税証明書  ※1 
（納付すべき額及び納付済額の証明） 

△ △ ◎ ◎ 
・法人又は個人事業

税 

★ 法務局 登記事項証明書 （商業登記簿謄本） ※1,3 ◆  ◎    

 第 20 号 営業の沿革 ※1 ◎ ◎ ◎ ◎  

 第 20 号の２ 所属建設業者団体 ※1 ◆ ◆ ◎ ◎  

 第 20 号の３ 主要取引金融機関名 ◆ ◆ ◎ ◎  

★ 任意様式 委任状 ● ● ● ● 
・代理人（行政書士）

による申請の場合 

確認資料① 

（新規申請にかかる確認資料と同じもの） 
◎ ◎ ◎ ◎ 

・手引き P.34「新規」

を参照 

確認資料② 

（承継方法 

確認資料） 

【事業承継】 
（譲渡、合併、分割）契約書の写し、株主総会議事録、社員

総会決議録、無限責任社員又は総社員の同意書等 

◎  ◎  
 

【相続】 
被相続人の死亡日が確認できる書類、申請者と被相続人

との続柄が確認できる書類（住民票、戸籍など）、同意書

（申請者以外に相続人がいる場合）など 

 ◎  ◎ 

 

※1（承継日、相続の認可から）30日以内。申請時に提出可能な場合は、提出可 

※2（承継日、相続の認可から）２週間以内。申請時に提出可能な場合は、提出可 

※3 申請日の直前３か月以内に発行されたものを添付して下さい。（副本は写しで可） 

※4 事業承継に係る貸借対照表の記載等について 

・承継者について作成します。 

・承継者が許可業者であり、直近の申請又は届出で提出済みの場合は添付不要です。 
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３ 承継後に提出可能な書類 

 

添 様式番号 申請書及び添付書類 
承継 相続 

付   

 

第７号の３ 健康保険等の加入状況 2 週間以内 

   定款 30 日以内  

 第 14 号 株主（出資者）調書  ＜法人用＞ 30 日以内  

 第 15 号 貸借対照表      ＜法人用＞ 30 日以内  

 第 16 号 損益計算書      ＜法人用＞ 30 日以内  

 第 17 号 株主資本等変動計算書 ＜法人用＞  30 日以内  

 第 17号の２ 注記表        ＜法人用＞ 30 日以内  

 第 17号の３ 附属明細表      ＜法人用＞ 30 日以内  

 第 18 号 貸借対照表   ＜個人事業主用＞ 30 日以内  

 第 19 号 損益計算書   ＜個人事業主用＞ 30 日以内  

 県税事務所 事業税の納税証明書  30 日以内 

 法務局 登記事項証明書 （商業登記簿謄本）  30 日以内  

 第 20 号 営業の沿革 30 日以内  

 第 20号の２ 所属建設業者団体 30 日以内  

確認資料 

 常勤性の確認資料 2 週間以内 

 社会保険の加入状況の確認資料 2 週間以内 

 営業所の確認資料 2 週間以内 

 法人番号の確認資料 30 日以内 
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Ⅷ  その他 

 

１ 許可証明書の交付について 
  入札参加資格申請等において、現に建設業の許可を有していることを証明する必要がある場

合、変更後の内容（商号、代表者等）について証明が必要な場合に申請してください。 

※許可通知書の再発行はできません。 

 

申請窓口 主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所 

交付手数料 １通につき 400円 

申請方法 １ 窓口申請 
・手数料はキャッシュレス決済又は現金支払いとなります。 

・窓口申請が困難な場合はオンライン申請をご検討ください。 

 

２ オンライン申請 

・主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所のアドレスをクリックし、 

メールアドレスを入力してください。 

・入力いただいたメールアドレスにフォームＵＲＬが送付されるので、 

必要事項を入力し、申請してください。 

 

【オンライン申請アドレス】 

岐阜土木事務所 ：https://logoform.jp/form/T8mB/669467 

大垣土木事務所 ：https://logoform.jp/form/T8mB/677983 

揖斐土木事務所 ：https://logoform.jp/form/T8mB/697891 

美濃土木事務所 ：https://logoform.jp/form/T8mB/676789 

郡上土木事務所 ：https://logoform.jp/form/T8mB/669458 

可茂土木事務所 ：https://logoform.jp/form/T8mB/674841 

多治見土木事務所：https://logoform.jp/form/T8mB/678387 

恵那土木事務所 ：https://logoform.jp/form/T8mB/671364 

下呂土木事務所 ：https://logoform.jp/form/T8mB/675158 

高山土木事務所 ：https://logoform.jp/form/T8mB/670907 

古川土木事務所 ：https://logoform.jp/form/T8mB/681417 

 

２ 建設業者提出書類の閲覧（法第13条） 
岐阜県では、岐阜県知事許可業者が建設業法の規定に基づいて提出した書類が閲覧できるよ

う閲覧所を設置しています。 

  建設業者の施工実績、経営内容等に関する情報を提供し、適切な建設業者の選定の利便等に

供することが、この閲覧制度の目的です。 
 

   【閲覧所】 

閲覧場所 建設業者提出書類閲覧所内（岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁２Ｆ） 

閲覧時間 月曜日・水曜日・金曜日の9:00〜12:00、13:00〜17:00 

閲覧可能な書類 建設業許可申請書、事業年度終了届出書、変更届出書など 

 

【電子閲覧システム】 

ＵＲＬ https://prod-internet.jcip.mlit.go.jp/Client/  

閲覧可能な書類 電子申請システムで申請された建設業許可申請書、 

事業年度終了届出書、変更届出書など 

 

３ 経営事項審査（法第27条の23） 
国・地方公共団体等から公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は、経営事項審査

（経営に関する客観的事項の審査）を必ず受けなければなりません。 

  経営事項審査制度の概要、申請手続等については、下記を参照してください。 
 

【県ＨＰ：経営事項審査の広場】 

https://logoform.jp/form/T8mB/669467
https://logoform.jp/form/T8mB/677983
https://logoform.jp/form/T8mB/697891
https://logoform.jp/form/T8mB/676789
https://logoform.jp/form/T8mB/669458
https://logoform.jp/form/T8mB/674841
https://logoform.jp/form/T8mB/678387
https://logoform.jp/form/T8mB/671364
https://logoform.jp/form/T8mB/675158
https://logoform.jp/form/T8mB/670907
https://logoform.jp/form/T8mB/681417
https://prod-internet.jcip.mlit.go.jp/Client/
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 トップ >  社会基盤 >  県土・都市整備 >  建設業・入札制度関係 >  経営事項審査の広場 

http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kendo/nyusatsu/11656/index_8767.html 

 

４ 建設業法に基づく監督処分（法第28条、第29条） 
建設業者が不正行為等（法令違反、虚偽申請等）を行った場合、監督処分の対象となりま

す。監督処分には、指示処分、営業停止処分、許可取消処分の３種類があります。 

 

５ 個人情報の取扱いについて 
  建設業許可申請等（変更等の届出を含む。）に係る個人情報の利用目的等については、 

別紙６「個人情報の取扱いについて」をご確認ください。 

 

６ その他 

 （１）申請の受付や審査に関する行政指導に疑義がある場合の取扱い 
申請の受付や審査に関する行政指導（申請に関する指導・助言等）に疑義がある 

場合は、以下の窓口で受け付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）行政不服審査制度について 
ア 申請が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日から３か 

月以内に、 審査請求を行うことができます。 

イ 審査請求を行う場合は、審査請求書を提出してください。審査請求書の提出 

先は、審査庁又は処分庁です。 

ウ 審査請求の手続の流れ（知事が審査庁の場合）は下の図のとおりです。 

  審査請求書の様式、制度の詳しい内容については、以下の県ＨＰをご覧ください。 

 

 

   

＜県政へのご意見・ご提案窓口＞ 

【県ＨＰ】https://www.pref.gifu.lg.jp/page/56717.html 

トップページ＞県政情報＞広報・広聴＞県政へのご意見・ご提案 

＜行政相談室（岐阜県庁内）＞ 

電話：058-272-1140（直通） 

※受付時間 月曜日から金曜日の 8:30～17:00（祝日、年末年始を除く） 

ＦＡＸ：058-278-2544  

Ｅmail：c11127@pref.gifu.lg.jp 

＜行政不服審査制度＞ 

【県ＨＰ】https://www.pref.gifu.lg.jp/page/250996.html 

 

http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kendo/nyusatsu/11656/index_8767.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/250996.html


別紙１

業種区分、建設工事の内容、例示、区分

の考え方

国土交通省資料(H29.11.10改正）



業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正）
建設工事の種類
（建設業法別表）
昭和46年制定

建設工事の内容
　（告示）

建設工事の例示
　（建設業許可事務ガイドライン）

土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工
事（補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。）

●

●

「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコ
ンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間
の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土
木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置す
る工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備
を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建
設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 ● ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の
一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に
木製設備を取付ける工事

大工工事、型枠工事、造作工事
－

左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗
り、吹付け、又ははり付ける工事

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、と
ぎ出し工事、洗い出し工事

●

●

●

防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能で
ある。
ガラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含
まれているものである。
『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『と
び・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け
工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。

とび・土工
・コンクリート工事

イ　足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン
等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

イ　とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン
等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブ
ロック据付け工事

●

●

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タ
イル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」間の区分の考え方は
以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコ
ンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等
が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外
装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又はは
り付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」である。コンクリートブ
ロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブ
ロック積み（張り）工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」と
の区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』
における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『と
び・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

ロ　くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ロ　くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 －
ハ　土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ハ　土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 －
ニ　コンクリートにより工作物を築造する工事 ニ　コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送

工事、プレストレストコンクリート工事
● 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコ

ンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

ホ　その他基礎的ないしは準備的工事 ホ　地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工
事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、
道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構
工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工ア
ンカー工事、潜水工事

●

●

●
●
●

●

「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称
したものである。
『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付
け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建
築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外
広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負
うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンク
リート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に
該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。

石工事 石材（石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。）の
加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取
付ける工事

石積み（張り）工事、コンクリートブロック積み（張り）工事 ● 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タ
イル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」間の区分の考え方は
以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコ
ンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等
が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外
装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又はは
り付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」である。コンクリートブ
ロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブ
ロック積み（張り）工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

建設工事の区分の考え方
　（建設業許可事務ガイドライン）

別紙１



業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正）
建設工事の種類
（建設業法別表）
昭和46年制定

建設工事の内容
　（告示）

建設工事の例示
　（建設業許可事務ガイドライン）

建設工事の区分の考え方
　（建設業許可事務ガイドライン）

屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事 ●

●

●

 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、
これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。
したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型
である。
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は
『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工
事が含まれる。

電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置す
る工事

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、
構内電気設備（非常用電気設備を含む。）工事、照明設備工
事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

●

●

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は
『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工
事が含まれる。
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器
具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するも
のもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するも
のとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設
置工事』に該当する。

タイル・れんが
・ブロツク工事

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工
作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又は
はり付ける工事

コンクリートブロック積み（張り）工事、レンガ積み（張り）工事、
タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工
事

●

●

●

「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく
工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気
ほうコンクリートパネルも含まれる。
『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タ
イル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」間の区分の考え方は
以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコ
ンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等
が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外
装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又はは
り付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」である。コンクリートブ
ロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブ
ロック積み（張り）工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

管工事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備
を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気
等を送配するための設備を設置する工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給
排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽
工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内
更生工事

●

●

●

●

●

●

「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロ
ン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間
の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし尿を処理する施
設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を
処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式によ
り収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器
具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するも
のもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するも
のとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設
置工事』に該当する。
 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等
の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間
の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土
木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置す
る工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備
を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建
設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防
止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』
等に区分すべきものである。



業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正）
建設工事の種類
（建設業法別表）
昭和46年制定

建設工事の内容
　（告示）

建設工事の例示
　（建設業許可事務ガイドライン）

建設工事の区分の考え方
　（建設業許可事務ガイドライン）

鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造す
る工事

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク
設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

●

●

●

『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」と
の区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』
における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『と
び・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の
一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外
広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負
うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンク
リート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 ● 『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」
は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手に
はガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。

舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石
等により舗装する工事

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工
事、路盤築造工事

●

●

舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては
『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工
事』に該当する。

しゆんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 しゆんせつ工事 －
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製

等の付属物を取付ける工事
板金加工取付け工事、建築板金工事 ●

●

「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の
外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。
 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、
これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。
したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。

ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 －

塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工
事

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構
造物塗装工事、路面標示工事

● 下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含
まれているものである。

防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工
事

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗
膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

●

●

『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土
木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能で
ある。

内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、
カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工
事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工
事

●

●
●
●

 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据
付ける工事をいう。
 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的
とするような工事は含まれない。
「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事
をいう。

機械器具
設置工事

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機
械器具を取付ける工事

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工
事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設
置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設
置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

●

●
●

●

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器
具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するも
のもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するも
のとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設
置工事』に該当する。
 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事
であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管
工事』に該当する。
公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防
止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』
等に区分すべきものである。

熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工
業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 －

電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情
報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事

有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信
設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示
設備工事、放送機械設備工事、ＴＶ電波障害防除設備工事

●

●

 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守
（電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をい
う。）に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器
具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するも
のもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するも
のとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設
置工事』に該当する。



業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正）
建設工事の種類
（建設業法別表）
昭和46年制定

建設工事の内容
　（告示）

建設工事の例示
　（建設業許可事務ガイドライン）

建設工事の区分の考え方
　（建設業許可事務ガイドライン）

造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地
等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植
生を復元する工事

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工
事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地
育成工事

●
●

●

●
●

「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工
事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便
益施設等の建設工事が含まれる。
「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の
設置等を伴って行う工事である。

さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工
事に伴う揚水設備設置等を行う工事

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築
造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水
設備工事

－

建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテン
ウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付
け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

－

水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を
築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設
備を設置する工事

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備
工事

●

●

上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間
の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土
木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置す
る工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備
を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建
設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間
の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし尿を処理する施
設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を
処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式によ
り収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要
な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、

不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外

消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工

事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避

難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

●

●

「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定さ
れた避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事
は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物
工事』に該当する。
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器
具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するも
のもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するも
のとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設
置工事』に該当する。

清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 ●

●

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防
止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』
等に区分すべきものである。
し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間
の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし尿を処理する施
設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を
処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式によ
り収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

解体工事 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事 ● それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工
事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それ
ぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。



別紙２

営業所技術者等の有資格コード一覧表

令和８年２月施行



　「１」･･･法第７条第２号イ該当（指定学科を卒業後、一定期間以上の実務経験）

　「４」･･･法第７条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験）

　「７」･･･法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等）　　　　

　「７△」･･･法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等＋実務経験１年）

　「７※」･･･法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等＋実務経験３年）

　「７○」･･･法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等＋実務経験５年）

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

０１ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

０２ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

１１ 7 7 7

１Ａ 7 7 7

１Ｆ

１２ 7 7 7

１Ｂ 7 7 7

１Ｇ

１３ ７ ７※ 7 7 ７※ ７※ 7 ７※ 7 7 7 ７※ ７※ ７※ 7 ７※ ７

１Ｃ 7 7 7 7 7 7 7 7

１Ｈ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

１４ ７ ７○ 7 7 ７○ ７○ 7 ７○ 7 7 ７○ ７○ ７○ ７○ 7 ７○ ７

１Ｄ 7 7 7 7 7 7 7

１Ｊ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１５ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１Ｋ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１６ ７○ 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

１Ｅ 7

１Ｌ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

２０ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ７※ 7 7 ７※ ７※ ７※ ７

２Ａ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

２Ｃ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

２１ 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７

２２ 7 ７○ 7 ７○ ７○ 7 7 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７

２Ｂ 7 7 7 7 7

２３ 7 7 ７○ 7 7 7 ７○ 7 7 7 7 7 ７○ 7 7 ７○ ７○ ７○ ７○

２Ｄ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

２７ 7 ７※ ７※

２Ｅ ７※ ７※

２８ 7 ７○ ７○

２Ｆ ７○ ７○

２９ 7 ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

２Ｇ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

３０ 7 ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

３Ａ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

３１ ７

３Ｂ

３２ ７

３Ｃ

３３ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ 7 ７※ ７※ ７※ ７※

３Ｄ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※ ７※

３４ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ 7 ７○ ７○ ７○ ７○

３Ｅ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○ ７○

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

１級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士

仕 上 げ

２級管工事施工管理技士補

２級電気通信工事施工管理技士補

１級造園施工管理技士補

１級電気工事施工管理技士

種
別

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

２級電気工事施工管理技士

１級電気通信工事施工管理技士補

１級建築施工管理技士補　　　　　　　　　　　　　　　　

２級建築施工管理技士補

土木（附則第４条
該 当 ）

２級土木施工管理技士

土 木

薬 液 注 入

鋼構造物塗装２級土木施工管理技士補

【許可】有資格コード一覧（一般建設業）

建設業の種類

１級建設機械施工管理技士（附則第４条該当）

建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

２級造園施工管理技士補

１級管工事施工管理技士補

鋼構造物塗装

１級建築施工管理技士（附則第４条該当）

薬液注入（附則第
４ 条 該 当 ）

２級電気通信工事施工管理技士

２級建築施工管理技士

２級土木施工管理技士補

種
別

薬 液 注 入

躯体（附則第４条
該 当 ）

２級建設機械施工管理技士　（第１種～第６種）（附則第４条該当）

土 木

コード

１級建設機械施工管理技士補

法第７条第２号　ロ　該当（１０年の実務経験）

１級土木施工管理技士

１級土木施工管理技士（附則第４条該当）

２級建設機械施工管理技士補　（第１種～第６種）

別紙２　「営業所技術者等の有資格者コード一覧表」

１級電気通信工事施工管理技士

１級土木施工管理技士補

２級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士補

２級土木施工管理技士

１級電気工事施工管理技士補

２級電気工事施工管理技士補

躯 体

１級建築施工管理技士

建 築

法第７条第２号　イ　該当（指定学科卒業＋実務経験）

１級建設機械施工管理技士

２級建設機械施工管理技士　（第１種～第６種）

資格区分



土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

３７ 7 7 7 7 7 7

３８ 7 7 7 7 7

３９ 7

４１ 7 7 7 7 7 7 7

４Ａ 7 7 7 7 7 7

４２ 7 7 7 7 7 7 7 7

４Ｂ 7 7 7 7 7 7 7

４３ 7 7

４Ｃ 7 7

４４ 7 7

４５ 7

４６ 7 7

４７ 7 7

４８ 7 7 7

４９ 7 7 7

４Ｄ 7 7 7

５０ 7

５１ 7 7 7

５Ａ 7 7 7

５２ 7

５３ 7 7

５４ 7 7 7

５５ 7

５６ 7※

電気事業法 ５８ 7○

５９ 7○

３５ 7※

水　道　法 ６５ 7△

６８ 7

６９ 7

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

【許可】有資格コード一覧（一般建設業）

コード 資格区分
建設業の種類

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

建
築
士
法

１級建築士

２級建築士

木造建築士

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

建設 ・ 総合技術監理（建設）（附則第４条該当）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）（附則第４条該当）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）（附則第４条該当）

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 （機械 「流体工学」又は「熱工学」）

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 （上下水道 「上水道及び工業用水道」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）（附則第４条該当）

森林 「林業」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業」）

電気主任技術者　（第１種～第３種） 【５年】

電気通信事業法
電気通信主任技術者 【５年】

工事担任者　（注６） 【３年】

給水装置工事主任技術者 【１年】

消　防　法
甲種 消防設備士

乙種 消防設備士

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）（附則第４条該当）

衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水質管理」）

衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「廃棄物管理」）

電気工事士法
第１種電気工事士

第２種電気工事士 【３年】

技
術
士
法

建設 ・ 総合技術監理（建設）



※ 職業能力開発促進法について、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上を要する。

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

７１ 7

６４ 7 7

６Ｂ 7 7

７２ 7

５７ 7 7

５Ｂ 7

７３ 7

７Ａ 7

６６ 7

６Ｃ 7

７４ 7

７５ 7

７６ 7

７０ ７ 7 ７

７７ 7

７８ 7

７９ 7 7

８０ 7

８１ 7

８２ 7

８３ 7

８４ 7 7

８５ 7

８６ 7

８７ 7

８８ 7

８９ 7

９０ 7

９１ 7

６７ 7

９２ 7

９３ 7

９４ 7

９５ 7

９６ 7

９７ 7

９８ 7

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

噴霧塗装

路面標示施工

畳製作 ・ 畳工

熱絶縁施工

防水施工

さく井

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工 

造園　

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工

職
業
能
力
開
発
促
進
法

塗装・木工塗装・木工塗装工

金属塗装・金属塗装工

築炉・築炉工・ れんが積み

ウェルポイント施工

コンクリート圧送施工

配管（注１）・配管工

鉄筋組立て・鉄筋施工（注３）

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管

ガラス施工

板金・建築板金・板金工（注４）

給排水衛生設備配管

鉄工（注２）・製罐
せいかん

板金・板金工・打出し板金

かわらぶき・スレート施工

工場板金

タイル張り・タイル張り工

建築板金「ダクト板金作業」

建築塗装・建築塗装工

石工・石材施工・石積み

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工

ウェルポイント施工（附則第４条該当）

建設業の種類

型枠施工（附則第４条該当）

型枠施工

とび・とび工（附則第４条該当）

コンクリート圧送施工（附則第４条該当）

とび・とび工

【許可】有資格コード一覧（一般建設業）

コード 資格区分

建築大工

左官



土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

６１ 7△ 7△

６Ａ 7△ 7△

４０ 7

６２ 7△ 7△

６３ 7△ 7△

６０ 7

7 7

7 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7 7 7

7

7 7

7 7 7

7

7

7

7

7

7 7 7

7

7

7 7

7

7

7

7 7

7

7

7

7

7

7

7

7 7 7 7

7

7

7

7

7 7

7

その他 ９９ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

登録標識・路面標示基幹技能者

登録グラウト基幹技能者

登録計装基幹技能者

登録あと施工アンカー基幹技能者

登録さく井基幹技能者

登録解体基幹技能者

登録発破・破砕基幹技能者

登録送電線工事基幹技能者

登録土工基幹技能者

登録圧入基幹技能者

登録建築測量基幹技能者

登録橋梁基幹技能者

登録造園基幹技能者

登録建設塗装基幹技能者

登録海上起重基幹技能者

登録配管基幹技能者

３６

登録石材施工基幹技能者

登録冷凍空調基幹技能者

民
間
試
験

その他（上記コードに該当するものを除く）

地すべり防止工事

登録コンクリート圧送基幹技能者

登録電気工事基幹技能者

基礎ぐい工事

建築設備士 【１年】

計装 【１年】

登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

登録トンネル基幹技能者

種
目

【１年】

登録機械土工基幹技能者

建設業の種類

登録ＰＣ基幹技能者

登録切断穿孔基幹技能者

解体工事施工技士

登録防水基幹技能者

登録消火設備基幹技能者

登録基礎工基幹技能者

登録鉄筋基幹技能者

登録型枠基幹技能者

登録エクステリア基幹技能者

登録左官基幹技能者

登録圧接基幹技能者

登録タイル張り基幹技能者

コード 資格区分

【許可】有資格コード一覧（一般建設業）

地すべり防止工事（附則第４条該当） 【１年】

登録内装仕上工事基幹技能者

登録鳶・土工基幹技能者

登録潜函基幹技能者

登録道路等法面保護基幹技能者

登録斜面防災基幹技能者

登録運動施設基幹技能者

登録ALC基幹技能者

登録ウレタン断熱基幹技能者

登録硝子工事基幹技能者

登録土質改良基幹技能者

登録都市トンネル基幹技能者

登録建築大工基幹技能者 

登録建築板金基幹技能者

登録外壁仕上基幹技能者

登録ダクト基幹技能者

登録保温保冷基幹技能者

備考

・資格区分右端の【 】内に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格試験の合格後に必要とされている実務経験年数です。

資格証等の写しの他に様式第九号（実務経験証明書）が必要となります。

（注１） 配管：職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和４８年政令第９８号。以下「昭和４８年改正政令」といいます。）による改正後の配管とするものにあっては、

選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。
（注２） 鉄工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「製造物鉄工作業」とするものに限られます。
（注３） 鉄筋施工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」とするものの双方に合格した者に

限られます。
（注４） 板金・板金工：屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和４８年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、

選択科目を「建築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。

（注５） 土木：昭和４８年改正政令による改正後の土木とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。

（注６） 電気通信事業法に基づく工事担任者資格者証の交付を受けた者（令和３年度以降の試験あるいは養成課程等を経た、第１級アナログ通信及び第１級デジタル通信の工事担任者資格者

証の交付を受けた者、または総合通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者に限る）であって、その資格者証の交付後、３年以上の実務経験を有する者。



特定建設業指定７業種

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

０１ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

０２ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

０３ 3 3 3 3 3 3 3

０４ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

１１ 9 9 9

１A 9 9 9

１Ｆ

１２ 8

１Ｂ 8

１Ｇ

１３ 9 ８※ 9 9 ８※ ８※ 9 ８※ 9 9 9 ８※ ８※ ８※ 9 ８※ ９

１Ｃ 9 9 9 9 9 9 9 9

１Ｈ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

１４ ８○ 8 8 ８○ ８○ ８○ 8 ８○ ８○ ８○ ８○ 8 ８○ 8

１Ｄ 8 8 8 8

１Ｊ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１５ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１Ｋ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１６ ８○ 8 ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

１Ｅ 8

１Ｌ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

２０ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ８※ 9 9 ８※ ８※ ８※ ９

２Ｃ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

２Ａ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

２１ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８

２２ 8 ８○ 8 ８○ ８○ 8 8 ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８

２Ｂ 8 8 8 8

２３ 8 8 ８○ 8 8 8 ８○ 8 8 8 8 8 ８○ 8 8 ８○ ８○ ８○ ８○

２Ｄ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

２７ 9 ８※ ８※

２Ｅ ８※ ８※

２８ ８○ ８○

２Ｆ ８○ ８○

２９ ９ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

２Ｇ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

３０ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

３Ａ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

３１ 9

３Ｂ

３２ 8

３Ｃ

３３ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ９ ８※ ８※ ８※ ８※

３Ｄ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※ ８※

３４ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

３Ｅ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○ ８○

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 清

２級造園施工管理技士

１級電気通信工事施工管理技士

２級電気通信工事施工管理技士

仕 上 げ

１級電気工事施工管理技士

２級建築施工管理技士
種
別

建 築

躯 体

躯体（附則第４条
該 当 ）

２級電気工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士補

２級造園施工管理技士補

建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

２級建築施工管理技士補

１級電気工事施工管理技士補

２級電気工事施工管理技士補

１級土木施工管理技士補

１級建築施工管理技士補

１級建設機械施工管理技士

１級建設機械施工管理技士（附則第４条該当）

２級建設機械施工管理技士　（第１種～第６種）

２級建設機械施工管理技士　（第１種～第６種）（附則第４条該当）

２級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士補

２級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士補

土 木

種
別

１級土木施工管理技士

１級建設機械施工管理技士補

２級建設機械施工管理技士補　（第１種～第６種）

「２」･･･法第７条第２号イ及び法第１５条第２号ロ該当（指定学科を卒業後、一定以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）

「３」･･･法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者）

法第１５条第２号　ハ　該当（同号イと同等以上）

法第１５条第２号　ハ　該当 （同号ロと同等以上）

コード 資格区分

１級土木施工管理技士（附則第４条該当）

「５」･･･法第７条第２号ロ及び法第１５条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）

「６」･･･法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者）

「８」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋２年以上の指導監督的実務経験）

法第７条第2号　イ　該当

法第７条第２号　ロ　該当

「８△」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋実務経験１年＋２年以上の指導監督的実務経験）

【許可】有資格コード一覧（特定建設業）

「９」･･･法第１５条第２号イ該当（国家資格取得者等）

建設業の種類

「８※」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋実務経験３年＋２年以上の指導監督的実務経験）

「８○」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋実務経験５年＋２年以上の指導監督的実務経験）

土 木

２級電気通信工事施工管理技士補

１級造園施工管理技士補

薬 液 注 入

２級土木施工管理技士
土木（附則第４条
該 当 ）

鋼構造物塗装

１級電気通信工事施工管理技士補

薬 液 注 入

２級管工事施工管理技士補

１級造園施工管理技士

１級建築施工管理技士（附則第４条該当）

鋼構造物塗装

薬液注入（附則第
４ 条 該 当 ）

１級建築施工管理技士

２級土木施工管理技士補



土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

３７ 9 9 9 9 9 9

３８ 8 8 8 8

３９ 8

４１ 9 9 9 9 9 9 9

４Ａ 9 9 9 9 9 9

４２ 9 9 9 9 9 9 9 9

４Ｂ 9 9 9 9 9 9 9

４３ 9 9

４Ｃ 9 9

４４ 9 9

４５ 9

４６ 9 9

４７ 9 9

４８ 9 9 9

４９ 9 9 9

４Ｄ 9 9 9

５０ 9

５１ 9 9 9

５Ａ 9 9 9

５２ 9

５３ 9 9

５４ 9 9 9

５５

５６

電気事業法 ５８

５９ ８○

３５ ８※

水　道　法 ６５

６８ 8

６９ 8

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 清

建設業の種類

【許可】有資格コード一覧（特定建設業）

工事担任者　（注６） 【３年】

【５年】

電気主任技術者　（第１種～第３種）

建
築
士
法

１級建築士

２級建築士

木造建築士

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）（附則第４条該当）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）（附則第４条該当）

甲種 消防設備士

乙種 消防設備士
消　防　法

電気通信事業法

コード 資格区分

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

電気通信主任技術者

【５年】

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 （機械 「流体工学」又は「熱工学」）

建設 ・ 総合技術監理（建設）

建設 ・ 総合技術監理（建設）（附則第４条該当）

給水装置工事主任技術者 【１年】

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）（附則第４条該当）

衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水質管理」）

衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「廃棄物管理」）

電気工事士法
第１種電気工事士

第２種電気工事士 【３年】

技
術
士
法

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 （上下水道 「上水道及び工業用水道」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）（附則第４条該当）

森林 「林業」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業」）



※ 職業能力開発促進法について、等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上を要する。

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

７１ 8

６４ 8 8

６Ｂ 8 8

７２ 8

５７ 8 8

５Ｂ 8

７３ 8

７Ａ 8

６６ 8

６Ｃ 8

７４

７５

７６

７０ 8 8

７７ 8

７８ 8

７９ 8 8

８０ 8

８１

８２ 8

８３ 8

８４ 8 8

８５ 8

８６ 8

８７ 8

８８ 8

８９ 8

９０ 8

９１ 8

６７ 8

９２ 8

９３ 8

９４ 8

９５ 8

９６

９７ 8

９８ 8

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工 

熱絶縁施工

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工

造園　

防水施工

さく井

石工・石材施工・石積み

鉄工（注２）・製罐
せいかん

畳製作 ・ 畳工

板金・板金工・打出し板金

かわらぶき・スレート施工

噴霧塗装

板金・建築板金・板金工（注４）

建築塗装・建築塗装工

ガラス施工

塗装・木工塗装・木工塗装工

コンクリート圧送施工（附則第４条該当）

建築板金「ダクト板金作業」

タイル張り・タイル張り工

築炉・築炉工・ れんが積み

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工

左官

職
業
能
力
開
発
促
進
法

金属塗装・金属塗装工

工場板金

路面標示施工

ウェルポイント施工

型枠施工（附則第４条該当）

とび・とび工

建築大工

配管（注１）・配管工

鉄筋組立て・鉄筋施工（注３）

ウェルポイント施工（附則第４条該当）

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管

給排水衛生設備配管

とび・とび工（附則第４条該当）

コンクリート圧送施工

【許可】有資格コード一覧（特定建設業）

型枠施工

コード 資格区分
建設業の種類

※ 等級
区分が2
級の場合
は、合格
後3年以
上の実務
経験を要
する。
ただし、
平成16
年4月1
日時点で
合格して
いた者は
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６１ 8△ 8△

６Ａ 8△ 8△

４０ 8

６２

６３

６０ ８

8

８

８

８

８

８

８

８

８

８ ８

８

８

８

８

８

８

８

８ ８ ８

８

８ ８

８ ８ ８

８

８

８

８

８

８

８ ８

８

８

８

８

８

８

８

8

８

８

８

８ ８

8

8

8

8

8 8

8

その他 ９９ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

３５～３６

登録斜面防災基幹技能者

登録潜函基幹技能者

３６
種
目

登録電気工事基幹技能者

登録橋梁基幹技能者

登録冷凍空調基幹技能者

登録運動施設基幹技能者

登録基礎工基幹技能者

登録タイル張り基幹技能者

登録標識・路面標示基幹技能者

登録硝子工事基幹技能者

登録土質改良基幹技能者

登録都市トンネル基幹技能者

登録石材施工基幹技能者

その他（上記に該当するものを除く）

登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

登録消火設備基幹技能者

登録エクステリア基幹技能者

登録建築板金基幹技能者

登録外壁仕上基幹技能者

登録ダクト基幹技能者

登録保温保冷基幹技能者

登録グラウト基幹技能者

登録ALC基幹技能者

登録ウレタン断熱基幹技能者

登録土工基幹技能者

登録発破・破砕基幹技能者

登録圧入基幹技能者

登録道路等法面保護基幹技能者

登録計装基幹技能者

登録型枠基幹技能者

登録配管基幹技能者

登録鳶・土工基幹技能者

登録切断穿孔基幹技能者

登録内装仕上工事基幹技能者

登録圧接基幹技能者

登録造園基幹技能者

登録コンクリート圧送基幹技能者

登録防水基幹技能者

登録トンネル基幹技能者

登録建設塗装基幹技能者

民
間
試
験

地すべり防止工事 【１年】

地すべり防止工事（附則第４条該当） 【１年】

登録左官基幹技能者

基礎ぐい工事

建築設備士 【１年】

計装 【１年】

解体工事施工技士

登録機械土工基幹技能者

登録海上起重基幹技能者

登録ＰＣ基幹技能者

登録鉄筋基幹技能者

【許可】有資格コード一覧（特定建設業）

コード 資格区分
建設業の種類

登録送電線工事基幹技能者

登録建築測量基幹技能者

登録さく井基幹技能者

登録解体基幹技能者

登録あと施工アンカー基幹技能者

登録建築大工基幹技能者 

備考

・資格区分右端の【 】内に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格試験の合格後に必要とされている実務経験年数です。

資格証等の他に様式第９号（実務経験証明書）が必要となります。

（注１） 配管：職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和４８年政令第９８号。以下「昭和４８年改正政令」といいます。）による改正後の配管とするものにあっては、

選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。

（注２） 鉄工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「製造物鉄工作業」とするものに限られます。
（注３） 鉄筋施工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」とするものの双方に合格した者に限られます。
（注４） 板金・板金工：屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和４８年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、

選択科目を「建築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。

（注５） 土木：昭和４８年改正政令による改正後の土木とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。
（注６） 電気通信事業法に基づく工事担任者資格者証の交付を受けた者（令和３年度以降の試験あるいは養成課程等を経た、第１級アナログ通信及び第１級デジタル通信の工事担任者資格者証の

交付を受けた者、または総合通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者に限る）であって、その資格者証の交付後、３年以上の実務経験を有する者。



【許可】有資格コード一覧（解体工事業）

　「１」･･･法第７条第２号イ該当（指定学科を卒業後、一定期間以上の実務経験）

　「４」･･･法第７条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験）

　「７」･･･法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等）

　「７※」･･･法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等＋実務経験３年）

　「７○」････法第７条第２号ハ該当（国家資格取得者等＋実務経験５年）

　「９」･･･法第１５条第２号イ該当（国家資格取得者等）

一般 特定
０１ １ ２
０２ ４ ５
０４ ６

１３ ７ ９
①平成２８年度以降の合格者
②平成２７年度までの合格者のうち、登録解体工事講習を修了
　または解体工事に関する実務経験が１年以上ある者

１H ７※ ８※

１４ ２級土木施工管理技士 土木 ７ ８
①平成２８年度以降の合格者
②平成２７年度までの合格者のうち、登録解体工事講習を修了
　または解体工事に関する実務経験が１年以上ある者

１J ２級土木施工管理技士補 土木 ７○ ８○
１５ ２級土木施工管理技士 鋼構造物塗装 ７○ ８○
１K ２級土木施工管理技士補 鋼構造物塗装 ７○ ８○
１６ ２級土木施工管理技士 薬液注入 ７○ ８○
１L ２級土木施工管理技士補 薬液注入 ７○ ８○

２０ ７ ９
①平成２８年度以降の合格者
②平成２７年度までの合格者のうち、登録解体工事講習を修了
　または解体工事に関する実務経験が１年以上ある者

２C ７※ ８※

２１ 建築 ７ ８
①平成２８年度以降の合格者
②平成２７年度までの合格者のうち、登録解体工事講習を修了
　または解体工事に関する実務経験が１年以上ある者

２２ 躯体 ７ ８
①平成２８年度以降の合格者
②平成２７年度までの合格者のうち、登録解体工事講習を修了
　または解体工事に関する実務経験が１年以上ある者

２３ 仕上げ ７○ ８○
２D ７○ ８○
３３ ７※ ８※
３D ７※ ８※
３４ ７○ ８○
３E ７○ ８○

４１ ７ ９
登録解体工事講習を修了または解体工事に関する実務経験が
１年以上ある者

４２ ７ ９
登録解体工事講習を修了または解体工事に関する実務経験が
１年以上ある者

職業能力
開発促進法 ５７ ７ ８

一般・特定とも、等級区分が２級の場合は合格後３年以上の解体工
事業に関する実務経験が必要（平成１６年４月１日までの合格者は解
体工事業の実務経験１年以上）

建設業法
施行規則 ６０ ７ ８

法第７条第２号　イ　該当（指定学科卒業＋実務経験）

　「８○」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋実務経験５年＋２年以上の指導監督的実務経験）

　「６」･･･法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者）

　「８」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋２年以上の指導監督的実務経験）

　「８※」･･･法第７条第２号ハ及び法第１５条第２号ロ該当（一般建設業の要件を満たす国家資格＋実務経験３年＋２年以上の指導監督的実務経験）

　◎注意
　　解体工事業に係る営業所技術者等の要件を満たすためには、一定の資格や経験の他に加えて、要件が必要になる場合があります。
　　詳細は以下一覧表の資格区分に対応する備考欄をご参照ください。

コード 資格区分
解体工事業

備考

　「２」･･･法第７条第２号イ及び法第１５条第２号ロ該当（指定学科を卒業後、一定以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）

　「３」･･･法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等以上として国土交通大臣の認定を受けた者）

　「５」･･･法第７条第２号ロ及び法第１５条第２号ロ該当（１０年以上の実務経験＋２年以上の指導監督的実務経験）

建
設
業
法

（
技
術
検
定

）

技
術
士
法

種
別

２級建築施工管理技士補
１級造園施工管理技士
１級造園施工管理技士補
２級造園施工管理技士
２級造園施工管理技士補

１級土木施工管理技士

１級建築施工管理技士

１級建築施工管理技士補　

２級建築施工管理技士

建設 （「鋼構造及びコンクリート」を除く） ・
 総合技術監理 「建設」 （鋼構造及びコンクリートを除く ）

建設 「鋼構造及びコンクリート」
・ 総合技術監理 「建設―鋼構造及びコンクリート」

法第７条第２号　ロ　該当（１０年の実務経験）
法第１５条第２号　ハ　該当 （同号ロと同等以上）

１級土木施工管理技士補

種
別

解体工事（解体工事施工技士）

とび・とび工
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指定学科一覧



指定学科一覧（建設業法施行規則第１条） 

 

許可を受けようとする建設

業 

学 科 

土木工事業 

舗装工事業 

土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、

緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同

じ。）、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 

建築工事業 

大工工事業 

ガラス工事業 

内装仕上工事業 

建築学又は都市工学に関する学科 

左官工事業 

とび・土工工事業 

石工事業 

屋根工事業 

タイル･れんが･ブロック工事

業 

塗装工事業 

解体工事業 

土木工学又は建築学に関する学科 

電気工事業 

電気通信工事業 

電気工学又は電気通信工学に関する学科 

管工事業 

水道施設工事業 

清掃施設工事業 

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関

する学科 

鋼構造物工事業 

鉄筋工事業 

土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 

しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科 

板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科 

防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科 

機械器具設置工事業 

消防施設工事業 

建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 

熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 

造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 

さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 

建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科 
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■具体的な指定学科・類似学科の例示 

・学科名の末尾にある「科」「学科」「工学科」は他のいずれにも置き換えが可能です。 

・「森林工学科」「農林工学科」「農業工学科」「林業工学科」は置き換えできません。 

（例）○建設科≒建設学科、土木科≒土木工学科 

   ×農林工学科≠農林科、林業工学科≠林業学科 

【土木工学】 

開発科 海洋科 海洋開発科 海洋土木科 環境造園科 環境科 環境開発科 環境建設科 環境整備科 

環境設計科 環境土木科 環境緑化科 環境緑地科 建設科 建設環境科 建設技術科 建設基礎科 建設工業科 

建設システム科 建築土木科 鉱山土木科 構造科 砂防科 資源開発科 社会開発科 社会建設科 森林工学科 

森林土木科 水工土木科 生活環境科学科 生活環境科 造園科 造園デザイン科 造園土木科 造園緑地科 造園林科 

地域開発科学科 治山学科 地質科 土木科 土木海洋科 土木環境科 土木建設科 土木建築科 土木地質科 

農業開発科 農業技術科 農業土木科 農林工学科 農業工学科 農林土木科 緑地園芸科 緑地科 緑地土木科 

林業工学科 林業土木科 林業緑地科 学科名に関係なく＜生産環境工学・農業土木学・農業工学＞コース・講座・専修・専攻 

 

【建築学】 【鉱山学】 

環境計画科 建築科 建築システム科 建築設備科 建築第二科 住居科 住居デザイン科 造形科 鉱山科 

 

【都市工学】 【衛生工学】 

環境都市科 都市科 都市システム科 衛生科 環境科 空調設備科 設備科 設備工業科 設備システム科 

 

【電気工学】 

応用電子科 システム科 情報科 情報電子科 制御科 通信科 電気科 電気技術科 電気工学第二科 

電気情報科 電気設備科 電気通信科 電気電子科 電気・電子科 電気電子システム科  電気電子情報科 電子応用科 電子科 

電子技術科 電子工業科 電子システム科 電子情報科 電子情報システム科  電子通信科 電子電気科 電波通信科 電力科 

 

【機械工学】 【電気通信工学】 

エネルギー機械科 応用機械科 機械科 機械技術科 機械工学第二科 機械航空科 機械工作科 機械システム科 電気通信科 

機械情報科 機械情報システム科 機械精密システム科 機械設計科 機械電気科 建設機械科 航空宇宙科 航空宇宙システム科 

航空科 交通機械科 産業機械科 自動車科 自動車工業科 生産機械科 精密科 精密機械科 

船舶科 船舶海洋科 船舶海洋システム科 造船科 電子機械科 電子制御機械科 動力機械科 農業機械科 

学科名に関係なく機械（工学）コース・講座・専修・専攻 

※上記以外の学科については、必要に応じて、申請窓口の土木事務所にご相談ください。 

 

 

 



なお、指定学科は、学校教育法に基づく学校でなければならず、大学院や職業訓練校、 

他の法律に基づく各種学校等は対象とはなりません。 

 

（参考） 

高 等 学 校 全日制、定時制、通信制、専攻科、別科 
指定学科卒業 

＋実務経験５年 中等教育学校 
平成10年に学校教育法の改正により創設

された中高一貫教育の学校 

大学、短期大学 学部、専攻科、別科 指定学科卒業 

＋実務経験３年 高等専門学校 学科、専攻科 

専 修 学 校 専門課程、学科 

指定学科卒業 

＋実務経験５年 

（専門士、高度専門士であれば３年） 
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県内市町村コード表



■ 建設業許可申請・届出  岐阜県内　市町村コード

管轄 　市町村名 コード

 岐　阜 土木事務所 岐阜市 21201

羽島市 21209

各務原市 21213

山県市 21215

瑞穂市 21216

本巣市 21218

羽島郡 岐南町 21302

羽島郡 笠松町 21303

本巣郡 北方町 21421

 大　垣 土木事務所 大垣市 21202

海津市 21221

養老郡 養老町 21341

不破郡 垂井町 21361

不破郡 関ケ原町 21362

安八郡 神戸町 21381

安八郡 輪之内町 21382

安八郡 安八町 21383

 揖　斐 土木事務所 揖斐郡 揖斐川町 21401

揖斐郡 大野町 21403

揖斐郡 池田町 21404

 美　濃 土木事務所 関市 21205

美濃市 21207

 郡　上 土木事務所 郡上市 21219

 可　茂 土木事務所 美濃加茂市 21211

可児市 21214

加茂郡 坂祝町 21501

加茂郡 富加町 21502

加茂郡 川辺町 21503

加茂郡 七宗町 21504

加茂郡 八百津町 21505

加茂郡 白川町 21506

加茂郡 東白川村 21507

可児郡 御嵩町 21521

 多治見 土木事務所 多治見市 21204

瑞浪市 21208

土岐市 21212

 恵　那 土木事務所 中津川市 21206

恵那市 21210

 下　呂 土木事務所 下呂市 21220

 高　山 土木事務所
高山市
（国府町、上宝町及び奥飛騨温泉
郷の区域を除く）

21203

大野郡 白川村 21604

 古　川 土木事務所 飛騨市 21217

高山市
（国府町、上宝町及び奥飛騨温泉
郷の区域）

21299
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一般建設業に係る実務経験要件

（建設業法第7条第2号ロ）の緩和



一般建設業に係る実務経験要件（建設業法第7条第2号ロ）の緩和 

 

許可を受けようと

する建設業 
実務経験 

大工工事業  

1. 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経

験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し 8年を超え

る実務の経験を有する者 

2. 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務

の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し 8年を

超える実務の経験を有する者 

とび・土工工事業  

1. 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し 12年以上実

務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関

し 8年を超える実務の経験を有する者 

2. とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し 12年以上実

務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関

し 8年を超える実務の経験を有する者 

屋根工事業  

建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験

を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し 8年を超える実務

の経験を有する者  

しゅんせつ工事業  

土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務

の経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し 8年

を超える実務の経験を有する者  

ガラス工事業  

建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経

験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し 8年を超える

実務の経験を有する者  

防水工事業  

建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験

を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し 8年を超える実務

の経験を有する者  

内装仕上工事業  

1. 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務

の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し 8

年を超える実務の経験を有する者 

2. 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務

の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し 8

年を超える実務の経験を有する者 

熱絶縁工事業  

建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経

験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し 8年を超える

実務の経験を有する者  

水道施設工事業  

土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の

経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し 8年を超

える実務の経験を有する者  

解体工事業  

1. 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経

験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し 8年を超え

る実務の経験を有する者 

2. 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経

験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し 8年を超え

る実務の経験を有する者 

3. とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し 12年以上実

務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し 8年

を超える実務の経験を有する者 
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個人情報の取扱いについて



岐阜県知事の許可を受けている建設業者（新規許可申請をする者を含む。）の皆様へ 

◆◆◆  重要なお知らせ  ◆◆◆ 

−  個人情報の取扱いについて – 
 

【建設業許可申請に係る個人情報の利用目的等】 

  岐阜県知事が、 建設業法第３条の規定に基づき提出される建設業の許可の申請書（同法第６条に基づく許可申

請書の添付書類及び第11条（第17条で準用するものを含む。） に基づく変更等の届出書を含む。以下「許可申請書

等」という。）により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。 

１． 許可申請の審査事務（国土交通大臣及び都道府県知事が行う許可審査事務において相互に利用する場合を含

みます。） 

２． 建設業の許可を受けた者に対する指導監督等の事務 

３． 許可申請書等の閲覧 

４． 建設業法第 27 条の 23 第１項に規定する建設工事の発注者が行う建設工事の発注業務について必要となる情

報の提供（公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含みます。） 

５． 岐阜県個人情報保護条例第７条第１項の規定による次の利用又は提供 

  ① 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき 

  ② 法令等に定めがあるとき 

  ③ 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき 

  ④ 出版、報道等により公にされているとき 

  ⑤ 実施機関の内部で利用する場合又は他の実施機関、国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人

情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十九号）第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下

同じ。）、他の地方公共団体若しくは県が設立した地方独立行政法人以外の地方独立行政法人（以下この項にお

いて「他の実施機関等」という。）に提供する場合であって、事務又は事業の遂行に必要な限度で利用し、かつ、

利用することに相当な理由があると認められるとき 

  ⑥ 他の実施機関等以外のものに提供する場合であって、提供することに特別な理由があると認められるとき 

 

【経営事項審査（経営規模等評価及び総合評定値）申請に係る個人情報の利用目的等】 

  岐阜県知事が、建設業法第 27条の 26の規定に基づき提出される経営規模等評価の申請書及び第 27条の 29の

規定に基づき提出される総合評定値の請求（以下「経営事項審査申請等」という。）により取得する個人情報は、次のと

おり利用し、第三者に提供します。 

１． 経営事項審査申請等の審査事務 

２． 経営事項審査申請等を行った者に対する指導監督等の事務 

 

【経営事項審査（経営規模等評価及び総合評定値）の審査結果に係る個人情報の利用目的等】 

  岐阜県知事が、建設業法第27条の 26の規定に基づき提出された経営規模等評価の申請及び第27条の 29の規

定に基づき提出される総合評定値の請求により提出された申請等の審査結果（以下「経営事項審査審査結果」とい

う。）に作成する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。 

１． 建設業法第 27 条の 23 第１項に規定する建設工事の発注者に対する経営事項審査審査結果の通知（公共工事

発注支援データベースシステムにより提供するものを含みます。） 

２． 経営事項審査結果の公表及び閲覧（公表及び閲覧は、一般財団法人建設業情報管理センターに委任しており、

同センターにおいて行っております。） 

３． 経営事項審査結果を受けた者に対する指導監督等の事務 

４．岐阜県個人情報保護条例第７条第１項の規定による次の利用又は提供 

  ① 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき 

  ② 法令等に定めがあるとき 

  ③ 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき 

  ④ 出版、報道等により公にされているとき 

  ⑤ 実施機関の内部で利用する場合又は他の実施機関、国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人

情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十九号）第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下

同じ。）、他の地方公共団体若しくは県が設立した地方独立行政法人以外の地方独立行政法人（以下この項にお

いて「他の実施機関等」という。）に提供する場合であって、事務又は事業の遂行に必要な限度で利用し、かつ、

利用することに相当な理由があると認められるとき 

  ⑥ 他の実施機関等以外のものに提供する場合であって、提供することに特別な理由があると認められるとき 

別紙６ 



別紙７

記載要領・許可申請書等記載例



記載要領[ 様式第一号 建設業許可申請書 ] 
１  「 地方整備局長 
           「国土交通大臣   「般 
    北海道開発局長          及び   については、不要のものを消すこと。 
                知事」    特」 
                知事」、 

 ２ 「申請者」の欄は、この申請書により許可を申請する者（以下「申請者」という。）の他にこの申請書又は添付書類

を作成した者がある場合には、申請者に加え、その者の氏名も記載すること。この場合には、作成に係る委任状の写し

その他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。 

 ３ 太線の枠内には記入しないこと。 

４        で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、

カラムからはみ出さないように記入すること。数字を記入する場合は、例えば    １ ２のように右詰めで、また、

文字を記入する場合は、例えばＡ 建 設 工 業    のように左詰めで記入すること。 

５ ０ ２「申請の区分」の欄の「許可の有効期間の調整」の欄は、この申請書により許可を申請する時に、既に許可を

受けている建設業の全部について許可の更新の申請を行い許可の有効期間の満了の日を同一とする場合は「１」を、し

ない場合は「２」をカラムに記入すること。 

 ６ ０ ４「許可を受けようとする建設業」の欄は、この申請書により許可を受けようとする建設業が一般建設業の場合

は「１」を、特定建設業の場合は「２」を、次の表の（ ）内に示された略号のカラムに記入すること。 

土木工事業（土） 

建築工事業（建） 

大工工事業（大） 

左官工事業（左） 

とび・土工工事業（と） 

石工事業（石） 

屋根工事業（屋） 

電気工事業（電） 

管工事業（管） 

タイル・れんが・ブロツク工事業（タ） 

鋼構造物工事業（鋼） 

鉄筋工事業（筋） 

舗装工事業（舗） 

しゆんせつ工事業（しゆ） 

板金工事業（板） 

ガラス工事業（ガ） 

塗装工事業（塗） 

防水工事業（防） 

内装仕上工事業（内） 

機械器具設置工事業（機） 

熱絶縁工事業（絶） 

電気通信工事業（通） 

造園工事業（園） 

さく井工事業（井） 

建具工事業（具） 

水道施設工事業（水） 

消防施設工事業（消） 

清掃施設工事業（清）  

解体工事業（解）  

 

 ７ ０ ５「申請時において既に許可を受けている建設業」の欄は、この申請書により許可を申請する時に既に許可を受

けている建設業があれば６と同じ要領で記入すること。 

なお、更新の申請の場合は、０ ４「許可を受けようとする建設業」の欄及び０ ５「申請時において既に許可を受

けている建設業」の欄の両方に記入すること。 

８ ０ ６「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入し、その際、濁音又は半濁音を表す文字については、例

えばギ又はパのように１文字として扱うこと。 

なお、株式会社等法人の種類を表す文字については、フリガナは記入しないこと。 

９ ０ ７「商号又は名称」の欄は、法人の種類を表す文字については次の表の略号を用いること。 

  （例 （ 株 ） Ａ 建 設   

         Ｂ 建 設 （ 有 ）  ）  

 

                       

 

 

 

 

 

 種 類  略 号 

 株 式 会 社  （株） 

 特例有限会社  （有） 

 合 名 会 社  （名） 

 合 資 会 社  （資） 

 合 同 会 社  （合） 

 協 同 組 合  （同） 

 協 業 組 合  （業） 

 企 業 組 合  （企） 

10 ０ ８「代表者又は個人の氏名のフリガナ」の欄は、カタカナで姓と名の間に１カラム空けて記入し、その際、濁音

又は半濁音を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。  

 11 ０ ９「代表者又は個人の氏名」の欄は、申請者が法人の場合はその代表者の氏名を、個人の場合はその者の氏名を、

それぞれ姓と名の間に１カラム空けて記入すること。また、「支配人の氏名」の欄は、申請者が個人の場合において、

支配人があるときは、その者の氏名を記載すること。 

 12 １ ０「主たる営業所の所在地市区町村コード」の欄は、都道府県の窓口備付けのコードブック（総務省編「全国地方

公共団体コード」）により、主たる営業所の所在する市区町村の該当するコードを記入すること。 



｢都道府県名｣及び「市区町村名」には、それぞれ主たる営業所の所在する都道府県名及び市区町村名を記載すること。 

 13 １ １「主たる営業所の所在地」の欄は、12により記入した市区町村コードによつて表される市区町村に続く町名、

街区符号及び住居番号等を、「丁目」、「番」及び「号」については－（ハイフン）を用いて、例えば霞 が 関 ２ 

－ １ － １ ３  のように記入すること。 

 14 １ ２のうち「電話番号」の欄は、市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区切り、例えば０ ３ － 

５ ２ ５ ３ － ８ １ １ １    のように左詰めで記入すること。 

 

 15 １ ３「資本金額又は出資総額」の欄は、申請者が法人の場合にのみ記入し、株式会社にあつては資本金額を、それ 

以外の法人にあつては出資総額を記入し、申請者が個人の場合には記入しないこと。 

「法人番号」の欄は、申請者が法人であって法人番号（行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第15項に規定する法人番号をいう。）の指定を受けたものである場合に

のみ当該法人番号を記入すること。 

 16 １ ５「許可換えの区分」の欄並びに１ ６「旧許可番号」及び「旧許可年月日」の欄は、現在許可を受けている行

政庁以外の行政庁に対し新規に許可を申請する場合にのみ記入すること。 

 

   「旧許可番号」の欄の コード」の欄は、現在許可を受けている行政庁について別表（一）の分類に 

 

従い、該当するコードを記入すること。 

   また、「旧許可番号」及び「旧許可年月日」の欄は、例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように、

カラムに数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。 

なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて

記入すること。 

17 「連絡先」の欄は、この申請書又は添付書類を作成した者その他この申請の内容に係る質問等に応答できる者の氏名、

電話番号等を記載すること。 

「大臣 

 知事 



記載要領[ 様式第一号 別紙二（１） 営業所一覧表（新規許可等） ] 

 

 １ 太線の枠内には記入しないこと。 

 ２        で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、

カラムからはみ出さないように左詰めで記入すること。 

 ３ ８ ３及び８ ８「営業しようとする建設業」の欄は、営業しようとする建設業が一般建設業の場合は「１」を、特

定建設業の場合は「２」を、次の表の（ ）内に示された略号のカラムに記入すること。 

土木工事業（土） 

建築工事業（建） 

大工工事業（大） 

左官工事業（左） 

とび・土工工事業（と） 

石工事業（石） 

屋根工事業（屋） 

電気工事業（電） 

管工事業（管） 

タイル・れんが・ブロツク工事業（タ） 

鋼構造物工事業（鋼） 

鉄筋工事業（筋） 

舗装工事業（舗） 

しゆんせつ工事業（しゆ） 

板金工事業（板） 

ガラス工事業（ガ） 

塗装工事業（塗） 

防水工事業（防） 

内装仕上工事業（内） 

機械器具設置工事業（機） 

熱絶縁工事業（絶） 

電気通信工事業（通） 

造園工事業（園） 

さく井工事業（井） 

建具工事業（具） 

水道施設工事業（水） 

消防施設工事業（消） 

清掃施設工事業（清）  

解体工事業（解）  

 

   「変更前」の欄は、既に営業している建設業がある場合は同様の要領により記入すること。 

４ ８ ５「従たる営業所の所在地市区町村コード」の欄は、都道府県の窓口備付けのコードブック（総務省編「全国地方

公共団体コード」）により、従たる営業所の所在する市区町村の該当するコードを記入すること。 

｢都道府県名｣及び「市区町村名」には、それぞれ従たる営業所の所在する都道府県名及び市区町村名を記載すること。 

５ ８ ６「従たる営業所の所在地」の欄は、４により記入した市区町村コードによつて表される市区町村に続く町名、

街区符号及び住居番号等を、「丁目」、「番」及び「号」については－（ハイフン）を用いて、例えば霞 が 関 ２ 

－ １ － １ ３  のように記入すること。 

 ６ ８ ７のうち「電話番号」の欄は、市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区切り、例えば０ ３ － 

５ ２ ５ ３ － ８ １ １ １    のように左詰めで記入すること。 



記載要領[ 様式第一号 別紙四 営業所技術者等一覧表 ] 

 

１ 「建設工事の種類」の欄は、建設業許可申請書（別記様式第一号）別紙二（１）「営業所一覧表（新規許可等）」又

は別紙二（２）「営業所一覧表（更新）」の「営業しようとする建設業」の欄に記載した建設業のうち、記載する技術

者が営業所技術者等となる建設業に係る建設工事すべてについて、例えば「土－９」のように、次の分類に従い、該当

する数字と次の表の（ ）内に示された略号とを－（ハイフン）で結んで記載すること。 

 ・一般建設業の場合 

「１｣・・・・・・・法第７条第２号イ該当 

「４｣・・・・・・・法第７条第２号ロ該当 

「７｣・・・・・・・法第７条第２号ハ該当 

 ・特定建設業の場合 

「２｣・・・・・・・法第７条第２号イ及び法第15条第２号ロ該当 

「３｣・・・・・・・法第15条第２号ハ該当（同号イと同等以上） 

「５｣・・・・・・・法第７条第２号ロ及び法第15条第２号ロ該当 

「６｣・・・・・・・法第15条第２号ハ該当（同号ロと同等以上） 

「８｣・・・・・・・法第７条第２号ハ及び法第15条第２号ロ該当 

     「９｣・・・・・・・法第15条第２号イ該当 

土木一式工事（土） 

建築一式工事（建） 

大工工事（大） 

左官工事（左） 

とび・土工・コンクリート工事（と） 

石工事（石） 

屋根工事（屋） 

電気工事（電） 

管工事（管） 

タイル・れんが・ブロツク工事（タ） 

鋼構造物工事（鋼） 

鉄筋工事（筋） 

舗装工事（舗） 

しゆんせつ工事（しゆ） 

板金工事（板） 

ガラス工事（ガ） 

塗装工事（塗） 

防水工事（防） 

内装仕上工事（内） 

機械器具設置工事（機） 

熱絶縁工事（絶） 

電気通信工事（通） 

造園工事（園） 

さく井工事（井） 

建具工事（具） 

水道施設工事（水） 

消防施設工事（消） 

清掃施設工事（清） 

解体工事（解） 

 

 ２ 「有資格区分」の欄は、記載する技術者が営業所技術者等として該当する法第７条第２号及び法第15条第２号の区分

（法第７条第２号ハに該当する者又は法第15条第２号イに該当する者については、その有する資格等の区分）について

別表（二）の分類に従い、該当するコードを記載すること。 



書類作成代行連絡先記入欄

(フリガナ)

6

7 (フリガナ)

8

市外局番

（ ）

（ - ） 第 号 令和 年 月 日

※この欄は記入しないこと。

受付印

○ ステープラ（ホッチキス）又は綴り紐で綴じること ○
区　分 提出先 提　出　部　数

 岐阜県知事 土木事務所
正 1部、副 2部

 許可 総務課

建 設 業 許 可 申 請 書 行政書士名又は行政書士法人名

申請区分 説　　　　　　　明

1 新 規  現在、有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない場合
郵 便 番 号

5 0 0 8 5 7 0

2 許可換新規
 申請しようとする許可行政庁以外の許可行政庁から、現在有効な許可を
受けている場合

3 般 ・ 特 新 規
(1)一般許可のみ受けている者が、新たに特定許可を申請する場合 主たる営業所の

岐阜市薮田南２－１－１
(2)特定許可のみ受けている者が、新たに一般許可を申請する場合 所 在 地

4 業 種 追 加
(1)一般許可を受けている者が、他の業種について一般許可を申請する場合

(2)特定許可を受けている者が、他の業種について特定許可を申請する場合 ギフケンセツ

5 更 新
 現在許可を受けている業種について、有効期限満了後も許可の効力を継
続させるため申請する場合 岐阜建設（株）

商 号 又 は 名称

般・特新規＋業種追加  般・特新規及び業種追加を同時に申請する場合

般 ・ 特 新 規 ＋ 更 新  般・特新規及び更新を同時に申請する場合 ギフ　タロウ

業 種 追 加 ＋ 更 新  業種追加及び更新を同時に申請する場合
代表取締役　　岐阜　太郎

9
般・特新規
＋業種追加＋更新

 般・特新規、業種追加及び更新を同時に申請する場合
代 表 者 氏 名

(注) 該当する申請区分について、1～9のいずれか一つの数字を○で囲むこと。

電 話 番 号 ０５８ ２７２ - １１１１

 許 可 番 号 ※  許 可 年 月 日 ※

許　可　を　受　け　よ　う　と　す　る　建　設　業

許可区分 業　　種 許可区分 業　　種 許可区分 業　　種 許可区分 業　　種

般 特 土木工事業 般 特 管工事業 般 特 塗装工事業 般 特 建具工事業

般 特 建築工事業 般 特 ﾀｲﾙ･れんが･ﾌﾞﾛｯｸ工事業 般 特 防水工事業 般 特 水道施設工事業

般 特 大工工事業 般 特 鋼構造物工事業 般 特 内装仕上工事業 般 特 消防施設工事業

般 特 左官工事業 般 特 鉄筋工事業 般 特 機械器具設置工事業 般 特 清掃施設工事業

般 特 とび・土工工事業 般 特 舗装工事業 般 特 熱絶縁工事業 般 特 解体工事業

般 特 石工事業 般 特 しゅんせつ工事業 般 特 電気通信工事業

般 特 屋根工事業 般 特 板金工事業

般 特 ガラス工事業

般 特 造園工事業

（注）許可を受けようとする建設業について、般（一般建設業）又は、特（特定建設業）のいずれかの文字を○で囲むこと。

般 特 さく井工事業般 特 電気工事業

記載例（新規申請の場合）



様式第一号 （第二条関係）

この申請書により、建設業の許可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

殿 申請者

行政庁側記入欄
許可年月日

国土交通大臣
岐阜県知事

1.す　る
般・特新規＋業種追加 般・特新規＋業種追加＋更新 2.しない

, ,

1. 有
2. 無

旧許可年月日

役員等、営業所及び営業所技術者等（建設業法第７条第２号に規定する営業所技術者及び同法第15条第２号に規定する特定営業所技術者をいう。以下同じ。）
については別紙による。

連絡先

所属等 氏名 電話番号

ファックス番号

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ １

建　設　業　許　可　申　請　書

令和　　6年　　　４月　　１日

中部地方整備局長 岐阜市薮田南2-1-1
北海道開発局長 岐阜建設 株式会社

岐阜県知事 　 代表取締役　　　　岐阜　　太郎

大臣コード
知事

項 番 3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ０ １ 許可 （
般

－ ）第 月号 令和

3 1. 新 規 4. 業 種 追 加 7.

許 可 換 え 新 規 5.

日
特

年

2 （

般 ・ 特 新 規 ＋ 更 新 4

申 請 の 区 分 ０ ２
2.

）
3. 般 ・ 特 新 規 6. 9. 期間の調整

更 新 8. 業 種 追 加 ＋ 更 新 許可の有効

3 5 7

申 請 年 月 日 ０ ３ 令和 年 月 日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解
許可を受けよう

０ ４ 2 1 2 2 1
と す る 建 設 業

（
1.一般
2.特定

）
申請時において
既に許可を受けて
い る 建 設 業

3 5 10 15 20 25 30

０ ５

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ６ ギ フ ケ ン セ ツ
23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 ０ ７ 岐 阜 建 設 （ 株 ）
23 25 30 35 40

フの氏名のフリガナ

3 5 10 15 20

ロ ウ代表者又は個人
０ ８ ギ

3 5 10
支配人の氏名

代 表 者 又 は
０ ９ 岐 阜個 人 の 氏 名

主たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

１ ０

郎

０ １ 都道府県名 岐阜県 市区町村名 岐阜市

3 5 10 15 20

２ １ ２

主たる営業所の
所 在 地

１ １ 薮 田 南 ２ － １ － １
23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 １ ２ ５ ０ ０ － ８ ５ ７ ０ 1 1電 話 番 号 0 5 8 － 2 1

ファックス番号 058-278-2734

資本金額又は出資総額 法人番号

7 2 － 1

3 4 5 10 13 15 20 25

法人又は個人の別 １ ３ 1 （
1.法人

） ４ ０ 0 2０ ０ ０ （千円） 4 0 1 0 0 0 5
2.個人

0 0 0 2

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ４ 1 （ ）
宅地建物取引業

3

許可換えの区分 １ ５ （1.大臣許可→知事許可　　2.知事許可→大臣許可　　3.知事許可→他の知事許可）

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

旧 許 可 番 号 １ ６
国土交通大臣

許可 （
般

－ ）第 号 令和 年 月

058-278-2734

タ

太

日
知事 特

総務課 稲葉　　司 058-272-1111

記載例（新規申請の場合）

不要のものを消す

「行政庁側記入欄」は記入しない

･ 新規は、｢2｣を記入

･ 有効期間の異なる2以上

の許可を1つにまとめる

（許可日を統一する）

場合のみ｢1｣、

それ以外は｢2｣を記入項番04：今回 許可を申請する業種

項番05：申請時に許可を受けている業種

について、一般｢1｣、特定｢2｣ を記入

* 更新の場合、項番04・05に同じ数字を記入

濁音又は半濁音を表す文字については、１文字として扱う。 [例:ギ、パ]

(株)等、法人の種類を表す文字については、フリガナは記入しない。

姓と名の間は１カラム空けて記入

法人の種類を表す文字については、

記載要領の略号を用いること。[例: 株式会社→(株)]

申請者が個人の場合において、

支配人登記を行っている場合のみ記載

市区町村に続く町名、街区符号及び住居番号等を記入

丁目、番及び号については－(ハイフン)を用いて記入

左詰めで記入

右詰めで記入

｢許可換え新規｣

の場合のみ記入

許可申請書類を作成した方 又は 申請内容に係る質問等に応答できる方の氏名、電話番号、FAX番号を記入

申請者の法人番号を記入
個人事業者は記入しない

行政書士の代理申請の場合は、申請者名等を

記載し、その下に代理人の住所・職氏名を記載します。



別紙一
（用紙Ａ４）

令和　6 年　　４ 月　１ 日

氏 名
フ リ ガ ナ

役　　　名　　　等 常勤・非常勤の別

　岐阜
ギフ

　太郎
タロウ

代表取締役社長 常勤

　落合
オチアイ

　雅春
マサハル

常務取締役 常勤

　厚
アツ

見
ミ

　八郎
ハチロウ

取締役 常勤

　太田
オオタ

　夏生
ナツキ

取締役 非常勤

　加納
カノウ

　千秋
チアキ

顧問 非常勤

　赤坂
アカサカ

　冬嗣
フユツグ

株主等

役　員　等　の　一　覧　表

役員等の氏名及び役名等

１　法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の
　100分の５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限る。以下「株主等」という。）について記載すること。
２　「株主等」については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「常勤・非常勤の別」の欄に記載すること
　を要しない。

記載例

○申請者が法人の場合は、下記の者を全員記載する。
（１）業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者
・業務を執行する社員： 持分会社の業務を執行する社員
・取締役： 株式会社の取締役
・執行役： 指名委員会等設置会社の執行役
・これらに準ずる者： 法人格のある各種組合等(協同組合、協業組合、森林組合等)の理事等

* 執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まない
（２）法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の

支配力を有するものと認められる者
・相談役及び顧問
・総株主の１００分の５以上の議決権を有する株主及び出資の総額の１００分の５以上に相当
する出資をしている者（個人であるものに限る）

* 法人である株主及び出資者は記載不要。

○「常勤の役員」とは、原則として本社･支店等において休日その他勤務を要しない日を除き、
一定の計画のもとに常時所定の時間中、その職務に従事している者をいう。

○申請者が個人の場合は、添付不要。



別紙二（１）

行政庁側記入欄

許可年月日

フリガナ

（従たる営業所）

フリガナ

（従たる営業所）

フリガナ

（

解

1

1

30

消

解

1

解

1

2変更前 2 1 2

と す る 建 設 業
１．一般
２．特定

）3 5 10 15 20 25

22 1

清
営 業 し よ う

8 8 2 1

絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

1

土 建 大 左 と 石 屋 電

2 3 － 1 1 1電 話 番 号 0 5 7 2 －7 － 8 7 0 8郵 便 番 号 8 7 5 0

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

1町 5 － 6 8 －従たる営業所の
所 在 地

8 6 上 野

岐阜県 市区町村名 多治見市

3 5 10 15 20

2 1 2 0 4 都道府県名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

23 25 30 35 40

見 支 店従 た る 営 業 所 の
8 4 多 治名 称

 タジミシテン
3 5 10 15 20

（30

変更前

と す る 建 設 業
１．一般
２．特定

）3 5 10 15 20 25

2

消 清
営 業 し よ う

8 8 2

絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

1

土 建 大 左 と 石 屋 電

7 3 － 1 1 1電 話 番 号 0 5 8 4 －3 － 0 8 3 8郵 便 番 号 8 7 5 0

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

町 4 2 2 － 3従たる営業所の
所 在 地

8 6 江 崎

市区町村名 大垣市

3 5 10 15 20

1 2 0 2 都道府県名 岐阜県

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5 2

名 称
23 25 30 35 40

垣 支 店
3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4 大

 オオガキシテン

（ ）3 5 10 15 20 25 30

2
と す る 建 設 業

１．一般
２．特定

変更前

1 2

井 具 水 消 清
営 業 し よ う

8 3 2

防 内 機 絶 通 園筋 舗しゆ板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼

（主たる営業所）

ホンテン
主たる営業所の 本　店名 称

土 建 大 左 と

月 日号 令和 年第
国土交通大臣

許可 （
般

－ ）
岐阜県知事 特

10 11 13 15

許 可 番 号 8 2

大臣コード
知事

項 番 3 5

（用紙Ａ４）

営業所一覧表（新規許可等）

項 番 3

区 分 8 1 1

上段：当該営業所で営業しようとする業種

下段：空欄

について、一般｢1｣、特定｢2｣ を記入

記載例 「新規」の場合

記載例

※「営業所」とは、

本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。
本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し

請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には､建設業
法第３条第１項の「営業所」に該当する｡

建設業に関係のある事務所であっても特定の目的のため臨時に置かれる工事事務所､作業所等又は単な
る事務連絡のために置かれる事務所は該当しない。

* 従たる営業所が３箇所以上ある場合は、この欄は１枚目のみ記入する。

※「主たる営業所」とは、

建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所を

いい､通常は本社、本店等であるが、名目上の本社、本店等であっても、その

実態を有しないもの（単なる登記上の本社、本店等）はこれに該当しない。

* 経営業務の管理責任者 及び 営業所技術者等 を置く営業所

※「従たる営業所」には、

主たる営業所以外の「常時建設工事の請負契約を締結する営業所」が該当する。

兼業事業のみを行う営業所については、記入しないこと。

* 令第３条に規定する使用人 及び 営業所技術者等 を置く営業所

*「新規」の場合は、

すべての従たる営業所について記入すること

記入方法は

申請書の

項番10～12

と同様

「行政庁側記入欄」は記入しない

記載例 「新規」の場合

* ｢業種追加｣｢般･特新規｣ の場合は、

営業しようとする業種が変更となる営業所についてのみ記入すること

（業種が変更とならない営業所については、記入不要）

記載例 「業種追加」の場合

記入方法は

申請書の

項番10～12

と同様

上段：｢業種追加｣｢般･特新規｣の場合、変更がない業種も含め、

当該営業所で営業しようとするすべての業種

下段：申請時に許可を受けている業種

について、一般｢1｣、特定｢2｣ を記入

* 従たる営業所がない場合(主たる営業所のみ)は、｢(従たる営業所)｣の右横に｢該当なし｣と記載し、本様式を添付すること。



別紙二（２）
（用紙Ａ４）

〒　500-8570 土 と 水 建 解

　０５８－２７２－１１１１

〒　503-0838 土 と 解

　０５８４－７３－１１１１

〒　507-8708 土 と 水 建 解

　０５７２－２３－１１１１

1

2

　「主たる営業所」及び「従たる営業所」の欄は、それぞれ本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所
のうち該当するものについて記載すること。

　「営業しようとする建設業」の欄は、許可を受けている建設業のうち左欄に記載した営業所において営業しようとす
る建設業を、許可申請書の記載要領６の表の（ ）内に示された略号により、一般と特定に分けて記載すること。

主
た
る

営
業
所

本店 　　岐阜市薮田南２－１－１

従
　
た
　
る
　
営
　
業
　
所

大垣支店 　　大垣市江崎町４２２－３

多治見支店 　　多治見市上野町5-68-1

営　業　所　一　覧　表　（　更　新　）

営業所の名称 所在地 （郵便番号・電話番号）
営業しようとする建設業

特定 一般

※ ｢更新｣と同時に｢業種追加｣｢般･特新規｣を申請する場合［申請区分７･８･９］の添付書類

「別紙二(2) 営業所一覧表（更新）」は使用せず、

「別紙二(1) 営業所一覧表（新規許可等）」に下記のとおり記載し、申請書に添付して下さい。

・右上の余白に申請区分を記載

例：「 区分８ 業種追加＋更新 」

・すべての営業所を記載

更新のみの営業所については、「(従たる営業所の名称)」の右横に「更新」と記載

「営業しようとする建設業」の欄は、

今回の申請で、許可を受けようとする建設業のうち

当該営業所において営業しようとする建設業を

一般と特定に分けて、略号で記載する。

記載例



別紙四

営業所技術者等一覧表

本店

大垣支店

多治見支店

ヤブタ　　イチロウ

薮田　一郎
ヤナイヅ　　　ジロウ

柳津　二郎

イチハシ　　サブロウ

市橋　三郎

ホンジョウ　　シロウ

本荘　四郎
ウサ　　　ゴロウ

宇佐　五郎

　土-７、と-７、水-７

　建-７、解-７

　土-７、と-７、解-７
　

　土-７、と-７、水-７

　建-７
　解-４

１３

２１

１３

１３

３８
０２

令和　　6年　　４月　１日

フ　　　　リ　　　　ガ　　　　ナ

営 業 所 の 名 称 営業所技術者等の 氏 名 建 設 工 事 の 種 類 有 資 格 区 分

営業所技術者等として該当
する国家資格、実務経験等
について、様式第８号の項
番「６５」にならって有資
格コードを記入

国家資格等、卒業資格がある場合は、資
格認定証明書、卒業証明書の字で記入

実務経験の場合、役員に該当する場合に
は登記事項証明書の字で記入

様式第１号別紙二（１）
（２）「営業所一覧表」と同
一の順序で、各営業所ごとに
分けて記入

記載例

営業所技術者等になる業種
について、業種の略号と
「‐」（ハイフン）に続け
て様式第８号の項番「６
４」にならってコードを記
入



（ 令和 年 月 日 令和 年 月 日 ）

(フリガナ)

(フリガナ)

市外局番

( ）

（ - ） 第 号 令和 年 月 日

受付印

ギフヤブタコウムテン

ヤブタ　ケンイチロウ

総務課

0 0 8

ステープラ(ホッチキス)又は綴り紐で綴じること ○○

正 1部、副 2部

事 業 年 度 終 了 届 出 書

5 1 から 6 3 31 まで第

提　出　部　数提出先

5 7

土木事務所

0

区　分

 岐阜県知事
 許可

5

・18 4

郵 便 番 号

期 事業年度

手
続
代
行
者

行
政
書
士

999999 105

許 可 年 月 日

5

１１１１

5

許 可 番 号

電 話 番 号

般
特

代 表 者 氏 名

０５８

代表取締役　　薮田　建一郎

岐阜市司町１

-２７２

主 た る 営 業 所 の

所 在 地

商 号 又 は 名 称
（株）岐阜薮田工務店

記載例



般
特

届出者 

事業年度（ 第 18 期　 令和 5 年 4 月 1 日　から　令和 6 年 3 月 31 日 まで ）

が終了したので、別添のとおり、下記の書類を提出します。

 (1) 工事経歴書  (2) 工事施工金額  (3) 貸借対照表及び損益計算書

 (4) 株主資本等変動計算書及び注記表  (5) 事業報告書  (6) 附属明細表

 (7) 法人税納付済額証明書　[大臣許可]  (8) 事業税納付済額証明書　[知事許可]

 (9) 使用人数  (10) 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表

 (11)定款  (12) 健康保険等の加入状況

記載要項

　１ 「 国土交通大臣　　　　「 中部地方整備局長

　　　 　 岐阜県知事 」及び　　　　　岐阜県知事 」については、不要のものを消すこと。

　２　(1) から (12) までの事項については、該当するものの番号を○で囲むこと。

号許可番号 ）第

４００００２０２１０００５

999999許可　（ 5

変　更　届　出　書

令和　6年　７月　１日

岐阜県知事
－

国土交通大臣

法人番号

記

岐阜県知事
中部地方整備局長

様

代表取締役　　薮田　建一郎
株式会社　岐阜薮田工務店
岐阜市司町１

記載例

法人番号を記載

不要のものを消す

提出書類の該当番号に〇を付ける



 

 

  

  

  

岐阜県収入証紙納付書  

整理番号 ※No.   

建 設 業 許 可 申 請 手 数 料   

 

 （注意事項）  

 

 １  収入証紙は、申請者において消印しないこと。 

 ２  収入証紙は、高額証紙を使用し、枚数を少なくすること。 

 ３  収入証紙は、はがれないようにちょう付すること。  

４   ※印の欄は、申請者において記入しないこと。 

所在地又は住所   岐阜市薮田南２－１－１  

商 号 又 は名 称   岐阜建設（株）  

代 表 者 氏 名   代表取締役   岐阜 太郎 

証紙ちょう付金額  １８０，０００  円 

 

ここに岐阜県収入証紙を貼って下さい。 

 

   
10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

10,000 円 

 （見本） 

岐阜県収入証紙 

記載例  

記入不要  



記載要領 [ 様式第二号 工事経歴書 ] 

１ この表は、法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに作成すること。 

２ 「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。 

     * 経営規模等評価の申請を行う者は、「税抜」で作成すること。（ただし、免税業者については、「税込」で作成。） 

３ この表には、申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事（以下「完成工事」という。）及び申請又は届出をする日の属する事業

年度の前事業年度末において完成していない建設工事（以下「未成工事」という。）を記載すること。 

記載を要する完成工事及び未成工事の範囲については、以下のとおりである。 

  （１）経営規模等評価の申請を行う者の場合 

   ① 元請工事（発注者から直接請け負つた建設工事をいう。以下同じ。）に係る完成工事（工事進行基準を採用している場合又は会社が顧客との契約に基づ

く義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合にあつては、完成工事及び未成工事。以下同じ。）について、当該完成工事に係る請

負代金の額（工事進行基準を採用している場合又は会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合にあつ

ては、完成工事高。以下同じ。）の合計額のおおむね７割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載すること（令第１条の２第１項に規定する

建設工事については、10件を超えて記載することを要しない。）。ただし、当該完成工事に係る請負代金の額の合計額が 1,000億円を超える場合には、当

該額を超える部分に係る完成工事については記載を要しない。 

   ② それに続けて、既に記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事（下請負人として請け負つた建設工事をいう。以下同じ。）に係る完成工事について、

すべての完成工事に係る請負代金の額の合計額のおおむね７割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載すること（令第１条の２第１項に規定

する建設工事については、10件を超えて記載することを要しない。）。ただし、すべての完成工事に係る請負代金の額の合計額が 1,000億円を超える場合

には、当該額を超える部分に係る完成工事については記載を要しない。 

   ③ さらに、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載すること。 

  （２）経営規模等評価の申請を行わない者の場合 

    主な完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載し、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載すること。 

４ 下請工事については、「注文者」の欄には当該下請工事の直接の注文者の商号又は名称を記載し、「工事名」の欄には当該下請工事の名称を記載すること。 

５ 「元請又は下請の別」の欄は、元請工事については「元請」と、下請工事については「下請」と記載すること。 

６ 「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定されることのないよう十分に留意すること。 

７ 「ＪＶの別」の欄は、共同企業体（ＪＶ）として行つた工事について「ＪＶ」と記載すること。 

８ 「配置技術者」の欄は、完成工事について、法第 26条第１項又は第２項の規定により各工事現場に置かれた技術者の氏名及び主任技術者又は監理技術者の別を

記載すること。また、当該工事の施工中に配置技術者の変更があつた場合には、変更前の者も含むすべての者を記載すること。 

９ 「請負代金の額」の欄は、共同企業体として行つた工事については、共同企業体全体の請負代金の額に出資の割合を乗じた額又は分担した工事額を記載するこ

と。また、工事進行基準を採用している場合には、当該工事進行基準が適用される完成工事について、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当

該契約から生ずる収益を認識する場合には、当該契約に係る完成工事について、その完成工事高を括弧書で付記すること。 

10 「請負代金の額」の「うち、PC、法面処理、鋼橋上部」の欄は、次の表の（一）欄に掲げる建設工事について工事経歴書を作成する場合において、同表の（二） 
 欄に掲げる工事があるときに、同表の（三）に掲げる略称に丸を付し、工事ごとに同表の（二）欄に掲げる工事に該当する請負代金の額を記載すること。 
 （一） （二） （三）  

土木一式工事 プレストレストコンクリート構造物工事 ＰＣ 
とび・土工・コンクリート工事 法面処理工事 法面処理 

鋼構造物工事 鋼橋上部工事 鋼橋上部 

11 「小計」の欄は、最終ページにおいて、完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのうちの元請工事に係る請負代金の額の合計及び 10により「ＰＣ」、「法

面処理」又は「鋼橋上部」について請負代金の額を区分して記載した額の合計を記載すること。 

12 「合計」の欄は、最終ページにおいて、すべての完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのうちの元請工事に係る請負代金の額の合計及び 10により「ＰＣ」、

「法面処理」又は「鋼橋上部」について請負代金の額を区分して記載した額の合計を記載すること。 



様式第二号　（第二条、第十九条の八関係） （用紙Ａ４）

（建設工事の種類） 工事　（　税込　・　税抜　）

氏　名

主任技術者 監理技術者

① 岐阜土木事務所 元請 JV 県道災害復旧事業
岐阜県
岐阜市 江崎　真一 レ

(50,000)
1,000,000 千円 30,000 千円 令和 5 年 10 月 令和 6 年 3 月

西濃農林事務所 元請 揖斐川水路工事
岐阜県
大垣市 上野　祐二 レ 30,000 千円 0 千円 令和 5 年 7 月 令和 5 年 12 月

（株）名古屋工業 元請
（株）名古屋工業本社ビ
ル基礎くい打工事

愛知県
名古屋市 萩原　康三 レ 20,000 千円

0 千円 令和 3 年 9 月 令和 4 年 2 月

② （株）揖斐工務店 下請
（株）揖斐工務店社屋
基礎くい打工事

岐阜県
揖斐川町 古井　四朗 レ 30,000 千円 千円 令和 5 年 6 月 令和 6 年 3 月

(株)中濃組 下請 市道法面整備工事
岐阜県
美濃市 長島　謙吾 レ 18,000 千円 18,000 千円 令和 5 年 7 月 令和 5 年 12 月

A 元請 Ａビル基礎工事
岐阜県
岐阜市 南方　六助 レ 17,000 千円 0 千円 令和 5 年 10 月 令和 6 年 2 月

（株）郡上興業 下請 長良川河川改修工事
岐阜県
郡上市 萩原　康三 レ 15,000 千円

0 千円 令和 3 年 9 月 令和 4 年 2 月

千円 千円 令和 年 月 令和 年 月

千円 千円 令和 年 月 令和 年 月

（未成工事） 千円 千円 令和 年 月 令和 年 月

岐阜土木事務所 元請 県道災害復旧事業
岐阜県
岐阜市 80,000 千円 60,000 千円 令和 6 年 1 月 令和 6 年 6 月

千円 千円 令和 年 月 令和 年 月

千円 千円 令和 年 月 令和 年 月

7 180,000 48,000
件　 千円 千円 千円 千円

30 250,000 48,000
件　 千円 千円 千円 千円

うち　元請工事

うち　元請工事

100,000 30,000

工　　　　期

 完成又は
 完成予定年月

着工年月

125,000 30,000

注　文　者 元請
又は
下請
の別

工　　事　　名 工事現場のある
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

配　置　技　術　者

主任技術者又は監理技術者の
別（該当箇所にﾚ印を記載）

小　計

合　計

完
成
工
事
全
体
の
７
割
超

③
未成工事

 元請工事
 全体の
 ７割超

 ①以外の
 元請工事
 　及び
 下請工事

工　　事　　経　　歴　　書

とび・土工・コンクリート

JV
の
別

請負代金の額

 うち、
　　・PC
　　・法面処理
　　・鋼橋上部

. ★ 経営事項審査を申請する場合の記載方法 ★ .

【完成工事】
① 元請工事について、その請負代金の額の合計額の７割を超えるところまで、

請負代金の額の大きい順に記載
注 「軽微な工事（500万円[建築1,500万円]未満の工事）」が併せて10件に達した段階で

記載終了（7割を超えなくても良い）
※ ①を記載した段階で、完成工事全体の７割を超えた場合は、記載終了（②は記載不要）

② ①に続けて、①以外の元請工事及び下請工事について、
完成工事全体の７割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載

注 「軽微な工事（500万円[建築1,500万円]未満の工事）」は、１０件まで記載
①で軽微な工事を記載した場合は、①と②の軽微な工事をあわせて１０件でもよい
（例）①500万円以上の元請工事2件＋500万円未満の元請工事 3件 ←元請7割超

②500万円以上の下請工事3件＋500万円未満の元･下工事7件 *
* 軽微な工事が10件に達した段階で、記載終了（７割を超えなくてもよい）

【未成工事】
③ ②に続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載

【個人の氏名の記載について】
「注文者」及び「工事名」の欄は、個人の氏名が特定されない方法で記載する
（例）「田中 太郎邸新築工事」⇒「Ａ邸新築工事」

税抜で作成すること。

（免税業者は税込処理とす

「小計」・「合計」のうち、
元請工事に係る請負代金
の額の合計を記載

各業種の最終ページの「合計」欄に
工事経歴書に記載されていない完成工事も含めた
全ての完成工事の件数及び請負代金の額の合計を記載
（最終ページ以外は記載不要）

各業種の最終ページの「小計」欄に
工事経歴書に記載された完成工事の件数
及び請負代金の額の合計を記
（最終ページ以外は記載不要）

下記の業種については、該当する内訳工事
に○印を付し、工事金額を記載

土木一式： PC
とび・土工： 法面処理
鋼構造物： 鋼橋上部

経営事項審査の申請を行う場合

ここまでの計 元請工事の７割

様式第３号
「直前３年の各事業年度に
おける工事施工金額」の
当該業種の「公共＋民間」
の額と一致

業種ごとに作成する

ここまでの計 完成工事の７割

個人の氏名が特定されないように記載
（「工事名」欄も同様）

【記載できない工事実績例】
下記業務は、兼業売り上げとして整理してください

・除草、草刈り、伐採、剪定
・側溝清掃、道路清掃、除雪作業、融雪剤散布、

設備・機械器具等の保守点検・管理業務
・土砂等運搬作業、資材の納入
・地質調査、測量調査、設計業務

記載
例

「業種追加」「般特新規」で事業年度終了届が適正に提出されている場合は

すでに許可のある業種については工事経歴書の記載は省略可能

「その他○件」は
令和6年度手引改正により記載不要となりました

工事進行基準を採用する工事は
その完成工事高をカッコ書きで上段に付記
小計・合計欄はカッコ書きの数値を集計

各工事現場に置かれた
配置技術者について
該当する箇所にレ印を記載



様式第二号　（第二条、第十九条の八関係） （用紙Ａ４）

（建設工事の種類） 工事　（　税込　・　税抜　）

氏　名

主任技術者 監理技術者

岐阜土木事務所 元請 JV 県道災害復旧事業
岐阜県
岐阜市 江崎　真一 レ

(50,000)
1,000,000 千円 30,000 千円 令和 5 年 10 月 令和 6 年 3 月

西濃農林事務所 元請 揖斐川水路工事
岐阜県
大垣市 上野　祐二 レ 30,000 千円 0 千円 令和 5 年 7 月 令和 5 年 12 月

（株）揖斐工務店 下請
（株）揖斐工務店社屋
基礎くい打工事

岐阜県
揖斐川町 古井　四朗 レ 30,000 千円 千円 令和 5 年 6 月 令和 6 年 3 月

（株）名古屋工業 元請
（株）名古屋工業本社
ビル基礎くい打工事

愛知県
名古屋市 萩原　康三 レ

20,000 千円
0 千円 令和 5 年 9 月 令和 6 年 2 月

(株)中濃組 下請 市道法面整備工事
岐阜県
美濃市 長島　謙吾 レ 18,000 千円 18,000 千円 令和 5 年 7 月 令和 5 年 12 月

A 元請 Ａビル基礎工事
岐阜県
岐阜市 南方　六助 レ 17,000 千円 0 千円 令和 5 年 10 月 令和 6 年 2 月

（株）郡上興業 下請 長良川河川改修工事
岐阜県
郡上市 萩原　康三 レ 15,000 千円

0 千円 令和 年 9 月 令和 4 年 2 月

千円 千円 令和 年 月 令和 年 月

千円 千円 令和 年 月 令和 年 月

（未成工事） 千円 千円 令和 年 月 令和 年 月

岐阜土木事務所 元請 県道災害復旧事業
岐阜県
岐阜市 80,000 千円 60,000 千円 令和 6 年 1 月 令和 6 年 6 月

千円 千円 令和 年 月 令和 年 月

千円 千円 令和 年 月 平成 年 月

7 180,000 48,000
件　 千円 千円 千円 千円

30 250,000 48,000
件　 千円 千円 千円 千円

②
未成工事

①
 完成工事
 全体の
 ７割超

125,000

工　　事　　経　　歴　　書

とび・土工・コンクリート

JV
の
別

工　　　　期

 完成又は
 完成予定年月

請負代金の額

30,000

うち　元請工事

うち　元請工事

117,000

合　計

30,000

着工年月

 うち、
　　・PC
　　・法面処理
　　・鋼橋上部

小　計

注　文　者 元請
又は
下請
の別

工　　事　　名 工事現場のある
都 道 府 県 及 び
市 区 町 村 名

配　置　技　術　者
主任技術者又は監理技術者の
別（該当箇所にﾚ印を記載）

「小計」・「合計」のうち、
元請工事に係る請負代金
の額の合計を記載

下記の業種については、該当する内訳工
事に○印を付し、工事金額を記載

土木一式： PC
とび・土工： 法面処理
鋼構造物： 鋼橋上部

経営事項審査の申請を行わない場

該当するものを「○」で囲む

. ★ 経営事項審査を申請しない場合の記載方法 ★ .

【完成工事】

① 元請及び下請工事について、完成工事全体の７割を超えるところま
で、

又は、10件までのどちらか少ない件数を請負代金の額の大きい順に記載

【未成工事】

② ①に続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記
載

【個人の氏名の記載について】

「注文者」及び「工事名」の欄は、個人の氏名が特定されない方法で記載
する

様式第３号
「直前３年の各事業年度
における工事施工金額」
の
当該業種の「公共＋民間」

業種ごとに作成する

ここまでの計 完成工事の７割

個人の氏名が特定されないように
記載（「工事名」欄も同様）

【記載できない工事実績例】
下記業務は、兼業売り上げとして整理してください

・除草、草刈り、伐採、剪定
・側溝清掃、道路清掃、除雪作業、融雪剤散布、

設備・機械器具等の保守点検・管理業務
・土砂等運搬作業、資材の納入
・地質調査、測量調査、設計業務

記載
例

「業種追加」「般特新規」で事業年度終了届が適正に提出されている場合は

すでに許可のある業種については工事経歴書の記載は省略可能

各業種の最終ページの「小計」欄に
工事経歴書に記載された完成工事の件数
及び請負代金の額の合計を記載
（最終ページ以外は記載不要）

各業種の最終ページの「合計」欄に
工事経歴書に記載されていない完成工事も含めた
全ての完成工事の件数及び請負代金の額の合計を記載
（最終ページ以外は記載不要）

「その他○件」は
令和6年12月1日から記載不要となりました

工事進行基準を採用する工事は
その完成工事高をカッコ書きで上段に付記
小計・合計欄はカッコ書きの数値を集計

各工事現場に置かれた
配置技術者について
該当する箇所にレ印を記載



様式第三号（第二条関係）
（用紙Ａ４）

（　　税込　・　税抜　　／単位：千円）

土木一式 とび・土工 防水 造園

工事 工事 工事 工事

第 16 期 公　共 200,000 50,000 3,000 10,000 0 263,000

令和 3 年 4 月 1 日から 民　間 0 10,000 2,000 16,000 0 28,000

令和 4 年 3 月 31 日まで 0 140,000 3,000 3,000 1,000 147,000

200,000 200,000 8,000 29,000 1,000 438,000 （税込）

第 17 期 公　共 190,000 90,000 10,000 9,000 0 299,000

令和 4 年 4 月 1 日から 民　間 0 30,000 0 7,000 0 37,000

令和 5 年 3 月 31 日まで 0 120,000 20,000 5,000 0 145,000

190,000 240,000 30,000 21,000 0 481,000 （税込）

第 18 期 公　共 160,000 80,000 0 20,000 0 260,000

令和 5 年 4 月 1 日から 民　間 0 45,000 0 10,000 3,000 58,000

令和 6 年 3 月 31 日まで 0 125,000 0 7,000 2,000 134,000

160,000 250,000 0 37,000 5,000 452,000 （税抜）

第 期 公　共

令和 年 月 日から 民　間

令和 年 月 日まで

第 期 公　共

令和 年 月 日から 民　間

令和 年 月 日まで

第 期 公　共

令和 年 月 日から 民　間

令和 年 月 日まで

記載要領

1

2

3

4

5

6

7

　「公共」の欄は、国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）
及び第18条に規定する法人が注文者である施設又は工作物に関する建設工事の合計額を記載すること。

　「許可に係る建設工事の施工金額」に記載する建設工事の種類が５業種以上にわたるため、用紙が２枚以上になる場合は、
「その他の建設工事の施工金額」及び「合計」の欄は、最終ページにのみ記載すること。

　当該工事に係る実績が無い場合においては、欄に「０」と記載すること。

元
　
請

　記載すべき金額は、千円単位をもつて表示すること。
　ただし、会社法（平成17年法律第86号）第2条第6号に規定する大会社にあつては、百万円単位をもつて表示することができ
る。この場合、「（単位：千円）」とあるのは「（単位：百万円）」として記載すること。

直前３年の各事業年度における工事施工金額　　　　

計

下　　請

元
　
請

下　　請

計

計

元
　
請

下　　請

計

　「許可に係る建設工事の施工金額」の欄は、許可に係る建設工事の種類ごとに区分して記載し、「その他の建設工事の施工
金額」の欄は、許可を受けていない建設工事について記載すること。

　この表には、申請又は届出をする日の直前３年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金の額を記載すること。

　「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。

許可に係る建設工事の施工金額 その他の
建設工事の
施工金額

合　計
事　業　年　度

注 文 者

の 区 分

元
　
請

下　　請

計

元
　
請

下　　請

元
　
請

下　　請

計

公共＋民間の額は
様式第２号

「工事経歴書」の
元請工事の合計額と一致

「工事経歴書」の

請負代金の額の

合計と一致

・許可を有しない業種の
「軽微な工事」の金額を記載

・「業種追加」で既に許可のある業種
についてはこの欄に記載

用紙が２枚以上になる場合は
最終ページに記載

すべての許可業種

について記載

（実績がない場合は、「0」を記載）

様式第16号（法人用）又は

様式第19号（個人用）

「損益計算書」の

完成工事高と一致

該当するものを「○」で囲む

三年間に税込・税抜に変更があった場合は
欄外に該当方式を記載

記載例



様式第四号 （第二条関係）

（用紙Ａ４）

営　業　所　の　名　称

建設業法第７条第２号
イ、ロ若しくはハ又は同
法第15条第２号イ若しく
はハに該当する者

その他の技術関係使用人 事務関係使用人 合　　　　計

本店 4 　　　　 人 2 　　　　　 人 8 　　　 人 14 　　 人

大垣支店 2 0 2 4

多治見支店 3 0 2 5

合 計 9          人 2         人 12     人 23      人

記載要領

３　「その他の技術関係使用人」の欄は、法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ若しくはハに該当する者ではないが、技術関
係の業務に従事している者の数を記載すること。

使　　用　　人　　数

技術関係使用人

１　この表には、法第5条の規定（法第17条において準用する場合を含む。）に基づく許可の申請の場合は、当該申請をする日、法第11条第
3項（法第17条において準用する場合を含む。）の規定に基づく届出の場合は、当該事業年度の終了の日において建設業に従事している
使用人数を、営業所ごとに記載すること。

２　「使用人」は、役員、職員を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用された者（申請者が法人の場合は常勤の役員を、個人の場合は
その事業主を含む。）をいう。

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日
記載例

○建設業に従事している使用人の数を記載
・代表権を有する役員、個人事業主等を含む（ただし、法人の監査役は除く）
・日々雇用等雇用期間が限定されている者を除く
・兼業部門に従事する者を除く

・主たる営業所を含む、全ての
営業所について記載
・様式第一号別紙二（１）又は
（２）に記載した順に記載

各営業所に所属する技術者のうち、
専任技術者の要件を満たす使用人の
数を記載

建設業に従事する事務関

係の使用人の数を記載

各営業所に所属する技術者のうち、

専任技術者の要件を満たさない使用

人の数を記載（いない場合は０を記

載）

両方に該当する場合に
は、主となる方に計上

許可申請の場合は、申請する日における使用人数を、

変更届の場合は、事業年度終了の日における使用人数を記載



様式第六号（第二条、第十三条の二、第十三条の三関係）

、 の役員等及び建設業法施行令第３条に規定する使用人

並びに法定代理人及び法定代理人の役員等は、同法第８条各号（同法第17条において準用

される場合を含む。）に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約します。

令和 6 年 4 月 1 日

殿

記載要領

「 「

、 、

」

地方整備局長　　

北海道開発局長　　

　　　　　知事　」

岐阜建設　株式会社

代表取締役　　　岐阜　太郎　

については、不要のものを消すこと。

分割承継法人

申 請 者

譲 受 人

（用紙Ａ４）

誓　　　　約　　　　書

岐阜市薮田南２－１－１

中部地方整備局長

分割承継法人

合併存続法人

分割承継法人

北海道開発局長

 岐阜県知事

合併存続法人

申 請 者

譲 受 人

合併存続法人

申 請 者

譲 受 人

合併存続法人

分割承継法人

申 請 者

譲 受 人

合併存続法人

分割承継法人

申 請 者

譲 受 人

不要のものを消す

法第８条各号に該当しないことを誓約してください。

法第８条に該当する事実があるにもかかわらず、本用紙にて誓約した後に、欠格要件に該当していた
ことが判明した場合には、原則として「虚偽申請」として取り扱います。

不要のものを消す

記載例



記載要領 [ 様式第七号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 ]

１ この証明書は、被証明者１人について証明者別に作成すること。

２ （１）の証明者は、被証明者に使用者がいる場合にはその使用者（法人の場合は当該法人の代表者、個人の場合は当

該個人）とすること。また、証明者が建設業者である場合には、当該建設業者に係る許可番号、許可年月日及び許可を

受けた建設業の種類を「備考」の欄に記載すること。

ただし、これらの者の証明を得ることができない正当な理由がある場合には、「備考」の欄にその理由を記載して、

この証明書に記載された事実を証し得る他の者を証明者とすることができる。この場合にあつては、その証明者の氏名

及び役職を記載すること。

なお、既に提出した証明書の記載内容と同一の内容を証明しようとするときは、証明者の欄の記載を省略することが

できる。

３ 「 「
⑴ の常勤の役員 「 地方整備局長

「申請者 「国土交通大臣 「般
⑵ 本 人 北海道開発局長 及び につい

届出者」 知事」 特」
⑶ 」、 の 支 配 人 」、 知事」、 、

ては、不要のものを消すこと。

４ で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、カ

ラムからはみ出さないように記入すること。

５ １ ７「申請又は届出の区分」の欄は、次の分類に従い、該当する数字をカラムに記入すること。

「１．新規」・・・・・・・・ 許可を受けようとする行政庁に対し、初めて常勤役員等としての証明を行う場合

「２．変更」・・・・・・・・ 現在証明されている常勤役員等に変更があつた場合

「３．常勤役員等の更新等」・・ 常勤役員等について、現在証明されている者のままとする場合

また、「１．新規」又は「３．常勤役員等の更新等」に該当する場合は◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】の

欄に記入し、「２．変更」に該当する場合は◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】の欄及び◎【変更前】の欄の両

方に記入すること。

６ 「変更の年月日」の欄は、５により１ ７の「申請又は届出の区分」の欄に「２」を記入した場合に、変更をした年月

日を記載すること。

７ １ ８「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、５により１ ７の「申請又は届出の区分」の欄に「２」又は「３」を

記入した場合に、申請又は届出時に受けている許可について記入すること。

「大臣
「許可番号」の欄の コード の欄は、現在許可を受けている行政庁について別表（一）の分類に従い、該当する

知事 」
コードを記入すること。

また、「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように、カラムに数

字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。

なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて

記入すること。

８ １ ９「氏名のフリガナ」の欄は、カタカナで最初から２文字だけをカラムに記入すること。その際、濁音又は半濁音

を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。

９ ２ ０及び２ １「氏名」の欄は、姓と名の間に１カラム空けて、例えば建 設 太 郎 のように左詰めで文字

をカラムに記入すること。

また、「生年月日」の欄は、「元号」のカラムに略号を記入するとともに、例えば０ １月０ １日のように、カラム

に数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。



様式第七号（第三条関係）

（１）　下記の者は、建設業に関し、次のとおり第７条第１号イ に掲げる経験を有することを証明します。

（２）　下記の者は、許可申請者 で建設業法第７条第１号イ に該当する者であることに相違ありません。

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

◎【変　　更　　前】

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

備考
　　常勤役員等の略歴については、別紙による。

（用紙Ａ４）

証明者と被証
明者との関係

２

常 勤 役 員 等（ 経 営 業 務 の 管 理 責 任 者 等 ） 証 明 書

経 験 年 数

役 職 名 等

０ ０ ０ ０

備 考

取締役

平成　２２　年　４　月から　令和　６　年　３　月まで　満　１４　年　　０　月

⑵
⑴

⑶

岐阜市薮田南２－１－１

役員

岐阜建設　株式会社

令和　6　年　　４　月　　１日

証明者 代表取締役　　岐阜　太郎

の常勤の役員

本 人
の 支 配 人

令和　6　年　　４　月　　１日

岐阜市薮田南２－１－１

岐阜建設　株式会社

申請者 代表取締役　　岐阜　太郎

⑴
⑵
⑶

1

3

北海道開発局長
中部地方整備局長

コード
知事

岐阜県知事

申 請 又 は 届 出
の 区 分

１

項 番

７

（
般

変 更
の 年 月 日

10

－

11 133 5

大臣

令和　　　年　　　月　　　日

15

許 可 番 号 １ ８ 許可 第） 令和 年号

１ ９

日
特

月

3

オ チ

氏 名 ２ ０

3

氏名のフリガナ

合 雅 春 7 年 0生 年 月 日 S

16 18

9 月 0 9

氏 名 ２ １

13 14

5

5 10

落

住 所

3 5 10

岐阜市薮田南５－１４－５３

年

日

届出者

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等の更新等）

13 14

記

16 18

国土交通大臣
岐阜県知事

日生 年 月 日 月

記載例

経験当時の役職名を記載

証明者から見た被証明者と
の関係を記載

・経営業務の管理責任者としての経験を有した期間
・経験期間が中断している場合は、経験期間を各々記載
・原則として初月は不算入

原則、証明者は証明しようとする期間、被証明者が在職してい

た法人の代表者又は個人の事業主とする。
ただし、上記の者がいない場合は以下の順で証明者とする。
１．被証明者と同等以上の役職にあった者又はある者
２．当該事実を証し得る他の者
３．自己証明

不要のものを消す

不要のものを消す

・証明者が届出者又は申請者以外の建設業者で
ある場合は、「許可番号」「許可年月日」を記載

・証明者が当時の使用者でない場合は、使用者か
らの証明を得ることができない理由を記載
例：使用者が死亡したため
使用者が解散したため
自営のため

様式第22号の2による届出も必要
新規、更新は申請者
変更は届出者

経営業務の管理責任者の変更が
ない業種追加や更新の場合項番17で｢２｣と記載した場合に記載

項番17で｢２｣又は｢３｣と記載した場合に記載

許可年月日が複数あるときは
最も古いものを記入

姓の最初から記入し、濁点・半濁点
も含んで１字とする 例：ダ

・姓と名の間は１カラム空ける
・法人（執行役員等を除く）の場合は登記事項証明書の字で記載

・法人における執行役員等や個人の場合は身分証明書の字で記載
・営業所技術者等（又は国家・監理技術者）を兼ねていて国家資格、卒
業資格がある場合は、資格認定証明書、卒業証明書の字で記載

現住所を記載

項番21で記載した者については、届出書（様式第22号の
3）による経営業務管理責任者の削除は不要

・被証明者毎に、証明者別に作成
・被証明者の経験が中断しており証明者が同一人
である場合は１枚での証明は可能

(1)建設業に関し５年以上経営業
務の管理責任者としての経験を有
する者
(2)建設業に関し５年以上経営業務の
管理責任者に準ずる地位にある者

（経営業務を執行する権限の委任を

受けた者に限る）として経営業務を管

理した経験を有する者
(3)建設業に関し６年以上経営業
務の管理責任者に準ずる地位に
ある者として経営業務の管理責任
者を補助する業務に従事した経験
を有する者



記載要領

※　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

別紙 （用紙Ａ４）

常勤役員等の略歴書

現 住 所 岐阜市薮田南５－１４－５３

氏 名 落合　雅春 生 年 月 日 昭和60　年　　９　月　　９　日生

職 名 取締役

期　　　　　　間 従　　事　　し　　た　　職　　務　　内　　容

自　Ｈ１８ 年　４ 月　１ 日
岐阜建設　株式会社　入社　本店営業部勤務

至　Ｈ２０　年　３　月３１日

自　Ｈ２０　年　４ 月　１ 日
　　　　　　〃　　　本店営業課長

至　Ｈ２１　年　９　月３０日

職 自　Ｈ２１　年１０ 月　１ 日
　　　　　　〃　　　本店営業部長

至　Ｈ２２　年　３　月３１日

自　Ｈ２２　年　４ 月　１ 日
　　　　　　〃　　　取締役　　　　現在に至る

至　Ｒ６年　４ 月　１日現在

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

歴 至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

なし
賞

罰

　上記のとおり相違ありません。

落合　雅春
　

氏　名　令和　　6　年　　４　月　１　日

記載例

様式第七号に記載の住所と同じ

申請時における職名を記載
例：代表取締役、事業主

・最終学歴後の経歴を記載する。
・特に建設業に関連する内容は、すべて記載する。
・勤務した会社名のほか経営経験が分かるよう具体的に記載する。

建設業の行政処分及び行政罰、その他の賞罰についても記載
該当がない場合は「なし」と記載

行政処分等の事実があるにもかかわらず、「賞罰の内容」欄に具体的な記載がなく、
行政処分等の事実が確認され、当該事実が法第８条に該当する場合には、原則とし
て「虚偽申請」として取り扱います。

賞罰欄を記入した日を記載



記載要領 [ 様式第七号の二 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 ]

１ （１）の証明書は、被証明者１人について証明者別に作成すること。

２ （１）の証明者は、被証明者に使用者がいる場合にはその使用者（法人の場合は当該法人の代表者、個人の場合は当

該個人）とすること。また、証明者が建設業者である場合には、当該建設業者に係る許可番号、許可年月日及び許可を

受けた建設業の種類を「備考」の欄に記載すること。

ただし、これらの者の証明を得ることができない正当な理由がある場合には、「備考」の欄にその理由を記載して、

この証明書に記載された事実を証し得る他の者を証明者とすることができる。この場合にあつては、その証明者の氏名

及び役職を記載すること。

なお、既に提出した証明書の記載内容と同一の内容を証明しようとするときは、証明者の欄の記載を省略することが

できる。

３ 「 「
の常勤の役員 「 地方整備局長

⑴ 「申請者 「国土交通大臣 「般
本 人 北海道開発局長 及び につい

⑵ 届出者」 知事」 特」
」、 の 支 配 人 」、 知事」、 、

ては、不要のものを消すこと。

４ で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、カ

ラムからはみ出さないように記入すること。

５ １ ７「申請又は届出の区分」の欄は、次の分類に従い、該当する数字をカラムに記入すること。

「１．新規」・・・・・・・・ 許可を受けようとする行政庁に対し、初めて常勤役員等としての証明を行う場合

「２．変更」・・・・・・・・ 現在証明されている常勤役員等に変更があつた場合

「３．常勤役員等の更新等」・ 常勤役員等について、現在証明されている者のままとする場合

また、「１．新規」又は「３．常勤役員等の更新等」に該当する場合は◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】の

欄に記入し、「２．変更」に該当する場合は◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】の欄及び◎【変更前】の欄の両

方に記入すること。

６ （２）の「変更の年月日」の欄は、５により１ ７の「申請又は届出の区分」の欄に「２」を記入した場合に、（３）

の「変更の年月日」の欄は、10により２ ２の「申請又は届出の区分」の欄に「２」を記入した場合に、変更をした年月

日を記載すること。

７ １ ８「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、５により１ ７の「申請又は届出の区分」の欄に「２」又は「３」を

記入した場合に、２ ３「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、10により当該２ ３の直前の２ ２、２ ７又は３ １

「申請又は届出の区分」の欄に「２」又は「３」を記入した場合に、申請又は届出時に受けている許可について記入す

ること。

「大臣
「許可番号」の欄の コード の欄は、現在許可を受けている行政庁について別表（一）の分類に従い、該当する

知事 」
コードを記入すること。

また、「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように、カラムに数

字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。

なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて

記入すること。

８ １ ９、２ ４、２ ８及び３ ２「氏名のフリガナ」の欄は、カタカナで最初から２文字だけをカラムに記入するこ

と。その際、濁音又は半濁音を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。

９ ２ ０、２ １、２ ５、２ ６、２ ９、３ ０、３ ３及び３ ４「氏名」の欄は、姓と名の間に１カラム空けて、例え

ば建 設 太 郎 のように左詰めで文字をカラムに記入すること。

また、「生年月日」の欄は、「元号」のカラムに略号を記入するとともに、例えば０ １月０ １日のように、カラム

に数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。

10 ２ ２、２ ７及び３ １「申請又は届出の区分」の欄は、次の分類に従い、該当する数字をカラムに記入すること。

「１．新規」・・・・・・・・・・・・・・ 許可を受けようとする行政庁に対し、初めて常勤役員等を補佐する者

としての証明を行う場合

「２．変更」・・・・・・・・・・・・・・ 現在証明されている常勤役員等を補佐する者に変更があつた場合

「３．常勤役員等を補佐する者の更新等」・ 常勤役員等を補佐する者について、現在証明されている者のままとす

る場合



また、「１．新規」又は「３．常勤役員等を補佐する者の更新等」に該当する場合は◎【新規・変更後・常勤役員等

を補佐する者の更新等】の欄に記入し、「２．変更」に該当する場合は◎【新規・変更後・常勤役員等を補佐する者の

追加・常勤役員等を補佐する者の更新等】の欄及び◎【変更前】の欄の両方に記入すること。

11 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、常勤役員等を直接に補佐する者それぞれについて別紙２を作成

し、提出すること。



（１）　下記の者は、次のとおり第７条第１号ロ に掲げる経験を有することを証明します。

（２）　下記の者は、許可申請者 で第７条第１号ロ に該当する者であることに相違ありません。

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】

◎【変　　更　　前】

備考
　　常勤役員等の略歴については、別紙による。

月 日生 年 月 日 年氏 名 ２ １

9 日

住 所

3 5 10 13 14

s 5 7 年 0 9生 年 月 日

岐阜市薮田南５－１４－５３

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

16 18

18

氏 名 ２ ０ 岐 阜 次 郎

3 5 10 13 14 16

月 0

記

3

氏名のフリガナ １ ９ ギ フ
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

月 日号 令和 年許 可 番 号 １ ８

3 5 10

第
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
岐阜県知事 特

11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣
コード

知事

項 番 3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

１ ７ 1

令和6年4月1日

中部地方整備局長
北海道開発局長 申請者

岐阜県知事 届出者
岐阜建設株式会社
岐阜市薮田南２－１－１

代表取締役　岐阜　太郎

証明者

の常勤の役員
本 人
の 支 配 人

⑴⑵

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考

令和6年4月1日

⑴
⑵

（第一面）

代表取締役　岐阜　太郎

様式第七号の二（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

岐阜建設株式会社
岐阜市薮田南２－１－１

取締役

令和３年４月から令和６年３月まで　満３年

役員

・証明者が届出者又は申請者以外の建設業者で
ある場合は、「許可番号」「許可年月日」を記載

・証明者が当時の使用者でない場合は、使用者か
らの証明を得ることができない理由を記載
例：使用者が死亡したため
使用者が解散したため
自営のため

経験当時の役職名を記載

不要のものを消す
・経験期間が中断している場合は、経験期間を各々記載
・原則として初月は不算入

・ロ（１）該当の場合、建設業に関する２年以上の経験が必要

併せて、建設業に関する財務・労務・業務の管理経験が５年以上あること

を「略歴書」及び確認資料により確認できる必要があります。

・ロ（２）該当の場合、建設業に関して２年以上の経験が必要

併せて、役員経験（建設業以外も可）が５年以上あることを「略歴書」及び

確認資料により確認できる必要があります。

原則、証明者は証明しようとする期間、被証明者が在職してい

た法人の代表者又は個人の事業主とする。
ただし、上記の者がいない場合は以下の順で証明者とする。
１．被証明者と同等以上の役職にあった者又はある者
２．当該事実を証し得る他の者
３．自己証明

不要のものを消す

証明者から見た被証明者と
の関係を記載

新規、更新は申請者
変更は届出者

項番17で｢２｣と記載した場合に記載
許可年月日が複数あるとき
は最も古いものを記入

姓の最初から記入し、濁点・半濁点
も含んで１字とする 例：ダ

・姓と名の間は１カラム空ける
・法人（執行役員等を除く）の場合は登記事項証明書の字で記載

・法人における執行役員等や個人の場合は身分証明書の字で記載
・専任技術者（又は国家・監理技術者）を兼ねていて国家資格、卒業資
格がある場合は、資格認定証明書、卒業証明書の字で記載

現住所を記載

項番21で記載した者については、届出書（様式第22号の3）
による経営業務管理責任者の削除は不要

記載例

・被証明者毎に、証明者別に作成
・被証明者の経験が中断しており証明者が同一人
である場合は１枚での証明は可能

項番17で｢２｣又は｢３｣と記載した場合に記載



⑵
（３）　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の財務管理の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものである

ことに相違ありません。

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

◎【変　　更　　前】

備考
　　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

月 日

中部地方整備局長
北海道開発局長 申請者

岐阜県知事 届出者

年生 年 月 日

18

氏 名 ２ ６

3 5 10 13 14 16

月 0 9 日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

s 5 8 年 0 9生 年 月 日

18

氏 名 ２ ５ 岐 阜 三 郎

3 5 10 13 14 16

記

3

氏名のフリガナ ２ ４ ギ フ
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

令和6年4月1日

（第二面）
（用紙Ａ４）

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

申 請 又 は 届
出 の 区 分

２ ２ 1

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考

3

岐阜建設株式会社
岐阜市薮田南２－１－１

財務部長

平成２８年４月から令和５年３月まで　満７年　　　　月

従業員

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ３
国土交通大臣

許可（

岐阜市薮田南５－１４－５３

代表取締役　岐阜　太郎

月 日
岐阜県知事 特

号 令和
般

－ ）第 年

記載例

・第一面と同様に記載すること



⑵
　　　　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の労務管理の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものである

ことに相違ありません。

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

◎【変　　更　　前】

備考
　　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

日

（用紙Ａ４）

（第三面）

年 月生 年 月 日氏 名 ３ ０

日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 13 14 16 18

年 0 9 月 0 9生 年 月 日 s

岐阜市薮田南５－１４－５３

5 9三 郎氏 名 ２ ９ 岐 阜

令和
国土交通大臣

許可（
般

－ 号

13 14 16 18

日

記

3

氏名のフリガナ ２ ８ ギ フ
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10

岐阜県知事 特
年 月

大臣
コード

知事
3

平成２８年４月から令和５年３月まで　満７年　　　　月

許 可 番 号 ２ ３

申 請 又 は 届
出 の 区 分

２ ７ 1 （１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

）第

令和6年4月1日

中部地方整備局長
北海道開発局長 申請者

岐阜県知事 届出者

5 10 11 13 15

岐阜建設株式会社
岐阜市薮田南２－１－１

労務部長

従業員

代表取締役　岐阜　太郎

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考

3

記載例
・第一面と同様に記載すること



⑵
　　　　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の業務運営の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものである

ことに相違ありません。

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

◎【変　　更　　前】

備考
　　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

日

（用紙Ａ４）

（第四面）

年 月生 年 月 日氏 名 ３ ４

日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 13 14 16 18

年 0 9 月 0 9生 年 月 日 s

岐阜市薮田南５－１４－５３

6 0四 郎氏 名 ３ ３ 岐 阜

令和
国土交通大臣

許可（
般

－ 号

13 14 16 18

日

記

3

氏名のフリガナ ３ ２ ギ フ
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10

岐阜県知事 特
年 月

大臣
コード

知事
3

平成２８年４月から令和５年３月まで　満７年　　　　月

許 可 番 号 ２ ３

申 請 又 は 届
出 の 区 分

３ １ 1 （１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

）第

令和6年4月1日

中部地方整備局長
北海道開発局長 申請者

岐阜県知事 届出者

5 10 11 13 15

代表取締役　岐阜　太郎
岐阜建設株式会社
岐阜市薮田南２－１－１

建設部長

従業員

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

備 考

3

記載例
・第一面と同様に記載すること



記載要領

※　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

　
令和6年4月1日 氏　名　　岐阜　次郎

　上記のとおり相違ありません。

罰

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

なし
賞

自　　　　　年　　　月　　　日

歴 至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　平成２６年　　４月　　１日
岐阜建設株式会社　建築部長

至　　令和３年　　３月　３１日

職 自　　令和３年　　４月　　１日
岐阜建設株式会社　取締役　現在に至る

至　　　　　年　　　月　　　日

職 名 取締役

期　　　　　　間 従　　事　　し　　た　　職　　務　　内　　容

自　平成２０年　　４月　　１日
岐阜建設株式会社　入社（建築部勤務）

至　平成２６年　　３月　３１日

別紙一 （用紙Ａ４）

現 住 所 岐阜市薮田南５－１４－５３

常勤役員等の略歴書

氏 名 岐阜　次郎 生 年 月 日 昭和５７年９月９日生　

記載例

様式第七号の二に記載の住所と同じ

申請時における職名を記載
例：代表取締役、事業主

・最終学歴後の経歴を記載する。
・特に建設業に関連する内容は、すべて記載する。
・勤務した会社名のほか経営経験が分かるよう具体的に記載する。

・ロ（１）該当の場合、建設業に関する２年以上の経験が必要

併せて、建設業に関する財務・労務・業務の管理経験が５年以上あること

がわかるように記載すること。

・ロ（２）該当の場合、建設業に関して２年以上の経験が必要

併せて、役員経験（建設業以外も可）が５年以上あることがわかるように記

載すること。

建設業の行政処分及び行政罰、その他の賞罰についても記載

該当がない場合は「なし」と記載

行政処分等の事実があるにもかかわらず、「賞罰の内容」欄に具体的な記載がなく、
行政処分等の事実が確認され、当該事実が法第８条に該当する場合には、原則とし
て「虚偽申請」として取り扱います。

賞罰欄を記入した日を記載



記載要領

※　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

別紙二 （用紙Ａ４）

常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

現 住 所 岐阜市薮田南５－１４－５３

期　　　　　　間 従　　事　　し　　た　　職　　務　　内　　容

自　平成２１年　　４月　　１日
岐阜建設株式会社　入社（財務部勤務）

至　平成２８年　　３月　３１日

氏 名 岐阜　三郎 生 年 月 日 昭和５８年９月９日生　

職 名 財務部長

自　平成２８年　　４月　　１日
岐阜建設株式会社　財務部長　　現在に至る

至　　　　　年　　　月　　　日

職 自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

自　　　　　年　　　月　　　日

歴 至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

罰

なし
賞

　
令和6年4月1日 氏　名　岐阜　三郎

　上記のとおり相違ありません。

記載例

様式第七号の二に記載の住所と同じ

申請時における職名を記載
例：代表取締役、事業主

・最終学歴後の経歴を記載する。
・特に建設業に関連する内容は、すべて記載する。
・勤務した会社名のほか経営経験が分かるよう具体的に記載する。
・申請者における財務管理・労務管理・業務運営の業務経験に関する経歴をすべて記載する。
・それぞれの経歴が、財務管理・労務管理・業務運営のいずれの業務経験であるかわかるように記載する。

（※財務管理・労務管理・業務運営の経験は建設業の業務経験でなければならない。）

・なお、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を同時に経験できる部署である場合は重複して計算可能です。

建設業の行政処分及び行政罰、その他の賞罰についても記載

該当がない場合は「なし」と記載

行政処分等の事実があるにもかかわらず、「賞罰の内容」欄に具体的な記載がなく、
行政処分等の事実が確認され、当該事実が法第８条に該当する場合には、原則とし
て「虚偽申請」として取り扱います。

賞罰欄を記入した日を記載



記載要領[ 様式第七号の三 健康保険等の加入状況 ]

１ この表は、次の（１）及び（２）の場合に、それぞれの場合ごとに作成すること。

（１） ①現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が初めて許可の申請をする場合

②現在有効な許可を受けている行政庁以外の許可行政庁に対し新規に許可の申請をする場合

③一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可の申請をする場合又は特定建設業の許可のみ

を受けている者が新たに一般建設業の許可の申請をする場合

④一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可の申請をする場合又は特定建設業の

許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可の申請をする場合

⑤既に受けている建設業の許可についてその更新の申請をする場合

⑥法第17条の２若しくは法第17条の３の規定により建設業者としての地位を承継した者又は法第17条の３の規定

により建設業者としての地位の承継の認可の申請をする者がその加入状況を提出する場合

「申請者
この場合、「(１)」を○で囲み、 の「届出者」を消すとともに、「保険加入の有無」の欄は、許可若し

届出者」

くは承継の認可の申請の際又は建設業者としての地位の承継後の加入状況を記入すること。

（２） ①既提出の表に記入された保険加入の有無に変更があつた場合

②新たに営業所を追加した場合

「申請者
この場合、「(２)」を○で囲み、 の「申請者」を消すとともに、「保険加入の有無」の欄は、変更後の

届出者」

加入状況を記入すること。

「 地方整備局長
「国土交通大臣 「般

２ 北海道開発局長 及び については、不要のものを消すこと。
知事」 特」

知事」、

「申請者
３ の欄は、この表により建設業の許可の申請等をしようとする者（以下「申請者」という。）の他にこの表を作

届出者」

成した者がある場合には、申請者に加え、その者の氏名も記載すること。この場合には、作成に係る委任状の写

しその他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。

４ 「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、

そのうち最も古いものについて記入すること。

５ 「営業所の名称」の欄は、別記様式第二十二号の五別紙二、別記様式第二十二号の七別紙二、別記様式第二十二号の八

別紙二又は別記様式第二十二号の十別紙二に記載した順に記載すること。

６ 「従業員数」の欄は、法人にあつてはその役員、個人にあつてはその事業主を含め全ての従業員数(建設業以外に従事す

る者を含む。)を記載すること。（ ）内には、役員又は個人事業主（同居の親族である従業員を含む。）の人数を内数とし

て記載すること。

７ 「保険加入の状況」の「健康保険」の欄については、適用事業所となつたことについて日本年金機構又は健康保険組合

に対して届出を行つている場合は「１」を、従業員が４人以下である個人事業主である場合等の健康保険法の適用が除外

される場合は「２」を、健康保険法（大正11年法律第70号）第34条第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所（同

条第２項の規定により適用事業所でなくなつたものとみなされるものに限る。以下同じ。）については「３」を記入するこ

と。

８ 「保険加入の状況」の「厚生年金保険」の欄については、適用事業所となつたことについて日本年金機構に対して届出

を行つている場合は「１」を、従業員が４人以下である個人事業主である場合等の厚生年金保険法の適用が除外される場

合は「２」を、厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第８条の２第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所（同

条第２項の規定により適用事業所でなくなつたものとみなされるものに限る。以下同じ。）については「３」を記入するこ

と。

９ 「保険加入の状況」の「雇用保険」の欄については、適用事業となつたことについて公共職業安定所の長に対して届出

を行つている場合は「１」を、従業員が１人も雇用されていない場合等の雇用保険法の適用が除外される場合等は「２」

を、労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）第９条の規定による継続事業の一括の認可に係る営

業所については「３」を記入すること。

10 「事業所整理記号等」の「健康保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあつては健康

保険組合名）を記載すること。ただし、健康保険法第34条第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所については、「本

店（○○支店等）一括」と記載すること。

11 「事業所整理記号等」の「厚生年金保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。ただし、

厚生年金保険法第８条の２第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所については、「本店（○○支店等）一括」と記

載すること。

12 「事業所整理記号等」の「雇用保険」の欄については、労働保険番号を記載すること。ただし、労働保険の保険料の徴

収等に関する法律（昭和44年法律第84号）第９条の規定による継続事業の一括の認可に係る営業所については、「本店（○

○支店等）一括」と記載すること。



岐阜市薮田南２－１－１
岐阜建設　株式会社

殿

許可年月日

（営業所毎の保険加入の有無）

様式第七号の三（第三条、第七条の二関係） （用紙Ａ４）

健 康 保 険 等 の 加 入 状 況

（１）　健康保険等の加入状況は下記のとおりです。

（２）　下記のとおり、健康保険等の加入状況に変更があつたので、届出をします。

令和　６年　４　月　１日

中部地方整備局長
北海道開発局長 申請者

岐阜県知事 届出者 　代表取締役　　　岐阜　太郎

許 可 番 号
国土交通大臣

許可（
般

－ 0 5 ）第 9 9 5 月9 9 9 9 号 令和 1 0 日
岐阜県知事 特

5 年

営業所の名称 従業員数
保険加入の有無

事業所整理記号等
健康保険 厚生年金保険 雇用保険

本店 　　２０人
（　　　５　人）

1 1 1

健康保険 〇〇健康保険組合

厚生年金保険 ○○○　○○○

雇用保険 ○○○　○○○

大垣支店 　　１０人
（　　　　０人）

3 3 3

健康保険 本店一括

厚生年金保険 本店一括

雇用保険 本店一括

多治見支店 　　　８人
（　　　　０人）

3 3 3

健康保険 本店一括

厚生年金保険 本店一括

雇用保険 本店一括

　　　　人
（　　　　　人）

健康保険

健康保険

厚生年金保険

雇用保険

厚生年金保険

雇用保険

合計 　　３８　人
（　　　５　人）

　　　　人
（　　　　　人）

営業所一覧表に記載
した順に記載

役員又は個人事業主
を含めてすべての人数を
記載

加入は１、適用が除外され
る場合は２、本店一括適用
の場合は３を記載

厚生年金保険は
事業所整理番号及び
事業所番号等を記載

雇用保険は
労働保険番号を記載

不要のものを消す

記載例



記載要領[ 様式第八号 営業所技術者等証明書（新規・変更） ] 

 

 １ この証明書は、次の（１）から（５）までの場合に、それぞれの場合ごとに作成すること。  

（１） ①現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が初めて許可を申請する場合  

②現在有効な許可を受けている行政庁以外の許可行政庁に対し新規に許可を申請する場合 

③一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合又は特定建設業の許可の

みを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合 

④一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合又は特定建設業

の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合 

 

この場合、「（１）」を○で囲み、 の「届出者」を消すとともに、６ １「区分」の欄 

 

に「１」を記入すること。 

（２） 許可を受けている建設業について現在証明されている者が営業所技術者等となつている建設業の種類又はそ

の者の有資格区分に変更があつた場合 

 

この場合、「（１）」を○で囲み、 の「申請者」を消すとともに、６ １「区分」の欄 

 

に「２」を記入すること。 

（３） 許可を受けている建設業について現在証明されている営業所技術者等に加えて、又はその者に代えて新たな

者を営業所技術者等として証明する場合 

 

この場合、「（１）」を○で囲み、 の「申請者」を消すとともに、６ １「区分」の欄 

 

に「３」を記入すること。 

（４） 許可を受けている建設業について現在証明されている営業所技術者等がこの証明書の提出を行う建設業者の

専任の技術者でなくなつた場合（その者がこれまで営業所技術者等となつていた建設業について、新たに営業

所技術者等となる者があり、当該新たに営業所技術者等となる者を上記（２）又は（３）に該当する者として

同時に届け出る場合に限る。） 

 

この場合、「（２）」を○で囲み、 の「申請者」を消すとともに、６ １「区分」の欄 

 

に「４」を記入すること。 

 なお、許可を受けている一部の業種の廃業若しくは営業所の廃止に伴い既に証明された営業所技術者等を削除

する場合又は法第７条第２号若しくは法第15条第２号に掲げる基準を満たさなくなつた場合には、届出書（別記

様式第22号の３）を用いて届け出ること。 

（５） 許可を受けている建設業について現在証明されている営業所技術者等が置かれる営業所のみに変更あつた 

場合 

 

この場合、「（１）」を○で囲み、 の「申請者」を消すとともに、６ １「区分」の欄 
 

に「５」を記入すること 

 なお、婚姻等により氏名の変更があつた場合は、変更後の氏名につき上記（３）に該当するものとして、変更

前の氏名につき上記（４）に該当するものとみなして、それぞれ作成し、提出すること。 

                「 地方整備局長 

  「 建設業法第７条第２号              「国土交通大臣   「般 

２                   北海道開発局長         及び    については、不要のも 

     建設業法第15条第２号 」、                知事」   特」 

                         知事」、 

のを消すこと。 

 

３ の欄は、この証明書により建設業の許可の申請等をしようとする者（以下「申請者等」と 

「申請者 

 届出者」 

「申請者 

 届出者」 

「申請者 

 届出者」 

「申請者 

 届出者」 

「申請者 

 届出者」 

「申請者 

 届出者」 



 

いう。）の他に証明書を作成した者がある場合には、申請者等に加え、その者の氏名も記載すること。この場合に

は、作成に係る委任状の写しその他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。 

４        で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、

カラムからはみ出さないように記入すること。 

 

５ ６ ２「許可番号」の コード」の欄は、現在許可を受けている行政庁について別表（一）の分類に従い、 

 

該当するコードを記入すること。 

 また、「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように、カラム

に数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。 

 なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについ

て記入すること。 

６ ６ ３「フリガナ」の欄は、カタカナで最初から２文字だけをカラムに記入すること。その際、濁音又は半濁音を表

す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。  

 また、「氏名」の欄は、姓と名の間に１カラム空けて、例えば建 設   太 郎    のように左詰めで文字をカラ

ムに記入し、その上欄にフリガナを記入すること。 

 また、「生年月日」の欄は、「元号」のカラムに略号を記入するとともに、例えば０ １月０ １日のように、カラ

ムに数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。 

７ ６ ４「今後担当する建設工事の種類」の欄は、６ １「区分」の欄に「４」を記入した場合を除き、建設業許可申

請書（別記様式第一号）別紙二（１）「営業所一覧表（新規許可等）」の「営業しようとする建設業」の欄に記入し

た建設業のうち、証明しようとする技術者が今後営業所技術者等となる建設業に係る建設工事すべてについて、次の

分類に従い、該当する数字を次の表の（ ）内に示された略号のカラムに記入すること。 

・一般建設業の場合 

「１」・・・・・・・法第７条第２号イ該当 

「４」・・・・・・・法第７条第２号ロ該当 

「７」・・・・・・・法第７条第２号ハ該当 

・特定建設業の場合 

「２」・・・・・・・法第７条第２号イ及び法第15条第２号ロ該当 

「３」・・・・・・・法第15条第２号ハ該当（同号イと同等以上） 

「５」・・・・・・・法第７条第２号ロ及び法第15条第２号ロ該当 

「６」・・・・・・・法第15条第２号ハ該当（同号ロと同等以上） 

「８」・・・・・・・法第７条第２号ハ及び法第15条第２号ロ該当 

     「９」・・・・・・・法第15条第２号イ該当 

土木一式工事（土） 

建築一式工事（建） 

大工工事（大） 

左官工事（左） 

とび・土工・コンクリート工事（と） 

石工事（石） 

屋根工事（屋） 

電気工事（電） 

管工事（管） 

タイル・れんが・ブロツク工事（タ） 

鋼構造物工事（鋼） 

鉄筋工事（筋） 

舗装工事（舗） 

しゆんせつ工事（しゆ） 

板金工事（板） 

ガラス工事（ガ） 

塗装工事（塗） 

防水工事（防） 

内装仕上工事（内） 

機械器具設置工事（機） 

熱絶縁工事（絶） 

電気通信工事（通） 

造園工事（園） 

さく井工事（井） 

建具工事（具） 

水道施設工事（水） 

消防施設工事（消） 

清掃施設工事（清） 

解体工事（解） 

 

 

また、「現在担当している建設工事の種類」の欄は、６ １「区分」の欄に「１」、「２」、「４」又は「５」を記

入した場合（記載要領１（１）①に該当する場合を除く。）に、現在証明されている営業所技術者等についてこれま

で営業所技術者等となつていた建設業に係る建設工事すべてを、同様の要領により記入すること。  

 ８ ６ ５「有資格区分」の欄は、証明しようとする技術者が営業所技術者等として該当する法第７条第２号及び法第15

条第２号の区分（法第７条第２号ハに該当する者又は法第15条第２号イに該当する者については、その有する資格等

の区分）について別表（二）の分類に従い、該当するコードを記入すること。 

 ９ 「変更、追加又は削除の年月日」の欄は、６ １「区分」の欄に「２」、「３」、「４」又は「５」を記入した場合

に、変更、追加又は削除をした年月日を記入すること。 

 10 「営業所の名称（旧所属）」の欄は、現在証明されている営業所技術者等である場合に限り、この証明書の提出前に

所属していた営業所の名称を記載し、「営業所の名称（新所属）」の欄は、この証明書の提出後に、営業所技術者等と

して所属する営業所の名称を記載すること。 

「大臣 

 知事 



様式第八号（第三条関係）

（２）　下記のとおり、営業所技術者等の交替に伴う削除の届出をします。

殿

1.新規許可１．新規許可 ２．営業所技術者等の担当業種 ３．営業所技術 ４．営業所技術者等の ５．営業所技術者等が置かれ
　等　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者等の追加 　　交替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

営 業 所 技 術 者 等
の 住 所

営 業 所 技 術 者 等
の 住 所

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

中部地方整備局長 岐阜市薮田南２－１－１
北海道開発局長 申請者 岐阜建設　　株式会社

 岐阜県知事 届出者 代表取締役　　岐阜　太郎

営業所技術者等証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、
建設業法第７条第２号

に規定する営業所技術者等を営業所に置いていることに相違ありません。
建設業法第15条第２号

令和　６年　４月　１日

大臣
コード

知事
3 5 10

項 番 3

区 分 ６ １ 1

11 13 15

許 可 番 号 ６ ２
国土交通大臣

許可 （
般

－ 日
岐阜県知事 特

記

項 番 フリガナ ヤブタ　イチロウ
3 5 10

年 月号 令和）第

一 郎

15 18 20

氏 名 ６ ３ ヤ ブ 薮 0 日

土 建 大 左 と 石 屋 電

8 年 0 8 月 2生年月日 Ｓ 3田

塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

今 後 担 当 す る
６ ４ 9

消 清 解
3 5 10 15 20 25 30

絶 通 園 井 具 水板 ガ

99
建設工事の種類

現在担当している
7 7

建設工事の種類

１ ２ ３ ４ ５

7

６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （ 旧 所 属 ） 本店

岐阜市下奈良２－１－１
営業所の名称
（ 新 所 属 ） 本店

項 番 フリガナ ヤナイヅ　ジロウ
3 5

営 業 所 技 術 者 等
の 住 所

1

具

18 20

氏 名 ６ ３ ヤ ナ 生年月日 S柳 津 ニ

解井

郎

10 15

タ 鋼 筋 舗電 管

5 日

土 建 大 左 と 石 屋

3 5 年 1 1 月

水 消 清機 絶 通 園しゆ板 ガ 塗 防 内
30

今 後 担 当 す る
６ ４

3 5 10 15 20 25

5
建設工事の種類

現在担当している

5

建設工事の種類

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

44

15 17

有 資 格 区 分 ６ ５ 0 2

3 5 7 9 11 13

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （ 旧 所 属 ） 本店

岐阜市鷺山向井２５６３－１８
営業所の名称
（ 新 所 属 ） 本店

三 郎

15 18 20

氏 名 ６ ３ イ チ 市

項 番 フリガナ イチハシ　サブロウ
3 5 10

0 日

土 建 大 左 と 石 屋 電

9 年 0 9 月 1生年月日 ｓ 3橋

塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

今 後 担 当 す る
６ ４ 7

消 清 解
3 5 10 15 20 25 30

絶 通 園 井 具 水板 ガ

建設工事の種類

現在担当している
建設工事の種類

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

有 資 格 区 分 ６ ５ 2 0

大垣市加賀野４－１－７
営業所の名称
（ 新 所 属 ） 大垣支店

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （ 旧 所 属 ）

記載例：新規

「一般」の場合は下段を、「特定」の場合は上段を消す

「一般、特定」両方を申請する場合は消さない
どちらかを〇で囲む

不要のものを消す

当該業者が、現在証明されている

営業所技術者等である場合に記載

項番61が区分1の場合

この欄は記入しない

「１」は、新規（般特、許可替含む）、

業種追加で選択

当該技術者が配置されている

営業所の名称を記載

項番61が｢4｣の場合は記載し、以下は記載しない

・今後担当する建設工事の種類

・営業所の名称（新所属）

・姓と名の間は１カラム空ける

・国家資格、卒業資格がある場合は、資格認定証明書、卒業証明書の字で記載

・上記証明書等がない場合は住民票の字で記載

別紙２によるコードを記載

・営業所技術者等となる建設業に係る資格のみ記載

・別紙２によるコードを記載

・更新の場合は作成不要

・交替以外の営業所技術者等の削除（一部廃業、営業所の廃止に伴う削除等）は、様式第22号の3による

現住所を記載

営業所技術者等の交替「４」の場合は

「２」か「３」を別葉で作成

姓の最初から記入し、濁点・半濁点
も含んで１字とする 例：ダ



様式第九号　（第三条関係） （用紙Ａ４） 

下記の者は、　 とび土工

証 明 者

被 証 明 者 と の 関 係

技 術 者 の 氏 名 宇佐　五郎 生年月日 昭和35年6月20日 Ｈ 13 年 4 月から

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

Ｒ 6 年 3 月まで

職 名

工事係員 H 26 年 1 月から H 26 年 12 月まで

〃 H 27 年 1 月から H 27 年 12 月まで

〃 H 28 年 1 月から H 28 年 12 月まで

工事係長 H 29 年 1 月から H 29 年 12 月まで

〃 H 30 年 1 月から H 30 年 12 月まで

〃 H 31 年 1 月から R 1 年 12 月まで

工事課長 R 2 年 1 月から R 2 年 12 月まで

〃 R 3 年 1 月から R 3 年 12 月まで

〃 R 4 年 1 月から R 4 年 12 月まで

〃 R 5 年 1 月から R 5 年 12 月まで

R 6 年 1 月から R 6 年 3 月まで

年 月から 年 月まで

年 月から 年 月まで

年 月から 年 月まで

年 月から 年 月まで

使用者の証明を得ることが
できない場合はその理由

合計 満 10 年 2 月

記載要領

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成すること。

　２　「職名」の欄は、被証明者が所属していた部課名等を記載すること。

　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した主な工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

従業員

代表取締役　　岐阜　太郎

水野邸新築工事に伴う基礎工事施工（他１０件）

（株）多治見スーパー基礎工事施工（他１２件）

（株）近藤商事改築に伴う基礎工事施工（他１３件）

県道多治見停車場線改築工事に伴う土工事施工（他８
件）

実　務　経　験　証　明　書

実　　務　　経　　験　　年　　数

記

県道多治見犬山線改築工事に伴う土工事施工（他８件）

工事に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

使 用 さ れ た

期 間
岐阜建設　株式会社

佐藤邸新築工事に伴う基礎工事施工（他１１件）

実　　務　　経　　験　　の　　内　　容

岐阜市薮田南２－１－１

岐阜建設　株式会社

令和　６ 　年　４　 月　１ 日

加藤邸新築工事に伴う基礎工事施工（他１５件）

（有）伊藤商店改築に伴う基礎工事施工（他１３件）

多治見橋改修工事に伴う土工事施工（他６件）

岐阜電気基礎工事施工（他１２件）

記載例

〇証明者は原則、使用者（被証明者である法人の代

表者または個人の事業主）とする

〇証明者が申請者以外の建設業者である場合は、
・許可番号

・許可年月日
・許可業種 を記載

・実務経験により専任技術者になる場合に作
成
・工事の種類、技術者、証明者毎に作成

証明者から見た被証明者との関
係 例：役員、従業員、元従業員

・実務経験を得た当時の商号または名称を記載
・個人の場合は登記してある屋号または個人名を記
載

実際に雇用されていた期

間

使用者と証明者が異なる場合は理由を記載
例：R〇年〇月 会社解散のため
R〇年〇月 事業主死亡のため

実務経験年数の合計を記載
・１年１行として記載する場合を除き、
原則として初月は不算入

〇実務経験の内容を具体的に記載

〇経験期間が重複しているものは二重に計上しない
〇通年にわたって建設工事が続く場合には、その年の代表工事の件名を記載し、
その他の工事は「他〇件」として、１年分を１行にまとめて記載

事業主本人による自己証明

の場合は「自営のため」と記

載

実務の経験をした時の職名を記載
例：「取締役」「事業主」「現場監督」「工事部長」

許可を受けようとする
建設業の種類を記載

業種の確認が困難な場合等については、
契約書又は注文書等を併せて提出する。



様式第十号　（第十三条関係） （用紙Ａ４） 

下記の者は、機械器具 設置

証　　　 明　　　 者 

被証明者との関係 

技 術 者 の 氏 名 生年月日 昭和47年6月30日 H 10 年 4 月から

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

Ｒ 6 年 3 月まで

発 注 者 名 職　　　名

大垣産業（株） 48,000 千円 工事課長 R 3 年 7 月から R 3 年 12 月まで

（株）揖斐化学 56,000 千円 〃 R 4 年 1 月から Ｒ 4 年 8 月まで

（株）美濃産業 57,000 千円 〃 R 4 年 9 月から Ｒ 5 年 3 月まで

関工業（株） 63,000 千円 〃 R 5 年 4 月から Ｒ 6 年 2 月まで

千円 年 月から 年 月まで

千円 年 月から 年 月まで

千円 年 月から 年 月まで

千円 年 月から 年 月まで

千円 年 月から 年 月まで

千円 年 月から 年 月まで

千円 年 月から 年 月まで

千円 年 月から 年 月まで

千円 年 月から 年 月まで

千円 年 月から 年 月まで

使用者の証明を得ること
ができない場合その理由

合計 満 2 年 4 月

記載要領

２　「職名」の欄は、被証明者が従事した工事現場において就いていた地位を記載すること。

３　「実務経験の内容」の欄は、従事した元請工事名等を具体的に記載すること。

４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

岐阜市加納南陽町３－１７

トンネル吸排気機器設置工事の
施工及び監督

記

加納機械　株式会社

指　導　監　督　的　実　務　経　験　証　明　書

実　　務　　経　　験　　年　　数

谷汲工場エレベーター設置工事
の施工及び監督

請負代金の額

令和　6 　年　４ 　 月　１０ 日

工事に関し、下記の元請工事について指導監督的な実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

第１ビルエレベーター設置工事の
施工及び監督

プラント設備設置工事の施工及び
監督

１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成し、請負代金の額が4,500万円以上の
建設工事（平成6年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月1日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの）１件ごとに
記載すること。

加納　六郎
使 用 さ れ た

期 間

実 務 経 験 の 内 容

加納機械　株式会社

代表取締役　　加納　太郎

従業員

特定建設業の許可を受けようとする場合で、法第１５条第２号（ロ）に該当した方について作成

記載例

１件の請負代金が4,500万円（S59.10.1前

は1,500万円、S59.10.1以降H6.12.28前は

3,000万円）以上の元請工事を記載（税込）

各経験年数の初月は参入しない

例：R3.7～R3.12 5か月
R4.1～R4.8 7か月
R4.9～R5.3 6か月

R5.4～R6.2 10か月
計 28か月=2年4か月

合計２年以上となること

使用者と証明者が異なる場合は理由を記載

例：R〇年〇月 会社解散のため
R〇年〇月 事業主死亡のため

元請負人として直接請け負った
契約の相手方の名称を記載

様式第九号の記載例に準じて記載

実際に雇用されていた期間

実際に指導監督に従事していた期間

・許可を受けようとする建設業の種類を記載

・指定建設業（土、建、管、鋼、舗、電、園）以

外

記載した全ての工事にかかる契約書又は
注文書の写しを添付する。

〇経験期間が重複しているものは二重に計上しない
〇様式第９号と異なり、１件分を１行にまとめて記載することができない



様式第十一号 （第四条関係） （用紙Ａ４）

　　　　　　　　　　　　令和６年　４月１日

営業所の名称 職 名 氏 名
フ リ ガ ナ

大垣支店 大垣支店長
ミサト　　シチロウ
三里　　　七郎

多治見支店 取締役兼多治見支店長
アツミ　　ハチロウ
厚見　　　八郎

建 設 業 法 施 行 令 第 ３ 条 に 規 定 す る 使 用 人 の 一 覧 表

記載例

様式第一号別紙二（１）又は（２）に記載

した名称と同じ名称を記載

役員を兼ねている場合は「取締役兼
〇〇支店長」等と記載



様式第十二号（第四条関係） （用紙Ａ４）

法 人 の 役 員等

許可申請者　　 本 人 　　の住所、生年月日等に関する調書

法 定 代 理 人
法 定 代 理 人 の 役 員 等

生 年 月 日 昭和４７年　１０月１０日 生

上記のとおり相違ありません。

令和　６年　４月　１日 氏　名　 太田　夏生

記載要領

　１　「 法人の役員等

本　　　人 については、不要のものを消すこと。

法定代理人

５　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

６　様式第７号別紙に記載のある者については、本様式の作成を要しない。

太田　夏生氏 名

取締役

法定代理人の役員等　　」

４　顧問及び相談役については、「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印を要しない。

年　　月　　日

３　株主等については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印を
　要しない。

２　法人である場合においては、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の
　総額の100分の５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限る。以下「株主等」という。）について記載するこ
と。

賞　　罰　　の　　内　　容

役 名 等

住 所

賞
　
　
　
罰

岐阜市薮田南５－１４－１２

な　し

記載例

法人の場合には、経営業務管理責任者を除
き、「様式第一号別紙一 役員等の一覧表」
に記載された役員等全員について作成

申請時における職名を記
載
例：代表取締役、事業主

建設業の行政処分及び行政罰、その他の賞罰についても記載
該当がない場合は「なし」と記載

不要のものを消す

現住所を記載

顧問、相談役、株主は賞罰欄の記載は不要

顧問、相談役、株主は記名・押印は不要

行政処分等の事実があるにもかかわらず、「賞罰の内容」欄に具体的な記載がなく、

行政処分等の事実が確認され、当該事実が法第８条に該当する場合には、原則と

して「虚偽申請」として取り扱います。

賞罰欄を記入した日を記載



様式第十三号（第四条関係） （用紙Ａ４）

生 年 月 日 昭和４１年　 ６月　 １０日 生

上記のとおり相違ありません。

令和　６年　４月　１日 氏　名　 三里　七郎

記載要領

　　　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

大垣支店長

なし

建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書　

大垣市江崎町４２２－３

営 業 所 名 大垣支店

賞
　
　
　
罰

職 名

住 所

氏 名 三里　七郎

賞　　罰　　の　　内　　容年　　月　　日

記載例

「建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表」に記載した全員について作成

ただし、様式第七号及び様式第十二号を作成したものについては作成不要

所属する営業所の名称を記

載

建設業の行政処分及び行政罰、その他の賞罰についても記載
該当がない場合は「なし」と記載

現住所を記載

行政処分等の事実があるにもかかわらず、「賞罰の内容」欄に具体的な記載がなく、
行政処分等の事実が確認され、当該事実が法第８条に該当する場合には、原則と
して「虚偽申請」として取り扱います。

賞罰欄を記入した日を記載



様式第十四号 （第四条関係） （用紙Ａ４）

株主（出資者）名 住　　　　　所 所有株数又は出資の価額

赤木　一郎 恵那市長島町正家後田１０６７－７１ １７０株

青木　二郎 下呂市萩原町羽根２６０５－１ １００株

白木　三郎 高山市上岡本町７－４６８ ８０株

黒木　四郎 飛騨市古川町上野６１７－１ ５０株

記載要領

　この調書は、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者について
記載すること。

株　　主　　（　　出　　資　　者　　）　　調　　書
記載例

法人の場合に作
成

・総株主の議決権の5/100以上を有する株主、出資の総額

の5/100以上に相当する出資をしている者全員を記載
・法人はその商号又は名称、個人は氏名を記載

株数の場合は「〇〇株」、

出資の価額の場合は「〇〇円」と記載



記載要領 [ 様式第十五号 貸借対照表 ]  

 

１ 貸借対照表は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業

会計の慣行をしん酌し、会社の財産の状態を正確に判断することができるよ

う明瞭に記載すること。 

２ 勘定科目の分類は、国土交通大臣が定めるところによること。 

３ 記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。 

  ただし、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第６号に規定する大会社

にあっては、百万円単位をもって表示することができる。この場合、「千

円」とあるのは「百万円」として記載すること。 

４ 金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載

を要しない。 

５ 流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、流動負債及

び固定負債に属する科目の掲記が「その他」のみである場合においては、科

目の記載を要しない。 

６ 建設業以外の事業を併せて営む場合においては、当該事業の営業取引に係

る資産についてその内容を示す適当な科目をもって記載すること。 

  ただし、当該資産の金額が資産の総額の 100 分の５以下のものについて

は、同一の性格の科目に含めて記載することができる。 

７ 流動資産の「有価証券」又は「その他」に属する親会社株式の金額が資産

の総額の 100 分の５を超えるときは、「親会社株式」の科目をもって記載す

ること。投資その他の資産の「関係会社株式・関係会社出資金」に属する親

会社株式についても同様に、投資その他の資産に「親会社株式」の科目をも

って記載すること。 

８ 流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は投資その他の資産の「その

他」に属する資産でその金額が資産の総額の 100 分の５を超えるものについ

ては、当該資産を明示する科目をもって記載すること。 

９ 記載要領６及び８は、負債の部の記載に準用する。 

10 「材料貯蔵品」、「短期貸付金」、「前払費用」、「特許権」、「借地権」及び

「のれん」は、その金額が資産の総額の 100 分の５以下であるときは、それ

ぞれ流動資産の「その他」、無形固定資産の「その他」に含めて記載するこ

とができる。 

11 記載要領 10 は、「未払金」、「未払費用」、「預り金」、「前受収益」及び「負

ののれん」の表示に準用する。 

12 「繰延税金資産」及び「繰延税金負債」は、税効果会計の適用にあたり、

一時差異（会計上の簿価と税務上の簿価との差額）の金額に重要性がないた

めに、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しない場合には記載を要しな

い。 

13 「繰延税金資産」の金額及び「繰延税金負債」の金額については、その差

額のみを「繰延税金資産」又は「繰延税金負債」として投資その他の資産又

は固定負債に記載する。 

14 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、各資産の金額から減損損失累

計額を直接控除し、その控除残高を各資産の金額として記載する。 



15 「リース資産」に区分される資産については、有形固定資産に属する各科

目（「リース資産」及び「建設仮勘定」を除く。）又は無形固定資産に属する

各科目（「のれん」及び「リース資産」を除く。）に含めて記載することがで

きる。 

16 「関係会社株式・関係会社出資金」については、いずれか一方がない場合

においては、「関係会社株式」又は「関係会社出資金」として記載するこ

と。 

17 持分会社である場合においては、「関係会社株式」を投資有価証券に、「関

係会社出資金」を投資その他の資産の「その他」に含めて記載することがで

きる。 

18 「のれん」の金額及び「負ののれん」の金額については、その差額のみを

「のれん」又は「負ののれん」として記載する。 

19 持分会社である場合においては、「株主資本」とあるのは「社員資本」

と、「新株式申持分会社である場合においては、「株主資本」とあるのは「社

員資本」と、「新株式申込証拠込証拠金」とあるのは「出資金申込証拠金」

として記載することとし、資本剰余金及び利金」とあるのは「出資金申込証

拠金」として記載することとし、資本剰余金及び利益剰余金に益剰余金につ

いては、「準備金」と「その他」に区分しての記載を要しない。ついては、

「準備金」と「その他」に区分しての記載を要しない。 

20 その他利益剰余その他利益剰余金又は利益剰余金合計の金額が負となった

場合は、マイナス残高として金又は利益剰余金合計の金額が負となった場合

は、マイナス残高として記載記載する。 

21 「その他有価証券評価差額金」、「繰延ヘッジ損益」及び「土地再評価差額

金」のほか、「その他有価証券評価差額金」、「繰延ヘッジ損益」及び「土地

再評価差額金」のほか、評価・評価・換算差額等に計上することが適当であ

ると認められるものについては、内容を明示換算差額等に計上することが適

当であると認められるものについては、内容を明示する科目をする科目をも

って記載することができる。 



様式第十五号　（第四条、第十条、第十九条の四関係）
（用紙Ａ４）

令和 年 月 日現在

（会社名）

Ⅰ　流　動　資　産
千円

現金預金 53,260 

受取手形 3,640 

完成工事未収入金 18,050 

有価証券 9,808 

未成工事支出金 11,032 

材料貯蔵品 2,050 

短期貸付金 8,162 

前払費用 1,000 

その他　 1,014 

貸倒引当金 △

流動資産合計 108,021  ①

Ⅱ　固　定　資　産

(1) 有形固定資産

建物・構築物

減価償却累計額 △ 1,190 

機械・運搬具

減価償却累計額 △ 19,806 

工具器具・備品

減価償却累計額 △ 1,409 

土地 21,262 

リース資産

減価償却累計額 △

建設仮勘定

その他

減価償却累計額 △ 1,277 

有形固定資産合計 44,944 

(2) 無形固定資産

特許権

借地権

のれん

リース資産

その他 315 

無形固定資産合計 315 

2,794

1,385

4,134

2,856

2,732

1,542

46,848

27,041

資 産 の 部

貸 借 対 照 表

6 3 31

岐阜一建設(株)

記載例

決算日を記載

完成工事高に計上した請負

代金の未収額を計上
（兼業事業売上高に係る売
掛金は含まない）

・端数処理（原則として切り捨て）をして千円単位で記載

・端数処理により｢0｣となった場合は、｢0｣と記載

・会社法第2条第6号に規定の大会社にあっては、百万

円単位で記載する場合は「百万円」と修正

資産合計の５％以下の科目のみ

合算し計上
５％を超える科目については、そ
れぞれ独立して勘定科目を設定

円単位の金額でそれぞれ合計
した後、千円単位で記載

取得価格を記載

残存価格を記載

新設法人等、第１期の決算期が到来し

ていない場合は、開始貸借対照表を添

付



(3) 投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式・関係会社出資金

長期貸付金 409 

破産更生債権等

長期前払費用

繰延税金資産

その他 164 

貸倒引当金 △

投資その他の資産合計 573 

固定資産合計 45,833  ②

Ⅲ　繰　延　資　産

創立費

開業費

株式交付費

社債発行費

開発費

繰延資産合計  ③

資産合計 153,854  Ａ =①+②+③

Ⅰ　流　動　負　債

支払手形 3,151 

工事未払金 17,415 

短期借入金 9,023 

リース債務

未払金 7,560 

未払費用 5,533 

未払法人税等 2,416 

未成工事受入金 28,705 

預り金

前受収益  

引当金

その他 2,519 

流動負債合計 76,322  ④

Ⅱ　固　定　負　債

社債 10,000 

長期借入金 8,640 

リース債務

繰延税金負債

引当金 3,898 

負ののれん

その他 748 

固定負債合計 23,286  ⑤

負債合計 99,608  Ｂ =④+⑤

負 債 の 部

退職給付

円単位の金額でそれぞれ合計し

た後、千円単位で記載

工事に係る未払金のみ計上
買掛金は含まない

決算期後１年以内に返済すること
となる額を計上（１年以内に完済
するかを問わない）

当期分として課税される法人税、
住民税及び事業税のうち、未払
額を計上

特定建設業 許可要件

流動比率
７５％≦①／④×１００％

決算期後１年を超えた後に返済す

る額を計上

「退職給付引当金」等の引当金を
記載、その設定目的を示す名称を
付した科目を記載

A＝D

完成工事補償、製品保証、修繕、賞与等の引当金を記載、

その設定目的を示す名称を付した科目を記載



Ⅰ　株　主　資　本

(1) 資本金　 ｱ 20,000 

(2) 新株式申込証拠金 ｲ

(3) 資本剰余金

資本準備金 ｳ

その他資本剰余金 ｴ

資本剰余金合計 ｵ

(4) 利益剰余金

利益準備金 ｶ 3,272 

その他利益剰余金

準備金 ｷ

積立金 ｸ 27,246 

繰越利益剰余金 ｹ 3,727 

利益剰余金合計 ｺ 34,246 

(5) 自己株式 ｻ △

(6) 自己株式申込証拠金 ｼ

株主資本合計 54,246  ⑥

Ⅱ　評価・換算差額等

(1) その他有価証券評価差額金 ｽ

(2) 繰越ヘッジ損益 ｾ

(3) 土地再評価差額金 ｿ

評価・換算差額等合計  ⑦

Ⅲ　新株予約権  ⑧

純資産合計 54,246  Ｃ =⑥+⑦+⑧

負債純資産合計 153,854  Ｄ =Ｂ+Ｃ

( Ｄ = Ａ）

別途

純 資 産 の 部

特定建設業 許可要件
資本金

≧２０，０００千円

特定建設業 許可要件

（△）がある場合
欠損比率
－（オ＋コ）／ア×100％≦20％

オ＝ウ＋エ

コ＝カ＋キ＋ク＋ケ

⑥＝ア＋イ＋オ＋コ＋サ＋シ

（一般：新規の場合）自己資本の額

・一般建設業≧ ５，０００千円

５，０００千円未満の場合は、

５，０００千円以上の預金残
高証明書等が必要

株主総会又は取締役会の決議に
より設定されたものを、その名称を
付して計上

損失又は欠損の場合は△で表示

（特定：新規、更新、業種追加の場合）

自己資本の額
・特定建設業≧４０，０００千円

⑦＝ス＋セ＋ソ



記載要領 [ 様式第十六号 損益計算書 ] 

 

１ 損益計算書は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌し、会社の損益の

状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載すること。 

２ 勘定科目の分類は、国土交通大臣が定めるところによること。 

３ 記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。 

ただし、会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社にあっては、百万円単位をもって表示

することができる。この場合、「千円」とあるのは「百万円」として記載すること。 

４ 金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、項目の名称の記載を要しない。 

５ 兼業事業とは、建設業以外の事業を併せて営む場合における当該建設業以外の事業をいう。この場合において兼

業事業の表示については、その内容を示す適当な名称をもって記載することができる。 

なお、「兼業事業売上高」（二以上の兼業事業を営む場合においては、これらの兼業事業の売上高の総計）の「売

上高」に占める割合が軽微な場合においては、「売上高」、「売上原価」及び「売上総利益（売上総損失）」を建設業

と兼業事業とに区分して記載することを要しない。 

６ 「雑費」に属する費用で販売費及び一般管理費の総額の10分の１を超えるものについては、それぞれ当該費用を

明示する科目を用いて掲記すること。 

７ 記載要領６は、営業外収益の「その他」に属する収益及び営業外費用の「その他」に属する費用の記載に準用する。 

８ 「前期損益修正益」の金額が重要でない場合においては、特別利益の「その他」に含めて記載することができる。 

９ 特別利益の「その他」については、それぞれ当該利益を明示する科目を用いて掲記すること。 

ただし、各利益のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益を区分掲記しないことができる。 

10 特別利益に属する科目の掲記が「その他」のみである場合においては、科目の記載を要しない。 

11 記載要領８は「前期損益修正損」の記載に、記載要領９は特別損失の「その他」の記載に、記載要領10は特別損

失に属する科目の記載にそれぞれ準用すること。 

12 「法人税等調整額」は、税効果会計の適用に当たり、一時差異（会計上の簿価と税務上の簿価との差額）の金額

に重要性がないために、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しない場合には記載を要しない。 

13 税効果会計を適用する最初の事業年度については、その期首に繰延税金資産に記載すべき金額と繰延税金負債に

記載すべき金額とがある場合には、その差額を「過年度税効果調整額」として株主資本等変動計算書に記載するも

のとし、当該差額は「法人税等調整額」には含めない。 

 



様式第十六号 （第四条、第十条、第十九条の四関係）
（用紙Ａ４）

自 令和 年 月 日

至 令和 年 月 日

（会社名）

Ⅰ　売　　上　　高
千円

完成工事高 ｱ

兼業事業売上高 ｲ 455,826  ①

Ⅱ　売　上　原　価

完成工事原価 ｳ

兼業事業売上原価 ｴ 381,116  ②

売上総利益（売上総損失）

完成工事総利益（完成工事総損失） ｵ

兼業事業総利益（兼業事業総損失） ｶ 74,710  Ａ =①-②

Ⅲ　販売費及び一般管理費

役員報酬

従業員給料手当

退職金

法定福利費

福利厚生費

修繕維持費

事務用品費

通信交通費

動力用水光熱費

調査研究費

広告宣伝費

貸倒引当金繰入額

貸倒損失

交際費

寄付金

地代家賃

減価償却費

開発費償却

租税公課

保険料

雑　費 56,654  ③

営業利益（営業損失） 18,056  Ｂ =Ａ-③

3,066

2,374

1,824

1,604

3,796

472

3,580

124

616

2,736

326

2,266

1,182

2,332

1,896

2,168

22,600

4,764

損 益 計 算 書

4 1

379,458

3,826

5

6

1,658

72,542

3 31

岐阜一建設(株)

452,000

記載例

様式第三号の直前３年の各事業年
度における工事施工金額と一致

建設業以外の売上高を計上

例：保守点検、樹木剪定 等

①＝ア＋イ

②＝ウ＋エ

A＝オ＋カ

・工事現場に関与しない職員（本店の管
理部門、営業部門等）への給与等を計
上

・賞与引当金繰入額はここに計上

退職給付引当金繰入額、退職年金掛金は
ここに計上

損失の場合は△表示で計上

損失の場合は△表示で計上

「雑費」に属する費用で、「販売費及び一般管
理費」の総額の10％を超えるものについては、
それぞれ当該費用を明示する科目を用いて計
上（使用していない勘定科目を二重線で消し、
その右に該当科目を記載）

完成工事原価報告書の完成

工事原価と一致

・端数処理（原則として切り捨て）をして千円単位で記載
・会社法第２条第６号に規定の大会社にあっては、百万
円単位で記載する場合は、「百万円」と修正

新設法人等、第１期の決算期が到来していない
場合は、右上に「決算期未到来」と記入する



Ⅳ　営業外収益

受取利息及び配当金

その他 3,258  ④

Ⅴ　営業外費用

支払利息

貸倒引当金繰入額

貸倒損失

その他 2,170  ⑤

経常利益（経常損失） 19,144  Ｃ =Ｂ+④-⑤

Ⅵ　特別利益

前期損益修正益

その他 2,132  ⑥

Ⅶ　特別損失

前期損益修正損

その他 900  ⑦

税引前当期純利益（税引前当期純損失） 20,376  Ｄ =Ｃ+⑥-⑦

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額 5,150  Ｅ

当期純利益（当期純損失） 15,226  Ｆ =Ｄ-Ｅ

5,150

900

2,132

2,170

2,250

1,008

損失の場合は△表示で計上

固定資産売却益はここに計上

固定資産売却損はここに計上

当期分として課税される法人税、

住民税及び事業税を計上

・損失の場合は△表示で計上
・様式第十七号「株主資本等
変動計算書」の、「当期純利
益」と「繰越利益余剰金」とが
交差するマスと一致

「営業外収益」の総額の10％を超えるものにつ
いては、それぞれ当該費用を明示する科目を
用いて計上

「営業外費用」の総額の10％を超えるものに
ついては、それぞれ当該費用を明示する科目
を用いて計上



（用紙Ａ４）

自　令和 年 月 日

至　令和 年 月 日

（会社名）

千円

Ⅰ　材料費 89,878 

Ⅱ　労務費 152,811 

（うち労務外注費　 )

Ⅲ　外注費 91,248 

Ⅳ　経　費 45,520 

（うち人件費 )

完成工事原価 379,458 

19,950

完 成 工 事 原 価 報 告 書

313

5

6

4 1

岐阜一建設(株)

工事に従事した直接雇用の作
業員に対する賃金、給料手当等
を計上

・完成工事について発生した材料費、労務費及

び外注費以外の費用
・完成工事補償引当金繰入額はここに計上

経費のうち工事に要した従業員（工
事現場における管理業務に従事した
技術、事務職員等）の給料手当等、
退職金（繰入額含む）、法定福利費
及び福利厚生費等を計上

工事のために直接購入した材料費等

下請工事契約額を計上（労務費に含めたものは除く）

外注費の内、土工事や仮設工事
等で契約内容の大部分が労務費
であるものは労務外注費として内
訳表示

新設法人等、第１期の決算期が到来していない
場合は、右上に「決算期未到来」と記入する



 

 

記載要領[ 様式第十七号 株主資本等変動計算書 ] 

１ 株主資本等変動計算書は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌し、純資産の部の変動の状態を

正確に判断することができるよう明瞭に記載すること。 

２ 勘定科目の分類は、国土交通大臣が定めるところによること。 

３ 記載すべき金額は、千円単位をもつて表示すること。 

ただし、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第６号に規定する大会社にあつては、百万円単位をもつて表示することができる。この

場合、「千円」とあるのは「百万円」として記載すること。 

４ 金額の記載に当たつて有効数字がない場合においては、項目の名称の記載を要しない。  

５ その他利益剰余金については、その内訳科目の当期首残高、当期変動額（変動事由ごとの金額）及び当期末残高を株主資本等変動計算書

に記載することに代えて、注記により開示することができる。この場合には、その他利益剰余金の当期首残高、当期変動額及び当期末残高

の各合計額を株主資本等変動計算書に記載する。 

６ 評価・換算差額等については、その内訳科目の当期首残高、当期変動額（当期変動額については主な変動事由にその金額を表示する場合

には、変動事由ごとの金額を含む。）及び当期末残高を株主資本等変動計算書に記載することに代えて、注記により開示することができる。

この場合には、評価・換算差額等の当期首残高、当期変動額及び当期末残高の各合計額を株主資本等変動計算書に記載する。 

７ 各合計額の記載は、株主資本合計を除き省略することができる。 

８ 当期首残高については、会社計算規則（平成 18 年法務省令第 13 号）第２条第３項第 59 号に規定する遡及適用又は同項第 64 号に規定す

る誤 謬
びゆう

の訂正をした場合には、当期首残高及びこれに対する影響額を記載する。  

９ 株主資本の各項目の変動事由及びその金額の記載は、概ね貸借対照表における表示の順序による。 

10 株主資本の各項目の変動事由には、例えば以下のものが含まれる。 

(1) 当期純利益又は当期純損失 

(2) 新株の発行又は自己株式の処分 

(3) 剰余金（その他資本剰余金又はその他利益剰余金）の配当 

(4) 自己株式の取得 

(5) 自己株式の消却 



 

 

(6) 企業結合（合併、会社分割、株式交換、株式移転など）による増加又は分割型の会社分割による減少 

(7) 株主資本の計数の変動 

① 資本金から準備金又は剰余金への振替 

② 準備金から資本金又は剰余金への振替 

③ 剰余金から資本金又は準備金への振替 

④ 剰余金の内訳科目間の振替 

11 剰余金の配当については、剰余金の変動事由として当期変動額に表示する。 

12 税効果会計を適用する最初の事業年度については、その期首に繰延税金資産に記載すべき金額と繰延税金負債に記載すべき金額とがある

場合には、その差額を｢過年度税効果調整額｣として繰越利益剰余金の当期変動額に表示する。 

13 新株の発行の効力発生日に資本金又は資本準備金の額の減少の効力が発生し、新株の発行により増加すべき資本金又は資本準備金と同額

の資本金又は資本準備金の額を減少させた場合には、変動事由の表示方法として、以下のいずれかの方法により記載するものとする。 

(1) 新株の発行として、資本金又は資本準備金の額の増加を記載し、また、株主資本の計数の変動手続き（資本金又は資本準備金の額の減

少に伴うその他資本剰余金の額の増加）として、資本金又は資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加を記載する方法 

(2) 新株の発行として、直接、その他資本剰余金の額の増加を記載する方法 

企業結合の効力発生日に資本金又は資本準備金の額の減少の効力が発生した場合についても同様に取り扱う。 

14 株主資本以外の各項目の当期変動額は、純額で表示するが、主な変動事由及びその金額を表示することができる。当該表示は、変動事由

又は金額の重要性などを勘案し、事業年度ごとに、また、項目ごとに選択することができる。 

15 株主資本以外の各項目の主な変動事由及びその金額を表示する場合、以下の方法を事業年度ごとに、また、項目ごとに選択することがで

きる。 

(1) 株主資本等変動計算書に主な変動事由及びその金額を表示する方法 

(2) 株主資本等変動計算書に当期変動額を純額で記載し、主な変動事由及びその金額を注記により開示する方法 

16 株主資本以外の各項目の主な変動事由及びその金額を表示する場合、当該変動事由には、例えば以下のものが含まれる。 

(1) 評価・換算差額等 

① その他有価証券評価差額金 



 

 

その他有価証券の売却又は減損処理による増減 

純資産の部に直接計上されたその他有価証券評価差額金の増減 

② 繰延ヘッジ損益 

ヘッジ対象の損益認識又はヘッジ会計の終了による増減 

純資産の部に直接計上された繰延ヘッジ損益の増減 

(2) 新株予約権 

新株予約権の発行 

新株予約権の取得  

新株予約権の行使  

新株予約権の失効 

自己新株予約権の消却 

自己新株予約権の処分 

17 株主資本以外の各項目のうち、その他有価証券評価差額金について、主な変動事由及びその金額を表示する場合、時価評価の対象となる

その他有価証券の売却又は減損処理による増減は、原則として、以下のいずれかの方法により計算する。 

(1) 損益計算書に計上されたその他有価証券の売却損益等の額に税効果を調整した後の額を表示する方法 

(2) 損益計算書に計上されたその他有価証券の売却損益等の額を表示する方法 

この場合、評価・換算差額等に対する税効果の額を、別の変動事由として表示する。また、当該税効果の額の表示は、評価・換算差額

等の内訳項目ごとに行う方法、その他有価証券評価差額金を含む評価・換算差額等に対する税効果の額の合計による方法のいずれによる

こともできる。  

また、繰延ヘッジ損益についても同様に取り扱う。 

なお、税効果の調整の方法としては、例えば、評価・換算差額等の増減があつた事業年度の法定実効税率を使用する方法や繰延税金資産

の回収可能性を考慮した税率を使用する方法などがある。 

18 持分会社である場合においては、「株主資本等変動計算書」とあるのは「社員資本等変動計算書」と、「株主資本」とあるのは「社員資

本」として記載する。  



様式第十七号　（第四条、第十条、第十九条の四関係）
（用紙Ａ４）

自 令和 ５ 年 4 月 1 日

至 令和 ６ 年 3 月 31 日

（会社名）

千円

別途
積立金

20,000 0 1,922 25,372 4,725 32,020 △ 52,020 52,020

新株の発行

剰余金の配当 1,350 △ 14,350 △ 13,000 △ 13,000 △ 13,000

当期純利益 15,226 15,226 15,226 15,226

自己株式の処分

別途積立金の
積立 1,874 △ 1,874 0 0
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

1,350 1,874 △ 998 2,226 2,226 2,226

20,000 0 3,272 27,246 3,727 34,246 △ 54,246 54,246

＝ア ＝カ ＝ク ＝ケ ＝コ ＝⑥ ＝C

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

当期変動額合計

当期末残高

資本金

繰越利益
剰余金

利益
剰余金

合計

自己
株式

株主
資本

合計

当期首残高

当期変動額

岐阜一建設（株）

純資産

合計

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金

合計

利益
準備金

新株
予約権

土地
再評価
差額金

評価・
換算
差額等

合計

評価・換算差額等

利益剰余金

株　　　主　　　資　　　本

その他利益剰余金
その他
有価証
券評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

資本剰余金

新株式
申込
証拠金

記載例

前期貸借対照
表の資本の部
の数字を記載

・新設法人で決算期が到来していないときは、余白に「決算未到来」と明記

・新設法人で決算期日後２か月以内（法人税法第74）で、決算未確定のときは、余白に

「決算未確定」と明記

損益計算書の「当
期純利益」の数値

新設法人の場合

はここに記載

積立金の積立等に
ついては、当該科
目を記載し、該当
変動額を計上

貸借対照表「純資産の

部」に記載の数値

・端数処理（原則として切り捨て）をして千円単位で記載
・会社法第２条第６号に規定の大会社にあっては、百万円
単位で記載する場合は、「百万円」と修正

有限会社を含む株を発行している業者が記載



 

 

記載要領 ［  様式第十七号の二 注記表  ］   

１  記載を要する注記は、以下のとおりとする。 

 株 式 会 社  

持分会社  
会計監査人

設置会社  

会計監査人なし  

公開会社  
株式譲渡 

制限会社  
１ 継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような事
象又は状況  

○  × × × 

２ 重要な会計方針  ○  ○  ○  ○  

３ 会計方針の変更 ○  ○ ○  ○ 

４ 表示方法の変更 ○  ○ ○  ○ 

４－２ 会計上の見積り ○  × × × 

５ 会計上の見積りの変更 ○  × × × 

６ 誤謬の訂正 ○  ○ ○  ○ 

７ 貸借対照表関係  ○  ○  × × 

８ 損益計算書関係  ○  ○  × × 
９ 株主資本等変動計算書関

係  ○  ○  ○  × 

10 税効果会計  ○  ○  × × 
11 リースにより使用する固

定資産  ○  ○  × × 

12 金融商品関係 ○  ○  × × 

13 賃貸等不動産関係 ○  ○  × × 

14 関連当事者との取引  ○  ○  × × 

15 一株当たり情報  ○  ○  × × 

16 重要な後発事象  ○  ○  × × 

17 連結配当規制適用の有無  ○  × × × 

17-2 収益認識関係  ○ × × × 

18 その他  ○  ○  ○  ○  

【凡例】○・・・記載要、×・・・記載不要 

２ 注記事項は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の適当な場所

に記載することができる。この場合、注記表の当該部分への記載は要しない。 

３  記載すべき金額は、注 15を除き千円単位をもつて表示すること。  

ただし、会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第６号に規定する大会社にあ

つては､百万円単位をもつて表示することができる。この場合、「千円」とあ

るのは「百万円」として記載すること。 

４ 注に掲げる事項で該当事項がない場合においては、「該当なし」と記載する

こと。 

５ 貸借対照表､損益計算書、株主資本等変動計算書の特定の項目に関連する注

記については、その関連を明らかにして記載する。  

６  注に掲げる事項の記載に当たつては、当該事項の番号に対応してそれぞれ

びゆう 



 

 

以下に掲げる要領に従つて記載する。  

注１ 事業年度の末日において、当該会社が将来にわたつて事業を継続すると

の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であ

つて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなおそ

の前提に関する重要な不確実性が認められるとき（当該事業年度の末日後に

当該重要な不確実性が認められなくなつた場合を除く。）は、次に掲げる事

項を記載する。  

① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容  

② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策  

③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由  

④ 当該重要な不確実性の影響を貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動

計算書又は注記表に反映しているか否かの別  

注２ 重要性の乏しい事項は、記載を要しない。 

(4) 完成工事高及び完成工事原価の認識基準、決算日における工事進捗度を

見積もるために用いた方法その他の収益及び費用の計上基準について記

載する。なお、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当

該契約から生ずる収益を認識するときは、次に掲げる事項を記載する。 

① 当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容 

② ①に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点 

③ ①及び②に掲げるもののほか、当該会社が重要な会計方針に含まれると

判断したもの 

(5) 税抜方式及び税込方式のうち貸借対照表及び損益計算書の作成に当た

つて採用したものを記載する。ただし、経営状況分析申請書又は経営規模

等評価申請書に添付する場合には、税抜方式を採用すること。  

注３ 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認めら

れる会計方針に変更した場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要

性の乏しい事項は記載を要せず、また、会計監査人設置会社以外の株式会社

及び持分会社にあつては、④ロ及びハに掲げる事項を省略することができ

る。 

① 当該会計方針の変更の内容  

② 当該会計方針の変更の理由  

③ 会社計算規則（平成 18年法務省令第 13号）第２条第３項第 59号に規定

する遡及適用（以下単に「遡及適用」という。）をした場合には、当該

事業年度の期首における純資産額に対する影響額  

④  当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用を

しなかつた場合には、次に掲げる事項（当該会計方針の変更を会計上の

見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。） 

イ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表の主な

項目に対する影響額  

ロ  当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用

をしなかつた理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開

始時期  



 

 

ハ  当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は

損益に影響を及ぼす可能性がある場合であつて、当該影響に関する事

項を注記することが適切であるときは、当該事項  

注４ 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認めら

れる表示方法に変更した場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要

性の乏しい事項は、記載を要しない。  

① 当該表示方法の変更の内容  

② 当該表示方法の変更の理由  

  注４－２ 次に掲げる事項を記載する。  

       (1) 会計上の見積りにより当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書又は注記表の項目にその額を計上した項目であ

つて、翌事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書又は注記表に重要な影響を及ぼす可能性のあるもの  

      (2) 当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

又は注記表の (1)に掲げる項目に計上した額  

       (3 ) (2)に掲げるもののほか、 (1)に掲げる項目に係る会計上の見積りの内

容に関する理解に資する情報  

注５ 会計上の見積りの変更をした場合に、次に掲げる事項を記載する。ただ

し、重要性の乏しい事項は、記載を要しない。  

① 当該会計上の見積りの変更の内容  

② 当該会計上の見積りの変更の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書及び注記表の項目に対する影響額  

③  当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産

又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項  

注 ６  会社計算規則第２条第３項 第 6 4号に規定する 誤 謬
びゆう

の訂 正を した 場合

に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項は、記載を要

しない。  

① 当該誤 謬
びゆう

の内容  

② 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額  

注７ 

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務は、勘定科目別に記載する。 

(2) 保証債務、手形遡求債務、損害賠償義務等（負債の部に計上したものを

除く）の種類別に総額を記載する。 

(3) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しな

い。 

(4) 総額を記載するものとし、取締役、監査役又は執行役別の金額は記載す

ることを要しない。 

(5) 貸借対照表に区分掲記している場合は、記載を要しない。  

(6) 同一の工事契約に関する未成工事支出金と工事損失引当金を相殺せず

に両建てで表示したときは、その旨及び当該未成工事支出金の金額のうち

工事損失引当金に対応する金額を、未成工事支出金と工事損失引当金を相

殺して表示したときは、その旨及び相殺表示した未成工事支出金の金額を



 

 

記載する。  

注８ 

(1) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しな

い。 

(2) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しな

い。 

(3) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しな

い。 

注９ 

(3) 事業年度中に行つた剰余金の配当（事業年度末日後に行う剰余金の配当

のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第 124条第１項に

規定する基準日が事業年度中のものを含む。）について、配当を実施した

回ごとに、決議機関、配当総額、一株当たりの配当額、基準日及び効力発

生日について記載する。 

注 10 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因を定性的に記載する。 

注 11 ファイナンス・リース取引（リース取引のうち、リース契約に基づく期

間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれ

に準ずるもので、リース物件（当該リース契約により使用する物件をいう。）

の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受する

ことができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に

負担することとなるものをいう。）の借主である株式会社が当該ファイナン

ス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つ

ていない重要な固定資産について､定性的に記載する。 

「重要な固定資産」とは、リース資産全体に重要性があり、かつ、リース

資産の中に基幹設備が含まれている場合の当該基幹設備をいう。リース資産

全体の重要性の判断基準は、当期支払リース料の当期支払リース料と当期減

価償却費との合計に対する割合についておおむね１割程度とする。 

ただし、資産の部に計上するものは、この限りでない。  

注 12 重要性の乏しいものについては記載することを要しない。  

注 13 賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は、記載を要しない。  

注 14 「関連当事者」とは、会社計算規則第 112条第４項に定める者をいい、

記載に当たつては、関連当事者ごとに記載する。関連当事者との取引には、

会社と第三者との間の取引で当該会社と関連当事者との間の利益が相反す

るものを含む。ただし、重要性の乏しい取引及び関連当事者との取引のうち

以下の取引については記載を要しない。 

  ① 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他  

   取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な  

   取引 

② 取締役、会計参与、監査役又は執行役に対する報酬等の給付 

③ その他、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公

正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定しているこ

とが明白な取引  



 

 

「種類」の欄には、会社計算規則第 112条第４項各号に掲げる関連当事者

の種類を記載する。 

注 15 株式会社が当該事業年度又は当該事業年度の末日後において株式の併

合又は株式の分割をした場合において、当該事業年度の期首に株式の併合又

は株式の分割をしたと仮定して (1)及び (2)に掲げる額を算定したときは、その

旨を追加して記載する。  

注 17 会社計算規則第 158条第４号に規定する配当規制を適用する場合に、そ

の旨を記載する。  

注 17 -2 会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約か

ら生ずる収益を認識する場合に、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除

く。）を記載する。ただし、会社法第 444条第３項に規定する株式会社以外

の株式会社にあつては、①及び③に掲げる事項を省略することができる。  

 ①  当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、

金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした

場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項  

 ②  収益を理解するための基礎となる情報  

 ③  当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報  

なお、①から③までに掲げる事項が注２の規定により注記すべき事項と同

一であるときは、当該事項の記載を要しない。 

注 18 注１から注 17-2までに掲げた事項のほか、貸借対照表、損益計算書及び

株主資本等変動計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断する

ために必要な事項を記載する。  



様式第十七号の二　（第四条、第十条、第十九条の四関係） （用紙Ａ４）

自 令和 年 月 日

至 令和 年 月 日

（会 社 名）

注

１　継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

２　重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

(3) 引当金の計上基準

(4) 収益及び費用の計上基準

(5) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法　　（該当項目をチェック）

(6) その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表作成のための基本となる重要な事項

７　貸借対照表関係

(1) 担保に供している資産及び担保付債務

①担保に供している資産の内容及びその金額　

②担保に係る債務の金額

(2) 保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額

受取手形割引高 千円 受取手形裏書譲渡高 千円

(3) 関係会社に対する短期金銭債権及び長期金銭債権並びに短期金銭債務及び長期金銭債務

(4) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権及び金銭債務

(5) 親会社株式の各表示区分別の金額

　　工事収益の計上基準
　　　　工期が複数年にわたり、かつ請負金額が１億円以上の工事については工事進行基準、
　　　それ以外の工事については工事完成基準

　　該当なし

■ 税抜方式　　□ 免税業者につき税込　　□ 税込方式 （経営事項審査の申請を行わない）

岐阜一建設（株）

31

0 0

注 記 表

　　最終仕入原価法

　　有形固定資産は定率法、無形固定資産は定額法

　　貸倒引当金の計上基準
　　　　一般債権について法人税法の規定による法定繰入率による計上、その他債権については
　　　個々の債権の回収可能性を勘案して計上

5 4 1
6 3

３　会計方針の変更

６　誤謬の訂正

　　　　該当なし 

５　会計上の見積りの変更

　　　　該当なし 

４　表示方法の変更

　　　　該当なし 

４-２　会計上の見積

　　　　該当なし 

記載例：株式譲渡制限会社の場合

「２重要な会計方針」～「４表示方法の変更」、「６

誤謬の訂正」はすべての法人が記載

その他記載必要箇所は記載要領１の表を参照

該当がない場合は「該当なし」と記載

経営事項審査を受審する場合は記載

新設法人等、第１期の決算期が到来して
いない場合は、右上に「決算期未到来」
と記入する



(6) 工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額

８　損益計算書関係

(1) 工事進行基準による完成工事高

(2) 売上高のうち関係会社に対する部分

(3) 売上原価のうち関係会社からの仕入高

(4) 売上原価のうち工事損失引当金繰入額

(5) 関係会社との営業取引以外の取引高

(6) 研究開発費の総額　（会計監査人を設置している会社に限る。）

９　株主資本等変動計算書関係

(1) 事業年度末日における発行済株式の種類及び数

(2) 事業年度末日における自己株式の種類及び数

(3) 剰余金の配当

(4) 事業年度末において発行している新株予約権の目的となる株式の種類及び数

１０　税効果会計

１１　リースにより使用する固定資産

１２　金融商品関係

(1) 金融商品の状況

(2) 金融商品の時価等

１３　賃貸等不動産関係

(1) 賃貸等不動産の状況

(2) 賃貸等不動産の時価

１４　関連当事者との取引

　取引の内容

　ただし、会計監査人を設置している会社は以下の様式により記載する。

(1) 取引の内容

種類
会社等の名称

又は氏名
議決権の所有
（被所有）割合

関係内容 科目
期末残高
（千円）

　　該当なし

　　令和５年６月２０日の定時株主総会による決議、配当金の総額１３，０００千円、
　一株当たりの配当額１３千円　　利益剰余金を原資とする

　　該当なし

取引の内容 取引金額種類
会社等の名称

又は氏名
議決権の所有
（被所有）割合

関係内容 科目
期末残高
（千円）

　　普通株式　　１，０００株

すべての株式会社が記載



(2) 取引条件及び取引条件の決定方針

(3) 取引条件の変更の内容及び変更が貸借対照表、損益計算書に与える影響の内容

１５　一株当たり情報

(1) 一株当たりの純資産額

(2) 一株当たりの当期純利益又は当期純損失

１６　重要な後発事象

１７　連結配当規制適用の有無

１７-２　収益認識関係

１８　その他

　　該当なし

すべての法人が記載

該当がない場合は「該当なし」と記載



 

 

記載要領 [ 様式第十七号の三 附属明細表 ] 

* 資本金の額が１億円を超える、又は貸借対照表の負債合計の額が 200 億円以上 の株式会社のみ提出

が必要です。[ 建設業法施行規則 第４条第１項第９号 ] 

* 有価証券報告書の提出会社は、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えること

ができます。[ 建設業許可事務ガイドライン 【第 5 条及び第 6 条関係】2.(14) ] 

第１ 一般的事項 

１ 「親会社」とは、会社法（平成17年法律第86号）第2条第4号に定める会社をいい、「子会社」

とは、会社法第２条第３号に定める会社をいう。 

２ 「関連会社」とは、会社計算規則（平成18年法務省令第13号）第２条第３項第19号に定める

会社をいう。 

３ 「関係会社」とは、会社計算規則第２条第３項第23号に定める会社をいう。 

４ 金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第24条の規定により、有価証券報告書を内閣総理大

臣に提出しなければならない者については、附属明細表の４、５、６及び９の記載を省略する

ことができる。この場合、同条の規定により提出された有価証券報告書に記載された連結貸借

対照表の写しを添付しなければならない。 

５ 記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。 

 ただし、会社法第２条第６号に規定する大会社にあっては、百万円単位をもって表示するこ

とができる。この場合、「千円」とあるのは、「百万円」として記載すること。 

第２ 個別事項 

１ 完成工事未収入金の詳細 

(1) 別記様式第十五号による貸借対照表（以下単に「貸借対照表」という。）の流動資産の完

成工事未収入金について、その主な相手先及び相手先ごとの額を記載すること。 

(2) 同一の相手先について契約口数が多数ある場合には、相手先別に一括して記載することが

できる。 

(3) 滞留状況については、当期計上分（１年未満）及び前期以前計上分（１年以上）に分け、

各々の合計額を記載すること。 

２ 短期貸付金明細表 

(1) 貸借対照表の流動資産の短期貸付金について、その主な相手先及び相手先ごとの額を記載

すること。ただし、当該科目の額が資産総額の100分の５以下である時は記載を省略するこ

とができる。 

(2) 同一の相手先について契約口数が多数ある場合には、相手先別に一括して記載することが

できる。 

(3) 関係会社に対するものはまとめて記載することができる。 

３ 長期貸付金明細表 

(1) 貸借対照表の固定資産の長期貸付金について、その主な相手先及び相手先ごとの額を記載

すること。ただし、当該科目の額が資産総額の100分の５以下である時は記載を省略するこ

とができる。 

(2) 同一の相手先について契約口数が多数ある場合には、相手先別に一括して記載することが

できる。 

(3) 関係会社に対するものはまとめて記載することができる。 



 

 

４ 関係会社貸付金明細表 

(1) 貸借対照表の短期貸付金、長期貸付金その他資産に含まれる関係会社貸付金について、そ

の関係会社名及び関係会社ごとの額を記載すること。ただし、当該科目の額が資産総額の1

00分の５以下である時は記載を省略することができる。 

(2) 関係会社貸付金は貸借対照表の勘定科目ごとに区別して記載し、親会社、子会社、関連会

社及びその他の関係会社について各々の合計額を記載すること。 

(3) 摘要の欄には、貸付の条件（返済期限（分割返済条件のある場合にはその条件）及び担保

物件の種類）について記載すること。重要な貸付金で無利息又は特別の条件による利率が約

定されているものについては、その旨及び当該利率について記載すること。 

(4) 同一の関係会社について契約口数が多数ある場合には、関係会社別に一括し、担保及び返

済期限について要約して記載することができる。 

５ 関係会社有価証券明細表 

(1) 貸借対照表の有価証券、流動資産の「その他」、投資有価証券、関係会社株式・関係会社

出資金及び投資その他の資産の「その他」に含まれる関係会社有価証券について、その銘柄

及び銘柄ごとの額を記載すること。ただし、当該科目の額が資産総額の100分の５以下であ

る時は記載を省略することができる。 

(2) 当該有価証券の発行会社について、附属明細表提出会社との関係（親会社、子会社等の関

係）を摘要欄に記載すること。 

(3) 社債の銘柄は、「何会社物上担保付社債」のように記載すること。なお、新株予約権が付

与されている場合には、その旨を付記すること。 

(4) 取得価額及び貸借対照表計上額については、その算定の基準とした評価基準及び評価方法

を摘要欄に記載すること。ただし、評価基準及び評価方法が別記様式第17号の2による注記

表（以下単に「注記表」という。）の２により記載されている場合には、その記載を省略す

ることができる。 

(5) 当期増加額及び当期減少額がともにない場合には、期首残高、当期増加額及び当期減少額

の各欄を省略した様式に記載することができる。この場合には、その旨を摘要欄に記載する

こと。 

(6) 一の関係会社の有価証券の総額と当該関係会社に対する債権の総額との合計額が附属明

細表提出会社の資産の総額の100分の５を超える場合、一の関係会社に対する債務の総額が

附属明細表提出会社の負債及び純資産の合計額が100分の５を超える場合又は一の関係会社

に対する売上高が附属明細表提出会社の売上額の総額の100分の20を超える場合には、当該

関係会社の発行済株式の総数に対する所有割合、社債の未償還残高その他当該関係会社との

関係内容（例えば、役員の兼任、資金援助、営業上の取引、設備の賃貸借等の関係内容）を

注記すること。 

(7) 株式のうち、会社法第308条第１項の規定により議決権を有しないものについては、その

旨を摘要欄に記載すること。 

６ 関係会社出資金明細表 

(1) 貸借対照表の関係会社株式・関係会社出資金及び投資その他の資産の「その他」に含まれ

る関係会社出資金について、その関係会社名及び関係会社ごとの額を記載すること。ただし、

当該科目の額が資産総額の100分の５以下である時は記載を省略することができる。 



 

 

(2) 出資金額の重要なものについては、出資の条件（１口の出資金額、出資口数、譲渡制限等

の諸条件）を摘要欄に記載すること。 

(3) 本表に記載されている会社であって、第２の５の(６)に定められた会社と同一の条件のも

のがある場合には、当該関係会社に対してはこれに準じて注記すること。 

７ 短期借入金明細表 

(1) 貸借対照表の流動負債の短期借入金について、その借入先及び借入先ごとの額を記載する

こと。ただし、比較的借入額が少額なものについては、無利息又は特別な利率が約定されて

いる場合を除き、まとめて記載することができる。 

(2) 設備資金と運転資金に分けて記載すること。 

(3) 摘要の欄には、資金使途、借入の条件（担保、無利息の場合にはその旨、特別の利率が約

定されている場合には当該利率）等について記載すること。 

(4) 同一の借入先について契約口数が多数ある場合には、借入先別に一括し、返済期限、資金

使途及び借入の条件について要約して記載することができる。 

(5) 関係会社からのものはまとめて記載することができる。 

８ 長期借入金明細表 

(1) 貸借対照表の固定負債の長期借入金及び契約期間が１年を超える借入金で最終の返済期

限が１年内に到来するもの又は最終の返済期限が１年後に到来するもののうち１年内の分

割返済予定額で貸借対照表において流動負債として掲げられているものについて、その借入

先及び借入先ごとの額を記載すること。ただし、比較的借入額が少額なものについては、無

利息又は特別な利率が約定されているものを除き、まとめて記載することができる。 

(2) 契約期間が１年を超える借入金で最終の返済期限が１年内に到来するもの又は最終の返

済期限が１年後に到来するもののうち１年内の分割返済予定額で貸借対照表において流動

負債として掲げられているものについては、当期減少額として記載せず、期末残高に含めて

記載すること。この場合においては、期末残高欄に内書（括弧書）として記載し、その旨を

注記すること。 

(3) 摘要の欄には、借入金の使途及び借入の条件（返済期限（分割返済条件のある場合にはそ

の条件）及び担保物件の種類）について記載すること。重要な借入金で無利息又は特別の条

件による利率が約定されているものについては、その旨及び当該利率について記載するこ

と。 

(4) 同一の借入先について契約口数が多数ある場合には、借入先別に一括し、使途、担保及び

返済期限について要約して記載することができる。この場合においては、借入先別に一括さ

れたすべての借入金について当該貸借対照表日以後３年間における１年ごとの返済予定額

を注記すること。 

(5) 関係会社からのものはまとめて記載することができる。 

９ 関係会社借入金明細表 

(1) 貸借対照表の短期借入金、長期借入金その他負債に含まれる関係会社借入金について、そ

の関係会社名及び関係会社ごとの額を記載すること。ただし、当該科目の額が資産総額の1

00分の５以下である時は記載を省略することができる。 

(2) 関係会社借入金は貸借対照表の勘定科目ごとに区別して記載し、親会社、子会社、関連会

社及びその他の関係会社について各々の合計額を記載すること。 



 

 

(3) 短期借入金については、第２の７の(3)及び(4)に準じて記載し、長期借入金については、

第２の８の(2)、(3)及び(4)に準じて記載すること。 

10 保証債務明細表 

(1) 注記表の３の(2)の保証債務額について、その相手先及び相手先ごとの額を記載すること。 

(2) 注記表の３の(2)において、相手先及び相手先ごとの額が記載されている時は記載を省略

することができる。 

(3) 同一の相手先について契約口数が多数ある場合には、相手先別に一括して記載することが

できる。 

 



様式第十七号の三　（第四条、第十条関係）
（用紙Ａ４）

令和 年 月 日現在

（会社名）

１　完成工事未収入金の詳細

相手先別内訳 滞留状況

千円 千円

２　短期貸付金明細表

千円

３　長期貸付金明細表

千円

４　関係会社貸付金明細表

千円 千円 千円 千円

附 属 明 細 表

岐阜ヤブタ建設（株）

5 6 30

使途：運転
担保：なし
返済期限：R7.3

使途：設備資金
担保：土地
返済期限：R7.3

使途：設備資金
担保：なし
返済期限：R8.6

400,000 1,010,000

230,000 140,000 440,000

60,000 120,000 130,000

5,000,000

19,000,000

Ａ不動産 800,000

当期計上分Ａ建設

680,000

その他 500,000

計

相　　手　　先 金　　　額

2,420,000

2,540,000

Ａ建設

計

関係会社名 期首残高

5,000,000

Ｂ電鉄

相　　手　　先

当期増加額

Ａ工業 1,360,000

Ｂ不動産

500,000 150,000

当期減少額 期末残高 摘　要

計 －

Ｂ工業

Ｃ建築

130,000 520,000

350,000

50,000

910,000 500,000

完成工事未収入金

前期以前計上分

計

計

相　　手　　先

10,000,000

〇〇県

金　　　額

14,000,000

発　　生　　時

4,000,000

19,000,000

その他 900,000

金　　　額

720,000Ｂ組合

資本金の額が１億円を超える、又は貸借対照表の負

債合計の額が２００億円以上の株式会社のみ提出

有価証券報告書の提出会社は、有価証
券報告書の写しの提出で附属明細表の
提出に代えられる

・端数処理（原則として切り捨て）をして千円単位で

記載

・端数処理により｢0｣となった場合は、｢0｣と記載
・会社法第2条第6号に規定の大会社にあっては、
百万円単位で記載する場合は「百万円」と修正

貸借対照表中、I 流動資産の「完成工事未収入金」
について、主な相手先及び金額を記載

当期計上分（１年未満）及び前期以前計上分
（１年以上）に分け各々の合計額を記載

貸借対照表中、I 流動資産の「短期貸付金」について、
主な相手先及び金額を記載

貸借対照表中、Ⅱ固定資産の「長期貸付金」につい
て、主な相手先及び金額を記載

貸借対照表中、資産の部の「短期貸付金」「長期貸付金」「その他資産に含ま

れる関係会社貸付金」について、関係会社名及び関係会社ごとの額を記載

貸借対照表中、I 流動資産の「完成工事未収入金」の
額と一致

貸借対照表中、I 流動資産の「短期貸付金」

の額と一致

貸借対照表中、Ⅱ固定資産の「長期貸付金」
の額と一致

記載例



５　関係会社有価証券明細表

 円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円

６　関係会社出資金明細表

千円 千円 千円 千円

5,000

そ
の
他
の
有
価
証
券

計

－

9,000

110,000

390,000

1,000

22,500

330,000

B不動産 120,000

-

7,000

計 －

10,000

60,000

9,000

Ａ開発 100,000 － － 100,000 子会社

10,000

当期減少額期首残高

関連
会社

Ｂ興
業

4,000 4,000 - 1,000 3,000 3,000

関連
会社

24,500 24,500

Ａビル

6,000 6,000 - - 6,000 6,000

22,500

子会
社

13,000 13,000 - 5,000 8,000 8,000

9,500

子会
社

B不動
産

85,
000

290,
000

290,000

Ａ開
発

計

- 16,500

当期増加額 当期減少額

関連
会社

108,
000

450,
000

450,000 2,000 100,000
25,
000

260,000

250,000 5,000

子会
社

B建築
50,
000

8,000
400,
000

400,000 2,000 100,000 5,000

500
100,
000

50,
000

-
20,
000

80,
000

貸借対照表
計上額

9,500

銘
　
　
柄

7,000

一
株
の
金
額

取得
価額

Ｂ興業 110,000 － －

60,000

関連会社

180,000 関連会社

－

関係会社名

期 首 残 高

当期増加額

期　末　残　高

期末残高 摘　要

摘要
取得価額

貸借対照表
計上額

金額

16,500

取得
価額

Ａ工
務店

10,000

社
　
　
　
　
債

計

銘
　
柄

期　首　残　高

株
　
　
　
　
　
式

株式
数

取得価額

250,
000

貸借対照表
計上額

50,000

貸借対照表
計上額

40,000-

株式
数

40,
000

250,000

当期増加額 当期減少額 期 末 残 高

摘要
株式
数

金額
株式
数

貸借対照表中、I 流動資産の「有価証券」「その他」、Ⅱ固定資産(3)の「投
資有価証券」「関係会社株式・関係会社出資金」「その他」について、その
銘柄及び銘柄ごとの額を記載

貸借対照表中、Ⅱ固定資産(3)の「関係会社株式・関係会社出資金」「その
他」に含まれる関係会社出資金について、その関係会社名及び関係会社ご
との額を記載



７　短期借入金明細表

千円

８　長期借入金明細表

千円 千円 千円 千円

９　関係会社借入金明細表

千円 千円 千円 千円

10　保証債務明細表

千円

Ｃ銀行 300,000 令和7年3月31日

Ｃ興行 1,200,000

3,500,000Ｂ開発

使途：運転資金
担保：なし
返済：R6.12

710,000

130,000 -

－

Ａ倶楽部

9,700,000

130,000

560,000 500,000 350,000

Ｃビル -

Ａリース 5,000,000

100,000

計

相　　手　　先 金　　　　額

Ｂ不動産 240,000

480,000

Ｂ銀行 500,000

(210,000)
600,000

－

110,000

令和7年12月31日

－
(30,000)
130,000

使途：長期運転
担保：有価証券
返済：R7.3

期末残高 摘　要

使途：設備
担保：有価証券

（　　　　　　）内は１年分の分割返済予定額

(70,000)
280,000

－

使途：長期運転
担保：土地
返済期限：R7.3140,000

使途：長期運転
担保：有価証券
返済期限：R7.3

使途：長期運転
担保：土地
返済期限：R7.3

(170,000)
380,000

210,000

(70,000)
350,000 -

計

400,000

70,000

(140,000)
250,000

令和7年3月31日Ａ銀行 1,000,000
使途：運転
担保：土地

使途：運転
担保：土地

計
(270,000)

790,000

240,000

計

Ｄ銀行

Ａ銀行

使途：運転資金
担保：土地
返済：R7.3

関係会社名 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘　要

100,000

320,000 270,000

借　入　先 期首残高 当期増加額 当期減少額

－

－1,800,000

Ｂ信託銀行 270,000

130,000

借　入　先 金　　　額 返 済 期 日 摘　　要

貸借対照表中、I 流動負債の「短期借入金」について、その借入先及び借

入先ごとの額を記載

貸借対照表中、Ⅱ固定負債の「長期借入金」、契約期間が１年を超える借入金で最終の返済期限が１年以

内に到来するもの又は最終の返済期限が１年後に到来するもののうち１年以内の分割返済予定額で貸借対

照表において流動負債として掲げられているものについて、その借入先及び借入先ごとの額を記載

貸借対照表中、I 流動負債の「短期借入金」Ⅱ固定負債の「長期借入金」その他負債に含まれる関係会
社借入金について、その関係会社名及び関係会社ごとの額を記載

注記表の３の（２）の保証債務額について、その相手先及び相手先ごとの額を記載



記載要領 [ 様式第十八号 貸借対照表（個人用） ]  

 

１ 貸借対照表は、財産の状態を正確に判断することができるよう明りょうに

記載すること。 

２ 下記以外の勘定科目の分類は、法人の勘定科目の分類によること。 

   期首資本金  － 前期末の資本合計 

   事業主借勘定 － 事業主が事業外資金から事業のために借りたもの 

   事業主貸勘定 － 事業主が営業の資金から家事費等に充当したもの 

   事業主利益（事業主損失）－ 損益計算書の事業主利益（事業主損失） 

３ 記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。 

４ 金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載

を要しない。 

５ 流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、流動負債及

び固定負債に属する科目の掲記が「その他」のみである場合においては、科

目の記載を要しない。 

６ 流動資産の「その他」又は固定資産の「その他」に属する資産で、その金

額が資産の総額の 100 分の５を超えるものについては、当該資産を明示する

科目をもって記載すること。 

７ 記載要領６は、負債の部の記載に準用ずる。 

８ 「・・・引当金」には、完成工事補償引当金その他の当該引当金の設定科

目を示す名称を付した科目をもって掲記すること。 

９ 注は、税抜方式及び税込方式のうち貸借対照表及び損益計算書の作成に当

たって採用したものをいう。 

  ただし、経営状況分析申請書又は経営規模等評価申請書に添付する場合に

は、税抜方式を採用すること 。 

 

 

記載要領 [ 様式第十九号 損益計算書（個人用） ]  

 

１ 損益計算書は、損益の状態を正確に判断することができるよう明りょうに

記載すること。 

２ 「事業主利益（事業主損失）」以外の勘定科目の分類は、法人の勘定科目

の分類によること。 

３ 記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。 

４ 金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載

を要しない。 

５ 建設業以外の事業（以下「兼業事業」という。）を併せて営む場合におい

て兼業事業における売上高が総売上高の 10 分の１を超えるときは、兼業事

業の売上高及び売上原価を建設業と区分して表示すること。 

６ 「雑費」に属する費用で、販売費及び一般管理費の総額の 10 分の１を超

えるものについては、それぞれ当該費用を明示する科目を用いて掲記するこ

と。 

７ 記載要領６は、営業外収益の「その他」に属する収益及び営業外費用の

「その他」に属する費用の記載に準用する。 

 



様式第十八号 （第四条、第十条、第十九条の四関係） （用紙Ａ４）

[個人用]

令和 年 月 日現在

（商号又は名称）

Ⅰ　流　動　資　産
千円

現金預金 12,345 

受取手形 1,234 

完成工事未収入金 2,345 

有価証券 500 

未成工事支出金 1,876 

材料貯蔵品 2,456 

その他　

貸倒引当金 △

流動資産合計 20,756  ①

Ⅱ　固　定　資　産

建物・構築物 890 

機械・運搬具 5,432 

工具器具・備品 3,456 

土地 2,567 

建設仮勘定

破産更生債権等

その他

固定資産合計 12,345  ②

資産合計 33,101  Ａ =①+②

貸 借 対 照 表

5 12 31

資 産 の 部

岐阜建設土木

個人事業主の方が作成します

個人の決算日は毎年１２月３１日
個人で決算未到来の場合は記入
しない

記載例

・端数処理（原則として切り捨て）をして千円単位で記載

・端数処理により｢0｣となった場合は、｢0｣と記載

完成工事高に計上した請

負代金の未収額を計上
（兼業事業売上高に係る売
掛金は含まない）

資産合計の５％以下の科目のみ

合算し計上
５％を超える科目については、そ
れぞれ独立して勘定科目を設定

円単位の金額でそれぞれ合計し
た後、千円単位で記載

残存価格を記載

円単位の金額でそれぞれ合計し

た後、千円単位で記載

A＝D



Ⅰ　流　動　負　債

支払手形 765 

工事未払金 4,321 

短期借入金 3,210 

未払金 

未成工事受入金 2,100 

預り金 123 

引当金

その他

流動負債合計 10,519  ③

Ⅱ　固　定　負　債

長期借入金 7,654 

その他

固定負債合計 7,654  ④

負債合計 18,173  Ｂ =③+④

期首資本金 14,116 

事業主借勘定 567 

事業主貸勘定 △ 2,100 

事業主利益 2,345 

純資産合計 14,928  Ｃ

負債純資産合計 33,101  Ｄ =Ｂ+Ｃ

( Ｄ = Ａ）

注　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法　（該当項目をチェック）

■ 税抜方式　　□ 免税業者につき税込　　□ 税込方式 （経営事項審査の申請を行わない）

純 資 産 の 部

負 債 の 部

工事に係る未払金のみ計上
買掛金は含まない

決算期後１年以内に返済すること
となる額を計上（１年以内に完済す
るかを問わない）

賞与引当金、製品保証引当金等を
記載、その設定目的を示す名称を
付した科目を記載

特定建設業 許可要件

流動比率
７５％≦①／③×１００％

決算期後１年を超えた後に返済す

る額を計上

退職給付引当金はここへ計上

資産の譲渡益等を計上

資産の譲渡損及び生活費等を計上

チェックを入れる

損益計算書「事業主利益」と金額が一致

（一般：新規の場合）自己資本の額

・一般建設業≧ ５，０００千円

５，０００千円未満の場合は、
５，０００千円以上の預金残
高証明書等が必要

（特定：新規、更新、業種追加の場合）

自己資本の額
・特定建設業≧４０，０００千円

前期の純資産合計を記載

特定建設業 許可要

件

資本金
≧２０，０００千円



様式第十九号 （第四条、第十条、第十九条の四関係） （用紙Ａ４）

[個人用]

自 令和 年 月 日

至 令和 年 月 日

（商号又は名称）

千円

Ⅰ　完成工事高 70,630  ①

Ⅱ　完成工事原価

材料費

労務費

（うち労務外注費 )

外注費

経  費 63,444  ②

完成工事総利益（完成工事総損失） 7,186  Ａ =①-②

Ⅲ　販売費及び一般管理費

従業員給料手当

退職金

法定福利費

福利厚生費

修繕維持費

事務用品費

通信交通費

動力用水光熱費

広告宣伝費

交際費

寄付金

地代家賃

減価償却費

租税公課

保険料

雑　費 4,886  ③

営業利益（営業損失） 2,300  Ｂ =Ａ-③

Ⅳ　営業外収益

受取利息及び配当金

その他 295  ④

Ⅴ　営業外費用

支払利息

その他 250  ⑤

事業主利益（事業主損失） 2,345  Ｃ =Ｂ+④-⑤

242

230

損 益 計 算 書

5 1 1

5 12 31

234

450

130

250

65

210

91

145

459

207

67

139

1,221

770

263

258

13,980

14,480

岐阜建設土木

18,736

16,248

記載例

個人事業主の方が作成します

個人の期間は毎年１月から１２月

兼業事業における売上高が総売
上高の1/10を超えるときは、兼業
事業の売上高及び売上原価を区
分して計上

・端数処理（原則として切り捨て）をして千円単位で記載

・端数処理により｢0｣となった場合は、｢0｣と記載

通常は、様式第三号の直前３年
の各事業年度における工事施
工金額と一致

・工事現場に関与しない職員（本

店の管理部門、営業部門等）への

給与等を計上

・賞与引当金繰入額はここに計上

退職給付引当金繰入額、退職年金掛
金はここに計上

貸倒引当金、債券償却特別勘

定の繰入はここに計上

各種の引当金、準備金の取崩しはここに計上

「営業外費用」の総額の10％を超え

るものについては、それぞれ当該

費用を明示する科目を用いて計上

貸借対照表「事業主利益」と金額が一致



様式第二十号 （第四条関係）

（用紙Ａ４）

昭和 57 年 4 月 1 日 創業

57 年 6 月 1 日 株式会社　岐阜土木建設　設立（資本金　２，０００万円）

63 年 9 月 20 日 大垣支店開設

平成 元 年 2 月 7 日 資本金の増資（資本金　３，０００万円）

20 年 10 月 21 日 多治見支店開設

年 月 日

年 月 日

年 月 日

昭和 58 年 8 月 10 日 新規　岐阜県知事許可（般－５８）第１87654号（土木、建築、とび）

平成 3 年 5 月 17 日 業種追加　岐阜県知事許可（般－３）第187654号（水道）

平成 29 年 7 月 25 日 業種追加・一本化　岐阜県知事許可（般－２９）第187654号

年 月 日 （土木、建築、とび、水道、解体）

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日 なし

年 月 日

年 月 日

年 月 日

記載要領

1 　「創業以後の沿革」の欄は、創業、商号又は名称の変更、組織の変更、合併又は分割、資本金額の変更、営業の休止、営業の再開等を記載すること。

2 　「建設業の登録及び許可の状況」の欄は、建設業の最初の登録及び許可等（更新を除く。）について記載すること。

3 　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

賞
罰

建
設
業
の
登
録
及
び
許
可
の
状
況

創
業
以
後
の
沿
革

営　　業　　の　　沿　　革
記載例

事業（建設業以外の業を含む）を開始した年月日を記載

商号又は名称、組織の変更、合併または分割、資
本金額の変更、営業の休止、営業の再開等につ
いて記載

創業以後最初に登録又は許
可を取得した年月日を記載

更新（許可の一本化、更新と同
時に業種追加している場合を除
く）の記載は省略できる

記載する内容は、
①申請の種類（新規、許可換え新規、般特新規、業種追加）
②登録または許可番号
③登録または許可を受けた業種

行政処分、行政罰、その他の罰を受けた場合等についても記載
賞罰がなければ「なし」と記載

業種追加、個人から法人成りした後の許可、失効及び廃業につ
いては記載が必要

申請前に一度も登録又は許可がなければ記載不要



様式第二十号の二 （第四条関係） （用紙Ａ４）

団　　体　　の　　名　　称 所　　属　　年　　月　　日

一般社団法人　岐阜地方建設業協会 昭和６３年　７月　１日

記載要領

　「団体の名称」の欄は、法第27条の37に規定する建設業者の団体の名称を記載すること。

所　　属　　建　　設　　業　　者　　団　　体

記載例

建設業に関する調査、研究、指導等建設工事の適正な
施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図るこ
とを目的とする社団又は財団で、建設業法第27条の37
に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た
団体の名称を記載

加入していない場合は「未加入」と記載



記載要領

様式第二十号の三（第四条関係） （用紙Ａ４）

主 　要　 取　 引　 金　 融 　機 　関　 名

岐阜十銀行　県庁支店

信 用 金 庫 ・ 信 用 協 同 組 合
政 府 関 係 金 融 機 関

普 通 銀 行
長 期 信 用 銀 行

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫

大垣共生銀行　県庁支店

そ の 他 の 金 融 機 関

　２　各金融機関とも、本所、本店、支所、支店、営業所、出張所等の区別まで記載すること。　　

　　（例　○○銀行○○支店）

　１　「政府関係金融機関」の欄は、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行等について記載すること。

記載例

ここには、独立行政法人住宅
金融支援機構、株式会社日
本政策金融公庫、株式会社
日本政策投資銀行等につい
て記載

本所、本店、支所、支店、
営業所、出張所等の区分
まで記載

ここには、農業協同組合、漁
業協同組合等について記載



記載要領[ 様式第二十二号の二 変更届出書]

１ （１）から（８）までの事項については、該当するものの番号を○で囲むこと。

２ 「 地方整備局長
「国土交通大臣 「般

北海道開発局長 及び については、不要のものを消すこと。
知事」 特」

知事」、

３ 「届出者」の欄は、この変更届出書により届出をしようとする者（以下「届出者」という。）の他にこの届出書を作

成した者がある場合には、届出者に加え、その者の氏名も併記し、押印すること。この場合には、作成に係る委任状の

写しその他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。

４ で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、

カラムからはみ出さないように記入すること。数字を記入する場合は、例えば １ ２のように右詰めで、また、

文字を記入する場合は、例えばＡ 建 設 工 業 のように左詰めで記入すること。

「大臣
５ ３ ５「許可番号」の欄の コード の欄は、現在許可を受けている行政庁について別表（一）の分類に従い、該

知事 」

当するコードを記入すること。

また、「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように、カラムに

数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。

なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて

記入すること。

６ ３ ６「法人番号」の欄は、申請者が法人であつて法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第15項に規定する法人番号をいう。）の指定を受けたものである場

合にのみ当該法人番号を記入すること。

７ 「変更前」及び「変更後」の欄は、届出事項について変更に係る部分を対比させて記載すること。

８ 「変更年月日」の欄は、実際に変更の行われた年月日を記載すること。

９ 届出の内容が、第７条第１号に規定する常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐する者の氏名に係る場合には、「備

考」の欄にその旨を記載すること。

10 届出の内容が、主たる営業所若しくは従たる営業所において営業しようとする建設業又は従たる営業所の名称若しく

は所在地に係る変更、従たる営業所の新設若しくは廃止以外の場合には、第二面の提出を要しない。

11 届出の内容が、営業所の新設の場合には、「変更後」の欄に、当該営業所に専任で置かれる法第７条第２号又は第１

５条第２号に規定する営業所技術者等の氏名を記載し、「備考」の欄に当該営業所の名称を記載すること。

12 ３ ７「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入し、その際、濁音又は半濁音を表す文字については、例

えばギ又はパのように１文字として扱うこと。

なお、株式会社等法人の種類を表す文字についてはフリガナは記入しないこと。

13 ３ ８「商号又は名称」の欄は、法人の種類を表す文字については次の表の略号を用いること。

（例 （ 株 ） Ａ 建 設 種 類 略 号

Ｂ 建 設 （ 有 ） ） 株 式 会 社 （株）

特例有限会社 （有）

合 名 会 社 （名）

合 資 会 社 （資）

合 同 会 社 （合）

協 同 組 合 （同）

協 業 組 合 （業）

企 業 組 合 （企）

14 ３ ９「代表者又は個人の氏名のフリガナ」の欄は、カタカナで姓と名の間に１カラム空けて記入し、その際、濁音

又は半濁音を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。

15 ４ ０「代表者又は個人の氏名」の欄は、届出者が法人の場合はその代表者の氏名を、個人の場合はその者の氏名を、

それぞれ姓と名の間に１カラム空けて記入すること。

16 ４ １「主たる営業所の所在地市区町村コード」及び８ ５「従たる営業所の所在地市区町村コード」の欄は、都道府

県の窓口備付けのコードブック（総務省編「全国地方公共団体コード」）により、営業所の所在する市区町村の該当す

るコードを記入すること。

「都道府県名」及び「市区町村名」には、それぞれ営業所の所在する都道府県名及び市区町村名を記載すること。

17 ４ ２「主たる営業所の所在地」及び８ ６「従たる営業所の所在地」の欄は、13により記入した市区町村コードによ



つて表される市区町村に続く町名、街区符号及び住居番号等を、「丁目」、「番」及び「号」については－（ハイフン）

を用いて、例えば霞 が 関 ２ － １ － １ ３ のように記入すること。

18 ４ ３及び８ ７のうち「電話番号」の欄は、市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区切り、例えば０

３ － ５ ２ ５ ３ － ８ １ １ １ のように左詰めで記入すること。

「 資 本 金 額
19 ４ ４ の欄は、届出者が法人の場合にのみ記入し、株式会社にあつては資本金額を、それ以外の法

又は出資総額 」
人にあつては出資総額を記入し、届出者が個人の場合には記入しないこと。

20 「連絡先」の欄は、この申請書又は添付書類を作成した者その他この申請の内容に係る質問等に応答できる者の氏名、

電話番号等を記載すること。

21 ８ １「区分」の欄は、次の分類に従い、該当する数字をカラムに記入すること。

「２．営業しようとする建設業又は従たる営業所の所在地の変更」・・・既に許可を受けて営む建設業の種類を変更

する場合及び従たる営業所の所在地を変更

する場合

「３．従たる営業所の新設」・・・新たに従たる営業所を追加する場合

「４．従たる営業所の廃止」・・・従たる営業所を廃止する場合

なお、従たる営業所の名称を変更する場合には、「３．従たる営業所の新設」により変更後の名称で当該営業所を追

加するとともに、「４．従たる営業所の廃止」により変更前の名称の当該営業所を廃止すること。

22 ８ ３及び８ ８「営業しようとする建設業」の欄は、一般建設業の場合は「１」を、特定建設業の場合は「２」を、

次の表の（ ）内に示された略号のカラムに記入すること。

土木工事業（土） 鋼構造物工事業（鋼） 熱絶縁工事業（絶）

建築工事業（建） 鉄筋工事業（筋） 電気通信工事業（通）

大工工事業（大） 舗装工事業（舗） 造園工事業（園）

左官工事業（左） しゆんせつ工事業（しゆ） さく井工事業（井）

とび・土工工事業（と） 板金工事業（板） 建具工事業（具）

石工事業（石） ガラス工事業（ガ） 水道施設工事業（水）

屋根工事業（屋） 塗装工事業（塗） 消防施設工事業（消）

電気工事業（電） 防水工事業（防） 清掃施設工事業（清）

管工事業（管） 内装仕上工事業（内） 解体工事業（解）

タイル・れんが・ブロツク工事業（タ） 機械器具設置工事業（機）

23 届出の変更が従たる営業所の所在地、電話番号、営業しようとする建設業の変更の場合においては、８ ４「従たる

営業所の名称」の欄に変更のある営業所の名称を記入するとともに、「内容」欄の変更する項目に変更後の内容を記入

すること。



様式第二十二号の二 （第八条、第九条関係）

　(1)商号又は名称　(2)営業所の名称、所在地又は業種　(3)資本金額　(4)役員等の氏名　(5)個人業者の氏名
　(6)支配人の氏名　(7)建設業法施行令第３条に規定する使用人 (8)　建設業法第7条第2号　に規定する営業所技術者

建設業法第15条第2号　に規定する特定営業所技術者
について変更があったので届出をします。

殿 届出者

許可年月日

◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】

連絡先
所属等 氏名 電話番号

ファックス番号

9 9 9 9 9

3 5 10 15

9 9 9 9 9 9法 人 番 号 ３ ６ 9 9

資 本 金 額
又 は 出 資 総 額

３

商 号 又 は 名 称

主 た る 営 業 所 の
所在地市区町村
コ ー ド

４

国土交通大臣
岐阜県知事

項 番

４

3

3

フ ブ

） 岐

令第３条に規定す津使
用人

〃

４ ４

ギ

２

薮３ ８ （ 株

郵 便 番 号 ４

阜

65

交替

経営業務の管理責任者

営業所技術者等 － 寺澤　　朝日

薮田　太郎 薮田　　建一郎 R6.4.1

備　　　　　考

役職等の氏名

営業所の新設 － 高山支店 R6.4.1

届　出　事　項 変　　更　　前 変　　更　　後

０ ０ ０

コード
知事

3

変　更　届　出　書

5 10 11

（用紙Ａ４）

０ ６

（
般

）－ 0

13 15

20

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

４ ０

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

１

2015

令和　6年　４月　１日

　代表取締役　　薮田　建一郎
株式会社　薮田南工務店
岐阜市司町１中部地方整備局長

岐阜県知事
北海道開発局長

大臣

月 1許 可 番 号 ３ ５ 2 51 5 年9 9 9 号
特

第 09 9 9

記

日許可 5令和 0

〃 取締役　　薮田　建一郎 代表取締役　　薮田　建一郎

変更年月日

代表取締役　　薮田　太郎 － R6.4.1

R6.4.1

〃

〃 －

退任

代表取締役の変更

〃 － 取締役　　笠松　新 R6.4.1 就任

－ 高山氏上岡本町7-468 R6.4.1

郡上支店長　　宮地　和良 郡上支店長　　剣　大和

（建）（大）（と）（管）

－ 高山支店長　　寺澤　朝日

R6.4.1

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

３ ７

宮地　和良

商号 （株）薮田組

〃

タ コ

（株）岐阜薮田工務店 R6.4.1

高山支店

R6.4.1 就任（営業所の新設）

剣　　大和 R6.4.1 郡上支店

R6.4.1

ウ ム テ ン
23 25 30 35 40

ヤ

3 5 10 15 20

田 工 務 店
23 25 30 35 40

15

ケ

3 5 10

ン イ ロ

20

代表者又は個人の
氏 名 の フ リ ガ ナ

３ ９ ヤ ブ タ
3 5 10

ウチ

薮 田 郎建 一
3 5

5 10

23 25 30 35 40

10 15

－ 電 話 番 号

10

, ,

3 5

203 5 10 15

（第一面）

　変更の内容が、次の◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】又は第二面の◎【営業しようと
する建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容を記入すること。

都道府県名 岐阜県 市区町村名

下記のとおり、

0

総務課 堀江　緑 ０５８－２７２－８５０４

０５８－２７８－２７３４

R6.4.1

（千円）

記載例

該当する番号を「〇」で囲む

不要のものを消す

許可年月日が複数あるときは最も古いものを記入

実際に変更の行われた年月日を記入

様式第１号別紙１

「役員の一覧表」
を添付すること

（第二面）
を添付すること

下記◎の該当欄
にも記載すること

濁音又は半濁音を表す文字については、１文字として扱う。[例：ギ、パ]

（株）等、法人の種類を表す文字については、フリガナは記入しない

法人の種類を表す文字については

記載要領の略語を用いること。

［例：株式会社→（株）］
姓と名の間は１カラム空けて記入

市町村名に続く町名、街区符号及び住居番号等を記入
丁目、番及び号については－（ﾊｲﾌﾝ）を用いて記入

左詰めで記入

右詰めで記入

変更のあった

部分のみ
記入すること



許可年月日

（従たる営業所）

フリガナ

（従たる営業所）

フリガナ

（従たる営業所）

フリガナ
20

国土交通大臣
岐阜県知事

ゲロエイギョウショ

岐阜県

都道府県名

10 15

タカヤマシテン

都道府県名 高山市

－
般

30

変更前

3 5 10 15 20 25 30

15

15 20

変更前

3 5 10 15 20 25

1

30

3 5 10 15 20 25

25 3020

変更前

3 5 10 15

日
特

年 月号 令和

155 10 11 13

清

許 可 番 号 8 2

井

項 番 3

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

許可（ ）第

大臣コード
知事

区 分 8 1

大

2 2

左 と 清

1 1

消水

13 3 － 1

25 30

7 7電 話 番 号 0 58 8

従たる営業所の
所 在 地

8 6

郵 便 番 号

2 1 2 0

山 支 店

変更前 2 2

と す る 建 設 業

従 た る 営 業 所 の
名 称

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

郵 便 番 号

内
　
　
容

営 業 し よ う

従たる営業所の
所 在 地

上

8

機 園防 内板 ガ管

3 5

舗電 タ 鋼 筋

3 5

（主たる営業所）

3 5

と す る 建 設 業

店

（第二面）
（用紙Ａ４）

項 番 3

40

8 4 郡 支
20

園

2

具 水塗

15

10 15

3530

都道府県名

23 25

8 5

20

市区町村名

10

8 6

23 25 30 35

3 5 6 10 15 20

－7 電 話 番 号

具井しゆ 塗土 大 屋石建 左 と

8 8 2

23

5 0

3

上

2

土 建

通

1

高
3 5 10 15

2

市区町村名

35

絶

－

土 建
3

筋鋼屋

営 業 し よ う
8 3

電 管 タ石

）

舗 板 ガ 内 機 絶 通
5 10 15

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

大 左 と 防しゆ 消

20

20 25 30

（

（
水

従 た る 営 業 所 の
8 4

名 称
23 25 30 35 40

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5 3

5 10 15 20

岡 本 町 7 ー 4 6 8
40

3 5 6 10 15 20

8 7 6 － 8 6

石 屋 管 タ電 鋼 筋 しゆ板舗 ガ 塗 内 機防
（

絶 通 井 具園
営 業 し よ う

8 8
と す る 建 設 業

業 所

1

3 5

下 呂 営従 た る 営 業 所 の
8 4

名 称
23 25 30 35 40

郵 便 番 号

市区町村名

3 5 10

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

4023 25 30 35

3 5 6 10

8 7 － 電 話 番 号

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清
（

2 2
営 業 し よ う

8 8
と す る 建 設 業

2 1

３．従たる営業所
　　の新設

４．従たる営業所
　　の廃止

１．一般
２．特定

１．一般
２．特定

消 清

40

）

１．一般
２．特定

）

１．一般
２．特定

）

解

解

解

解

記載例 該当する区分（２，３又は４）を記入

＊区分ごとに別葉で作成

＊（第二面）は、下記の場合にのみ添付
区分２ ・「主たる営業所（本店）」若しくは「従たる営業所（支店）」

において営業しようとする建設業（業種）の変更
区分２ ・「従たる営業所」の名称若しくは所在地に係る変更
区分３ ・「従たる営業所」の新設
区分４ ・「従たる営業所」の廃止

区分２「主たる営業所の営業しようとする建設業（業種）の変更」の場合
上段：変更後
下段：変更前
の業種について、一般｢1｣、特定｢2｣を記
入

＊区分２で従たる営業所のみの変
更
区分３又は区分４の変更
の場合は、この欄は記入しない

区分２「従たる営業所の営業しようとする建設業（業種）の変更」の場合

＊「従たる営業所」の名称の変更の場合は、変更後の名称を記入

上段：変更後
下段：変更前
の業種について、一般｢1｣、特定｢2｣を記
入

＊「従たる営業所」

の所在地等に係る

変更の場合は
項番85～87

を記入すること

区分３「従たる営業所の新設」の場合

上段：当該営業所で営業しようとする業種を記入
下段：空欄

区分４「従たる営業所」の場合

上段：空欄
下段：当該営業所で営業しようとする業種を記入



記載要領[ 様式第二十二号の三 届出書]

１ この届出書は次の場合に、それぞれの場合ごとに作成すること。

（１） 法第７条第１号に掲げる基準を満たさなくなつた場合

この場合、「（１）」を○で囲むとともに、５ ２「氏名」及び「生年月日」の欄に記入すること。

（２） 法第７条第２号又は法第15条第２号に掲げる基準を満たさなくなつた場合

この場合、「（２）」を○で囲むとともに、５ ３「氏名」及び「生年月日」、「営業所の名称」並びに「建設工事の

種類」の欄に記入すること。

（３） 許可を受けている一部の業種の廃業、営業所の廃止等のため、専任の技術者を削除した場合

この場合、「（３）」を○で囲むとともに、５ ３「氏名」及び「生年月日」、「営業所の名称」並びに「建設工事の

種類」の欄に記入すること。

（４） 法第８条第１号及び第７号から第14号までに規定する欠格要件に該当するに至つた場合

この場合、「（４）」を○で囲むとともに、「具体的事由」の欄に記入すること。

２ 「 地方整備局長
「国土交通大臣 「般

北海道開発局長 及び については、不要のものを消すこと。
知事」 特」

知事」、

３ 「届出者」の欄は、この届出書により届出をしようとする者（以下「届出者」という。）の他にこの届出書を作成し

た者がある場合には、届出者に加え、その者の氏名も併記し、押印すること。この場合には、作成に係る委任状の写し

その他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。

４ で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、

カラムからはみ出さないように記入すること。

「大臣
５ ５ １「許可番号」の欄の コード の欄は、現在許可を受けている行政庁について別表（一）の分類に従い、該

知事 」

当するコードを記入すること。

また、「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように、カラムに

数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。

なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて

記入すること。

６ ５ ２及び５ ３「氏名」の欄は、姓と名の間に１カラム空けて、例えば建 設 太 郎 のように左詰めで文字

をカラムに記入すること。

また、「生年月日」の欄は、「元号」のカラムに略号を記入するとともに、例えば０ １月０ １日のように、カラム

に数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。

７ 「建設工事の種類」の欄は、届け出た技術者が営業所技術者等となつていた建設業に係る建設工事について、次の表

の

（ ）内に示された略号で記載すること。

土木一式工事（土） 鋼構造物工事（鋼） 熱絶縁工事（絶）

建築一式工事（建） 鉄筋工事（筋） 電気通信工事（通）

大工工事（大） 舗装工事（舗） 造園工事（園）

左官工事（左） しゆんせつ工事（しゆ） さく井工事（井）

とび・土工・コンクリート工事（と） 板金工事（板） 建具工事（具）

石工事（石） ガラス工事（ガ） 水道施設工事（水）

屋根工事（屋） 塗装工事（塗） 消防施設工事（消）

電気工事（電） 防水工事（防） 清掃施設工事（清）

管工事（管） 内装仕上工事（内） 解体工事（解）

タイル・れんが・ブロツク工事（タ） 機械器具設置工事（機）



様式第二十二号の三（第十条の二関係）

（１）　建設業法第７条第１号に掲げる

（２）　建設業法第７条第２号又は同法第15条第２号 ので届出をします。

殿

許可年月日

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

具体的事由

岐阜建設　　株式会社
岐阜市薮田南２－１－１

土、と、解大垣支店

日

13

13

営業所の名称 建設工事の種類

年 月生年月日氏 名 ５ ３

日

3 5 10

月

営業所の名称 建設工事の種類

年氏 名 ５ ３

3 5 10 14

生年月日

日

営業所の名称 建設工事の種類

S 0年 9 1月 1生年月日 93三 郎

14 1610 13 18

氏 名 ５ ３ 市 橋

3

生年月日２

3 5 10

雅 春

記

氏 名 ５ 9 日

1814

月

）－ 0 5 令和 0第 1 1 2 月3 3 号 1 052

10

代表取締役　　岐阜　太郎

11 13 15

日年 0 6

3 5

項 番
大臣

コード
知事

北海道開発局長
岐阜県知事

合落

許 可 番 号 1

(1)　建設業法第７条第１号に掲げる基準〔経営業務の管理責任者〕を満たさなくなつた場合

届 出 者

許可
特

５
般国土交通大臣

岐阜県知事
１ 2 （

令和　6年　4月　１日

中部地方整備局長

(3)　営業所技術者等を削除した場合

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ８

届　　　　　　　出　　　　　　　書

16

5 0

13

年 0 97Ｓ

(2)　建設業法第７条第２号又は同法第15条第２号に掲げる基準〔営業所技術者等〕を満たさなくなつた場合

16 18

5

（３）　営業所技術者等を削除した
（４）　欠格要件に該当するに至つた

　　　基準を満たさなくなつた
下記のとおり、

　　 に掲げる基準を満たさなくなつた

(4)　建設業法第８条第１号及び第７号から第13号までに規定する欠格要件に該当するに至つた場合

14 16 18

記載例

該当する理由を〇で囲む

不要のものを消す

該当する理由を
〇で囲む

許可を受けている一部の業種を廃業した場合、又は営業所の
廃止等に伴い専任の技術者を削除したい場合は(3)を〇で囲む

姓と名の間は１カラム空けて記入

許可年月日が複数あるとき
は最も古いものを記入



記載要領[ 様式第二十二号の四 廃業届] 

  

１  「 地方整備局長 
                        「国土交通大臣       「般 
    北海道開発局長                    及び       については、不要のものを消すこと。 
                             知事」       特」 

                 知事」、 

 

２ 「届出者」の欄は、この廃業届により廃業等の届出をしようとする者（以下「届出者」という。）の他にこの届出

書を作成した者がある場合には、届出者に加え、その者の氏名も記載すること。この場合には、作成に係る委任状の

写しその他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。 

 

３        で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、

カラムからはみ出さないように記入すること。 

 

４ ５  ４「届出の区分」の欄は、許可を受けている全部の業種の廃業の場合は「１」を、許可を受けている一部の業種 

の廃業の場合には「２」をカラムに記入すること。 

  

                            「大臣 

 ５ ５ ５「許可番号」の欄の       コード の欄は、現在許可を受けている行政庁について別表（一）の分類に従い、  

                              知事 」 

該当するコードを記入すること。 

   また、「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように、カラム

に数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。 

   なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについ

て記入すること。 

 ６  ５ ６「廃止した建設業」の欄は、この届出書により廃止を届け出る建設業が一般建設業の場合は「１」を、特定建 

設業の場合は「２」を、次の表の（ ）内に示された略号のカラムに記入すること。 

土木工事業（土） 

建築工事業（建） 

大工工事業（大） 

左官工事業（左） 

とび・土工工事業（と） 

石工事業（石） 

屋根工事業（屋） 

電気工事業（電） 

管工事業（管） 

タイル・れんが・ブロツク工事業（タ） 

鋼構造物工事業（鋼） 

鉄筋工事業（筋） 

舗装工事業（舗） 

しゆんせつ工事業（しゆ） 

板金工事業（板） 

ガラス工事業（ガ） 

塗装工事業（塗） 

防水工事業（防） 

内装仕上工事業（内） 

機械器具設置工事業（機） 

熱絶縁工事業（絶） 

電気通信工事業（通） 

造園工事業（園） 

さく井工事業（井） 

建具工事業（具） 

水道施設工事業（水） 

消防施設工事業（消） 

清掃施設工事業（清）  

解体工事業（解）  

 

  

 ７ ５ ７「届出時に許可を受けている建設業」の欄は、この届出書により廃止を届け出る建設業を含め、許可を受けて 

いる建設業のすべてについて、６と同じ要領で記入すること。 

 

８ 太線の枠内には記入しないこと。 

 

９ 【備考】の欄は、（１）から（５）までの廃業等の理由のうち、該当するものを○で囲むこと。 



様式第二十二号の四 （第十条の三関係）

 下記のとおり、建設業を廃止したので届出をします。

殿

許可年月日

【備考】

(1)　許可に係る建設業者が死亡したため

(2)　法人が合併により消滅したため

(3)　法人が破産手続開始の決定により解散したため

(4)　法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したため

(5)　許可を受けた建設業を廃止したため

(4) 　法人が合併又は破産手
続開始の決定以外の事由によ
り解散したとき

清算人
登記事項証明書（法人が解散したことが確
認できるもの）

(5) 　許可を受けた建設業の
全部又は一部を廃止したとき

許可を受けた者
(代表者)

法人の場合：登記事項証明書
（届出時点の法人代表者がわかるもの）
個人の場合：事業主本人の身分確認ができるもの

(2) 　法人が合併により消滅
したとき

役員であった者
登記事項証明書（合併により法人が消滅し
たことがわかる、消滅した法人のもの）

(3) 　法人が破産手続開始の
決定により解散したとき

破産管財人
登記事項証明書（破産したことが確認でき
るもの）又は破産管財人の証明書（裁判所
証明のものに限る）

廃業等の理由 届出をすべき者 提出していただく資料（写し可） 原本を確認する資料（提出不要）

(1)　 許可を受けた建設業者
(個人)が死亡したとき

相続人
戸籍謄本等
（相続関係及び死亡年月日がわかるもの）

※　許可を受けた後に、次の事項に該当した場合は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
　　また、廃業の理由ごとに届出をすべき者が定められております。廃業届の提出に当たっては、適法な届出者であるかどうかを
　　窓口で確認しますので、廃業届と併せて下記の資料をご持参ください。

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ９

廃　　　業　　　届

令和　6年　　４月　１日

中部地方整備局長 岐阜市司町１
北海道開発局長 株式会社　岐阜薮田工務店

岐阜県知事 届 出 者 　代表取締役　　　薮田　建一郎

項 番 3

届 出 の 区 分 ５ ４ 2 （
1.全部の業種の廃業

）
2.一部の業種の廃業

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ５ ５ 2 1
国土交通大臣

許可 （
般

－ 0 5 ）第 9 9 9 9 9 9 号 令和 0 5 年 0 5 月 1 0 日
岐阜県知事 特

記

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

廃 止し た建 設業 ５ ６ 2

（
1.一般
2.特定

）
届 出時 に許 可を

3 5 10 15 20

1 1

25 30

５ ７ 2 2 2 2
受けている建設業

3

行政庁側記入欄
整理区分

５ ８

3 5 7

決裁年月日 ５ ９ 令和 日

廃 業等 の年 月日 令和　６年　　４月　　１日

廃 業 等 の 理 由

年 月

記載例（一部廃業の場合）

不要のものを消す

該当する区分（１又は２）を記入

※一部廃業の場合の同時提出書類
○専任技術者について
廃業する業種を担当していた専任技術者について、
①又は②のいずれかを同時に提出
①引き続き専任技術者となる場合 （他の業種を担当等）

→ 様式第８号専任技術者証明書 及び 様式第２２号の２ 変更届出書
②専任技術者でなくなる場合 （退職、国家資格者等の追加等）

→ 様式第２２号の２ 変更届出書 及び 様式第22号の3 届出書
* 国家資格者等の追加時は、様式第11号の2も添付

○「従たる営業所」がある場合
廃業する業種が「従たる営業所」の営業業種であった場合は、
「様式第22号の2 変更届出書(第一面)及び(第二面)」を提出

許可年月日が複数あるときは最も古いものを記入

項番56： 廃業する業種

項番57： 現在許可を受けているすべての業種

について、一般「1」、特定「2」を記入

*「1.全部廃業」の場合、項番56・57に同じ数字を記入

｢行政庁側記入欄｣は記入しない

該当する番号を
「○」で囲む



記載要領

１ この届出書は次の場合に、それぞれの場合ごとに作成すること。

（１） 法第７条第１号に掲げる基準を満たさなくなつた場合

この場合、「（１）」を○で囲むとともに、５ ２「氏名」及び「生年月日」の欄に記入すること。

（２） 法第７条第２号又は法第15条第２号に掲げる基準を満たさなくなつた場合

この場合、「（２）」を○で囲むとともに、５ ３「氏名」及び「生年月日」、「営業所の名称」並びに「建設工事の

種類」の欄に記入すること。

（３） 許可を受けている一部の業種の廃業、営業所の廃止等のため、営業所技術者等を削除した場合

この場合、「（３）」を○で囲むとともに、５ ３「氏名」及び「生年月日」、「営業所の名称」並びに「建設工事の

種類」の欄に記入すること。

（４） 法第８条第１号及び第７号から第14号までに規定する欠格要件に該当するに至つた場合

この場合、「（４）」を○で囲むとともに、「具体的事由」の欄に記入すること。

２ 「 地方整備局長
「国土交通大臣 「般

北海道開発局長 及び については、不要のものを消すこと。
知事」 特」

知事」、

３ 「届出者」の欄は、この届出書により届出をしようとする者（以下「届出者」という。）の他にこの届出書を作成し

た者がある場合には、届出者に加え、その者の氏名も記載すること。この場合には、作成に係る委任状の写しその他の

作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。

４ で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、

カラムからはみ出さないように記入すること。

「大臣
５ ５ １「許可番号」の欄の コード の欄は、現在許可を受けている行政庁について別表（一）の分類に従い、該

知事 」

当するコードを記入すること。

また、「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように、カラムに

数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。

なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて

記入すること。

６ ５ ２及び５ ３「氏名」の欄は、姓と名の間に１カラム空けて、例えば建 設 太 郎 のように左詰めで文字

をカラムに記入すること。

また、「生年月日」の欄は、「元号」のカラムに略号を記入するとともに、例えば０ １月０ １日のように、カラム

に数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。

７ 「建設工事の種類」の欄は、届け出た技術者が営業所技術者等となつていた建設業に係る建設工事について、次の表

の

（ ）内に示された略号で記載すること。

土木一式工事（土） 鋼構造物工事（鋼） 熱絶縁工事（絶）

建築一式工事（建） 鉄筋工事（筋） 電気通信工事（通）

大工工事（大） 舗装工事（舗） 造園工事（園）

左官工事（左） しゆんせつ工事（しゆ） さく井工事（井）

とび・土工・コンクリート工事（と） 板金工事（板） 建具工事（具）

石工事（石） ガラス工事（ガ） 水道施設工事（水）

屋根工事（屋） 塗装工事（塗） 消防施設工事（消）

電気工事（電） 防水工事（防） 清掃施設工事（清）

管工事（管） 内装仕上工事（内） 解体工事（解）

タイル・れんが・ブロツク工事（タ） 機械器具設置工事（機）

記載要領［様式第二十二号の五 譲渡及び譲受け認可申請書］



岐阜市薮田南2-1-1
岐阜建設株式会社

大垣市江崎町422-3

行政庁側記入欄
許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

許可年月日

日
岐阜県知事 特

年 0 4 月 0 15 6 号 令和 0 2）第 1 2 3 41
国土交通大臣

許可 （
般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 １ ８ 2

（ ）

大臣
コード

知事
3

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ７

（千円）

25

法人又は個人の別 １ ６ （ ）

13 15 203 4 5 10

フ ァ ッ ク ス 番 号

電 話 番 号－郵 便 番 号 １ ５

3 5 6 10 15 20

20

都道府県名

25 30 35 40

代 表 者 又 は
１ ２

譲渡及び譲受け後
の主たる営業所の
所 在 地

１ ４

23

市区町村名

3 5 10 15

個 人 の 氏 名

譲渡及び譲受け後
の主たる営業所の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

１ ３

3 5 10
支配人の氏名

代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

１ １

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称 １ ０

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ９

3 5 10 15

111

30

０ ８ 1

251510

1

認可申請時におい
て 許 可 を 受 け て
い る 建 設 業

3 5

11 11 1 1

園 井 具 水 消 清塗 防 内 機 絶 通鋼 筋 舗しゆ板 ガと 石 屋 電 管 タ
＜譲受人に関する事項＞

譲渡及び譲受け後に
営 業 し よ う と す る
建 設 業

土 建 大 左

０ ７ 1

岐阜県知事 特
号1 2 3 4 5 6許可 （

般
－ ）第

3 5 10

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ６ 2 1
国土交通大臣

譲渡及び譲受け
の 価 格

０ ５ 2,500,000円

大臣
コード

知事

0 1 日

譲渡及び譲受け
の 理 由

０ ４
※譲渡及び譲受けを行う理由を簡潔に記載すること。

0 6 年 0 4 月

日

3 5 7

譲渡及び譲受け
年 月 日

０ ３ 令和

年 月認 可 申 請 年 月 日 ０ ２ 令和

日
知事 特

3 5 7

年 月号 令和）第
国土交通大臣

許可 （
般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 ０ １

大臣コード
知事

項 番 3

様式第二十二号の五（第十三条の二関係） （用紙Ａ４）

０ ０ 1 ０ 1

地方整備局長
北海道開発局長 大垣建設株式会社

岐阜県知事 殿 譲受人 代表取締役　　大垣　次郎

譲　渡　及　び　譲　受　け　認　可　申　請　書
（第１面）

この申請書により、建設業の譲渡及び譲受けの認可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

申請者 譲渡人 代表取締役　　岐阜　太郎

0 2

１.一般

２.特定

0 5

１.一般

２.特定

項番09～17については、許可申請書様式第1号の

項番06～14の記載例をご参照ください。

（譲受人について記載）

事業譲渡日を記載します。

事業譲渡の価格を記載します。

※代金がかからない場合は、

「－」（ハイフン）又は「0」
事業譲渡後に使用する許可番

号を記載します。

※許可業者同士の譲渡の場合、

使用する許可番号を選択可。

項番18は譲受人が許可業者

の場合に記入します。

項番07は項番08と項番19を合わせた業種と必ず一致します。



解

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く営業所技術者等については別紙による。

連絡先

所属等　　　　　　経理課 氏名　　　　　　建設　太一 電話番号　　　058－272－1111

ファックス番号　　　058－272－1111

日
岐阜県知事 特

年 0 4 月 0 15 6 号 令和 0 2）第 1 2 3 43
国土交通大臣

許可 （
般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ９ 2

（ ）

大臣
コード

知事
3

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 ２ ８

（千円）

25

法人又は個人の別 ２ ７ （ ）

13 15 203 4 5 10

フ ァ ッ ク ス 番 号

電 話 番 号－郵 便 番 号 ２ ６

3 5 6 10 15 20

20

都道府県名

25 30 35 40

代 表 者 又 は
２ ３

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

２ ５

23

市区町村名

3 5 10 15

個 人 の 氏 名

主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

２ ４

3 5 10
支配人の氏名

代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

２ ２

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称 ２ １

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

２ ０

11

井 具 水 消 清

１ ９ 1

防 内 機 絶 通 園筋 舗しゆ板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼
譲 り 渡 す
建 設 業

土 建 大 左 と

1

3

（用紙Ａ４）

（第２面）

＜譲渡人に関する事項＞

0 2

0 2

１.一般

２.特定

項番20～28については、許可申請書様式第1号の

項番06～14の記載例をご参照ください。

（譲渡人について記載）

譲渡人が申請時に保有する全ての許可について記載します。一部の承継は不可。承継しないものは事前に一部廃業。



岐阜市薮田南2-1-1
岐阜建設

岐阜市薮田南2-1-1

行政庁側記入欄
許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

許可年月日

日
知事 特

年 月号 令和）第
国土交通大臣

許可 （
般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 １ ８

（ ）

大臣
コード

知事
3

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ７

（千円）

25

法人又は個人の別 １ ６ （ ）

13 15 203 4 5 10

フ ァ ッ ク ス 番 号

電 話 番 号－郵 便 番 号 １ ５

3 5 6 10 15 20

代 表 者 又 は
１ ２

譲渡及び譲受け後
の主たる営業所の
所 在 地

１ ４

23

市区町村名

3 5 10 15 20

都道府県名

25 30 35 40

個 人 の 氏 名

譲渡及び譲受け後
の主たる営業所の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

１ ３

3 5 10
支配人の氏名

代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

１ １

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称 １ ０

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ９

3 5 10 15

30

０ ８

251510認可申請時におい
て 許 可 を 受 け て
い る 建 設 業

3 5

1

園 井 具 水 消 清塗 防 内 機 絶 通鋼 筋 舗しゆ板 ガと 石 屋 電 管 タ
＜譲受人に関する事項＞

譲渡及び譲受け後に
営 業 し よ う と す る
建 設 業

土 建 大 左

０ ７

岐阜県知事 特
号2 0 0 0 0 0許可 （

般
－ ）第

3 5 10

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ６ 2 1
国土交通大臣

譲渡及び譲受け
の 価 格

０ ５ ー円

大臣
コード

知事

0 1 日

譲渡及び譲受け
の 理 由

０ ４
　例：法人成りのため

0 6 年 0 4 月

日

3 5 7

譲渡及び譲受け
年 月 日

０ ３ 令和

年 月認 可 申 請 年 月 日 ０ ２ 令和

日
知事 特

3 5 7

年 月号 令和）第
国土交通大臣

許可 （
般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 ０ １

大臣コード
知事

項 番 3

様式第二十二号の五（第十三条の二関係） （用紙Ａ４）

０ ０ 1 ０ 1

地方整備局長
北海道開発局長 岐阜建設株式会社

岐阜県知事 殿 譲受人 代表取締役　　岐阜　太郎

譲　渡　及　び　譲　受　け　認　可　申　請　書
（第１面）

この申請書により、建設業の譲渡及び譲受けの認可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

申請者 譲渡人 事業主　　岐阜　太郎

１.一般

２.特定

0 5

１.一般

２.特定

項番09～17については、許可申請書様式第1号の

項番06～14の記載例をご参照ください。

（譲受人（法人）について記載）

事業譲渡日を記載します。（法人設立日ではない。）

法人成りは個人事業主→法人の事業譲渡と捉えます。

認可申請時点までに法人が設立されている必要があります。

※申請時点で設立されていなければ、認可申請の主体が不確

定となるため。

事業譲渡の価格を記載します。※代金がかからない場

合は、「－」（ハイフン）又は「0」

法人成りの場合、譲受人

は設立して間もないため、

項番18は空欄です。

項番07は項番19の業種と必ず一致します。

法 人 成 り の 場 合



解

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く営業所技術者等については別紙による。

連絡先

所属等 氏名　　　　岐阜　太郎 電話番号　　　058－272－1111

ファックス番号　　　058－272－1111

日
岐阜県知事 特

年 0 4 月 0 10 0 号 令和 0 5）第 2 0 0 0
国土交通大臣

許可 （
般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ９

（ ）

大臣
コード

知事
3

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 ２ ８

（千円）

25

法人又は個人の別 ２ ７ （ ）

13 15 203 4 5 10

フ ァ ッ ク ス 番 号

電 話 番 号－郵 便 番 号 ２ ６

3 5 6 10 15 20

20

都道府県名

25 30 35 40

代 表 者 又 は
２ ３

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

２ ５

23

市区町村名

3 5 10 15

個 人 の 氏 名

主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

２ ４

3 5 10
支配人の氏名

代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

２ ２

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称 ２ １

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

２ ０

1

井 具 水 消 清

１ ９

防 内 機 絶 通 園筋 舗しゆ板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼
譲 り 渡 す
建 設 業

土 建 大 左 と

3

（用紙Ａ４）

（第２面）

＜譲渡人に関する事項＞

１.一般

２.特定

0 5

項番20～28については、許可申請書様式第1号の

項番06～14の記載例をご参照ください。

（譲渡人（個人）について記載）

譲渡人が申請時に保有する全ての許可について記載します。一部の承継は不可。承継しないものは事前に一部廃業。



様式第二十二号の六（第十三条の二関係）

殿

記載要領

「

については、不要のものを消すこと。

地方整備局長

（用紙Ａ４）

誓　　　　約　　　　書

　申請者は、第13条の２第８項の規定により読み替えて準用する第７条第２号に規定す
る届書を譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割の日から法令で定められた期限までに提
出することを誓約します。

令和　　　年　　　月　　　日

申請者　　　  　　　　　　  

北海道開発局長

岐阜県知事

地方整備局長　　

北海道開発局長　　

　　　　　知事　」

〇申請時点で様式７号の３が提出できない場合に提出します。

〇本様式を提出した場合、承継日から２週間以内に様式７号の

３及び健康保険等の加入確認資料を提出する必要があります。



記載要領[ 様式第二十二号の七 合併認可申請書 ]

１ 「 地方整備局長
「国土交通大臣 「般

北海道開発局長 及び については、不要のものを消すこと。
知事」 特」

知事」、

２ 「申請者」の欄は、この申請書により認可を申請する者（以下「申請者」という。）の他にこの申請書又は添付書類を

作成した者がある場合には、申請者に加え、その者の氏名も記載すること。この場合には、作成に係る委任状の写しそ

の他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。

３ 太線の枠内には記入しないこと。

４ で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、カ

ラムからはみ出さないように記入すること。数字を記入する場合は、例えば １ ２のように右詰めで、また、文字

を記入する場合は、例えばＡ 建 設 工 業 のように左詰めで記入すること。

５ ０ ３「合併年月日」の欄は、合併を行う年月日を記入すること。

６ ０ ４「合併の理由」の欄は、合併を行う理由を簡潔に記入すること。

７ ０ ６「合併後に引き続き使用する許可番号」の欄は、合併消滅法人又は合併存続法人が現在有している建設業の許可

番号のうち引き続き使用する許可番号を記入すること。ただし、建設業の許可を行つた者と認可を行う者が異なる場合

は、許可番号を引き続き使用することはできないため記入しないこと。

８ ０ ７「合併後に営業を行う建設業」の欄は、この申請により認可を受け合併が行われた後に営業する建設業について、

一般建設業の場合は「１」を、特定建設業の場合は「２」を、次の表の（ ）内に示された略号のカラムに記入する

こと。

土木工事業（土） 鋼構造物工事業（鋼） 熱絶縁工事業（絶）

建築工事業（建） 鉄筋工事業（筋） 電気通信工事業（通）

大工工事業（大） 舗装工事業（舗） 造園工事業（園）

左官工事業（左） しゆんせつ工事業（しゆ） さく井工事業（井）

とび・土工工事業（と） 板金工事業（板） 建具工事業（具）

石工事業（石） ガラス工事業（ガ） 水道施設工事業（水）

屋根工事業（屋） 塗装工事業（塗） 消防施設工事業（消）

電気工事業（電） 防水工事業（防） 清掃施設工事業（清）

管工事業（管） 内装仕上工事業（内） 解体工事業（解）

タイル・れんが・ブロツク工事業（タ） 機械器具設置工事業（機）

９ ０ ８「認可申請時において合併存続法人が許可を受けている建設業」の欄は、合併存続法人が建設業者である場合に、

認可申請時において許可を受けている建設業について、８と同じ要領で記入すること。

10 ０ ９又は２ ０「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入し、その際、濁音又は半濁音を表す文字につい

ては、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。

なお、株式会社等法人の種類を表す文字については、フリガナは記入しないこと。

11 １ ０又は２ １「商号又は名称」の欄は、法人の種類を表す文字については次の表の略号を用いること。

（例 （ 株 ） Ａ 建 設 種 類 略 号

Ｂ 建 設 （ 有 ） ） 株 式 会 社 （株）

特例有限会社 （有）

合 名 会 社 （名）

合 資 会 社 （資）

合 同 会 社 （合）

協 同 組 合 （同）

協 業 組 合 （業）

企 業 組 合 （企）

12 １ １又は２ ２「代表者の氏名のフリガナ」の欄は、カタカナで姓と名の間に１カラム空けて記入し、その際、濁音

又は半濁音を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。

13 １ ２又は２ ３「代表者の氏名」の欄は、法人の代表者の氏名を姓と名の間に１カラム空けて記入すること。また、「支

配人の氏名」の欄は、申請者が個人の場合において、支配人があるときは、その者の氏名を記載すること。

14 １ ３「合併後の主たる営業所の所在地市区町村コード」の欄又は２ ４「主たる営業所の所在地市区町村コード」の

欄は、都道府県の窓口備付けのコードブック（総務省編「全国地方公共団体コード」）により、主たる営業所の所在する

市区町村の該当するコードを記入すること。

「都道府県名」及び「市区町村名」には、それぞれ主たる営業所の所在する都道府県名及び市区町村名を記載するこ

と。

15 １ ４「合併後の主たる営業所の所在地」の欄又は２ ５「主たる営業所の所在地」の欄は、14により記入した市区町

村コードによつて表される市区町村に続く町名、街区符号及び住居番号等を、「丁目」、「番」及び「号」については－（ハ

イフン）を用いて、例えば霞 が 関 ２ － １ － １ ３ のように記入すること。

16 １ ５又は２ ６のうち「電話番号」の欄は、市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区切り、例えば０

３ － ５ ２ ５ ３ － ８ １ １ １ のように左詰めで記入すること。

17 １ ６又は２ ７のうち「資本金額又は出資総額」の欄は、株式会社にあつては資本金額を、それ以外の法人にあつて

は出資総額を記入すること。

「法人番号」の欄は、申請者が法人であつて法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

の促進に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第15項に規定する法人番号をいう。）の指定を受けたものである場合



にのみ当該法人番号を記入すること。

18 １ ８又は２ ９のうち「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、それぞれ合併存続法人又は合併消滅法人が現在許可

を受けている建設業について記入すること。

「大臣
「許可番号」の欄の コード の欄は、現在許可を受けている行政庁について別表（一）の分類に従い、該当

知事 」

するコードを記入すること。

また、「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように、カラムに数

字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。

なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて

記入すること。

19 １ ９ 「認可申請時に合併消滅法人が許可を受けている建設業」の欄は、この申請書により合併の認可を申請する合

併消滅法人が許可を受けている建設業を８と同じ要領で記入すること。

20 「連絡先」の欄は、この申請書又は添付書類を作成した者その他この申請の内容に係る質問等に応答できる者の氏名、

電話番号等を記載すること。

21 合併消滅法人（建設業者としての地位を承継させる者に限る。）が複数ある場合は、＜合併消滅法人に関する事項＞に

ついては、合併消滅法人ごとに記載すること。



岐阜市薮田南2-1-1
岐阜建設株式会社

岐阜市薮田南2-1-1

行政庁側記入欄
許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,
（千円）

25

資 本 金 額 等 １ ６

13 15 204 5 10

フ ァ ッ ク ス 番 号

電 話 番 号－郵 便 番 号 １ ５

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

20

合 併 後 の 主 た る
営 業 所 の 所 在 地

１ ４

都道府県名 市区町村名

3 5 10 15

合併後の主たる営
業所の所在地市町
村 コ ー ド

１ ３

の 氏 名
3 5

3 5 10

代 表 者
１ ２

代 表 者 の 氏 名 の
フ リ ガ ナ

１ １

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称 １ ０

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称 の
フ リ ガ ナ

０ ９

3 5 10 15 20

11

30

認可申請時におい
て合併存続法人が
許可を受けている
建 設 業

０ ８ 2 1

2510 153 5

111 1

清
合併後に営業しよ
う と す る 建 設 業

０ ７ 1 2 1 1

通 園 井 具 水 消ガ 塗 防 内 機 絶タ 鋼 筋 舗しゆ板
　　　　＜合併存続法人又は合併により新設される法人に関する事項＞

土 建 大 左 と 石 屋 電 管

2 号第 2 2 2 2 2
国土交通大臣

許可 （
般

－ ）
岐阜県知事 特

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ６ 2 1

3 5 10

合 併 の 価 格 ０ ５ 60,000,000円

大臣
コード

知事

0 1 日

合 併
の 理 由

０ ４
※企業合併に至った理由や経営判断について簡潔に記載すること。

0 6 年 0 4 月

日

3 5 7

合 併 年 月 日 ０ ３ 令和

年 月認 可 申 請 年 月 日 ０ ２ 令和

日
知事 特

3 5 7

年 月号 令和）第
国土交通大臣

許可 （
般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 ０ １

大臣コード
知事

項 番 3

様式第二十二号の七（第十三条の二関係） （用紙Ａ４）

０ ０ 1 1 １

地方整備局長
北海道開発局長

岐阜県知事 殿

申請者 代表取締役　　岐阜　太郎

代表取締役　　岐阜　次郎

合　併　認　可　申　請　書
（第１面)

この申請書により、合併の認可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

岐阜土木株式会社

１.一般

２.特定

１.一般

２.特定

合併存続法人（上段に記載すること）及び合

併消滅法人の全てについて記載します。

※所在地、称号、代表者が同一となる場合に

もまとめずに分けて記載。

合併日を記載します。

合併の価格を記載します。※代金がかからない場合、

「－」（ハイフン）又は「0」を記載。

0 2

項番07は項番08と項番19を合わせた業種と必ず一致します。

項番09～17については、許可申請書様式第1号の

項番06～14の記載例をご参照ください。

（合併存続法人又は合併新設法人について記載）

合併後に使用する許可番号を記載。

許可業者同士の合併の場合、使用

する許可番号を選択可。



１．有
２．無

許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所技術者等については別紙による。

連絡先

ファックス番号　　　058－272－1111

日
岐阜県知事 特

所属等　　　　　　経理課 氏名　　　　　　建設　太一 電話番号　　　058-272-1111

年 0 4 月 0 12 2 号 令和 0 2）第 2 2 2 21
国土交通大臣

許可 （
般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ９ 2

（ ）

大臣
コード

知事
3

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 ２ ８

（千円）

25

資 本 金 額 等 ２ ７

13 15 204 5 10

フ ァ ッ ク ス 番 号

電 話 番 号－郵 便 番 号 ２ ６

3 5 6 10 15 20

20

都道府県名

23 25 30 35 40

代 表 者
２ ３

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

２ ５

市区町村名

3 5 10 15

の 氏 名

主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

２ ４

3 5 10

代 表 者 の 氏 名 の
フ リ ガ ナ

２ ２

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称 ２ １

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

２ ０

3 5 10 15 20

11

清
認可申請時に合併
消滅法人が許可を
受けている建設業

１ ９ 1 1

通 園 井 具 水 消ガ 塗 防 内 機 絶タ 鋼 筋 舗しゆ板
　　　＜合併消滅法人に関する事項＞

土 建 大 左 と 石 屋 電 管

0 3 月 0 3 日3 号 令和 0 3 年第 3 3 3 3 3
国土交通大臣

許可 （
般

－ ）
岐阜県知事 特

許 可 番 号 １ ８ 2 1

3 5 10 11 13 15

７ （ ）

大臣
コード

知事

（用紙Ａ４）

（第２面）

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １

0 3

１.一般

２.特定

0 2

合併消滅法人が保有する全ての許可について記載します。一部の承継は不可。承継しないものは事前に一部廃業。

項番20～28については、許可申請書様式第1号

の項番06～14の記載例をご参照ください。

（合併消滅法人について記載。被承継者が複数

の場合は、第２面は被承継者ごとに１枚ずつ作

成。）

項番18は合併存続法人が許

可業者の場合記入します。



記載要領[ 様式第二十二号の八 分割認可申請書 ]

１ 「 地方整備局長
「国土交通大臣 「般

北海道開発局長 及び については、不要のものを消すこと。
知事」 特」

知事」、

２ 「申請者」の欄は、この申請書により認可を申請する者（以下「申請者」という。）の他にこの申請書又は添付書類を

作成した者がある場合には、申請者に加え、その者の氏名も記載すること。この場合には、作成に係る委任状の写しそ

の他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。

３ 太線の枠内には記入しないこと。

４ で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、カ

ラムからはみ出さないように記入すること。数字を記入する場合は、例えば １ ２のように右詰めで、また、文字

を記入する場合は、例えばＡ 建 設 工 業 のように左詰めで記入すること。

５ ０ ３「分割年月日」の欄は、分割を行う年月日を記入すること。

６ ０ ４「分割の理由」の欄は、分割を行う理由を簡潔に記入すること。

７ ０ ６「分割後に引き続き使用する許可番号」の欄は、分割被承継法人又は分割承継法人が現在有している建設業の許

可番号のうち引き続き使用する許可番号を記入すること。ただし、建設業の許可を行つた者と認可を行う者が異なる場

合は、許可番号を引き続き使用することはできないため記入しないこと。

８ ０ ７「分割後に営業を行う建設業」の欄は、この申請により認可を受け分割が行われた後に営業する建設業について、

一般建設業の場合は「１」を、特定建設業の場合は「２」を、次の表の（ ）内に示された略号のカラムに記入する

こと。

土木工事業（土） 鋼構造物工事業（鋼） 熱絶縁工事業（絶）

建築工事業（建） 鉄筋工事業（筋） 電気通信工事業（通）

大工工事業（大） 舗装工事業（舗） 造園工事業（園）

左官工事業（左） しゆんせつ工事業（しゆ） さく井工事業（井）

とび・土工工事業（と） 板金工事業（板） 建具工事業（具）

石工事業（石） ガラス工事業（ガ） 水道施設工事業（水）

屋根工事業（屋） 塗装工事業（塗） 消防施設工事業（消）

電気工事業（電） 防水工事業（防） 清掃施設工事業（清）

管工事業（管） 内装仕上工事業（内） 解体工事業（解）

タイル・れんが・ブロツク工事業（タ） 機械器具設置工事業（機）

９ ０ ８「認可申請時において分割承継法人が許可を受けている建設業」の欄は、分割承継法人が建設業者である場合に、

認可申請時において許可を受けている建設業について、８と同じ要領で記入すること。

10 ０ ９又は２ ０「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入し、その際、濁音又は半濁音を表す文字につい

ては、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。

なお、株式会社等法人の種類を表す文字については、フリガナは記入しないこと。

11 １ ０又は２ １「商号又は名称」の欄は、法人の種類を表す文字については次の表の略号を用いること。

（例 （ 株 ） Ａ 建 設 種 類 略 号

Ｂ 建 設 （ 有 ） ） 株 式 会 社 （株）

特例有限会社 （有）

合 名 会 社 （名）

合 資 会 社 （資）

合 同 会 社 （合）

協 同 組 合 （同）

協 業 組 合 （業）

企 業 組 合 （企）

12 １ １又は２ ２「代表者の氏名のフリガナ」の欄は、カタカナで姓と名の間に１カラム空けて記入し、その際、濁音

又は半濁音を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。

13 １ ２又は２ ３「代表者の氏名」の欄は、法人の代表者の氏名を姓と名の間に１カラム空けて記入すること。

14 １ ３「分割後の主たる営業所の所在地市区町村コード」の欄又は２ ４「主たる営業所の所在地市区町村コード」の

欄は、都道府県の窓口備付けのコードブック（総務省編「全国地方公共団体コード」）により、主たる営業所の所在する

市区町村の該当するコードを記入すること。

「都道府県名」及び「市区町村名」には、それぞれ主たる営業所の所在する都道府県名及び市区町村名を記載するこ

と。

15 １ ４「分割後の主たる営業所の所在地」の欄又は２ ５「主たる営業所の所在地」の欄は、14により記入した市区町

村コードによつて表される市区町村に続く町名、街区符号及び住居番号等を、「丁目」、「番」及び「号」については－（ハ

イフン）を用いて、例えば霞 が 関 ２ － １ － １ ３ のように記入すること。

16 １ ５又は２ ６のうち「電話番号」の欄は、市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区切り、例えば０

３ － ５ ２ ５ ３ － ８ １ １ １ のように左詰めで記入すること。

17 １ ６又は２ ７のうち「資本金額又は出資総額」の欄は、株式会社にあつては資本金額を、それ以外の法人にあつて

は出資総額を記入すること。

「法人番号」の欄は、申請者が法人であつて法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

の促進に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第15項に規定する法人番号をいう。）の指定を受けたものである場合

にのみ当該法人番号を記入すること。



18 １ ８又は２ ９のうち「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、それぞれ分割承継法人又は分割被承継法人が現在許

可を受けている建設業について記入すること。

「大臣
「許可番号」の欄の コード の欄は、現在許可を受けている行政庁について別表（一）の分類に従い、該当

知事 」

するコードを記入すること。

また、「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように、カラムに数

字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。

なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて

記入すること。

19 １ ９ 「認可申請時に分割被承継法人が許可を受けている建設業」の欄は、この申請書により合併の認可を申請する

分割被承継法人が許可を受けている建設業を８と同じ要領で記入すること。

20 「連絡先」の欄は、この申請書又は添付書類を作成した者その他この申請の内容に係る質問等に応答できる者の氏名、

電話番号等を記載すること。

21 分割被承継法人（建設業者としての地位を承継させる者に限る。）が複数ある場合は、＜分割被承継法人に関する事項

＞については、分割被承継法人ごとに作成すること。



岐阜市薮田南2-1-1
岐阜建設株式会社

大垣市江崎町422-3

行政庁側記入欄
許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,
（千円）

25

資 本 金 額 等 １ ６

13 15 204 5 10

フ ァ ッ ク ス 番 号

電 話 番 号－郵 便 番 号 １ ５

3 5 6 10 15 20

20

都道府県名

23 25 30 35 40

代 表 者
１ ２

分割後の主たる営
業 所 の 所 在 地

１ ４

市区町村名

3 5 10 15

の 氏 名

分割後の主たる営
業所の所在地市区
町 村 コ ー ド

3 5

１ ３

3 5 10

代 表 者 の 氏 名
の フ リ ガ ナ

１ １

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称 １ ０

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ９

3 5 10 15 20

30

認可申請時におい
て 許 可 を 受 け て
い る 建 設 業

０ ８

2510 153 5

清
分割後に営業しよ
う と す る 建 設 業

０ ７ 1

通 園 井 具 水 消ガ 塗 防 内 機 絶タ 鋼 筋 舗しゆ板
　　　　＜分割承継法人に関する事項＞

土 建 大 左 と 石 屋 電 管

4 号第 4 4 4 4 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
岐阜県知事 特

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ６ 2 1

3 5 10

分 割 の 価 格 ０ ５ 50,000,000円

大臣
コード

知事

0 1 日

分 割 の 理 由
０ ４

※企業分割に至った理由や経営判断について簡潔に記載すること。

0 6 年 0 4 月

日

3 5 7

分 割 年 月 日 ０ ３ 令和

年 月認 可 申 請 年 月 日 ０ ２ 令和

日
知事 特

3 5 7

年 月号 令和）第
国土交通大臣

許可（
般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 ０ １

大臣コード
知事

項 番 3

様式第二十二号の八（第十三条の二関係） （用紙Ａ４）

０ ０ １ ２ １

地方整備局長
北海道開発局長

岐阜県知事 殿

申請者 代表取締役　　岐阜　太郎

代表取締役　　大垣　次郎

分　割　認　可　申　請　書
（第１面）

この申請書により、分割の認可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

大垣建設株式会社

１.一般
２.特定

0 4

１.一般

２.特定

分割承継法人（上段に記載すること。）及び分

割被承継法人の全てについて記載します。

※所在地、称号、代表者が同一となる場合もま

とめずに分けて記載。

項番09～17については、許可申請書様式第1号の項

番06～14の記載例をご参照ください。

（分割承継法人又は分割新設法人について記載）

分割日を記載します。

分割の価格を記載します。※代金がかからな

い場合、「－」（ハイフン）又は「0」を記載。

分割後に使用する許可番号を記載

します。

※許可業者同士の場合、使用する

許可番号を選択可。

項番07は項番08と項番19を合わせた業種と必ず一致します。





１．有
２．無

許可年月日

解

資本金額又は出資総額 法人番号

, ,

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所技術者等については別紙による。

連絡先

ファックス番号　　　058－272－1111

日
岐阜県知事 特

所属等　　　　　　経理課 氏名　　　　　　建設　太一 電話番号　　　058－272－1111

年 0 4 月 0 14 4 号 令和 0 4）第 4 4 4 41
国土交通大臣

許可（
般

－

5 10 11 13 15

許 可 番 号 ２ ９ 2

（ ）

大臣
コード

知事
3

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 ２ ８

（千円）

25

資 本 金 額 等 ２ ７

13 15 204 5 10

フ ァ ッ ク ス 番 号

電 話 番 号－郵 便 番 号 ２ ６

3 5 6 10 15 20

20

都道府県名

23 25 30 35 40

代 表 者
２ ３

主たる営業所の所
在 地

２ ５

市区町村名

3 5 10 15

の 氏 名

主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

２ ４

3 5 10

代 表 者 の 氏 名
の フ リ ガ ナ

２ ２

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称 ２ １

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

２ ０

3 5 10 15 20

清

認可申請時に分割被
承継法人が許可を受
け て い る
建 設 業

１ ９ 1

通 園 井 具 水 消ガ 塗 防 内 機 絶タ 鋼 筋 舗しゆ板
　　　　＜分割被承継法人に関する事項＞

土 建 大 左 と 石 屋 電 管

月 日号 令和 年第
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

許 可 番 号 １ ８

3 5 10 11 13 15

７ （ ）

大臣
コード

知事

（用紙Ａ４）

（第２面）

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １

１.一般

２.特定

項番20～28については、許可申請書様式第1号の項

番06～14の記載例をご参照ください。

（分割被承継法人について記載。被承継者が複数の

場合は、第２面は被承継者ごとに１枚ずつ作成。）

0 4

分割被承継法人が保有する全ての許可について記載します。

一部の承継は不可。承継しないものは事前に一部廃業。

項番18は分割承継法人が許

可業者の場合記入します。



 

様式二十二号の九（第十三条の二関係） 

 

 

届   出   書 

令和６年４月１日  

  

岐阜県知事 殿 

届出者   岐阜建設株式会社       

代表取締役  岐阜 太郎   

 
                譲渡及び譲受け 
 以下のとおり、国土交通大臣に 合     併 の認可の申請を行いましたの 
                分     割 

で届出をします。 

 

記 

１．届出者に関する事項 

名称 岐阜建設株式会社 

許可番号 岐阜県知事許可（般－５）第１２３４５６号 

許可を受けている

建設業 

土・建・大・と・管・鋼・内・解 

 

２．譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に関する事項 

（１）譲渡人、合併消滅法人又は分割被承継法人に関する事項 

名称 大垣建設株式会社 

許可番号 岐阜県知事許可（般－２）第１２３４５６号 

許可を受けている

建設業 

土・と・鋼・解 

（２）譲受人、合併存続法人若しくは合併により設立される法人又は分割承継法人に関する事項 

名称 岐阜建設株式会社 

許可番号 岐阜県知事許可（般－５）第１２３４５６号 

許可を受けている 

建設業 

土・建・大・と・管・鋼・内・解 

（３）その他 

認可の 

申請 

申請先の地方整備局等 ○○地方整備局 

申請を行った日 令和６年３月１日 

譲渡及び譲受け又は合併若しく

は分割の予定日 

令和６年４月１日 

 

  



 

記載要領 

 「 

１            については、不要なものを消すこと。 

            」」  

２ ２．（２）について合併により設立される法人又は分割承継法人（新設分割により設立される

法人に限る。）である場合には、許可番号及び許可を受けている建設業については記載を要しな

い。 

３ ２．（１）又は（２）について届出者と同一である場合には、名称の欄に「届出者と同一」と

記載することで、２．（１）又は（２）の名称以外の部分については記載を要しない。 

譲渡及び譲受け 
合     併 
分     割 



記載要領[ 様式第二十二号の十 相続認可申請書 ]

１ 「 地方整備局長
「国土交通大臣 「般

北海道開発局長 及び については、不要のものを消すこと。
知事」 特」

知事」、

２ 「申請者」の欄は、この申請書により認可を申請する者（以下「申請者」という。）の他にこの申請書又は添付書類を

作成した者がある場合には、申請者に加え、その者の氏名も記載すること。この場合には、作成に係る委任状の写しそ

の他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付すること。

３ 太線の枠内には記入しないこと。

４ で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、カ

ラムからはみ出さないように記入すること。数字を記入する場合は、例えば １ ２のように右詰めで、また、文字

を記入する場合は、例えばＡ 建 設 工 業 のように左詰めで記入すること。

５ ０ ３「被相続人の死亡日」欄は、被相続人の死亡の年月日を記入すること。

６ ０ ４「引き続き使用する許可番号」の欄は、被相続人又は相続人が現在有している建設業の許可番号のうち引き続き

使用する許可番号を記入すること。ただし、建設業の許可を行つた者と認可を行う者が異なる場合は、許可番号を引

き続き使用することはできないため記入しないこと。

７ ０ ５「相続の認可を受けた後に相続人が営業する建設業」の欄は、この申請により認可を受け建設業者としての地位

を承継した後に営業する建設業について、一般建設業の場合は「１」を、特定建設業の場合は「２」を、次の表の（

）内に示された略号のカラムに記入すること。

土木工事業（土） 鋼構造物工事業（鋼） 熱絶縁工事業（絶）

建築工事業（建） 鉄筋工事業（筋） 電気通信工事業（通）

大工工事業（大） 舗装工事業（舗） 造園工事業（園）

左官工事業（左） しゆんせつ工事業（しゆ） さく井工事業（井）

とび・土工工事業（と） 板金工事業（板） 建具工事業（具）

石工事業（石） ガラス工事業（ガ） 水道施設工事業（水）

屋根工事業（屋） 塗装工事業（塗） 消防施設工事業（消）

電気工事業（電） 防水工事業（防） 清掃施設工事業（清）

管工事業（管） 内装仕上工事業（内） 解体工事業（解）

タイル・れんが・ブロツク工事業（タ） 機械器具設置工事業（機）

８ ０ ６「認可申請時において相続人が許可を受けている建設業」の欄は、相続人が建設業者である場合に、認可申請時

において許可を受けている建設業について、７と同じ要領で記入すること。

９ ０ ７又は１ ８「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入し、その際、濁音又は半濁音を表す文字につい

ては、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。

10 ０ ９又は２ ０「個人の氏名のフリガナ」の欄は、カタカナで姓と名の間に１カラム空けて記入し、その際、濁音又

は半濁音を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。

11 １ ０又は２ １「個人の氏名」の欄は、申請者の氏名を姓と名の間に１カラム空けて記入すること。また、「支配人の

氏名」の欄は、支配人があるときは、その者の氏名を記載すること。

12 １ ２「相続後の主たる営業所の所在地市区町村コード」又は２ ２「主たる営業所の所在地市町村コード」の欄は、

都道府県の窓口備付けのコードブック（総務省編「全国地方公共団体コード」）により、主たる営業所の所在する市区町

村の該当するコードを記入すること。

「都道府県名」及び「市区町村名」には、それぞれ主たる営業所の所在する都道府県名及び市区町村名を記載するこ

と。

13 １ ３「相続後の主たる営業所の所在地」又は２ ３「主たる営業所の所在地」の欄は、11により記入した市区町村コ

ードによつて表される市区町村に続く町名、街区符号及び住居番号等を、「丁目」、「番」及び「号」については－（ハイ

フン）を用いて、例えば霞 が 関 ２ － １ － １ ３ のように記入すること。

14 １ ４又は２ ４のうち「電話番号」の欄は、市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区切り、例えば０

３ － ５ ２ ５ ３ － ８ １ １ １ のように左詰めで記入すること。

15 １ ６又は２ ６のうち「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、それぞれ相続人又は被相続人が現在許可を受けてい

る建設業について記入すること。

「大臣
「許可番号」の欄の コード の欄は、現在許可を受けている行政庁について別表（一）の分類に従い、該当す

知事 」

るコードを記入すること。

また、「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように、カラムに数

字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。

なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて

記入すること。

16 １ ７「被相続人が許可を受けていた建設業」の欄は、この申請により相続の認可を申請する被相続人が許可を受けて

いた建設業を７と同じ要領で記入すること。

17 「連絡先」の欄は、この申請書又は添付書類を作成した者その他この申請の内容に係る質問等に応答できる者の氏名、

電話番号等を記載すること。



岐阜市薮田南2-1-1
岐阜建設

行政庁側記入欄
許可年月日

解

１．有
２．無

許可年月日

様式第二十二号の十（第十三条の三関係） （用紙Ａ４）

０ ０ 1 ３ 1

岐阜県知事 殿 申請者 相続人 事業主　　岐阜　太郎

相　続　認　可　申　請　書
（第１面）

この申請書により、建設業の相続の認可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

地方整備局長

大臣コード
知事

北海道開発局長

般
－

5 10 11

日
知事 特

許 可 番 号 ０ １

13 15項 番 3

3 5 7

年 月号 令和）第
国土交通大臣

許可（

日

3 5 7

被 相 続 人 の
死 亡 日

０ ３ 令和

年 月認 可 申 請 年 月 日 ０ ２ 令和

1 5 日

大臣
コード

知事

0 6 年 0 3 月

第

3 5 10

引き続き使用する
許 可 番 号

０ ４ 2 1
国土交通大臣
岐阜県知事 特

号5 5 5 5 5 5許可（
般

－ ）

電 管 タ 鋼
＜相続人に関する事項＞

土 建 大 左 と 井 具 水 消 清
相続後に相続人が営業
しようとする建設業 ０ ５

防 内 機 絶 通 園筋 舗しゆ板 ガ 塗石 屋

1

10認可申請時におい 3 5 30

て相続人が許可を
０ ６

2515

受けている建設業
3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ７

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 ０ ８

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

氏 名 の
フ リ ガ ナ

０ ９

3 5 10
支配人の氏名

氏 名
１ ０

被相続人との続柄
１ １

都道府県名 市区町村名

3 5 10 15

相 続 後 の 主 た る
営 業 所 の 所 在 地
市 区 町 村 コ ー ド

3 5

１ ２

20

相 続 後 の 主 た る
営 業 所 の 所 在 地

１ ３

23 25 30 35 40

郵 便 番 号 １ ４

3 5 6 10 15 20

フ ァ ッ ク ス 番 号

電 話 番 号－

大臣
コード

知事
3 5 10

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ５ （ ）

11 13 15

許 可 番 号 １ ６
国土交通大臣

月 日
知事 特

号 令和 年許可（
般

－ ）第

１.一般

２.特定

0 5

１.一般

２.特定

被相続人の死亡日を記載します。

相続後に使用する許可番号を

記載します。

※許可業者同士の相続の場合、

使用する許可番号を選択可。項番05は項番06と項番17を合わせた業種と必ず一致します。

項番07～15については、許可申請書様式第1号の項

番06～14の記載例をご参照ください。

（相続人について記載）

項番16は相続人が許可業者の場合記入します。



解

１．有
２．無

許可年月日

役員等、営業所及び営業所技術者等については別紙による。

連絡先

（用紙Ａ４）

（第２面）

＜被相続人に関する事項＞

許可を受けていた
建 設 業

土 建 大 左 と 水 消 清

１ ７

防 内 機 絶 通 園

1

井 具タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗石 屋 電 管

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

１ ８

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 １ ９

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

氏 名 の
フ リ ガ ナ

２ ０

3 5 10
支配人の氏名

氏 名
２ １

主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

２ ２ 市区町村名

3 5 10 15 20

都道府県名

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

２ ３

23 25 30 35 40

郵 便 番 号 ２ ４

3 5 6 10 15 20

フ ァ ッ ク ス 番 号

電 話 番 号－

兼 業 の 有 無 ２ ５ （ ）

大臣
コード

知事
3 5 10

3
建設業以外に行つている営業の種類

11 13 15

許 可 番 号 ２ ６ 2 1
国土交通大臣

4 月 0 1 日
岐阜県知事 特

号 令和 0 5 年 05 5 5 5 5 5許可（
般

－ ）第

所属等 氏名　　　　岐阜　太郎 電話番号　　　058－272－1111

ファックス番号　　　058－272－1111

１.一般

２.特定

項番18～25については、許可申請書様式第1号の項

番06～14の記載例をご参照ください。

（被相続人について記載。）

0 5

被相続人が死亡時点で保有していた全ての許可について記載します。一部の承継は不可のため、相続

できない業種については認可申請前に相続人が一部廃業届を提出します。



様式第二十二号の十一（第十三条の三関係）

 

殿

記載要領

「

については、不要のものを消すこと。

北海道開発局長

岐阜県知事

地方整備局長　　

北海道開発局長　　

　　　　　知事　」

地方整備局長

（用紙Ａ４）

誓　　　　約　　　　書

　申請者は、第13条の３第６項の規定により読み替えて準用する第７条第２号に規定す
る届書を法令で定められた期限までに提出することを誓約します。

令和　　　年　　　月　　　日

申請者　　　　　　　　　　  

〇申請時点で様式７号の３が提出できない場合に提出します。

〇本様式を提出した場合、認可日から２週間以内に様式７号の

３及び健康保険等の加入確認資料を提出する必要があります。



 

様式二十二号の十二（第十三条の三関係） 

 

届   出   書 

令和６年４月１日 

 岐阜県知事 殿 

 

届出者 岐阜建設         

事業主 岐阜 太郎    

 

 

 以下のとおり、国土交通大臣に相続の認可の申請を行いましたので、       

 

に関する事項について、届出をします。 

 

１．届出をする      に関する事項 

 

名称 岐阜建設 

許可番号 岐阜県知事許可（般－５）第５５５５５５号 

許可を受けている

建設業 

電 

 

２．届出者に関する事項 

名称  

許可番号  

許可を受けている

建設業 

 

 

３．その他 

認可の申請 申請先の地方整備局等 ○○地方整備局 

申請を行った日 令和６年４月１日 

被相続人の死亡日 令和６年３月１５日 

 

記載要領 

 

 １        については、不要なものを消すこと。 

 

２ １．の届出が相続人に関するものであるときは、２．の届出者に関する事項の記載は要し

ない。 

相 続 人 

被相続人 

 

相続人 

被相続人 

「相 続 人 

被相続人」 



　役員等確認表　　[　■ 新規申請　　□更新申請　　□ 役員等変更(追加)　]

令和　　　年　　　月　　　日

商号又は名称

住所

名字（姓） 名前（名） 名字（姓） 名前（名）
元号
(S・H)

年 月 日 ※勤務先となる営業所の所在地

* 岐阜県知事に対し建設業許可の新規申請、更新申請をする場合、岐阜県知事許可業者の方で役員等について変更(追加)があった場合に提出して下さい。

* 役員等一覧表（様式第1号別紙1）に記載された役員等、株主等、建設業法施行令第３条に規定する使用人(支店長、営業所長 等) 、事業主、支配人について記載して下さい。

* 許可申請書、変更届に綴じ込まず、別途提出して下さい。

ギフ 11 岐阜市薮田南２－１－１11S 11ヤブタ 岐阜 薮田

カナ氏名 漢字氏名

岐阜建設（株）

生年月日

漢字は省略せず、住民票等に

記載された文字を使用する
株主等も記載対象

（監査役のみは除く）

該当するものを塗りつぶす 追加される者について記載
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岐阜県様式 

 

 

経営業務管理責任者に準ずる地位にあって 

経営業務を補佐した経験の証明書  

 

 

 証明を受ける者 
 
  住 所 岐阜市薮田南２－１－１ 

 

  氏 名  岐阜 次郎        

 

 

 上記の者は、次のとおり、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、建設工事の施工

に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、建設工事の請負契約等の締結、建

設業に関する経営業務に全般的にわたって従事し、経営業務を補佐していた事実に相違な

いことを証明します。 

 

 

令和６年４月１日  

  岐阜県知事 様 

 

証明者 

                住 所 岐阜市薮田南２－１－１ 

                氏 名 岐阜建設株式会社 

代表取締役 岐阜 太郎               

                被証明者との関係 建設部長 

                建設業の許可番号 （般・特－３）第３３３３３３号 

 

 

１ 勤務時の地位等の期間及び名称 
 

期     間 

 

職制上の地位の名称 

 

平成２１年 ４月 １日 ～平成２７年 ３月３１日 

 

建設部従業員  

 

 平成２７年 ４月 １日 ～平成３１年 ３月３１日 

 

建設課長  

 

 平成３１年 ４月 １日 ～    現在に至る   

 
建設部長  

  

２ 組織図（法人の場合）   別紙のとおり 

 

 

※ 証明者は、原則として補佐業務に従事した勤務先とする。ただし、死亡・倒産等で証明ができな

い際には、法人であった場合は元役員、個人であった場合は他の専従者等を証明者とできる（こ

の場合、登記事項証明書又は税務申告書を添付すること） 

 

 

証明者から見た被証明者との関係 

例：役員、○○部長、●●マネージャー等 

  ※組織図、事務分掌規程等社内規定を確

認し、記載願います。 



別紙８

建設業許可・経営事項審査電子申請システム

Japan Construction Industry electronic application Portal

ＪＣＩＰについて

（建設業許可申請編）

令和６年２月

岐阜県県土整備部技術検査課
※本マニュアルは令和５年12月19日時点のシステムの仕様等に基づき作成しています。
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■経緯

■概要

　１．JCIPについて

平成２９年３月に策定された政府の「働き方改革実行計画」において、建設業については、改正労働基準法の施行から５年

後に時間外労働の上限規制を適用することとされ、長時間労働の是正に向けた取組が開始されました。

こうした中、建設業許可、経営事項審査の申請等については、その準備や申請が申請者・許可行政庁の双方にとって過大な

負担となっているとの指摘がありました。

これを受け、国土交通省では、建設業許可、経営事項審査の申請手続の電子化に向けた調査・検討を実施し、電子化を実現

するためのシステムの準備を進めました。

建設業許可・経営事項審査電子申請システム（JCIP）は、全国の建設業許可、経営事項審査の申請・届出をインターネット

で行うシステムとして、令和５年１月１０日から運用を開始しました。

（※一部の行政庁では、電子申請受付は行っていません。）

1



■システム利用環境等

１．システム利用環境（申請者、代理人）

○端末
パソコン（CPU、メモリ、HDD）　※スマートフォン不可
ディスプレイ　1280 × 800ピクセル 以上

○OS
　 Microsoft Windows 10、Windows 11

○ブラウザ
Microsoft Edge、Google Chrome

○PDF閲覧用ソフト
Adobe Acrobat Reader 等

２．接続環境

○インターネット（申請者・代理人）

３．接続・認証方法

○申請者・代理人
ＧビズＩＤプライム、メンバーアカウントによるID・パスワード認証＋ワンタイムパスワード認証

４．入力可能な文字

○JIS 第1水準～ 第4水準
※ 氏名や商号名称 等の漢字で、入力できないものについては 縮退漢字 または仮名文字 で入力してください。
※ ローマ数字（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ、 等） は 入力 できません 、アラビア数字又はアルファベット 「 I 」「 V 」等、

入力可能な文字に置き換えて入力してください
※ ○ 数字（ ① 、 ② 等） は入力できません
※ カッコ付き株（㈱、㈲等は入力 できません 、全角のカッコと文字の組合せ（株）、（有）等で入力してください。

　１．JCIPについて
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■作成可能な様式

申請者が選択した区分によって、作成が必要な申請書類、届出書類が自動設定されます。

【JCIPで作成できる建設業許可の様式】

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

【JCIPで作成できる経営事項審査の様式】

1
2
3
4

9
経営事項審査の事務取扱について(通知)

様式第6号

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報

共有に関する同意書

7
経営事項審査の事務取扱について(通知)

様式第4号
CPD単位を取得した技術者名簿

8
経営事項審査の事務取扱について(通知)

様式第5号
技能者名簿

様式第二十五号の十四　別紙三 その他の審査項目（社会性等）

5
経営事項審査の事務取扱について(通知)

様式第1号
工事種類別完成工事高付表

6
経営事項審査の事務取扱について(通知)

様式第3号
継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿

様式第二十五号の十四 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
様式第二十五号の十四　別紙一 工事種類別（元請）完成工事高
様式第二十五号の十四　別紙二 技術職員名簿

建設業許可事務ガイドライン　別紙六 常勤役員等が有する業務経験の認定に関する調書

建設業許可事務ガイドライン　別紙六 常勤役員等を直接に補佐する者が有する業務経験の認定に関する調書

様式番号 様式名

様式第二十二号の四 廃業届
建設業許可事務ガイドライン　別紙八 変更届出書（決算変更届出用）

建設業許可事務ガイドライン　別紙六 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあつて経営業務を補佐した経験の認定に関する調書

様式第二十号の三 主要取引金融機関名
様式第二十二号の二 変更届出書
様式第二十二号の三 届出書

様式第十九号 損益計算書（個人）
様式第二十号 営業の沿革
様式第二十号の二 所属建設業者団体

様式第十七号の二 注記表
様式第十七号の三 附属明細表
様式第十八号 貸借対照表（個人）

様式第十五号 貸借対照表（法人）
様式第十六号 損益計算書（法人）・完成工事原価報告書
様式第十七号 株主資本等変動計算書

様式第十二号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
様式第十三号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
様式第十四号 株主（出資者）調書

様式第九号 実務経験証明書
様式第十号 指導監督的実務経験証明書
様式第十一号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表

様式第七号の二　別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
様式第七号の三 健康保険等の加入状況
様式第八号 専任技術者証明書（新規・変更）

様式第七号別紙 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）の略歴書
様式第七号の二 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
様式第七号の二　別紙一 常勤役員等の略歴書

様式第四号 使用人数
様式第六号 誓約書
様式第七号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書

様式第一号　別紙四 専任技術者一覧表
様式第二号 工事経歴書
様式第三号 直前３年の各事業年度における工事施工金額

様式第一号　別紙二(1) 営業所一覧表（新規許可等）
様式第一号　別紙二(2) 営業所一覧表(更新)
様式第一号　別紙三 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄

　１．JCIPについて

様式番号 様式名
様式第一号 建設業許可申請書
様式第一号　別紙一 役員等の一覧表
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【JCIPで作成できない建設業許可の様式】

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

28
29

【JCIPで作成できない経営事項審査の様式】

【JCIPで作成できないその他の様式】

1
2

許可証明書
都道府県独自の様式

様式番号 様式名

1
経営事項審査の事務取扱について(通知)

様式第2号

経理処理の適正を確認した旨の書類

※その他の審査項目（社会性等）の監査の受審状況における確認書類の取り扱いとしていま

す。

様式名

建設業許可事務ガイドライン　別紙十六 承継認可申請取下げ願

建設業許可事務ガイドライン　別紙十 承継の書類提出依頼書

25
建設業許可事務ガイドライン　別紙十

一、
承継認可申請取下げ願

26
建設業許可事務ガイドライン　別紙十

二、
承認拒否通知書

27
建設業許可事務ガイドライン　別紙十

三、
承認許可通知書

建設業許可事務ガイドライン　別紙十五 相続の書類提出依頼書

建設業許可事務ガイドライン　別紙五 許可拒否通知書

建設業許可事務ガイドライン　別紙七 登録免許税還付願

建設業許可事務ガイドライン　別紙九 許可取消通知書

様式第二十二号の十一 誓約書
様式第二十二号の十二 届出書
建設業許可事務ガイドライン　別紙四 許可申請取下げ願

様式第二十二号の十 相続認可申請書
様式第二十二号の十　別紙一 営業所一覧表
様式第二十二号の十　別紙二 専任技術者一覧表

様式第二十二号の八　別紙二 営業所一覧表
様式第二十二号の八　別紙三 専任技術者一覧表
様式第二十二号の九 届出書

様式第二十二号の七　別紙三 専任技術者一覧表
様式第二十二号の八 分割認可申請書
様式第二十二号の八　別紙一 役員等の一覧表

様式第二十二号の七 合併認可申請書
様式第二十二号の七　別紙一 役員等の一覧表
様式第二十二号の七　別紙二 営業所一覧表

様式第二十二号の五　別紙二 営業所一覧表
様式第二十二号の五　別紙三 専任技術者一覧表
様式第二十二号の六 誓約書

様式第二十二号の五　別紙一 役員等の一覧表

　１．JCIPについて

様式番号 様式名
様式第二十二号の五 譲渡及び譲受け認可申請書
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■申請・届出に必要な確認書類

選択した区分によって、作成が必要な申請・届出書類に係る確認書類、申請・届出全体に係る確認書類について、

JCIPでアップロード欄を用意する確認書類は以下のとおりです。

※添付有無のチェックを行い、添付がない場合は状況に応じてエラーまたはワーニングとなります。

※JCIPでアップロード欄を用意する確認書類以外の確認書類の添付が必要な場合は、「申請・届出内容」画面の

　「その他添付ファイル」にアップロード欄を追加しアップロードする必要があります。

【建設業許可の申請・届出書類に係る確認書類】

1
2
3
4

12 様式第十二号
許可申請者の住所、生年月日等に関

する調書

・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

・成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産

者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書

13 様式第十三号

建設業法施行令第３条に規定する使

用人の住所、生年月日等に関する調

書

・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

・成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産

者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書

10 様式第九号 実務経験証明書
・対象者の実務経験を確認する資料

・申請者以外が証明した証明書原本の写し　※第三者証明の場合

11 様式第十号 指導監督的実務経験証明書
・対象者の実務経験を確認する資料

・申請者以外が証明した証明書原本の写し　※第三者証明の場合

8 様式第七号の三 健康保険等の加入状況
・健康保険及び厚生年金保険の加入状況を証明する資料

・雇用保険の加入状況を証明する資料

9 様式第八号 専任技術者証明書（新規・変更）

・専任技術者の常勤性を確認する資料

・専任技術者の有資格区分を証明する資料

　※機関連携で連携の取れた技術検定合格者については添付不要。

6 様式第七号
常勤役員等（経営業務の管理責任者

等）証明書

・常勤役員等（経営業務の管理責任者等）の常勤性を確認する資料

・常勤役員等（経営業務の管理責任者等）の経験を確認する資料（商

業登記簿謄本等）

・申請者以外が証明した証明書原本の写し　※第三者証明の場合

・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

・成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産

者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書

7 様式第七号の二
常勤役員等及び当該常勤役員等を直

接に補佐する者の証明書

・常勤役員等（常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者）

の常勤性を確認する資料

・常勤役員等（常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者）

の経験を確認する資料（商業登記簿謄本等）

・申請者以外が証明した証明書原本の写し　※第三者証明の場合

・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

・成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産

者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書

様式第二号 工事経歴書 ・工事経歴を確認する資料

5 様式第三号
直前３年の各事業年度における工事

施工金額
・施工金額合計を確認する資料

様式第一号　別紙二(2)　営業所一覧表(更新) ・営業所の実態を確認する資料

様式第二十二号の二 変更届出書（第二面） ・営業所の実態を確認する資料

　１．JCIPについて

様式番号 様式名 確認書類名
様式第一号　別紙二(1) 営業所一覧表（新規許可等） ・営業所の実態を確認する資料
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【建設業許可の申請・届出全体に係る確認書類】

1

5 有価証券報告書

3
納税証明書（法人税）

　※機関連携により連携が取れた場合は添付不要。

　※知事許可の場合は、法人事業税証明書。

4
納税証明書（所得税）

　※機関連携により連携が取れた場合は添付不要。

　※知事許可の場合は、個人事業税証明書。

　１．JCIPについて

確認書類名
定款

2
登記事項証明書

　※大臣許可の場合は機関連携により連携が取れた場合は添付不要。

　※申請者が未成年の個人の場合は、法定代理人の登記事項証明書も必要。

6



■申請の流れ

・gBizIDアカウントで、JCIPにログインします
・申請（届出）を選択後、その申請（届出）に必要な書類を作成します
・申請（届出）に必要な書類をすべて作成し、システム上のチェックがすべてOKになったら行政庁に送信します
・行政庁から不備指摘の通知が届いた場合は、通知の内容にもとづき不備訂正を行ってください

　１．JCIPについて
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・手数料納付の案内通知にもとづき、手数料を納付します
・手数料納付後、行政庁が審査を開始します
・行政庁から補正指示の通知が届いた場合は、通知の内容にもとづき補正を行います
・申請の審査完了後に通知書が交付されます（岐阜県は書面による交付のみ）

　１．JCIPについて

岐阜県は書面による交付のみ
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■状態（ステータス）

JCIPにおいては、申請者（代理申請含む）、行政庁による操作の状況に応じて、下表のとおり申請データの状態
（ステータス）が遷移します。

○ ： 存在する状態（ステータス）
× ： 存在しない状態（ステータス）

※2023年9月から「申請・届出内容」画面の状態に進捗状況を併せて表示

－

10
不許可通知書

発行済
○ × ×

行政庁側で許可申請を不許可としJCIPとして処理が完了してい

る状態
不許可通知書を受領します。

9 手続終了 × ○ ×
行政庁側で届出内容の確認ができずJCIPとして処理が完了して

いる状態

許可・経審結果通知書を受領し

ます。

8 届出確認済 × ○ ×
行政庁側で届出内容の確認が終了しJCIPとして処理が完了して

いる状態
－

7 発行済 ○ × ○
行政庁側で許可・経審結果通知書が発行済でJCIPとして処理が

完了している状態

行政庁側の審査を待ちます。

6 補正中 ○ ○ ○ 申請者が行政庁側の指示による補正を行っている状態
指示に従って内容を補正しま

す。

5 手続中 ○ ○ ○ 行政庁側で申請・届出内容の審査を行っている状態

指示に従って内容を訂正しま

す。

4 納付待 ○ × ○ 行政庁側で申請者からの手数料の納付を待っている状態
指定された納付方法で手数料を

納付します。

3 訂正中 ○ ○ ○ 申請者が行政庁側の指示による訂正を行っている状態

作成を完了させ申請を行いま

す。

2 確認待 ○ ○ ○ 申請者から電子申請されたが行政庁側の確認前の状態 行政庁側の確認を待ちます。

1 作成中 ○ ○ ○ 申請者がJCIPにて申請データを作成中の状態

　１．JCIPについて

状態

（ステータス）

許

可

届

出

経

審
状態（ステータス）の内容 必要な対応

正常系の「状態」は以下の形式で表示されます
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■ログイン用アカウント（gBizID）の作成
JCIPへのログインには、デジタル庁が提供しているgBizID（ジー・ビズ・アイディー）アカウントを使用します。
gBizID は、複数の行政サービスを１ つのアカウントで利用することのできる認証システムです。
gBizID のアカウントを１つ登録すれば、gBizID で認証を行っている、各行政サービスを同じアカウントで利用可能です。

※「gBizIDエントリー」アカウントをご利用中の方は、別途「gBizIDプライム」アカウントを作成してください。

①gBizIDプライムアカウントを作成するための申請書は、画面上で作成することができます。
　JCIPのトップページ画面で「GビズIDを作成」ボタンを押下します。

②gBizIDポータル画面が表示されますので、「gBizIDを作成」ボタンを押下します。

　２．ログイン～申請書作成開始について
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③以下の画面が表示されたら、「gBizIDプライムを作成」ボタンを押下します。

④「gBizIDプライム申請書作成　メールアドレス登録」画面が表示されたら、gBizIDプライムアカウントとして使用する
　メールアドレスを入力して「次へ」ボタンを押下します。

⑤入力したメールアドレスにワンタイムパスワードが送信されるので、以下の画面でワンタイムパスワードを入力し
「OK」ボタンを押下します。

　２．ログイン～申請書作成開始について
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⑥「gBizIDプライム申請書作成　基本情報登録」画面が表示されたら、入力必須項目を入力して申請書を作成します。

※法人と個人で入力必須項目が異なりますので、ご注意ください
例） ・法人：　法人番号、代表者名、代表者名フリガナ、代表者生年月日

・個人：　法人名／屋号、所在地、代表者名、代表者名フリガナ、代表者生年月日
※基本情報には、印鑑証明書（個人の場合は印鑑登録証明書）の情報と一致する内容を入力します
※基本情報とは別に、利用者情報（連絡先の住所、電話番号等）も入力します
※ワンタイムパスワードのSMSを受信するための電話番号を入力します

⑦作成した申請書をダウンロード～印刷して、他の必要書類と一緒に下記宛先に郵送します。

〒530-8532
GビズID運用センター

⑧申請内容に不備がなければ、２～３週間後にGビズID運用センターからメールが届きます。
　（メール件名：【 ＧビズＩＤ 】 gBizID プライム登録申請の受付のお知らせ）
　メールの内容に従って、 gBizID プライムのパスワードを設定します。

　２．ログインについて
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■gBizIDメンバーアカウントの作成
gBizIDプライムアカウントをお持ちの申請者本人に代わって、自社の従業員の方が申請を行う場合は、
gBizIDポータル画面から、gBizIDメンバーアカウントを作成してください。

①gBizIDトップページで、「ログイン」ボタンを押下します。

②gBizIDのログインページ（下記画面）が開きます。
　取得済のgBizIDアカウントの、「アカウントID」「パスワード」を入力後、「ログイン」ボタンを押下します。

　２．ログインについて
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③gBizIDのワンタイムパスワード入力ページ（下記画面）が開きます。
　gBizIDアカウント作成時に登録した「SMS受信用電話番号」宛に送信された、ワンタイムパスワードを入力後、
　「OK」ボタンを押下します。

④gBizIDの「マイページ」画面に遷移します。
　gBizIDメンバー登録手順の詳細については、下記リンクよりgBizサイトのマニュアルをご参照ください。

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Member.pdf

⑤gBizIDプライムアカウントで登録した、利用可能サービスの一覧が表示されます。
　メンバーに委任するサービスとして「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」を選択します。

【参考】gBizID マニュアルの掲載先URL　→　https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html

　２．ログインについて
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■gBizIDでJCIPにログイン

①gBizIDでJCIPにログインするには、WEBブラウザで、JCIPのトップページ（下記URL）にアクセスします。
https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001

②JCIPのトップページ（下記画面）が開きます。
　「GビズIDでログイン」ボタンを押下します。

③gBizIDのログインページ（下記画面）が開きます。
　取得済のgBizIDアカウントの、「アカウントID」「パスワード」を入力後、「ログイン」ボタンを押下します。

　２．ログイン～申請書作成開始について
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④gBizIDのワンタイムパスワード入力ページ（下記画面）が開きます。
　gBizIDアカウント作成時に登録した「SMS受信用電話番号」宛に送信された、ワンタイムパスワードを入力後、
　「OK」ボタンを押下します。

⑤JCIPの画面「電子申請システム利用規約」が開きます。　※初回ログイン時のみ、この画面が開きます。
　画面を下方にスクロールして「利用規約に同意する」ボタンを押下します。

　２．ログイン～申請書作成開始について
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⑥JCIPの「マイページ」画面が開きます。

　２．ログイン～申請書作成開始について
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■gBizIDアカウント作成

※JCIPをご利用いただくには、申請者本人と代理人の双方にgBizIDプライムアカウントが必要です
※JCIPの代理申請では、申請者本人にgBizIDプライムアカウントが不要な「gBizIDの書類提出による委任登録申請」
　はご利用できません

①gBizIDプライムアカウントを作成するための申請書は、画面上で作成することができます。
　JCIPのトップページ画面で「GビズIDを作成」ボタンを押下します。

②gBizIDポータル画面が表示されますので、「gBizIDを作成」ボタンを押下します。

　２．代理申請について
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③以下の画面が表示されたら、「gBizIDプライムを作成」ボタンを押下します。

④「gBizIDプライム申請書作成　メールアドレス登録」画面が表示されたら、gBizIDプライムアカウントとして使用する
　メールアドレスを入力して「次へ」ボタンを押下します。

⑤画面の指示に従って操作を続けると、入力したメールアドレスにワンタイムパスワードが送信されるので、以下の
画面でワンタイムパスワードを入力し「OK」ボタンを押下します。

　２．代理申請について
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⑥「gBizIDプライム申請書作成　基本情報登録」画面が表示されたら、入力必須項目を入力して申請書を作成します。

※法人と個人で入力必須項目が異なりますので、ご注意ください
例） ・法人：　法人番号、代表者名、代表者名フリガナ、代表者生年月日

・個人：　法人名／屋号、所在地、代表者名、代表者名フリガナ、代表者生年月日
※基本情報には、印鑑証明書（個人の場合は印鑑登録証明書）の情報と一致する内容を入力します
※基本情報とは別に、利用者情報（連絡先の住所、電話番号等）も入力します
※ワンタイムパスワードのSMSを受信するための電話番号を入力します

⑦作成した申請書をダウンロード～印刷して、他の必要書類と一緒に下記宛先に郵送します。

〒530-8532
GビズID運用センター

⑧申請内容に不備がなければ、２～３週間後にGビズID運用センターからメールが届きます。
　（メール件名：【 ＧビズＩＤ 】 gBizID プライム登録申請の受付のお知らせ）
　メールの内容に従って、 gBizID プライムのパスワードを設定します。

【参考】gBizID マニュアルの掲載先URL　→　https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html

　２．代理申請について
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■gBizIDの委任関係設定（申請者本人側で行う操作）

①申請者本人が、gBizIDポータルにて、代理人（受任者）に対して委任申請を行います。
　マイページの「委任先一覧・委任申請」を押下します。

②委任する代理人（受任者）のアカウントID（メールアドレス）を指定後、「委任申請」ボタンを押下し委任申請を行います。
　※委任申請を行う際、「対象サービス」に「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」を指定します

③委任申請が完了すると以下の画面が表示され、代理人（受任者）のアカウントID宛にメールが届きます。
　

　２．代理申請について
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■gBizIDの委任関係設定（代理人側で行う操作）

①代理人（受任者）が、gBizIDポータルにて、委任申請を承認します。
　マイページの「委任承認」を押下します。

②「受任情報一覧」で検索条件を入力後、「検索する」ボタンを押下します。

③「受任情報一覧」に表示される検索結果の中から、承認する委任申請を押下します。

　２．代理申請について
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④表示される委任申請の内容を確認し、「承認」ボタンを押下します。
　これでgBizIDの委任関係設定は完了です。

　２．代理申請について
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■委任状の作成・承認

■JCIPの委任状作成（代理人側で行う操作）

①代理人のgBizIDアカウントでJCIPにログインし、「マイページ」画面の「委任状一覧」ボタンを押下します。

②表示された「委任状一覧」画面の「委任状の追加」ボタンを押下します。

③「委任者選択」画面が表示されたら、委任状を作成する会社（商号）の「作成」ボタンを押下します。
　※Gビズサイト上で事前に行った委任申請で、委任元として設定された会社が「委任者選択」画面に表示されます。

　２．代理申請について
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④表示された「委任状」画面で必要事項を入力後、「承認依頼」ボタンを押下し、申請者本人に承認を依頼します。
　（申請者本人に対して、委任状に係るメールが自動送付されます）

ア．受任者（代理人）の情報：　gBizIDアカウントの利用者情報（「連絡先郵便番号」「連絡先住所」「連絡先電話番号」）
　　と基本情報（「代表者名/個人事業主氏名」）が、自動入力されます。（編集不可）
イ．代理人の区分：　代理人が行政書士の場合はチェックをONにし、登録番号の入力と行政書士証票のイメージファイルを
　　添付します。
ウ．代理人に委任する権限：　この委任状で委任する権限のチェックをONにします。
エ．委任者（申請者本人）の情報：　gBizIDアカウントの委任元情報（「本店所在地/印鑑登録証明書住所」「法人名/屋号」
　　「代表者名/個人事業主氏名」）が、自動入力されます。（編集不可）

　２．代理申請について

ア

イ

ウ

エ
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■JCIPの委任状承認（申請者本人側で行う操作）

①申請者本人のgBizIDアカウントでJCIPにログインし、「マイページ」画面内の「通知」に表示されている
　委任状の承認依頼通知の見出しを押下します。

②押下した通知の「委任状」画面が表示されます。

　２．代理申請について
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③「委任状DL」ボタンを押下すると、委任状をPDFファイルでダウンロードできます。

④代理人に「納税情報取得」機能を利用させる場合は、申請者本人のe-Tax利用者識別番号、及び暗証番号を入力してください。
※入力した番号は、代理人側では表示されません

⑤「委任状」画面の内容を確認し、問題がなければ「承認」ボタンを押下します。
　（代理人に対して、委任状に係るメールが自動送付されます）
　※問題があり、承認できない場合は「否認」ボタンを押下すると、代理人側にその旨が通知されます。

　２．代理申請について
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■JCIPの委任状の承認結果の確認（代理人側で行う操作）

①代理人のgBizIDアカウントでJCIPにログインし、「マイページ」画面内の「通知」に表示されている
　委任状の承認結果通知を押下します。
　※通知が見つからなかった場合など「委任状一覧」ボタンを押下して表示される「委任状一覧」画面から対象の委任状を
　　検索することもできます。
　※申請者から否認された場合は否認通知となります。申請者にご確認の上、必要に応じて再度承認依頼を行ってください。

②押下した通知の「委任状」画面が表示されます。

　２．代理申請について
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■代理人による書類作成

①代理申請を行う場合は、トップページ「委任状一覧」ボタンを押下します。

②「委任状一覧」画面が表示されます。一覧にある該当の委任状の「作成」ボタンを押下します。

　２．代理申請について

本人申請用のボタン

→ 代理申請の場合は使用しない
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③「申請・届出選択」画面が開きます。
　「大臣知事コード」「許可番号」を入力後、「許可番号確認」ボタンを押下します。
　（「許可番号確認」ボタンの右側に、許可番号に対応する商号名称が表示されることを確認してください）
　許可番号の確認後、作成する申請・届出の区分に対応するボタンを押下します。

④通知書交付に関する確認ダイアログが表示されたら、OKボタンを押下します。（岐阜県は書面交付のみ）

　２．代理申請について
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⑤「申請・届出内容」画面が開きます。「ア」には委任状に設定した申請者本人の情報が反映されます。（編集不可）
　「イ」の「申請者連絡先」には、代理人のgBizID情報が自動入力されています。（編集可能）
　「申請者連絡先」の内容を編集した場合は、「申請者連絡先保存」ボタンを押下します。（gBizIDへの影響はありません）

⑥「申請・届出内容」画面内、申請・届出書類グリッド内の書類名を押下すると、その書類の作成画面が表示されます。

　２．代理申請について

ア

イ
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■書類作成の開始

①申請・届出書類を新たに作成する場合は、「申請・届出作成（本人）」ボタンを押下します。（→②へ進む）
　保存した申請・届出書類の続きを作成する場合は、「申請・届出一覧」ボタンを押下します。（→⑥へ進む）

②「申請・届出選択」画面が開きます。
　「大臣知事コード」は、どの申請・届出を行う場合でも必ず指定してください。
　建設業許可を受けていることが前提となる申請・届出を行う場合は、「許可番号」を入力後、「許可番号確認」ボタンを
　押下します。（「許可番号確認」ボタンの右側に、許可番号に対応する商号名称が表示されることを確認してください）
　許可番号の確認後、作成する申請・届出の区分に対応するボタンを押下します。

　３．申請書の作成について

本人申請用のボタン

→ 代理申請と入口が異なる

必ず指定する
ここより下の申請・届出を

行う場合は入力する
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③通知書交付に関する確認ダイアログが表示されたら、OKボタンを押下します。（岐阜県は書面交付のみ）

※中部地整への申請においては通知書の電子交付／書面交付を選択できるので、このダイアログは表示されません。

　次の「申請・届出内容」画面で通知書受領方法を指定する欄が表示されます。（チェックオンで電子交付、オフで書面交付）

④「申請・届出内容」画面が開きます。「ア」にはgBizID情報が反映されます。（編集不可）
　「イ」の「申請者連絡先」にもgBizID情報が自動入力されていますが、こちらは編集可能です。
　「申請者連絡先」の内容を編集した場合は、「申請者連絡先保存」ボタンを押下します。（gBizIDへは反映されません）

　３．申請書の作成について

ア

イ
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⑤申請・届出書類グリッド内には、その申請・届出に関係する書類がプリセットされています。
　「必須」欄の表示は以下の意味になっています。
　　・必須：全行政庁共通で作成が必須となっている書類
　　・空欄：条件によっては作成が必要となる、または行政庁によっては提出を求められる書類
　グリッド内の書類行を押下すると、その書類の作成画面が表示されます。

【更新申請の場合の表示（一部）】

【事業年度終了届の場合の表示】

⑥書類に入力し保存した申請・届出データは、「申請・届出一覧」に表示されます。
　検索条件で適宜絞り込んで、操作を行いたい申請・届出データを探します。

　申請・届出データグリッド内の申請・届出行を押下すると、その申請・届出の内容画面が表示されます。（→④、⑤へ進む）

　３．申請書の作成について

34



■様式画面での入力　～　第1号建設業許可申請書を例に

①JCIPでは、入力作業の省力化や入力ミスの防止のため、様々なデータが自動反映されるようになっています。
　「ア」にはgBizID情報が反映されます。（編集不可）
　「イ」には公開情報が反映されます。（編集可能ですが、編集の必要がある＝届出が必要である可能性があります）
　「ウ」は過去に電子申請で申請が完了したことがある場合に、前回の申請データを反映するボタンです。
　　※該当する申請データが存在しない場合は表示されません。

②その他、必要事項を入力して保存ボタンを押下します。

　３．申請書の作成について

ア

イ

ウ
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■チェックエラー・ワーニング

①書類作成～保存時にエラーチェックが行われます。
　エラー又はワーニングに該当する入力内容がある場合は、書類作成画面上部にメッセージが表示されます。

②エラー又はワーニングの原因に関連する項目は赤色に変化します。　※画面やエラーの内容によっては変化しない場合あり

③エラー又はワーニングの詳細を確認する場合は、書類作成画面下部の「エラー一覧」ボタンを押下します。

④「エラー一覧」ウインドウが表示されます。エラー箇所と原因を確認し、エラーが出ない内容に修正します。

⑤エラーを含む書類は、「申請・届出内容」画面の入力チェックがNGとなります。
　（エラーが無くワーニングのみ含まれている場合は、入力チェックOKとなります。ハイフン（－）は未作成です。）

　３．申請書の作成について
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■確認書類の添付　～　第7号常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書を例に

①建設業許可申請・届出や経審申請では、申請書類の他に確認書類の提出を求められます。
　JCIPではそれらをPDFファイルにして、「様式画面」または「申請・届出内容画面」で添付します。
　「様式画面」で確認書類を添付するには、画面の最下部のファイル添付欄を使用します。

　３．申請書の作成について

ページャーコントロール

→ 複数ページにわたる様式で

ページの追加や移動を行う

「様式画面」のファイル添付欄

→ ページャーコントロールの

ある様式でも、ページ毎では

なく様式全体に1つの添付欄
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②参照ボタンを押下すると、ファイル選択ダイアログが表示されますので、添付するファイルを選択してください。
　「必須」欄の表示は以下の意味になっています。
　　・必須：全行政庁共通で添付が必須となっている書類
　　・任意：条件によっては添付が必要となる、または行政庁によっては添付を求められる書類

※ファイルサイズ上限は、１ファイルあたり100MB
※ファイル数上限は、１確認書類あたり最大10

→必要に応じて、ファイル分割／結合して添付する

③確認書類を追加／変更／削除した場合も、必ず保存ボタンを押下してください。
　※保存せずに申請・届出内容画面に戻ったり、ページ移動したりすると、確認書類を追加／変更／削除が無効になります。

　３．申請書の作成について
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④「申請・届出内容画面」で確認書類を添付するには、画面下方にあるその他添付ファイル欄を使用します。
　この欄では申請全体にかかわる確認書類・提出書類の他、行政庁独自に要求される書類を添付することもできます。
　参照ボタン押下→ファイル選択ダイアログの流れは先ほどと同様ですが、こちらでは保存操作が不要です。
　ここでは、行政庁独自に要求される書類を添付するために追加ボタンを押下します。

⑤最下段に欄が追加されます（最大10個）。書類名を入力し、他の確認書類と同様の手順でファイルを添付してください。
　※この場合も保存操作は不要です。

【追加された状態】

　３．申請書の作成について
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■資格情報のバックヤード連携　～　第8号専任技術者証明書を例に

①従来、専任技術者の資格を確認するためには技術検定の合格者証や監理技術者資格者証の写しを添付する必要がありましたが、
　JCIPでは「技術検定合格番号」または「監理技術者資格者証交付番号」の入力によって資格の取得が確認できた場合は、
　確認書類の添付が不要となりました。

【資格証明方法①：監理技術者資格者証交付番号の入力】

担当できる業種の背景色が変わる→これらの業種を担当する場合は、資格確認書類の添付不要

【資格証明方法②：技術検定合格番号（資格番号等）の入力】

【資格証明方法③：確認書類の添付】

②上記証明方法①②でエラーが出る場合や、行政庁から添付の指示があった場合も、上記証明方法③のように
　「有資格区分を証明する資料」を添付してください。
　※経審申請の技術職員名簿においても、同様の方法で資格証明を行います。

　３．申請書の作成について

監理技術者資格者証交付番号を入力し

て保存→確認が取れると・・・

先に有資格区分を入力しないと業種の入力はできない

技術検定合格番号を入力して保存

→確認が取れると、この資格につい

ては確認書類の添付不要

バックヤード連携で確認が取れない

資格等については、「有資格区分を

証明する資料」にまとめて添付する
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■財務諸表の作成

①更新申請や事業年度終了届出時に必要な財務諸表を作成するには、まず「財務諸表基本設定」に入力する必要があります。
　申請・届出内容画面の申請・届出書類グリッドで「財務諸表基本設定」行を押下します。

②JCIPマニュアルの記載要領（1.8版ではP.296～302）に従って入力します。
　入力が完了したら保存ボタンを押下します。
　※財務諸表作成中にこの基本設定を変更すると、それまでに作成した財務諸表データは全て失われますのでご注意ください。

③申請・届出内容画面に戻ると、必要な財務諸表様式がセットされています。
　これまでの様式画面と同じ要領で入力を進めていきます。

　３．申請書の作成について
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④ここでは、財務諸表様式画面に特有の事項をご紹介します。
　ア：先に入力した財務諸表基本設定の内容が表示されています。
　イ：財務諸表の各様式の作成状況が表示されています。編集ボタンでその様式に移動することができます。
　　（移動前に保存の有無の確認があります）
　ウ：財務諸表における計算間違い等のエラーは、保存後に表内に表示されます。
　　（ここでは、材料費～経費までの合計額と完成工事原価（合計）の入力値が一致していないのでエラー）
　エ：表どうしの整合性チェック、他の様式にまたがる整合性チェック結果が表示されています。
　　　ヒントボタンを押下すると、「NG」となった場合の解消のヒントが表示されます。

※なお、財務諸表基本設定で入力単位を「円単位」とした場合は、各表の合計値の欄は非活性となっており、
　保存時に自動計算されます。

　３．申請書の作成について

ア

イ

ウ

エ

非活性となっており、

保存時に自動計算さ

れる

円単位入力
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■申請・届出送信

①「申請・届出内容」画面で、申請・届出書類グリッドの、必須書類の入力チェックがすべてOKになっていること、
　「その他添付ファイル」の必須書類がすべて添付されていることを確認後、「申請・届出送信」ボタンを押下します。

②確認ダイアログが表示されます。　OKボタンを押下すると送信を実行します。

③送信完了後、確認ダイアログが表示されます。　OKボタンを押下すると「申請・届出内容」画面が閉じます。

　３．申請書の作成について
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■前回申請取込

前回の申請書類のデータ（発行済、届出確認済になったデータ）を、今回の書類作成用として取り込むことができます。

①書類作成画面の左上、「前回の申請を取り込む」ボタンの押下により、前回の申請書類のデータが反映されます。

②前回申請取込が可能な書類

○：可能　×：不可

　４．その他の機能等について

No. 様式名（画面名） 可否 No. 様式名（画面名） 可否

1 建設業許可申請書 ○ 26 変更届出書（第一面） ×

2 役員等の一覧表 ○ 27 変更届出書（第二面） ×

3 営業所一覧表（新規許可等） ○ 28 届出書 ×

4 営業所一覧表（更新） ○ 29 廃業届 ×

5 専任技術者一覧表 ○ 30
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあつて経営業務を補

佐した経験の認定に関する調書
○

6 工事経歴書 × 31 常勤役員等が有する業務経験の認定に関する調書 ○

7 直前３年の各事業年度における工事施工金額 ○ 32
常勤役員等を直接に補佐する者が有する業務経験の認定に

関する調書
○

8 使用人数 ○ 33 変更届出書（決算変更届出用） ○

9 誓約書 × 34 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書 ○

10 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 ○ 35 工事種類別完成工事高 工事種類別元請完成工事高 ○

11 常勤役員等の略歴書 ○ 36 技術職員名簿 ○

12 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 ○ 37 その他の審査項目（社会性等） ○

13 常勤役員等の略歴書 ○ 38 工事種類別完成工事高付表 ○

14 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 ○ 39 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿 ○

15 健康保険等の加入状況 ○ 40 CPD単位を取得した技術者名簿 ○

16 専任技術者証明書（新規・変更） ○ 41 技能者名簿 ○

17 実務経験証明書 ○ 42
建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な

措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書
○

18 指導監督的実務経験証明書 ○ 43 貸借対照表 ×

19 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表 ○ 44 損益計算書 ×

20 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 ○ 45 完成工事原価報告書 ×

21
建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等

に関する調書
○ 46 株主資本等変動計算書 ×

22 株主（出資者）調書 ○ 47 注記表 ○

23 営業の沿革 ○ 48 附属明細表 ×

24 所属建設業者団体 ○ 49 貸借対照表（個人） ×

25 主要取引金融機関名 ○ 50 損益計算書（個人） ×
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■申請書類データの取込

他のソフトで作成（出力）した指定フォーマットの申請書データファイル（XML形式）を、JCIPに取り込むことができます。

①「申請・届出内容」画面の左上、「申請書類データの取込」ボタンを押下します。

②ファイル選択ダイアログが開きますので、取り込む申請書データファイルを選択し「開く」ボタンを押下します。

※「なんでも経審Plus」から出力した申請書データファイルも取り込み可能です

①トップメニュー画面で「申請書類を作成する」ボタンを押下します。

　４．その他の機能等について
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②申請書類作成サブメニュー画面で「建設業許可・経営事項審査電子申請システム（JCIP）用データ作成・取込」ボタン
　を押下します。

③JCIP用データ作成・取込画面で「建設業許可・経営事項審査電子申請システム（JCIP）に取り込むためのデータを出力」
　ボタンを押下します。

④出力データ選択画面で出力対象の書類を選択後、出力先のフォルダを指定して「JCIP用データ出力」ボタンを押下します。

　４．その他の機能等について

JCIP用データ_商号名称_XX_20230707084920.xml

先頭が「JCIP用データ」というファ

イル名の、XMLファイルが出力され

ます

46



■手数料納付

①「トップページ」画面の「通知」グリッドで、状態が「納付待」になったことを知らせる通知を押下します。

②「申請・届出内容」画面が開いたら、画面右下の「手数料納付」ボタンを押下します。

③「手数料納付」画面が開き、「納付手続」項目に利用可能な納付方法が表示されます。

④岐阜県において利用可能な収納方法は以下の通りです。（2023年9月現在）

　４．その他の機能等について
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■通知書の受領

①通知書の交付方法については、書類作成開始時に確認ダイアログが表示されます。（岐阜県の場合）

②通知書の代理受領については、委任状作成時に指定可能です。※行政庁によっては指定通りにならない場合あり

③岐阜県において指定可能な通知書交付方法は以下の通りです。（2023年9月現在）

　４．その他の機能等について
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■お知らせ

ログイン画面の「お知らせ」グリッド内に、JCIP又は行政庁からの「お知らせ」が表示されます。

①参照したい「お知らせ」を押下して、詳細内容を参照します。

②「お知らせ参照」画面が開き、トップページで押下した「お知らせ」の詳細が表示されますので
　内容を確認してください。

ア．「お知らせ」の内容（本文）
イ．外部サイト（JCIPとは別のサイト）へのリンク
ウ．「お知らせ」の内容に関連する参考資料等のファイルのダウンロード用リンク

③公開期限が過ぎ、「お知らせ」グリッド内に表示されなくなった過去の「お知らせ」内容を確認
　する場合は、「マイページ」画面の「お知らせ一覧」ボタンの押下により参照できます。

　４．その他の機能等について

ア

イ

ウ
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■通知

「トップページ」画面の「通知」グリッド内に、行政庁からの通知等が表示されます。
　・委任状関連の通知　→　「委任状」画面が表示されます。
　・状態が遷移したことのみを知らせる通知　→　「申請・届出内容」画面が表示されます。
　・上記以外の通知　→　「通知詳細」画面が表示されます。

①参照したい「通知」を押下して、詳細内容を参照します。

②状態が遷移したことを知らせる通知のうち、「訂正中」又は「補正中」については、見出しを押下すると、
　「通知参照」画面が表示されますので、通知の内容（行政庁による指摘事項）を確認して訂正又は補正を行います。

ア．「通知」の詳細
イ．「通知」の内容に関連するファイルのダウンロード用リンク
ウ．申請番号を押下すると、「申請・届出内容」画面が開きます

　４．その他の機能等について

ア

イ

ウ
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③受信後に時間が経過し、「通知　未読の直近10件」グリッド内に表示されなくなった、過去の「通知」内容を確認
　する場合は、「マイページ」画面の「通知一覧」ボタンを押下します。

④「通知一覧」画面が表示され、過去の通知内容を参照できます。

■JCIPに係る最新情報

JCIP操作マニュアル、外部インターフェイス仕様書等の最新情報は、国土交通省ホームページで公開されていますので

適宜ご参照ください。

https://www1.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00019.html

別紙「国土交通省ホームページ」参照

　４．その他の機能等について
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１ 建設業許可全般について 

 

 

 

 

Ａ１－１ 

建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。 

• 建築一式工事で木造住宅の場合は、 

工事１件の請負契約が 1,500 万円以上で、かつ、延べ面積 150 平方メートル以上

の場合 

• 建築一式工事で木造住宅以外の場合は、工事１件の請負契約が 1,500 万円以

上の場合 

• 建築一式工事以外の工事で、１件の請負契約が 500 万円以上の建設工事を施 

工する場合  

いずれの場合も消費税及び地方消費税を含めた額で判断します。 

上記に満たない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可がなくても請け負

うことができます。また、軽微な工事であっても、次の工事を施工する場合は、行政

庁へ登録する必要がありますのでご注意ください。 

• 浄化槽の設置工事を行う場合  ⇒ 浄化槽工事業者登録  

    登録先(岐阜県内の事業者:各土木事務所  

岐阜県外の事業者:岐阜県技術検査課) 

• 解 体 工 事 を 行 う 場 合   ⇒  解 体 工 事 業 者 登 録  

    登録先(岐阜県内の事業者:各土木事務所  

岐阜県外の事業者:岐阜県技術検査課) 

• 電気工事を行う場合       ⇒  電気工事業者登録  

 登録先(岐阜県:岐阜県消防課) 

 

 

 

 

 

Ａ１－２ 

浄化槽工事、解体工事、電気工事など他の法令で登録制度が設けられているものも建 

設業法の対象であり、500万円以上の工事を請け負う場合は建設業の許可が必要となり 

ます。 

 

 

 

 

Ａ１－３ 

建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万 

円以上の専門工事を単独で請け負うことは出来ません。 (土木工事業も同様) 

例:「Ａ邸外溝工事」は「とび·土工工事」に該当し、建築工事業の許可の

みでは請け負えません。 

 

 

 

Ｑ１－１ 

建設業を営むには必ず許可が必要なのですか？ 

Ｑ１－２                                    

浄化槽工事のみを行う場合、浄化槽法による浄化槽工事業の登録を受けていれば建設業

の許可は受けなくてよいのですか？ 

Ｑ１－３ 

建築工事業の許可を取得すれば、建築系工事ならどんな工事も請け負えるのですか？ 
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Ａ１－４ 

「一式工事」とは、原則元請の立場で、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作

物（建築物）を建設する工事（補修、改造又は解体する工事を含む）です。 

※下請工事については、一括下請負禁止規定等との兼ね合いから、民間工事における 

合法的な一括下請負のケースを除いては、下請工事に関し、一式工事に該当する事   

例は、極めて少ないと思われます。 

なお、一括下請は、公共工事及び一定の民間工事（多数の者が利用する一定の重 

要な施設等の工事）においては全面禁止、その他の民間工事においては、発注者によ

る事前承諾がある場合を除き、禁止されています。 

 

 

 

 

 

 

Ａ１－５ 

「一式工事」の許可を受けていたとしても、各専門工事の許可を受けていない場合は、

500 万円以上（税込）の専門工事を単独で請け負うことはできません。 

例えば、建築一式工事（建築工事業）の許可を受けていても単独で 500万円以上（税

込）の内装工事を請け負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

Ａ１－６ 

建物の新築工事は、建築一式工事となりますが、これを元請として請け負う場合、そ

の中に含まれる専門工事の許可は必要ありません。 

しかし、これらを実際に施工する場合は、それぞれの専門工事に主任技術者の資格を

持った「専門技術者」を置くことが必要です。 

当該内装工事（税込 500万円以上）を下請に出す場合は、当該下請業者は、内装工事

の許可が必要となります。 

 

 

 

 

Ａ１－７ 

建設工事は建設業法で 29種類に分けて掲げられており、その内容が建設省告示等で示

されています。 

単なる保守·点検や除雪·除草、融雪剤散布、土砂運搬等は建設工事といえません。 

 

 

Ｑ１－５ 

「土木一式工事（土木工事業）」や「建築一式工事（建築工事業）」の許可を 

受けていれば、単独で「専門工事」（鋼構造物工事や内装仕上工事など）を請け負うこと

はできますか？ 

Ｑ１－６ 

「建築一式工事（建築工事業）」の許可のみを受けている事業者が、建物の新築工事を

請け負った場合、その中に含まれる内装工事（500万円以上）に対して、別途内装仕上工

事業の許可が必要となりますか？ 

 

 

Ｑ１－７ 

機器等の保守点検や道路の除雪は建設工事といえますか？ 

Ｑ１－４ 

「土木一式工事（土木工事業）」や「建築一式工事（建築工事業）」とはどのようなも

のですか？ 
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Ａ１－８ 

法人等の代表権者から見積や契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や

営業所の代表者(支店長や営業所長等)及び支配人を指します。 

令３条の使用人は、役員等と同様、建設業法第８条に規定する欠格要件に該当し

ない者でなければなりません。 

 

 

 

 

Ｑ１－９ 

建設業法上の営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約等を締

結する事務所をいいます。 

請負契約の見積、入札、契約締結など、請負契約の締結に係る実体的な行為を行

う事務所のことです。また、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うな

ど、建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合にも、この営業所に当

たります。単なる事務·連絡に係る業務を行うだけの事務所はこれには該当しません。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１－10 

名古屋工場が鉄筋製造のみを行い、建設業に関する行為(見積、入札、契約等)を一

切行わないのであれば、営業所には該当しません。 

なお、その場合、建設業法上の営業所は岐阜本社のみなので、大臣許可ではなく岐

阜県知事許可となります。 

 

 

 

 

Ａ１－11 

必ずしもそうではありません。 

例えば、土木工事業と建築工事業の許可を持っている会社が、東京本社で土木工事

業を、大阪支社で建築工事業を行うといったことも可能です。ただし、 その場合にお

いても、経営業務管理責任者はすべて本社にいなければなりません。 

また、許可を受けた業種のうち、その営業所で営業を行うこととしていないものに 

ついては、 軽微な工事を含め一切の営業を行うことができません(上記の例では、東 

京本社で建築工事業の請負は一切できません)。 

 

 

 

 

 

Ｑ１－８ 

 令３条の使用人とは誰のことですか？ 

Ｑ１－10 

 岐阜に本社が、名古屋に工場がありますが、名古屋工場は鉄筋製造のみの作業場であ

り、建設工事に係る契約や伝票管理等はすべて岐阜本社で行っています。 

 名古屋工場は営業所となりますか？ 

 

Ｑ１－９ 

 建設業法上、申請の必要な営業所とはどういった営業所ですか？ 

Ｑ１－11 

 主たる営業所においては、許可を受けた全業種の営業を行わないといけないのですか？ 
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Ａ１－12 

建設業許可は事業者ごとに取得するものであるため、同一業種である営業所では特

定、ある営業所では一般という形で許可を取得することはできません。 

 

 

 

 

Ａ１－13 

建設業法上、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交

通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。 

なお、許可申請等の際の確認資料として、許可票の写真を求められることがありま

すが、その際は、許可票が公衆の見やすい場所に掲げてあること、許可票の記載内容

について、それぞれ確認できる写真を提出してください。 

 

 

 

 

Ａ１－14 

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から５年目の許可があった日に相当する 

日の前日までです。 

有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となりますので、

ご注意ください。また、許可の更新申請は、期間満了日の３か月前(大臣許可の場合

は６か月前) から受け付けています。 

期間満了日の 30 日前までに申請してください。 

なお、許可の更新について特に土木事務所からの連絡はありません。更新を忘れて

許可が切れた場合、改めて許可を受ける際は別途新規申請が必要となりますのでご注

意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１－12 

 同一の法人で、本社が特定建設業許可を、支社が一般建設業許可を取得することはでき

ますか？ 

Ｑ１－13 

 店舗や工事現場に掲げる許可票のサイズや様式はどのようなものですか？ 

Ｑ１－14 

 建設業許可には有効期間がありますか？ 
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２ 建設業許可申請等について 

 

 

 

 

 

Ａ２－１ 

令和２年 10 月１日の法改正により、事前の認可を受けることで、建設業者とし

ての地位を承継することとなり、許可に係る建設業の全部を承継することができる

ようになりました。 

認可された場合、許可番号は被承継人のものを引き続き使用することができ、承

継人が建設業者である場合は、承継人が使用する許可番号を選択することができる

ようになります。 

この際、岐阜県へ申請していただくのは、承継人及び被承継人が共に岐阜県知事

許可業者である場合のみとなります。また、認可申請にかかる審査を円滑に実施す

るため、認可申請が必要となる場合には、承継人の申請窓口の土木事務所へなるべ

く早くお申し出のうえ、事前に打ち合わせを行うこととしてください。 

なお、従来の方法でも申請することが可能です。 

  ※建設業法第 17 条の２、17 条の３参照 

【従来の方法】 

建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化したときは、新たに

法人としての新規の許可申請を行います。また、同時に、個人の許可について廃業

届を提出してください。法人の許可番号は新たに付与されますので、個人の許可番

号を引き継ぐことはできません。  

なお、県知事許可の場合、所定の要件を満たせば経営事項審査の際に当該個人の

工事実績（完成工事高・営業年数）を引き継ぐことができますので、事前に申請窓

口となる土木事務所にご相談ください。 

 

 

 

 

 

Ａ２－２ 

Ａ２－１のとおりです。 

なお、従来の方法でも申請することができます。 

  ※建設業法第 17 条の２、17 条の３参照 

 【従来の方法】 

前個人事業主の許可については廃業届を提出し、事業継承した長男の新規の許可

申請を行います。許可番号は新たに付与されますので、前事業主の許可番号を引き

継ぐことはできません。 

なお、県知事許可の場合、所定の要件を満たせば経営事項審査の際に当該個人 

の工事実績(完成工事高·営業年数)を引き継ぐことができますので、事前に申請 

窓口となる土木事務所にご相談ください。 

 

 

 

 

Ｑ２－１ 

県知事許可を取得している個人事業主ですが、このたび法人化することになりました。 

許可は引き継げますか？ 

Ｑ２－２ 

県知事許可を取得している個人事業主の死亡等により長男が事業継承した場合、許可は

引き継げますか？ 
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Ａ２－３ 

「般·特新規」で扱います。同一業種を「一般」→「特定」に変更する般·特新規

と、その他の業種について新たに特定建設業で追加する申請を同時に行う場合は、 

「般·特新規」として扱うものとします。 

 

 

 

 

Ａ２－４ 

この場合の申請は,許可の有効期間が十分(知事許可の場合は２か月程度、大臣許

可の場合は６か月)残っているうちに窓口にご相談のうえ申請してください。 

許可の有効期間の残りが少なくなってから申請を行った場合、更新と業種追加を

一つの申請として取り扱うことができなくなり、許可年月日を同一にすることがで

きなくなってしまうのでご注意ください。 

 

 

 

 

Ａ２－５ 

県知事許可の場合は、正本 1 部と副本 2 部をご提出ください。その際、副本は

正本の写しで構いません。※副本の会社印の押印は不要（令和 3 年から） 

また、登記されていないことの証明書及び身分証明書については、正本にのみ

添付してください(副本に写しを添付しない)。  

なお、大臣許可の場合は正本 1 部と副本 1 部となります。 

 

 

 

 

Ａ２－６ 

 申請書類の提出及び許可通知書等の交付は、窓口での手渡しにより行います。 

※郵送でのやりとりは原則として認めておりません。 

郵送を希望する場合は、あらかじめ提出先の土木事務所までお問い合わせ下さい。 

なお、郵送の場合は返信用封筒を同封して下さい。 

（送付時、返信時とも、書留、レターパック等の配達状況が確実にわかる方法と 

して下さい） 

 

 

 

 

 

Ｑ２－３ 

 現在一般の許可のみを持っていますが、一般で持っている許可業種すべてを特定に変更

し、 同時にその他の業種についても特定建設業で新規に許可を取得したいと考えていま

す。その他の業種の追加については、「般·特新規」で扱うのでしょうか、それとも「業

種追加」で扱うのでしょうか? 

 

Ａ２－４ 

許可の更新と合わせて業種追加の申請を行う場合に気をつけることはありますか？ 

Ｑ２－５ 

申請書の提出部数は何部ですか？ 

 

Ｑ２－６ 

郵送で申請することはできますか? 
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３ 建設業許可の要件について 

 

【経営業務の管理責任者(経管者)·営業所技術者等 共通】 

 

 

 

Ａ３－１ 

監査役とは取締役の職務執行を監査する機関であり、取締役や使用人と兼務できま

せん。 

また、建設業法上は「役員」に含まれません。 

したがって、監査役の地位にある者は経管者及び営業所技術者等になることはでき

ません。 

 

 

 

 

 

 

Ａ３－２ 

経管者又は営業所技術者等が不在であれば、許可の要件を満たさないことになるた

め、建設業の許可を廃業していただかなければなりません。 

なお、建設業の許可がなくても、Ａ１－１のとおり軽微な工事は施工することができ 

 ますので、建設業の業務すべてを止める必要はありません。 

 

【経管者】 

 

 

 

 

 

Ａ３－３ 

経管者は、建設業に関する経営業務を常時執行する必要があることから、ここでい

う「本社、本店」とは、許可を得て建設業を行うとした営業所のうちの主たる営業所

をいいます。 

 

 

 

 

 

Ａ３－４ 

過去の経験でも問題ありません。 

証明書類は、たとえば法人であれば登記事項証明書(閉鎖謄本)等、個人事業主であ

れば確定申告書の写し等で行うこととなります。 

 

 

 

 

Ｑ３－２ 

 経管者（営業所技術者等）が入院しました。今のところ退院の目途が立たず、代わり

の経管者（営業所技術者等）もすぐには見つかる見込みがありません。どうしたらよい

でしょうか？ 

 

 

 

Ｑ３－４ 

 経管者の経験は直前ではなく過去の経験でも良いのでしょうか？ 

また、その場合、どのような証明書類を提出すればよいのでしょうか？ 

Ｑ３－１ 

監査役は経管者·営業所技術者等になれますか？ 

 

 

Ｑ３－３ 

 経管者は原則として本社、本店等において職務に従事している者であるべきというこ 

とですが、本社では建設業を行っていない場合、その本社に勤務しているものでも経管 

者になれますか？ 
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Ａ３－５ 

認められます。ただし、経営業務の管理責任者として申請時において「常勤」 であ

ることが必要です。 

 

【営業所技術者等】 

 

 

 

Ａ３－６ 

 出向社員であっても、常勤性及び専任性が確認できれば営業所技術者等として認め

られます。 

ただし、出向社員は工事現場に置かれる主任技術者、監理技術者にはなれません。 

 

 

 

 

 

Ａ３－７ 

その実務経験が許可を受けたい業種の建設工事に係る経験であれば、その事業者が許

可業者である必要はありません。 

 

 

 

 

 

Ａ３－８ 

建設工事に関する技術経験であれば、実務経験として認められます。 

したがって、たとえば土工として実際に建設工事の施工に携わった経験、これらの

技術を修得するためにした見習中の技術的経験等は実務経験に参入できますが、工事

現場の単なる雑用は経験年数には含まれません。 

なお、実務の経験には、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは

現場監督技術者としての経験も含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｑ３－７ 

 建設業許可を持っていない事業者で従業員として務めた実務経験は、営業所技術者等

の実務としてカウントできますか？ 

Ｑ３－８ 

 実務経験とは単に労務のみを提供した経験、たとえば土工とか建設工事の雑務等に従事

した経験も含まれますか？ 

Ｑ３－６ 

  他の会社からの出向社員を営業所技術者等とすることができるでしょうか？ 

Ｑ３－５ 

非常勤取締役の経験は、経管者としての経験として認められますか？ 
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Ａ３－９ 

認められません。 

建設業法第７条第２号ロの場合、１業種 10 年の実務経験を要します。 

２業種であれば 20 年間の経験が必要です。 

ただし、建築一式→大工、土木一式→とび·土工等実務経験の振替が一部認められ

ています。 

 (建設業法第 7 条第 2 号(ロ)の実務経験要件の緩和) 

営業所の営業所技術者等になろうとする業種での実務経験とその他の業種での実

務経験を合わせて 12 年以上(営業所技術者等になる業種については８年以上必要)有

していれば、下記(A) (B)においてのみ実務経験の振替が認められ、営業所技術者等

になる資格を有しているものとして取り扱います。 

(A)一式工事から専門工事への実務経験の振替えが認められるもの 

·「土木一式」 ⇒「とび·土工」「しゆんせつ」「水道施設」「解体」 

·「建築一式」 ⇒「大工」「屋根」「内装仕上」「ガラス」「防水」「熱絶縁」 

         「解体」 

(B)専門工事間での実務経験の振替えが認められるもの 

·「大工」    ⇔ 「内装仕上」 

·「とび·土工」 ⇔ 「解体」 

 

 

 

 

Ａ３－10 

 「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現

場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経

験をいいます。 

同じく指導監督的な地位にあっても,発注者の現場監督員としての経験等は含まれ

ません。 

指導監督実務経験で特定建設業の営業所技術者等になる場合には、１件の請負金

額が 4,500 万円以上の元請工事に関して２年以上の指導監督的実務経験が必要です。 

なお、指定建設業７業種(土、建、電、管、鋼、舗、園)については、指導監督的な

実務経験では営業所技術者等になれません。 

 

 

 

 

 

Ａ３－11 

同一業種であれば、「実務経験」と「指導監督的実務経験」は重複可能です。 

 ただし、Ａ３－10 のとおり、1 つの期間の経験を複数業種の経験として重複計算す 

ることは、「実務経験」についても「指導監督的実務経験」についても不可能です。 

 

 

Ｑ３－９ 

 過去 10年間、大工工事をしながら屋根工事にも携わっていた場合、10年間の実務経験

で大工工事と屋根工事２業種の営業所技術者等となれますか？ 

Ｑ３－11 

 実務経験大卒３年＋指導監督的実務経験２年で営業所技術者等となる場合、その実務

経験期間は重複してもよいのですか？ 

Ｑ３－10 

 特定建設業の許可の営業所技術者等に必要な「指導監督的実務経験」とは何ですか？ 
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【請負契約に関する誠実性】 

 

 

 

Ａ３－12 

 申請者、役員、令第３条の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をす

るおそれが明らかな者でないことをいいます。 

不正行為とは詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為を指し、不誠実な行為とは

工事内容、工期などに関する請負契約に違反する行為をいいます。 

 

【財産的基礎】 

 

 

 

 

 

Ａ３－13 

認められません。 

直前決算で自己資本の額が 500 万円に満たない場合は、自己資本の額にかかわら

ず 500 万円以上の取引金融機関の融資証明又は 500 万円以上の預金残高証明書によ

り「500 万円以上の資金を調達する能力を有する者」に該当するか判断します。 

なお、下記の場合は、添付の省略が可能です。 

・「許可申請直前の過去５年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者」 

(許可の更新、業種追加等に係る申請の場合のみ)に該当する場合。 

・申請の直前決算期における賃借対照表で自己資本の額が 500 万円以上の場合。 

・特定建設業の申請の場合。（財務諸表により確認するため） 

 

 

 

 

 

Ａ３－14  

自己資本の額については、直前の決算期における財務諸表又は開始貸借対照表で

判断することとされており、決算後の増資の額をこれに加算することはできません。  

直前の決算期における財務諸表上、資本金の額以外の要件を満たしていて資本金

の額が 2,000 万円未満の場合は、申請日までに増資を行えば財産的要件を満たすと

判断されます。 

 

 

 

 

 

Ａ３－15 

許可の更新時には基準を満たしていることが必要であり、更新直前の決算において

基準を満たしていなければ特定建設業の更新許可は受けられませんが、経管者、営業

所技術者等と異なり、財産的基礎の基準を満たさなくなっても直ちに許可の効力が失

われるものではありません。 

Ｑ３－12 

許可要件にある「請負契約に関する誠実性」とは何ですか？ 

Ｑ３－14  

 特定建設業の許可を申請するに当たり、直前決算で自己資本の額が 4，000万円未満 

のときは、増資により基準を満たすことはできますか？ 

Ｑ３－13 

 一般建設業の許可を申請するにあたり、直前決算で自己資本の額が 300万円のときは、

200万円の残高証明又は融資証明があれば「500万円以上の資金を調達する能力を有す

る」と認められますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３－15  

 特定建設業の許可を受けた後の決算において財産的基礎の基準を下回った場合、許可 

の効力は失われるのですか？ 
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４ その他許可関係書類について 

 

 

 

 

 

 

Ａ４－１ 

工事経歴書については、申請時に工事実績がなければ「実績なし」と記入してくだ

さい。 

直前３年の各事業年度における工事施工金額については、「決算期未到来」と記入

してください。 

 財務諸表については、貸借対照表については法人設立時の貸借対照表(開始貸借対

照表)をご作成ください。 

その他、損益計算書等については、「決算期未到来」と記入してください。 

納税証明書については、決算期未到来として県税事務所から発行してもらうように

してください。 

 

 

 

 

 

Ａ４－２ 

業種追加のみを行うのであれば、追加する業種についてのみ常勤性を示していただ

ければ結構です。 

従前からの業種の分については資料の提出は不要です。 

 

 

 

 

 

Ａ４－３ 

 追加される役員の分のみで構いません。 

なお、許可更新申請時には、全役員分の「登記されていないことの証明書」及び

「身分証明書」を提出していただく必要があります。 

 

 

 

 

 

Ａ４－４ 

「登記されていないことの証明書」は全国の法務局·地方法務局の本局窓口で発行され 

ます。 

「身分証明書」は本籍地を所管する市区町村窓口で発行されますので、各市区町村に 

直接お問い合わせください。 

 

 

Ｑ４－４ 

 「登記されていないことの証明書」及び「身分（元）証明書」はどこで手に入ります

か？ 

Ｑ４－１ 

 法人設立直後で最初の事業年度が終了する前に新規許可申請をする場合、工事経歴書 

や直前３年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表はどのように記入すればいい 

ですか？また、納税証明書はどのように提出すればよいですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４－２ 

 業種追加の場合、営業所技術者等の常勤性確認資料は、従前許可を受けていた業種の

分まで提出する必要があるのでしょうか？ 

Ｑ４－３ 

役員を追加する場合、従前の役員分まで身分証明書等を提出する必要があるのでしょう

か？ 
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Ａ４－５ 

昭和 59年８月建設省告示第 1254号により、２級資格に「土木」の外に「鋼構造物

塗装」「薬液注入」が加わりました。 

したがって、昭和 59年以前の技術検定合格証明書に種別の記載がないものは、２級

土木施工管理技士「土木」としての取扱いとなります。 

 

 

 

 

 
 

 

Ａ４－６ 

「とび·とび工」と「コンクリート圧送施工」のいずれの資格でもとび·土工工事業

の技術者になれるため、有資格者区分変更の届出は必要ありません。 

平成 28 年６月１日以降新規に届け出る方についてのみ、「とび·とび工」と「コン

クリート圧送施工」を区別します。 

 

 

 

 

 
 

Ａ４－７ 

「個人の氏名」以外はそのまま記載していただいて構いません。 

 

 

 

 

Ａ４－８ 

 事業年度終了届は、毎事業年度終了後４か月以内にご提出いただくことが建設業法に

おいて義務付けられていますので、必ず毎事業年度終了毎に提出をお願いします。 

 

 

 

 

 
 

Ａ４－９ 

事業年度終了届は、提出日時点の許可行政庁に対して、その時点の岐阜県知事許可

業者としての必要書類を所管の土木事務所に提出してください。 

 

 

Ｑ４－８ 

事業年度終了届は、更新のときにまとめて提出してはいけませんか？ 

Ｑ４－５ 

昭和 59年以前に取得した「２級土木施行管理技士」は、現在の種別(土木·鋼構造物塗

装・液注入)のうちどれに該当しますか？ 

Ｑ４－６ 

 平成 28年６月１日より、技能検定「とび・土工・コンクリート圧送施工」の有資格者

コード「73」が「とび・土工」の「57」と「コンクリート圧送施工」の「73」に分かれま

した。 

登録済みの「とび・とび工」の技術者について有資格者区分変更の届出は必要ですか？ 

Ｑ４－７ 

 工事経歴書の記載方法について、経営事項審査を受ける際の工事案件の特定のため、で

きるだけ具体的に記載したいのですが、発注者が法人である場合や施設名称に個人名が出

ない場合は、イニシャル表記等にせず、そのまま記載してよろしいでしょうか？ 

Ｑ４－９ 

  令和４年 10 月 15日に大臣許可から岐阜県知事許可に許可換えしました。 

令和４年 9 月 30日決算の事業年度終了届は大臣許可、岐阜県知事許可のどちらとして

提出すればよいでしょうか？ 



15 

 

 

 

 

 

Ａ４－10 

廃業届は、いわば建設業の許可を返上するための届出であり、建設業の事業自体を

止めるための届出ではありませんので、会社の清算は必要ありません。 

廃業届提出後であっても、軽微な工事のみを請け負う形であれば事業を続けること

ができます。 

また、自主廃業後、再度許可申請をすることは可能です。 

 

 

 

 

Ａ４－11 

再発行はできません。 

必要な場合は許可証明書を発行しますので、県知事許可の場合は各土木事務所へ申

請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４－10 

 建設業許可の廃業届を提出した場合、会社も精算しなければならないのでしょうか？ 

また、自主廃業後、再度許可申請をすることはできますか？ 

Ｑ４－11 

許可通知書を紛失した場合は再発行できますか？ 
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５ 社会保険の加入について 

 

 

 

 

 
 

Ａ５－１ 

令和２年 10 月１日の法改正により、適切な社会保険等に加入していることが必要と

なりました。 

適切な社会保険等への加入として、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、

それぞれ適正に加入している必要があります。  

（１）健康保険及び厚生年金保険は、法人の事務所（営業所）及び個人経営で常時５人 

以上の労働者を使用する事業所（営業所）が適用事業所に該当します。  

（２）雇用保険は、労働者を１人でも雇用する事業所（営業所）が適用事業所に該当し 

ます。 

 

 

 

 

 

Ａ５－２ 

社会保険については年金事務所、雇用保険についてはハローワークになります。 

それぞれ最寄りの機関にお尋ね下さい。 

 

 

 

 

Ａ５－３ 

健康保険被保険者の適用除外の承認を受けて建設国保に加入している場合は、健康保

険の適用除外承認書(写し)又は適用除外承認証明書又は国保組合の加入証明書を提出し

てください。 

 

 

 

 

 
 

Ａ５－４ 

様式第７号の３「健康保険等の加入状況」は、「適用除外→加入」等、健康保険等

の加入状況に変更があった場合から２週間以内に提出していただくことになります。 

なお、従業員数のみが変更になった場合には、毎事業年度終了後４か月以内に提出

していただくことになります。 

 

 

 

 

Ｑ５－１ 

 平成 24年 11月１日より社会保険・雇用保険の加入状況を提出することになりました

が、社会保険・雇用保険に加入していなければ建設業許可を取得することができないので

しょうか？ 

Ｑ５－２ 

社会保険·雇用保険の加入義務の有無については、どこに問い合わせればわかります

か？ 

Ｑ５－３ 

健康保険については建設国保でも認められますか？ 

Ｑ５－４ 

 社会保険・雇用保険の加入状況は、変更があれば毎事業年度終了後４か月以内に提出す

るとのことですが、加入状況に変更がなくても従業員数に変更があれば提出しなければな

らないですか？ 
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６ 解体工事業許可について 

 

 

 

 

Ａ６－１ 

  解体工事業の許可で施工できるのは、大まかに言えば従来とび·土工工事業の許可で施 

工されていた解体工事です。 

これには、家屋等を解体する工事が含まれます。 

従来からそれぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体す

る工事は各専門工事業の許可で、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築

物を解体する工事は、それぞれ土木工事業や建築工事業の許可で施工することが可能で

したが、これらの取扱いに変更はありません。 

たとえば巨大なビルを解体する工事は建築工事業許可で、信号機を解体する工事は電

気工事業許可で行う、といったことは従前どおり可能です。 

なお、とび·土工工事業許可で施工される足場や型枠等のみの解体は、「専門工事におい

て建設される目的物」の解体と考えられるので、解体工事業許可の新設後もとび·土工工事

業許可で施工することとなります(解体工事業許可では原則として施工できません)。 

 

 

 

 

Ａ６－２ 

別紙２「営業所技術者等の有資格コード一覧表」をご確認ください。 

 

 

 

 
 

Ａ６－３ 

一式工事及び各専門工事として請け負った解体工事については、当該業種の実務経験と

みなし、解体工事の実務経験には含めません。 

また、建設リサイクル法施行後の解体工事に係る経験は、とび·土工工事業許可又は解体

工事業登録で請け負ったものに限り認めます。         

なお、登録業者での経験は、一式工事以外のこれまでとび·土工·コンクリート工事の範

囲で行われていた解体工事が実務経験として認められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｑ６－１ 

新設された解体工事業の許可で施工できるのはどのような工事ですか？ 

Ｑ６－２ 

解体工事業の営業所技術者等となれる資格は何ですか？ 

Ｑ６－３ 

 実務経験で営業所技術者等になる場合、とび・土工工事業以外の許可で請け負った解

体工事の経験を実務経験に含めることはできますか？ 
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Ａ６－４ 

平成 28 年５月 31 日までのとび·土工工事業の実務経験は、平成 28 年６月１日

以降もすべて(解体工事の経験も含めて)とび·土工工事業の実務経験として認めら

れます。 

そのうち解体工事に係る部分については、解体工事業の実務経験として認められ

ます。 

平成 28 年５月 31 日までにとび·土工工事業の許可で施工した解体工事の経験

は、例外的にとび·土工工事業と解体工事業両方の実務経験として重複して認める

ことができます。 

例えば、平成 28 年５月 31 日までの間にとび·土工工事業の許可で 10 年間解体

工事に携わっていた場合は、その 10 年間の経験をもって同時にとび·土工工事業

と解体工事業の営業所技術者等となれます。 

なお、平成 28 年６月１日以降の解体工事の経験は、とび·土工工事業の実務経験に

は含まれず、経験期間の重複も認められません。 

 

 

 

 

 

Ａ６－５ 

平成 28 年８月１日現在登録解体工事試験として登録されている、 (公社)全国解

体工事業団体連合会の実施する「解体工事施工技士試験」の場合、合格者には合格

証明書が交付されるほか、申請により解体工事施工技士登録者名簿に登録された合

格者には登録証と資格者証が交付されます。これらいずれかの写しを提出してくだ

さい。 

 

Ｑ６－６ 

 

 

Ａ６－６ 

講習の詳細及び証明書の取扱い等については、登録解体工事講習実施機関にご確認

ください。 

実施機関により具体的な取扱いが異なる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ６－５ 

 登録解体工事試験の合格者を営業所技術者等とする場合、資格の確認資料としてどの

ような書類を提出すればよいでしょうか？ 

Ｑ６－４ 

 Ａ３－９のとおり、実務経験期間の重複は通常は認められませんが、解体工事に関する

10年の実務経験でとび・土工工事業の営業所技術者等を務めている者が、10年の実務

経験でとび・土工工事業の営業所技術者等を務めている者が、10 年の実務経験で解体工

事の営業所技術者等となる場合、とび・土工工事業の実務経験としている分とは別にも

う 10年分（合計 20年分）の実務経験が必要なのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ６－６ 

登録解体工事講習の証明書等に有効期限はありますか？ 
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Ａ６－７ 

建設リサイクル法が改正され、解体工事業の許可を受けている方は登録が不要とな

った代わりに、とび·土工工事業の許可を受けている方については登録が必要となりま

した(他に土木、 建築及び解体工事業のいずれの許可も受けていない場合)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ６－７ 

解体工事業の新設に伴い、解体工事業登録を受けないで解体工事を施工できる建設業許

可の業種も変更されたのでしょうか？ 
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７ 建設業許可・経営事項審査の電子化について 

 

Ａ６－１ 

 

 

 

Ａ７－１ 

これまで通り、紙による申請も可能です。 

 

 

Ａ６－１ 

 

Ａ７－２ 

以下のようなメリットがあります。 

①会社・自宅からインターネットで申請 

会社や自宅のパソコンから、インターネットで申請・届出書類を作成し、申請・届 

出ができますので、行政庁への訪庁や郵送での申請・届出が不要になります。 

※従前通り、紙媒体による申請も受け付けます。 

※変更届も対象です 

②データ連携により書類の取得・添付が不要 

一部の技術者資格情報がデータ連携により添付が不要になります。 

※デジタル庁が提供する認証サービス「ＧビズＩＤ」のＩＤ取得が必要となります。 

③外部データの取込、前回申請データの再利用 

外部のアプリケーション等で作成したデータの取込や前回申請したデータを利用し 

た申請書類の作成ができますので、入力の手間が省けます。 

④エラーチェック、自動計算 

システムによるエラーチェックや自動計算を行いますので、申請書類の作成に係る 

手間が省け、作成誤りがなくなります。 

 

 

 

 

Ａ６－１ 

Ａ７－３ 

システムのご利用には、デジタル庁提供の認証サービスである「ＧビズＩ

Ｄ」による認証が必要です。  

ＧビズＩＤには、 gB i z I D プライム /メンバー /エントリーの３種類のアカ

ウントがあり、そのうち、 g B i z I D プライム /メンバーのみログインが可能と

なりますので、申請者（法人代表者もしくは個人事業主）は、 g B i z I D プラ

イムアカウントの取得が必須です。  

従業員等は、 g B izI D プライムアカウントが作成する「 gB i z I D メンバーア

カウント」を利用することで申請等の作業が可能となります。  

※ g B i z I D メンバーは g B i z I D プライムの権限により作成され、 g B i z ID プ  

ライムと従属関係となります。  

※各プライムアカウントは、従属する g B i z I D メンバーアカウントを任意  

に作成し、従業員等に割り当てて申請を行わせることができます。  

Ｑ７－３ 

電子申請システムを利用する前に確認すべきことはありますか？ 

Ｑ７－１ 

令和５年１月から、建設業許可・経営事項審査を電子申請できると聞きました。 

これまで通り、紙での申請は可能ですか？ 

Ｑ７－２ 

電子申請のメリットは、どのようなものがありますか？ 
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※詳細については、「 g B i z I D」ウェブサイトに掲載されているマニュアル  

をご参照ください。  

【参照：デジタル庁】  

◆ＧビズＩＤ概要  

h t t p s : / / ww w . d i gi t a l . g o . j p / p o l i c i e s / g b i z i d /  

◆ＧビズＩＤトップ  

h t t p s : / / gb i z - i d. g o . j p / t op /  

 

 

Ａ６－１ 

 

Ａ７－４ 

 以下のとおりです。  

○建設業許可関係  

•許可申請 

   （新規許可、許可換え、般特許可、業種追加、更新）  

•変更等の届出 

   （事業者の基本情報、経営業務管理責任者、営業所技術者等、  

    営業所の代表者等）  

  •廃業等の届出 •決算報告  

○経営事項審査関係  

  •経営事項審査申請  

  （経営規模等評価、総合評定値）  

  •再審査申請 

  （経営規模等評価、総合評定値）  

 

 

 

Ａ６－１ 

 

Ａ７－５ 

 バックヤード連携により、以下の添付書類の取得・提出が簡素化されます。  

 ・一部の技術検定合格証明書  

なお、監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証、建設業経理士登録証

等についても以下のとおりバックヤード連携が開始されています。  

・技術検定合格証明書（令和５年１月～）  

・経営状況分析結果通知書（令和５年１月～）  

・監理技術者資格者証（令和５年４月～）  

・監理技術者受講修了証（令和５年４月～）  

・建設業経理士登録証（令和５年４月～）  

・建設業経理士ＣＰＤ講習修了証（令和５年４月～）  

  

Ｑ７－４ 

電子化の対象となる手続の範囲はどうなっていますか？ 

Ｑ７－５ 

電子化により取得・届出が不要になる添付書類はどのようなものがありますか？ 

https://www.digital.go.jp/policies/gbizid/
https://gbiz-id.go.jp/top/
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Ａ６－１ 

 

Ａ７－６ 

 国土交通省より以下の動画が作成されユーチューブで公開されていますのでご視聴く

ださい。 

[ 1 ]建設業許可・経営事項審査電子申請システム  申請者向け【基本編】  

  h t t p s : // y o u tu . b e / K 9 h fk c J O u oc  

[ 2 ]建設業許可・経営事項審査電子申請システム  申請者向け【操作編】  

  h t t p s : // y o u tu . b e / o R i pa K j t C 7M  

[ 3 ]建設業許可・経営事項審査電子申請システム  申請者向け【代理申請編】  

  h t t p s : // w w w .y o u t u b e . co m / w a tc h ? v = H C J 5_ F h q y R4  

 

 

Ａ６－１ 

 

Ａ７－７ 

電子申請の場合の手数料は「 P a y - e as y 支払い」による電子納付となり、

「現金納付」や「県証紙での納付」はできません。  

「 P a y - e a sy 支払い」の利用に当たっては、事前に「 Pa y - e a s y」対応金融

機関のインターネットバンキング利用契約が必要となります。  

なお、電子納付の場合は、領収書は発行されません。  

 

 

 

 

Ａ７－８ 

国土交通省より以下のとおりマニュアルが作成されていますのでご確認く

ださい。  

[ 1 ] J C I P 電子閲覧システム   

  h t t p s : // p r o d - i n t e r n e t . j c i p . m l i t . g o . j p / C l i e n t /  

 [ 2 ]国土交通省 J CI P 電子閲覧システム操作マニュアル掲載ページ  

  ホーム > >政策・仕事 > >土地・不動産・建設業 > >建設産業・不動産業  

> >建設業許可・経営事項審査電子申請システム  

 

  

Ｑ７－８ 

建設業許可電子閲覧システムはどのようにして利用するのでしょうか？ 

Ｑ７－６ 

申請方法を説明した解説動画はありませんか？ 

Ｑ７－７ 

電子申請の場合も、手数料は岐阜県証紙で納付するのでしょうか？ 
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８ 建設業許可に係る事業承継・相続について  

 

 

 

 

 

Ａ８－１ 

令和２年 10月の建設業法の改正により、事業承継の規定が整備され、事前の認可を受 

けることで、建設業の許可を承継することが可能となりました。 

  

 
【参考・出典】国土交通省作成資料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｑ８－１ 

建設業法の改正により、建設業者の地位の承継ができるようになったと聞きました。 

どのような内容ですか？ 
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Ａ８－２ 

以下の手順により手続きを行うことで、空白期間がなく、建設業者Ｂが建設業者Ａの許 

可を受けていた建設業についても営業可能となります。 

①事前に事業譲渡等について許可行政庁へ認可を申請 

②許可行政庁において、申請の内容について審査 

③認可について通知（不認可の場合はその旨を通知） 

④事業譲渡等の日に建設業の許可についても承継 

 

 

 
【参考・出典】国土交通省作成資料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｑ８－２ 

承継のスキームについて教えてください。 
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Ａ８－３ 

① 一般建設業の許可を受けている者が、その許可に係る建設業のいずれか同一種類の 

建設業に係る特定建設業の許可を受けている者の地位を受け継ぐようなケースは、こ 

の制度による承継の対象外となります。 

なお、この場合、承継先が鉄筋業（一般）を事前に廃業することで承継が可能とな 

ります。 

 ② 特定建設業の許可を受けている者が、その許可に係る建設業のいずれか同 

一種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている者の地位を受け継ぐよ 

うなケースは、この制度による承継の対象外となります。 

なお、この場合、承継元が鉄筋業（一般）を事前に廃業することで承継が 

可能となります。 

 

 

 
【参考・出典】国土交通省作成資料  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｑ８－３ 

承継規定の対象外となるケースについて教えてください。 
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Ａ８－４ 

 事業承継の認可により、事業譲渡等の日に承継する許可、元々持っている許可の

両方の建設業の許可の有効期間が更新されます。 

 

 
【参考・出典】国土交通省作成資料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｑ８－４ 

事業承継の認可を受けた場合の許可期間について教えてください。 
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Ａ８－５ 

以下の手順により手続きを行うことで、相続をすることが可能です。 

①建設業者の死亡後 30 日以内に相続の認可を申請 

②許可行政庁において、申請の内容について審査 

③認可について通知（不認可の場合はその旨を通知） 

 

 
【参考・出典】国土交通省作成資料  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ８－６  

「許可に係る建設業の全部」とは、許可を受けている別表の下欄に掲げる

建設業の全てをいう。【建設業許可事務ガイドラインについて（令和４年 12 

月 2 8 日国不建第 4 6 3 号）】とあり、非承継人から承継人に「そのまま移行」

させることを目的としているため、認可申請によって、許可に係る建設業の

資産（建設機械等）、常勤役員等、営業所技術者等が変更となることは制度

上想定しておりません。  

しかしながら、建設工事を適正に施工し、発注者の保護に資するため、円

滑な事業承継を進めていくことが本制度の趣旨であることから、許可に係る

建設業の資産（建設機械等）、常勤役員等、営業所技術者等「一部」を承継

する必要がないことを認めております。  

Ｑ８－６ 

「許可に係る建設業の全部」とは、業種はもちろん、許可に係る建設業の資産（建機械 

等）、常勤役員等、営業所技術者等も含めて「全部」ですか？ 

それとも、業種のみを言いますか？（単に、承継する業種を取捨選択できないという意

味） 

Ｑ８－５ 

建設業許可の相続をする場合の手続きについて教えてください。 
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（例）個人事業主（親）から個人事業主（子）への譲渡及び譲受けに  

おいて、常勤役員等や営業所技術者等が変更となるケース  

なお、当然のことながら、承継先においても、許可要件を満たしているこ

とが必要です。  

 

 

 

 

 

 

 

Ａ８－７ 

 承継日が令和４年 1 0 月 1 5 日の場合、許可有効期間の開始日は令和４年 1 0

月 1 5 日です。 

 法第 1 7 条の２第７項に規定されているのは、「許可の有効期間（の満了日）

を計算するための起算点が承継日の翌日になる」ということですので、許可

の有効期間の満了日は令和４年 1 0 月 1 6 日から起算して５年後の令和９年 1 0

月 1 5 日ということになります。  

 よって、許可の有効期間は、令和４年 1 0 月 1 5 日から令和９年 1 0 月 15 日

となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ８－８ 

 法第 1 7 条の２第１項（譲渡・譲受）によるものと考えます。  

また、許可を承継する法人が設立されていない状態では、認可申請の主体

も不確定となることから、申請を行うこと自体不可能であると考えます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ８－９ 

 一般建設業許可であれば問題ありません。  

 

  

Ｑ８－７ 

令和４年 10 月 15日に承継の認可がある場合、承継の日は令和４年 10月 15日であり、

許可の有効期間は、法第 17条の２第７項の規定により、令和４年 10月 15日から令和９

年 10月 15日までとなるのでしょうか？（更新時許可日が１日変更となる）と考えて良い

ですか？ 

Ｑ８－８ 

法人成により許可を承継する場合、根拠規定は法第 17条の２第１項か同条第３項か 

どちらですか？ 

また、法第 17条の２第１項（譲渡・譲受）とした場合、引継法人が設立されていない

時点で認可申請を行うことは可能でしょうか？ 

Ｑ８－９ 

【事業承継の認可申請における財産的基礎の要件について】 

被承継人が認可申請直前の過去５年間、許可を受けて継続して営業した実績を有する場 

合、承継人は、承継日に被承継人の建設業としての地位を承継することから、承継人は被

承継人の過去５年間の実績も引き継ぐこととなるため、法第７条第４号の基準に適合する

ものとして取り扱ってよいでしょうか？ 
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Ａ８－10  

 可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ８－11 

 被相続人の許可を承継するという性質上、当該許可の有効期間内に、法第

1 7 条の３の規定に基づき承継の認可申請を提出するか、法第 1 2 条の規定に

基づき廃業届を提出するかを選択する必要があります。  

 したがって、当該許可が失効したのちに行った相続の認可申請は無効なも

のとして取り扱われます。  

相続の認可申請を行わないまま許可満了日を迎えた場合には、当該許可は

失効します。  

 

 

 

 

 

 

Ａ８－12 

 許可を承継する法人が設立されていない状態では、認可申請の主体も不確

定となることから、申請を行うこと自体不可能であると考えます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ８－13 

 申請時点において要件を満たしていなかったとしても、合併契約書等で効

力発生日に要件を満たすことが明らかである場合などについては、認可する

ことが可能であると考えます。  

 

  

Ｑ８－10 

譲渡について個人が法人化する法人成ではなく、個人が全く関係のない第３者の法人に 

事業承継することは可能でしょうか？ 

Ｑ８－11 

被相続人の許可が死亡後 30日以内に切れる場合において、相続の認可申請を被相続人 

の許可が切れた後（死亡日から 30日以内）に申請した場合は有効な申請となるのでしょ

うか？ 

Ｑ８－12 

法人成（個人事業主⇒法人）による譲渡に係る許可申請について、法人の設立前に認可 

申請をすることは可能でしょうか？ 

Ｑ８－13 

建設業承継の認可手続きについて、資本金要件（特定建設業許可）について確認です。 

申請日時点では、「資本金」に関する基準は満たさないが、承継効力発生日には増資を 

行う旨の契約書が締結済みであり、かつ株主総会において、増資する旨の決議がある場

合、当該基準を満たしているものとして良いでしょうか？ 
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Ａ８－14 

 財産的要件に関しては、認可の際に「事業譲渡等の日以降に創業時におけ

る財務諸表において確認する」旨の条件を付し、事後に確認します。  

 常勤性等を確認する書類に関しても、認可の際に「事業譲渡等の日以降に

要件を確認できる書類の提出を求める」旨の条件を付し、事後に確認します。  

 

 

 

 

 

Ａ８－15  

 手数料については、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」により

徴収しているところですが、今般の認可申請について手数料を徴収する規定

が当該政令上ないため、承継に関する申請手数料は徴収しておりません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ８－16  

 事業承継したくない業種の建設業を廃業したうえで、残った業種の建設業

のみ事業承継することも認められます。  

 

 

 

 

 

 

Ａ８－17  

 許可年月日は承継等の効力発生日になります。  

被承継人ついては、廃業届は不要です。  

Ｑ８－16 

譲渡人の持っている許可業種の内、事業承継したくない業種を廃業し、残りの業種を事 

業承継を受けることは認められますか？ 

それとも、譲渡人の既存の業種を全て事業承継できない場合は、譲受人は新規許可等の 

申請をする必要がありますか？ 

Ｑ８－14 

新設合併、新設分割の場合は認可申請時に財務諸表を提出しないこととなっています 

が、財産的要件はどのタイミングで確認するのですか？ 

また、同じく、役員等の常勤性を確認する健康保険被保険者証の写しはどのタイミング 

で確認しますか？ 

Ｑ８－15 

承継の場合、手数料はいくら納付すれば良いですか？ 

Ｑ８－17 

許可年月日は承継等の効力発生日になると思いますが、被承継人については廃業等の届 

出は提出する必要がありますか？ 



別紙10-1

岐阜県に対する建設業許可申請（新規）

提出書類チェックリスト



全体事項 確認項目

部数 □正本１部、副本２部（計３部）あるか。

綴じ方 □①正本 、②副本（提出者控え）、③副本（閲覧用）の書類の３つに分冊したか。

様式第１号
「建設業許可申請書」

確認項目

「申請者」
□本店所在地、商号・屋号、代表者の職名・氏名を記載しているか。
□行政書士の代理申請の場合は申請者名等を記載し、
　その下に代理人の住所、氏名を記載しているか。

｢許可の有効期間の調整｣ □２と記載しているか

｢許可を受けようとする建設業｣ □一般建設業の業種は１、特定建設業の業種は２を記載しているか。

｢商号又は名称のフリガナ｣
□濁音又は半濁音を表す文字を１文字として扱っているか。
□株式会社といった法人の種類を表す文字は省略しているか。（記載不要）

｢商号又は名称｣ □法人の種類を表す文字は（株）といった略号を用いて記載しているか。

｢代表者氏名又は個人の氏名のフリガナ｣
｢代表者氏名又は個人の氏名｣

□姓と名の間に一文字分空けて記載しているか。
□濁音又は半濁音を表す文字も１文字として扱っているか。

「主たる営業所の所在地市区町村コード 」 □手引の別紙４に基づき、市町村コードが正しく記載されているか。

｢主たる営業所の所在地｣
□丁目、番及び号はハイフンを用いて記載しているか。
　※正しい例：薮田南２－１－１

「電話番号」 □左詰めで記載しているか。

｢資本金額又は出資総額｣ □右詰めで記載しているか。

｢許可換えの区分｣
「旧許可番号」

□許可換え新規の場合は記載しているか。

様式第１号別紙１
「役員等の一覧表」

確認項目

「氏名」

□登記上の役員等に加え、相談役、顧問、総株主の議決権の１００分の５以上を
　有する株主、出資の総額の１００分の５以上を出資している個人、この他、
　役職を問わず役員等と同等以上の支配力を有する者が記載されているか。
□氏名欄にフリガナが記載されているか。
□常勤・非常勤の別が記載されているか。（株主等は記載不要）

様式第１号別紙２（１）
「営業所一覧表（新規許可等）」

確認項目

「営業しようとする建設業」 □上段のマスに、一般建設業の業種は１、特定建設業の業種は２を記載しているか。

「従たる営業所」
□主たる営業所のみの場合、（従たる営業所）の右横に
　「該当なし」と記載しているか。

様式第１号別紙４
「営業所技術者等一覧表」

確認項目

「営業所の名称」 □各営業所ごとに分けて記載しているか。

「営業所技術者等の氏名」
□国家資格者等の場合、資格者証や卒業証明書の字で記載しているか。
□実務経験の場合、役員に該当する場合には登記簿謄本の字で記載しているか。

「建設工事の種類」 □手引の別紙２に基づき、「土-７」のように正しい業種と種類番号を記載しているか。

「有資格区分」 □手引の別紙２に基づき、正しいコード番号を記載しているか。

様式第２号
「工事経歴書」

確認項目

「建設工事の種類」 □申請業種ごとに作成してあるか。

「注文者」「工事名」 □個人の氏名が特定されることのないようイニシャル表記にしているか。

「小計」 □各業種の最終ページに、様式に記載した工事の合計金額を記載しているか。

「合計」
□各業種の最終ページに、様式に記載していないものも含めた全ての工事の
　合計金額を記載しているか。

様式第３号
「直前３年の各事業年度における工事施工金額」

確認項目

「許可に係る建設工事の施工金額」 □施工金額の有無にかかわらず、申請するすべての業種名が記載されているか。

「合計」 □損益計算書の完成工事高と一致しているか。

税込・税抜 □どちらかに○を付けているか。

岐阜県に対する建設業許可申請（新規）　チェックリスト
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様式第４号
「使用人数」

確認項目

「技術関係使用人」

「事務関係使用人」

様式第６号
「誓約書」

確認項目

「申請者」 □本店所在地、商号・屋号、代表者の職名・氏名を記載しているか。

「登記されていないことの証明書」
「身分証明書」

確認項目

提出対象者
□法人の場合：役員、令第３条に規定する使用人の分が添付されているか。
　※相談役、顧問、株主等は不要
□個人事業主の場合：事業主、支配人の分が添付されているか。

日付 □発行日が申請日から起算して３ヶ月以内か。

様式第７号、７号の２
「常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書」
「常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書」

確認書類

様式全体事項 □証明者別に作成しているか。

「役職名等」 □経験当時の役職名を記載しているか。

「経験年数」 □原則として初月不算入として計算しているか。

「証明者と被証明者との関係」 □証明者から見た被証明者との関係を記載しているか。

「備考」
□証明者が第三者である場合は、その会社の許可番号、許可年月日を記載しているか。
□証明者が当時の使用者でない場合、使用者から証明を得ることができない理由を
　記載しているか。

「申請又は届出の区分」 □１と記載しているか。

【新規・変更・常勤役員等の更新等】
「氏名」

□姓と名の間に一文字分空けて記載しているか。
□法人の役員等の場合は登記事項証明書の字で記載しているか。
□執行役員や個人事業主の場合は身分証明書の字で記載しているか。

様式第７号、７号の２ 別紙
「常勤役員等の略歴書」
「常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書」

確認項目

「職歴」 □建設業の経営経験等が分かるよう具体的に記載されているか。

「賞罰」 □該当がなければ「なし」と記載されているか。

様式第７号の３
「健康保険等の加入状況」

確認項目

「営業所の名称」 □様式第１号別紙「営業所一覧表」に記載した順に記載しているか。

「従業員数」
□上段に役員・個人事業主を含めた全ての人数を記載しているか。
□下段のカッコ書きに役員又は個人事業主（同居の親族である従業員を含む）の人数を
　内数として記載しているか。

「保険加入の有無」 □加入は１、適用除外は２、本店一括適用は３と正しく記載しているか。

様式第８号
「営業所技術者等証明書」

確認書類

「区分」 □１と記載しているか。

「氏名」
□姓と名の間に一文字分空けて記載しているか。
□濁音又は半濁音を表す文字も１文字として扱っているか。
□様式第１号別紙４「営業所技術者等一覧表」の記載内容と一致しているか。

「今後担当する建設工事の種類」 □手引の別紙２に基づき、正しい種類番号を記載しているか。

「有資格区分」 □手引の別紙２に基づき、正しいコード番号を記載しているか。

様式第９号
「実務経験証明書」

確認書類

建設業の種類 □実務経験を有する建設業の種類が記載されているか。

「実務経験の内容」 □代表的な工事を１件記載し、続いて（他○件）と記載しているか。

「実務経験年数」
□原則、１年分を１行にまとめて記載しているか。
□合計欄の計算方法について、１年１行として記載する場合を除き、
　初月は不算入として計算しているか。

「職名」 □実務の経験をした時の職名を記載しているか。

「使用者の証明を得ることができない場合はその理由」
□事業主本人の場合は「自営のため」と記載しているか。
□使用者と証明者が異なる場合は理由を記載しているか。

□法人で兼業がある場合は、建設業に従事している者（常勤の者）のみ記載しているか。
□常勤の役員や個人事業主をを含めた人数を記載しているか。（監査役は除く）
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様式第１０号
「指導監督的実務経験証明書」

確認項目

建設業の種類 □実務経験を有する建設業の種類が記載されているか。

「請負代金の額」
□45,000千円以上か。
　※H6.12.28以前は30,000千円以上、S59.10.1以前は15,000千円以上

「実務経験の内容」
□工事名を１件ずつ記載しているか。
　※様式第９号と異なり、１年分を１行にまとめることはできない。

「実務経験年数」 □合計欄の計算方法について、初月は不算入として計算しているか。

「職名」 □実務の経験をした時の職名を記載しているか。

「使用者の証明を得ることができない場合はその理由」 □使用者と証明者が異なる場合は理由を記載しているか。

様式第１１号
「令第３条に規定する使用人の一覧表」

確認項目

「氏名」
□支配人を置く場合や従たる営業所がある場合に作成されているか。
□フリガナが記載されているか。

様式第１２号
「許可申請書の住所、生年月日等に関する調書」

確認項目

「賞罰」 □該当なければ「なし」と記載されているか。

様式第１３号
「令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書」

確認項目

「賞罰」 □該当がなければ「なし」と記載されているか。

様式第１４号
「株主（出資者）調書」

確認項目

「株主（出資者）名」 □個人保有者の場合、様式第１号別紙１｢役員等の一覧表｣と記載が一致しているか。

定款 確認項目

目的 □建設業に関する業務が含まれているか。

様式第１５号～１９号
「財務諸表」

確認項目

様式
□適切な様式が使用されているか。
　　法人の場合：様式第１５号～１７号の３
　　個人事業主の場合：様式第１８号～１９号

日付
□直近の決算日となっているか。
　※新規法人等、第１期の決算期が到来していない場合は記載要領を参照

事業税の納税証明書 確認項目

内容
□事業税の納税証明書 （納付すべき額及び納付済額の証明）となっているか。
　※法人の場合は法人事業税、個人の場合は個人事業税

登記事項証明書 確認項目

日付 □発行日が申請日から起算して３ヶ月以内か。

様式第２０号
「営業の沿革」

確認項目

「賞罰」 □該当なければ「なし」と記載されているか。

様式第２０号の２
「所属建設業団体」

確認項目

□所属する建設業団体がない場合でも作成されているか。
　※所属する建設業団体がない場合、「なし」と記載されているか。

様式第２０号の３
「主要取引金融機関名」

確認項目

□本所、本店、支所、支店、営業所、出張所等の区分まで記載されているか。
□残高証明書を添付している場合、当該金融機関が記載されているか。
　※残高証明書の金融機関と一致しているか。

委任状 確認項目

□行政書士による代理申請の場合、任意様式の委任状を添付しているか。
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役員等確認表（岐阜県様式） 確認項目

□法人の場合、様式第１号別紙１「役員等の一覧表」と一致しているか。
□個人事業所の場合、事業主と支配人を記載しているか。
□電子申請は提出不要。

営業所要件の確認資料 確認項目

□写真で看板、表札、許可票が判別できるか。
□自社所有または賃貸借等であることが明記してあるか。

常勤性の確認資料 確認項目

□常勤役員等（常勤役員等を直接に補佐する者も含む）と営業所技術者等の分の
　確認資料を添付しているか。

常勤役員等の経営経験の確認資料 確認項目

□確認資料を添付しているか。

営業所技術者等の資格の確認資料 確認項目

□国家資格や指定学科の場合、確認資料を添付しているか。

財産的基礎の確認資料 確認項目

一般建設業の場合

次のいずれかに該当しているか
□自己資本（純資産）の額が500万円以上あること。
□500万円以上の預金残高証明書が添付されていること。
　※証明基準日が申請日から起算して１ヶ月以内のものに限る。

特定建設業の場合

次のすべてに該当しているか
□欠損の額が資本金の額の20％を超えていないこと。
□流動比率が75％以上であること。
□資本金の額が2,000万円以上、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

社会保険の加入状況の確認資料 確認項目

健康保険
適用事業所の場合・適用事業所だが適用除外を受けて建設国保等に加入している場合
□確認資料を添付しているか。

厚生年金保険
適用事業所の場合
□確認資料を添付しているか。

雇用保険
適用事業所の場合
□確認資料を添付しているか。

法人番号の確認資料 確認項目

□確認資料を添付しているか。
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別紙10-2

岐阜県に対する建設業許可申請（更新）

提出書類チェックリスト



全体事項 確認項目

部数 □正本１部、副本２部（計３部）あるか。

綴じ方 □①正本 、②副本（提出者控え）、③副本（閲覧用）の書類の３つに分冊したか。

様式第１号
「建設業許可申請書」

確認項目

「申請者」
□本店所在地、商号・屋号、代表者の職名・氏名を記載しているか。
□行政書士の代理申請の場合は申請者名等を記載し、
　その下に代理人の住所、氏名を記載しているか。

｢許可の有効期間の調整｣ □有効期間の異なる許可を統一する場合は１、それ以外は２と記載しているか。

｢許可を受けようとする建設業｣
「申請時において既に許可を受けている建設業」

□一般建設業の業種は１、特定建設業の業種は２を記載しているか。

｢商号又は名称のフリガナ｣
□濁音又は半濁音を表す文字を１文字として扱っているか。
□株式会社といった法人の種類を表す文字は省略しているか。（記載不要）

｢商号又は名称｣ □法人の種類を表す文字は（株）といった略号を用いて記載しているか。

｢代表者氏名又は個人の氏名のフリガナ｣
｢代表者氏名又は個人の氏名｣

□姓と名の間に一文字分空けて記載しているか。
□濁音又は半濁音を表す文字も１文字として扱っているか。

「主たる営業所の所在地市区町村コード 」 □手引の別紙４に基づき、市町村コードが正しく記載されているか。

｢主たる営業所の所在地｣
□丁目、番及び号はハイフンを用いて記載しているか。
　※正しい例：薮田南２－１－１

「電話番号」 □左詰めで記載しているか。

｢資本金額又は出資総額｣ □右詰めで記載しているか。

様式第１号別紙１
「役員等の一覧表」

確認項目

「氏名」

□登記上の役員等に加え、相談役、顧問、総株主の議決権の１００分の５以上を
　有する株主、出資の総額の１００分の５以上を出資している個人、この他、
　役職を問わず役員等と同等以上の支配力を有する者が記載されているか。
□氏名欄にフリガナが記載されているか。
□常勤・非常勤の別が記載されているか。（株主等は記載不要）

様式第１号別紙２（２）
「営業所一覧表（更新）」

確認項目

「営業しようとする建設業」 □一般建設業と特定建設業の業種を分けて記載しているか。

様式第１号別紙４
「営業所技術者等一覧表」

確認項目

「営業所の名称」 □各営業所ごとに分けて記載しているか。

「営業所技術者等の氏名」
□国家資格者等の場合、資格者証や卒業証明書の字で記載しているか。
□実務経験の場合、役員に該当する場合には登記簿謄本の字で記載しているか。

「建設工事の種類」 □手引の別紙２に基づき、「土-７」のように正しい業種と種類番号を記載しているか。

「有資格区分」 □手引の別紙２に基づき、正しいコード番号を記載しているか。

様式第６号
「誓約書」

確認項目

「申請者」 □本店所在地、商号・屋号、代表者の職名・氏名を記載しているか。

「登記されていないことの証明書」
「身分証明書」

確認項目

提出対象者
□法人の場合：役員、令第３条に規定する使用人の分が添付されているか。
　※相談役、顧問、株主等は不要
□個人事業主の場合：事業主、支配人の分が添付されているか。

日付 □発行日が申請日から起算して３ヶ月以内か。

様式第７号、７号の２
「常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書」
「常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書」

確認書類

様式全体事項 □証明者別に作成しているか。

「役職名等」 □経験当時の役職名を記載しているか。

「経験年数」 □原則として初月不算入として計算しているか。

「証明者と被証明者との関係」 □証明者から見た被証明者との関係を記載しているか。

岐阜県に対する建設業許可申請（更新）　チェックリスト
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「備考」
□証明者が第三者である場合は、その会社の許可番号、許可年月日を記載しているか。
□証明者が当時の使用者でない場合、使用者から証明を得ることができない理由を
　記載しているか。

「申請又は届出の区分」 □３と記載しているか。

【新規・変更・常勤役員等の更新等】
「氏名」

□姓と名の間に一文字分空けて記載しているか。
□法人の役員等の場合は登記事項証明書の字で記載しているか。
□執行役員や個人事業主の場合は身分証明書の字で記載しているか。

様式第７号、７号の２ 別紙
「常勤役員等の略歴書」
「常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書」

確認項目

「職歴」 □建設業の経営経験等が分かるよう具体的に記載されているか。

「賞罰」 □該当がなければ「なし」と記載されているか。

様式第７号の３
「健康保険等の加入状況」

確認項目

「営業所の名称」 □様式第１号別紙「営業所一覧表」に記載した順に記載しているか。

「従業員数」
□上段に役員・個人事業主を含めた全ての人数を記載しているか。
□下段のカッコ書きに役員又は個人事業主（同居の親族である従業員を含む）の人数を
　内数として記載しているか。

「保険加入の有無」 □加入は１、適用除外は２、本店一括適用は３と正しく記載しているか。

様式第１１号
「令第３条に規定する使用人の一覧表」

確認項目

「氏名」
□支配人を置く場合や従たる営業所がある場合に作成されているか。
□フリガナが記載されているか。

様式第１２号
「許可申請書の住所、生年月日等に関する調書」

確認項目

「賞罰」 □該当なければ「なし」と記載されているか。

様式第１３号
「令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書」

確認項目

「賞罰」 □該当がなければ「なし」と記載されているか。

様式第２０号
「営業の沿革」

確認項目

「賞罰」 □該当なければ「なし」と記載されているか。

委任状 確認項目

□行政書士による代理申請の場合、任意様式の委任状を添付しているか。

役員等確認表（岐阜県様式） 確認項目

□法人の場合、様式第１号別紙１「役員等の一覧表」と一致しているか。
□個人事業所の場合、事業主と支配人を記載しているか。
□電子申請は提出不要。

常勤性の確認資料 確認項目

□常勤役員等（常勤役員等を直接に補佐する者も含む）と営業所技術者等の分の
　確認資料を添付しているか。

財産的基礎の確認資料 確認項目

一般建設業の場合 □事業年度終了届を過去５期分提出しているか。

特定建設業の場合

次のすべてに該当しているか
□事業年度終了届を過去５期分提出しているか。
□欠損の額が資本金の額の20％を超えていないこと。
□流動比率が75％以上であること。
□資本金の額が2,000万円以上、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

社会保険の加入状況の確認資料 確認項目

健康保険
適用事業所の場合・適用事業所だが適用除外を受けて建設国保等に加入している場合
□確認資料を添付しているか。

厚生年金保険
適用事業所の場合
□確認資料を添付しているか。

雇用保険
適用事業所の場合
□確認資料を添付しているか。
□電子申請は提出不要。
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岐阜県に対する建設業認可申請

提出書類チェックリスト



全体事項 確認項目

部数 □正本１部、副本２部（計３部）あるか。

綴じ方 □①正本 、②副本（提出者控え）、③副本（閲覧用）の書類の３つに分冊したか。

様式第２２号５、７、８、１０
「認可申請書」

確認項目

様式

申請内容に合致した様式か。
□譲渡及び譲受け：第２２号の５
□合併　　　　　：第２２号の７
□分割　　　　　：第２２号の８
□相続　　　　　：第２２号の１０

「申請者」
□本店所在地、商号・屋号、代表者の職名・氏名を記載しているか。
□行政書士の代理申請の場合は申請者名等を記載し、
　その下に代理人の住所、氏名を記載しているか。

「譲渡、合併、相続年月日」
「理由」

□認可申請書の内容に即した項目が正確に記載されているか。
　※カラム03～04にかかる部分（相続の場合：カラム03）

「引き続き使用する許可番号」 □許可番号が正確に記載されているか。

｢許可を受けようとする建設業｣
｢申請時において既に許可を受けている建設業｣

□一般建設業の業種は１、特定建設業の業種は２を記載しているか。

｢商号又は名称のフリガナ｣
□濁音又は半濁音を表す文字を１文字として扱っているか。
□株式会社といった法人の種類を表す文字は省略しているか。（記載不要）

｢商号又は名称｣ □法人の種類を表す文字は（株）といった略号を用いて記載しているか。

｢代表者氏名又は個人の氏名のフリガナ｣
｢代表者氏名又は個人の氏名｣

□姓と名の間に一文字分空けて記載しているか。
□濁音又は半濁音を表す文字も１文字として扱っているか。

「主たる営業所の所在地市区町村コード 」 □手引の別紙４に基づき、市町村コードが正しく記載されているか。

｢主たる営業所の所在地｣
□丁目、番及び号はハイフンを用いて記載しているか。
　※正しい例：薮田南２－１－１

「電話番号」 □左詰めで記載しているか。

｢資本金額又は出資総額｣ □右詰めで記載しているか。

別紙１
「役員等の一覧表」

確認項目

「氏名」

□登記上の役員等に加え、相談役、顧問、総株主の議決権の１００分の５以上を
　有する株主、出資の総額の１００分の５以上を出資している個人、この他、
　役職を問わず役員等と同等以上の支配力を有する者が記載されているか。
□氏名欄にフリガナが記載されているか。
□常勤・非常勤の別が記載されているか。（株主等は記載不要）

別紙２
「営業所一覧表」

確認項目

「営業しようとする建設業」 □上段のマスに、一般建設業の業種は１、特定建設業の業種は２を記載しているか。

「従たる営業所」
□主たる営業所のみの場合、（従たる営業所）の右横に
　「該当なし」と記載しているか。

別紙３
「営業所技術者等一覧表」

確認項目

「営業所の名称」 □各営業所ごとに分けて記載しているか。

「営業所技術者等の氏名」
□国家資格者等の場合、資格者証や卒業証明書の字で記載しているか。
□実務経験の場合、役員に該当する場合には登記簿謄本の字で記載しているか。

「建設工事の種類」 □手引の別紙２に基づき、「土-７」のように正しい業種と種類番号を記載しているか。

「有資格区分」 □手引の別紙２に基づき、正しいコード番号を記載しているか。

様式第２号
「工事経歴書」

確認項目

「建設工事の種類」 □申請業種ごとに作成してあるか。

「注文者」「工事名」 □個人の氏名が特定されることのないようイニシャル表記にしているか。

「小計」 □各業種の最終ページに、様式に記載した工事の合計金額を記載しているか。

「合計」
□各業種の最終ページに、様式に記載していないものも含めた全ての工事の
　合計金額を記載しているか。

岐阜県に対する建設業認可申請　チェックリスト
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様式第３号
「直前３年の各事業年度における工事施工金額」

確認項目

「許可に係る建設工事の施工金額」 □施工金額の有無にかかわらず、申請するすべての業種名が記載されているか。

「合計」 □損益計算書の完成工事高と一致しているか。

税込・税抜 □どちらかに○を付けているか。

様式第４号
「使用人数」

確認項目

「技術関係使用人」

「事務関係使用人」

様式第６号
「誓約書」

確認項目

「申請者」 □本店所在地、商号・屋号、代表者の職名・氏名を記載しているか。

「登記されていないことの証明書」
「身分証明書」

確認項目

提出対象者
□法人の場合：役員、令第３条に規定する使用人の分が添付されているか。
　※相談役、顧問、株主等は不要
□個人事業主の場合：事業主、支配人の分が添付されているか。

日付 □発行日が申請日から起算して３ヶ月以内か。

様式第７号、７号の２
「常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書」
「常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書」

確認書類

様式全体事項 □証明者別に作成しているか。

「役職名等」 □経験当時の役職名を記載しているか。

「経験年数」 □原則として初月不算入として計算しているか。

「証明者と被証明者との関係」 □証明者から見た被証明者との関係を記載しているか。

「備考」
□証明者が第三者である場合は、その会社の許可番号、許可年月日を記載しているか。
□証明者が当時の使用者でない場合、使用者から証明を得ることができない理由を
　記載しているか。

【新規・変更・常勤役員等の更新等】
「氏名」

□姓と名の間に一文字分空けて記載しているか。
□法人の役員等の場合は登記事項証明書の字で記載しているか。
□執行役員や個人事業主の場合は身分証明書の字で記載しているか。

様式第７号、７号の２ 別紙
「常勤役員等の略歴書」
「常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書」

確認項目

「職歴」 □建設業の経営経験等が分かるよう具体的に記載されているか。

「賞罰」 □該当がなければ「なし」と記載されているか。

様式第７号の３
「健康保険等の加入状況」

確認項目

提出できない場合
□申請時点で提出できない場合、様式第２２号の６又は１１「誓約書」を
　提出しているか。

「営業所の名称」 □様式第１号別紙「営業所一覧表」に記載した順に記載しているか。

「従業員数」
□上段に役員・個人事業主を含めた全ての人数を記載しているか。
□下段のカッコ書きに役員又は個人事業主（同居の親族である従業員を含む）の人数を
　内数として記載しているか。

「保険加入の有無」 □加入は１、適用除外は２、本店一括適用は３と正しく記載しているか。

様式第８号
「営業所技術者等証明書」

確認書類

「氏名」
□姓と名の間に一文字分空けて記載しているか。
□濁音又は半濁音を表す文字も１文字として扱っているか。
□様式第１号別紙４「営業所技術者等一覧表」の記載内容と一致しているか。

「今後担当する建設工事の種類」 □手引の別紙２に基づき、正しい種類番号を記載しているか。

「有資格区分」 □手引の別紙２に基づき、正しいコード番号を記載しているか。

□法人で兼業がある場合は、建設業に従事している者（常勤の者）のみ記載しているか。
□常勤の役員や個人事業主をを含めた人数を記載しているか。（監査役は除く）
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様式第９号
「実務経験証明書」

確認書類

建設業の種類 □実務経験を有する建設業の種類が記載されているか。

「実務経験の内容」 □代表的な工事を１件記載し、続いて（他○件）と記載しているか。

「実務経験年数」
□原則、１年分を１行にまとめて記載しているか。
□合計欄の計算方法について、１年１行として記載する場合を除き、
　初月は不算入として計算しているか。

「職名」 □実務の経験をした時の職名を記載しているか。

「使用者の証明を得ることができない場合はその理由」
□事業主本人の場合は「自営のため」と記載しているか。
□使用者と証明者が異なる場合は理由を記載しているか。

様式第１０号
「指導監督的実務経験証明書」

確認項目

建設業の種類 □実務経験を有する建設業の種類が記載されているか。

「請負代金の額」
□45,000千円以上か。
　※H6.12.28以前は30,000千円以上、S59.10.1以前は15,000千円以上

「実務経験の内容」
□工事名を１件ずつ記載しているか。
　※様式第９号と異なり、１年分を１行にまとめることはできない。

「実務経験年数」 □合計欄の計算方法について、初月は不算入として計算しているか。

「職名」 □実務の経験をした時の職名を記載しているか。

「使用者の証明を得ることができない場合はその理由」 □使用者と証明者が異なる場合は理由を記載しているか。

様式第１１号
「令第３条に規定する使用人の一覧表」

確認項目

「氏名」
□支配人を置く場合や従たる営業所がある場合に作成されているか。
□フリガナが記載されているか。

様式第１２号
「許可申請書の住所、生年月日等に関する調書」

確認項目

「賞罰」 □該当なければ「なし」と記載されているか。

様式第１３号
「令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書」

確認項目

「賞罰」 □該当がなければ「なし」と記載されているか。

様式第１４号
「株主（出資者）調書」

確認項目

「株主（出資者）名」 □個人保有者の場合、様式第１号別紙１｢役員等の一覧表｣と記載が一致しているか。

定款 確認項目

目的 □建設業に関する業務が含まれているか。

様式第１５号～１９号
「財務諸表」

確認項目

様式
□適切な様式が使用されているか。
　　法人の場合：様式第１５号～１７号の３
　　個人事業主の場合：様式第１８号～１９号

日付
□直近の決算日となっているか。
　※新規法人等、第１期の決算期が到来していない場合は記載要領を参照

事業税の納税証明書 確認項目

内容
□事業税の納税証明書 （納付すべき額及び納付済額の証明）となっているか。
　※法人の場合は法人事業税、個人の場合は個人事業税

登記事項証明書 確認項目

日付 □発行日が申請日から起算して３ヶ月以内か。

様式第２０号
「営業の沿革」

確認項目

「賞罰」 □該当なければ「なし」と記載されているか。

様式第２０号の２
「所属建設業団体」

確認項目

□所属する建設業団体がない場合でも作成されているか。
　※所属する建設業団体がない場合、「なし」と記載されているか。
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様式第２０号の３
「主要取引金融機関名」

確認項目

□本所、本店、支所、支店、営業所、出張所等の区分まで記載されているか。
□残高証明書を添付している場合、当該金融機関が記載されているか。
　※残高証明書の金融機関と一致しているか。

委任状 確認項目

□行政書士による代理申請の場合、任意様式の委任状を添付しているか。

承継・相続の確認資料 確認項目

譲渡譲受、合併、分割の場合
□事業承継の方法や条件・関係者各位の間における適正な意思決定が行われたことを
　証する書類が提出されているか。
（例）契約書、株主総会議事録、社員総会決議録等の写し

相続の場合

□申請者が被相続人の建設業者としての地位を相続するにふさわしい者であることを
　客観的に証する書類が提出されているか。
　（例）・被相続人の死亡が確認できる書類
　　　　・申請者と被相続人の続柄を証する書類（住民票、戸籍等）
　　　　・同意書等の写し

役員等確認表（岐阜県様式） 確認項目

□法人の場合、様式第１号別紙１「役員等の一覧表」と一致しているか。
□個人事業所の場合、事業主と支配人を記載しているか。
□電子申請は提出不要。

営業所要件の確認資料 確認項目

□写真で看板、表札、許可票が判別できるか。
□自社所有または賃貸借等であることが明記してあるか。

常勤性の確認資料 確認項目

□常勤役員等（常勤役員等を直接に補佐する者も含む）と営業所技術者等の分の
　確認資料を添付しているか。

常勤役員等の経営経験の確認資料 確認項目

□確認資料を添付しているか。

営業所技術者等の資格の確認資料 確認項目

□国家資格や指定学科の場合、確認資料を添付しているか。

財産的基礎の確認資料 確認項目

一般建設業の場合

次のいずれかに該当しているか
□自己資本（純資産）の額が500万円以上あること。
□500万円以上の預金残高証明書が添付されていること。
　※証明基準日が申請日から起算して１ヶ月以内のものに限る。

特定建設業の場合

次のすべてに該当しているか
□欠損の額が資本金の額の20％を超えていないこと。
□流動比率が75％以上であること。
□資本金の額が2,000万円以上、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

社会保険の加入状況の確認資料 確認項目

健康保険
適用事業所の場合・適用事業所だが適用除外を受けて建設国保等に加入している場合
□確認資料を添付しているか。

厚生年金保険
適用事業所の場合
□確認資料を添付しているか。

雇用保険
適用事業所の場合
□確認資料を添付しているか。

法人番号の確認資料 確認項目

□確認資料を添付しているか。
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認可後に提出可能な書類 確認項目

様式第７号の３「健康保険等の加入状況」 □認可後２週間以内に提出可能。

定款 □承継の場合、認可後３０日以内に提出可能。

様式第１４号「株主（出資者）調書」　＜法人用＞ □承継の場合、認可後３０日以内に提出可能。

様式第１５号「貸借対照表」　　　　　＜法人用＞ □承継の場合、認可後３０日以内に提出可能。

様式第１６号「損益計算書」　　　　　＜法人用＞ □承継の場合、認可後３０日以内に提出可能。

様式第１７号「株主資本等変動計算書」＜法人用＞ □承継の場合、認可後３０日以内に提出可能。

様式第１７号の２「注記表」　　　　　＜法人用＞ □承継の場合、認可後３０日以内に提出可能。

様式第１７号の３「附属明細表」　　　＜法人用＞ □承継の場合、認可後３０日以内に提出可能。

様式第１８号「貸借対照表」　　＜個人事業主用＞ □承継の場合、認可後３０日以内に提出可能。

様式第１９号「損益計算書」　　＜個人事業主用＞ □承継の場合、認可後３０日以内に提出可能。

事業税の納税証明書 □認可後３０日以内に提出可能。

登記事項証明書 （商業登記簿謄本） □承継の場合、認可後３０日以内に提出可能。

営業の沿革 □承継の場合、認可後３０日以内に提出可能。

所属建設業者団体 □承継の場合、認可後３０日以内に提出可能。

常勤性の確認資料 □認可後２週間以内に提出可能。

社会保険の加入状況の確認資料 □認可後２週間以内に提出可能。

営業所の確認資料 □認可後２週間以内に提出可能。

法人番号の確認資料 □認可後３０日以内に提出可能。
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建設業許可事務ガイドラインについて

国土交通省資料

（最終改正 令和７年２月１日国不建第161号）
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○ 建設業許可事務ガイドラインについて 

  （平成 13 年４月３日国総建第 97 号 総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長等あて） 

 

      最終改正  令和７年２月１日国不建第 161 号 

 

国土交通大臣に係る建設業許可事務の取扱い等について、別添のとおりとりまとめたので、今後

の事務処理に当たって遺漏のないよう取り扱われたい。 

 

［別添］ 

建設業許可事務ガイドライン 

 

【第２条関係】 

１．建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第２条第１項の別表第一の上欄に掲

げる建設工事について 

法第２条第１項の別表第一の上欄に掲げる建設工事については、昭和 47 年３月８日建設省告

示第 350 号をもってその内容を示しているところであるが、その具体的な例は、別表のとおりで

ある。 

この建設工事の内容及び例示は、現実の建設業における施工の実態を前提として、施工技術の

相違、取引の慣行等により整理・分類したものであるが、各工事の内容はそれぞれ他の工事の内

容と重複する場合もあることに留意すること。 

なお、土木一式工事及び建築一式工事については、必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは

要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも

含まれる。 

 

２．許可業種区分の考え方について 

各業種における類似した建設工事の区分の考え方等については、次のとおりである。 

（１）土木一式工事 

① 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレ

ストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。 

② 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設

工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工

事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小

管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理

場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。 

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木

一式工事』に該当する。 

（２）建築一式工事 

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯
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体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。 

（３）左官工事 

① 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可

能である。 

② ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然

に含まれているものである。 

③ 『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事を

いい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け

工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種

子を吹付ける工事をいう。 

（４）とび・土工・コンクリート工事 

① 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに

『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み（張

り）工事」間の区分の考え方は次のとおりである。 

・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブ

ロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。 

・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリート

ブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積

み（張り）工事」である。 

・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』

における「コンクリートブロック積み（張り）工事」であり、エクステリア工事としてこ

れを行う場合を含む。 

② 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』におけ

る「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う

のが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てる

ことのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」であ

る。 

③ 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレ

ストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。 

④ 「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工

事を総称したものである。 

⑤ 『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」

及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹

付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工

事」に該当する。 

⑥ 「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。 

⑦ 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。 
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⑧ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』

における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置ま

でを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の

工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。 

⑨ トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリ

ート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。 

（５）石工事 

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石

工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み（張り）

工事」間の区分の考え方は次のとおりである。 

・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロ

ックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『と

び・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。 

・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブ

ロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み（張

り）工事」である。 

・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』

における「コンクリートブロック積み（張り）工事」であり、エクステリア工事としてこれ

を行う場合を含む。 

（６）屋根工事 

① 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものに

すぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋

根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当

する。 

② 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の

一類型である。 

③ 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工

事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行

う工事が含まれる。 

（７）電気工事 

① 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工

事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行

う工事が含まれる。 

② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、

機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』

等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の

工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具

の設置が『機械器具設置工事』に該当する。 
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（８）管工事 

① 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工

事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。 

② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設

工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし

尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道によ

り収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置

するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に

該当する。 

③ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、

機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』

等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の

工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具

の設置が『機械器具設置工事』に該当する。 

④ 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地

下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。 

⑤ 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設

工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工

事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小

管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理

場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。 

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は、『水道施設工事』ではなく『土

木一式工事』に該当する。 

⑥ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの

公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器

具設置工事』等に区分すべきものである。 

（９）タイル・れんが・ブロツク工事 

① 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートに

より屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。 

② 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養

生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。 

③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに

『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み（張

り）工事」間の区分の考え方は次のとおりである。 

・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブ

ロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。 

・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリート
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ブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積

み（張り）工事」である。 

・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』

における「コンクリートブロック積み（張り）工事」であり、エクステリア工事としてこ

れを行う場合を含む。 

（10）鋼構造物工事 

① 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』におけ

る「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う

のが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てる

ことのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」であ

る。 

② ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の

躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。 

③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』

における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置ま

でを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の

工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。 

（11）鉄筋工事 

『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組

立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。

鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。 

（12）舗装工事 

① 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類と

しては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。 

② 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは

『舗装工事』に該当する。 

（13）板金工事 

① 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には

建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等であ

る。 

② 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものに

すぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋

根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当

する。 

（14）塗装工事 

下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然

に含まれているものである。 

（15）防水工事 
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① 『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工

事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当

する。 

② 防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業と防水工事業のどちらの業種の許可でも施

工可能である。 

（16）内装仕上工事 

① 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立

てて据付ける工事をいう。 

② 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果

を目的とするような工事は含まれない。 

③ 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請

け負う工事をいう。 

（17）機械器具設置工事 

① 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、

機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』

等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の

工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具

の設置が『機械器具設置工事』に該当する。 

② 「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。 

③ 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関す

る工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』

ではなく『管工事』に該当する。 

④ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの

公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器

具設置工事』等に区分すべきものである。 

（18）電気通信工事 

① 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、

保守（電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理

をいう。）に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。 

② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、

機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』

等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の

工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具

の設置が『機械器具設置工事』に該当する。 

（19）造園工事 

① 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。 

② 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、

「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。 
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③ 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施

設、便益施設等の建設工事が含まれる。 

④ 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上や壁面等を緑化する建設工事である。 

⑤ 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良

や支柱の設置等を伴って行う工事である。 

（20）水道施設工事 

① 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設

工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工

事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小

管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理

場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。 

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木

一式工事』に該当する。 

② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設

工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし

尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道によ

り収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置

するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に

該当する。 

（21）消防施設工事 

① 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁

に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段

を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式

工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。 

② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、

機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』

等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の

工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具

の設置が『機械器具設置工事』に該当する。 

（22）清掃施設工事 

① 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの

公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器

具設置工事』等に区分すべきものである。 

② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設

工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし

尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道によ

り収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置

するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に
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該当する。 

（23）解体工事 

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門

工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、

それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。 

 

【第３条関係】 

１．許可の区分について 

（１）大臣許可と知事許可 

国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可の区分については、二以上の都道府県の区域内に

営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の許可、一の都道府県の区域内にのみ

営業所を設けて営業しようとする場合には都道府県知事の許可とされているが、この場合にお

ける営業所は、当該許可に係る建設業を営むすべての営業所と解して取り扱う。すなわち、許

可を受けた業種について軽微な建設工事（建設業法施行令（昭和31年政令第273号。以下「令」

という。）第１条の２第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）のみを請け負う営業所

についても法で規定する営業所に該当し、当該営業所が主たる営業所の所在する都道府県以外

の区域内に設けられている場合は、国土交通大臣の許可として取り扱うこととなる。 

（２）一般建設業の許可と特定建設業の許可 

許可は、一般建設業と特定建設業の別に区分して行うものであり、同時に一の建設業につき

一般建設業の許可と特定建設業の許可が重複することはあり得ない。ただし、一の建設業者に

つき二以上の業種について、それぞれ一般建設業の許可及び特定建設業の許可をすることは差

し支えない。 

 

２．営業所の範囲について 

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。し

たがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他

の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するもの

である場合には、当然本条の営業所に該当する。 

また「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契

約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務

所を代表する者であるか否かを問わない。 

なお、１．（１）のとおり、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合

であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。 

 

３．令第１条の２の「軽微な建設工事」について 

（１）「木造」とは、建築基準法第２条第５号に定める主要構造部が木造であるものをいう。 

（２）「住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の２分の１以上を居住の

用に供するものをいう。 
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（３）「軽微な建設工事」に該当するか否かを判断するに当たっては、同一の建設業を営む者が工

事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したと

きを除き、各契約の請負代金の額の合計額により判断し、また、注文者が材料を提供する場合

においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額

により、判断することとする。 

 

４．令第２条の「下請代金の額」について 

発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が5,000万円（建築一式工事にあっ

ては8,000万円）以上の工事を下請施工させようとする時の5,000万円には、元請負人が提供す

る材料等の価格は含まない。 

 

５．同一業者に係る二以上の許可の有効期間の調整（一本化）について 

建設業者から業種追加の申請がなされた場合（般・特新規申請の場合を含む。）において、

当該申請時点において既に有している許可とは別に許可をすると、許可年月日と許可の有効期

間が異なるものとして存在することとなり、建設業の許可を行った国土交通大臣にあっては許

可事務の円滑化を阻害し、また、建設業者にあっても許可の更新時期の失念等の原因となり、

法の適正な運用を図る上で不都合を生ずることとなるので、同一業者で別個に二以上の許可を

受けているものについては、以下のとおり取り扱うこととする。 

（１）同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、一の許可の更新を申請する際

に、有効期間の残っている他の建設業の許可についても、できるだけ同時に一件の許可の更新

として申請させるものとし、すべてをあわせて一件の許可の更新として許可するものとする。 

（２）建設業者が業種追加の申請をしようとする場合には、有効期間の残っている他の建設業の許

可についても同時に許可の更新を申請することができるものとし、業種追加の許可とその他の

許可の更新（別個に二以上の許可を受けている場合はそのすべて）とをあわせて一件として許

可することができるものとする。 

ただし、この場合、業種追加の申請についてある程度の審査期間が必要となるため、それと

同時に更新を申請することができるその他の建設業の許可の有効期間は、原則として６カ月以

上残っていることを必要とするものとして取り扱う。 

 

６．許可の有効期間の取扱いについて 

（１）許可の有効期間は、許可のあった日から５年目の許可があった日に対応する日の前日をもっ

て満了する。なお、当該期間の末日が日曜等の休日であってもその日をもって満了する。 

（２）建設業者から複数の建設業の許可の有効期間の調整（一本化）をする旨の申請が行われた場

合における許可の有効期間については、有効期間が残っている建設業の許可についても新たに

申請を行ったものとして取り扱う。 

 

７．一般建設業許可と特定建設業許可の間の移行に係る申請があった場合の従前の許可の効力等に

ついて 
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（１）建設業者から、 

① 一般建設業の許可の有効期間の満了の日以前に、当該許可に係る建設業について特定建設

業の許可への移行に係る申請があった場合 

② 特定建設業の許可の有効期間の満了の日以前に、当該許可に係る建設業について一般建設

業の許可への移行に係る申請があった場合 

  であって、当該有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請

は、法第３条第４項に規定する「更新の申請」とみなして取り扱う。 

（２）（１）の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了の日までに当該申請に対

する処分がされないときは、（１）①の場合にあっては一般建設業の許可の有効期間満了後特

定建設業の許可に係る処分がされるまでの間は一般建設業の許可は、（１）②の場合にあって

は特定建設業の許可の有効期間満了後一般建設業の許可に係る処分がされるまでの間は特定

建設業の許可は、なおその効力を有するものとして取り扱う。 

（３）なお、当該建設業者が法第29条に該当する場合については、（１）及び（２）の取扱いは当

然受けないものである。 

 

８．許可の有効期間が満了した後の許可の効力について 

許可の更新の申請に基づく審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされ

た場合であっても、当該不許可処分がされるまでの間は、法第３条第４項の規定により、従前

の許可はなお効力を有するものとされる。 

また、この場合、従前の許可の有効期間の満了後、当該不許可処分が行われるまでの間に締

結された請負契約に係る建設工事については、当該不許可処分が行われたことにより従前の許

可がその効力を失った後も、法第29条の３第１項の規定により継続して施工することができる。 

 

９．許可の通知について 

（１）建設業の許可をした場合は、別紙１により通知するものとする。 

   なお、当該通知は申請者又は代理人（以下「申請者等」という。）あてに送付若しくは手交

することとし、申請者等が当該通知を確実に受け取った旨の記録を残すものとする（以下の

（２）及び（３）においても同様の取扱いとする。）。 

（２）知事許可から大臣許可への許可換えをした場合は、別紙２により通知する。 

（３）一般建設業の許可から特定建設業の許可へ移行した場合は、別紙３により通知する。 

（４）申請者等が建設業許可・経営事項審査電子申請システム（以下「電子申請システム」という。）

を使用して申請した場合において、当該申請者等が、電子申請システムにより許可の通知を受

けることを選択したときは、許可行政庁は、別紙１から別紙３までに電子署名を行い、電子申

請システムにより申請者等に対し通知する。 

 

【第３条の２関係】 

許可に付する条件について 

許可の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図ることを目的として、許可
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の効果に制限を加えるものである。したがって、付することができる条件は、こうした目的に照

らして一定の制約があり、どのような場合にどのような条件を付するかは、個々具体の事例に即

して判断する。 

また、法令上の義務を履行することを許可の条件として付することも可能ではあるが、この場

合には、当該条件違反があったとしても、法第29条第１項第８号に該当する場合を除き、同条第

２項の規定により許可を取り消す前に、当該義務の履行を確保するための指示をし、又は営業停

止を命ずることとする。 

なお、一般建設業者に関する法第７条第１号及び第２号に掲げる基準並びに特定建設業者に関

する法第７条第１号及び法第15条第２号に掲げる基準については、これらを満たさなくなれば法

第29条第１項第１号に該当するものとして許可を取り消さなければならないので、当該基準を満

たさなくなった場合に関する条件を付する余地はない。 

 

【第４条関係】 

附帯工事について 

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業

に係る建設工事（以下「附帯工事」という。）をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、

主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事を施工する

ために生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない

ものをいう。 

附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行

等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工す

ることが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。 

 

【第５条及び第６条関係】 

１．法及び建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。）に規定する許可

申請書及び許可申請書の添付書類（以下「許可申請書類」という。）の取扱いについて 

（１）申請者等が電子申請システムを使用して許可を申請する場合には、許可申請書類に記載すべ

き事項を電子申請システム上に入力させ、及び電子申請システム上において許可申請書類のＰ

ＤＦファイル等を添付し提出させることとする。 

（２）許可申請を取り下げようとする者については、許可申請の取下げ願書（別紙４）を提出させ

るものとし、当該願書の提出があった場合には、許可申請書類を申請者等あてに返却する。 

なお、当該許可申請書類は申請者等あてに送付若しくは手交することとし、申請者等が当該

返却に係る許可申請書類を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。 

（３）許可申請を却下する場合には、申請者等あてに許可の拒否通知書（別紙５）を送付または手

交することとし、申請者等が当該拒否通知書を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。 

（４）許可申請書類以外の書類については、許可申請書類の記載事項について特に疑義がある場合

等に限り、必要なもののみ提示又は提出をさせることとし、画一的にその提示又は提出を求め

ないこと。 
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２．許可申請書類の審査要領について 

（１）建設業許可申請書（様式第一号）について 

  ① 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分して行われるが、許可申請は、一枚の建

設業許可申請書により同時に行うことができる。ただし、登録免許税又は許可手数料につい

ては、一般建設業と特定建設業を別個に取り扱う。 

  ② 「行政庁側記入欄」は、以下の要領で記入する。 

    ０ １「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、申請時において既に許可を受けている者

（許可換え新規（下記参照）を申請する者を除く。）については、現在有効な許可のうち最

も古いものの許可番号と許可年月日を記入する。 

    ０ ２「申請の区分」の欄は、次の分類に基づき該当する数字を記入する。 

   「新規」………………現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申

請する場合 

   「許可換え新規」……法第９条第１項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許

可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申

請する場合 

   「般・特新規」………一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申

請する場合、又は特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般

建設業の許可を申請する場合 

             この場合、一般建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けてい

る建設業の全部又は一部について特定建設業の許可を申請するとき

は、法第３条第６項の規定により、その申請をそのまま「般・特新規」

として取り扱って差し支えないが、特定建設業の許可のみを受けてい

る者が、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を

申請しようとするときは、事前に当該一部の特定建設業を廃止させた

後、新たに「般・特新規」として一般建設業の許可を申請させること

を必要とする。ただし、特定建設業の許可のみを受けている者が、許

可を受けている建設業の全部について一般建設業の許可を申請しよ

うとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建

設業の許可を申請させる必要があるので、「般・特新規」ではなく「新

規」に該当する。 

   「業種追加」…………一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の

許可を申請する場合、又は特定建設業の許可を受けている者が他の建

設業について特定建設業の許可を申請する場合 

   「更新」………………既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場

             合 

    ０ ３「申請年月日」の欄は、申請書類の提出があった年月日を記載する。（国土交通大

臣の許可に係るものにあっては、地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長（以
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下「地方整備局長等」という。）に対して提出のあった年月日を記載する。） 

  ③ 「申請者」の欄には、申請者が法人である場合は本社、本店等の所在地、商号又は名称、

代表者氏名を記載させ、申請者が個人である場合はその本店の所在地、商号又は名称及び氏

名を記載させる。 

  また、許可申請書類等の作成やその内容の証明等について、代理人を通じて行われる場合

は、申請者に加え、当該代理人の氏名も併記させること。この場合は、許可申請書類等の作

成やその内容の証明等に係る委任状の写しその他の作成や証明等に係る権限を有することを

証する書面を添付させること。なお、許可申請書類等の作成やその内容の証明等に不正又は

虚偽が認められる場合は、「虚偽申請」として取り扱い、許可の拒否・取消をもって臨むな

ど、厳正に運用すること。 

④ 「支配人の氏名」の欄には、申請者が個人の場合において、支配人すなわち営業主に代わ

ってその営業に関する裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人を置いている場合

に記載させる。 

⑤ 「連絡先」の欄には、許可申請書類を作成した者又は記載内容に係る質問等に応答できる

者の所属等、氏名、電話番号及びファックス番号を記載させる。 

⑥ 建設業許可申請書（様式第一号）別紙一「役員等の一覧表」の「役員等の氏名及び役名等」

の欄には、法第５条第３号に規定する役員等（以下「役員等」という。）に該当する者を記

載させる。なお、同号で規定する「業務を執行する社員」とは持分会社の業務を執行する社

員を、「取締役」とは株式会社の取締役を、「執行役」とは指名委員会等設置会社の執行役

を、「これらに準ずる者」とは法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、

会計参与、監事及び事務局長等（以下「執行役員等」という。）は役員には含まれないが、

業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に

関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役

員等は本欄の役員に含むものとする。また、本別紙には、「顧問」及び「相談役」（規則第

７条第１号ロの常勤役員等（注）を直接に補佐する者として申請があった者も含む。以下同じ。）

のほか、「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社

員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ

る者」である可能性がある者として、少なくとも「総株主の議決権の100分の5以上を有する

株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」（個人であるものに

限る。以下「株主等」という。）についても記載させることとし、この他、役職の如何を問

わず取締役と同等以上の支配力を有する者がある場合にはその者についても記載させる。 

注）「常勤役員等」とは、法人である場合はその役員のうち常勤であるもの、個人である場

合はその者又はその支配人をいう。以下同じ。 

⑦ 建設業許可申請書（様式第一号）別紙二（１）「営業所一覧表（新規許可等）」及び別紙

二（２）「営業所一覧（更新）」の「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統轄し、

指揮監督する権限を有する一か所の営業所をいい、通常は本社、本店等であるが、名目上の

本社、本店等であっても、その実態を有しないもの（単なる登記上の本社、本店等）はこれ

に該当しない。 
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⑧ 従たる営業所が複数あることにより、建設業許可申請書（様式第一号）別紙二（１）（営

業所一覧表（新規許可等））又は別紙二（２）「営業所一覧表（更新）」が二枚以上にわた

る場合は、二枚目以降については主たる営業所に係る記載は省略できるものとする。 

⑨ 建設業許可申請書（様式第一号）別紙四「営業所技術者等一覧表」は、「営業所一覧表」

（様式第一号別紙二）に記載された営業所の順に営業所技術者等名を記載させる。 

（２）工事経歴書（様式第二号）について 

① この表は、許可を受けようとする建設業及び既に許可を受けている建設業に対応する建設

工事の種類ごとに作成させるもので、他の建設工事と二重に計上することはできない。例え

ば、建築一式工事で請け負った場合、この工事を管工事又は電気工事とその他の工事に分割

し、それぞれ管工事、電気工事又は建築一式工事に分割計上することはできず、建築一式工

事として計上する。また、水道本管埋設工事の場合は、通常、水道施設工事に該当するが、

道路の大規模な改修等と複合しており、その工事が土木一式工事とみなし得る場合には、土

木一式工事として計上することはできるが、両方の建設工事に計上することはできない。 

  ② 本表には、申請又は届出を行う日の属する事業年度の前事業年度の完成工事及び未成工事

を記載させる。なお、本表への記載を要する完成工事の範囲については、申請又は届出を行

う者が法第27条の26の規定に基づく経営規模等評価の申請を行う者であるか否かにより異

なる。 

  （ａ）経営規模等評価の申請を行う者の場合 

イ 元請工事（発注者から直接請け負った工事をいう。以下同じ。）に係る完成工事につ

いて、当該完成工事に係る請負代金の額の合計額の７割を超えるところまで、請負代金

の額の大きい順に記載させる。 

ただし、当該合計額が1,000億円を超える場合は、1,000億円を超えるところまで記載

させる。 

また、軽微な建設工事については、10件を超えて記載させる必要はない。 

ロ イに該当する完成工事に係る請負代金の額の記載に続けて、総完成工事高の７割を超

えるところまで、イで記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事に係る完成工事に

ついて、請負代金の額の大きい順に記載させる。 

ただし、当該総完成工事高が1,000億円を超える場合は、1,000億円を超えるところま

で記載させる。 

また、軽微な建設工事については、10件（上記イにおいて記載された軽微な建設工事

の件数を含む。）を超えて記載させる必要はない。 

 （ｂ）経営規模等評価の申請を行わない者の場合 

完成工事に係る請負代金の額の記載に関しては、主な工事について請負代金の額の大

きい順に記載させる。 

④ 経営規模等評価の申請を行う者が本表を作成する場合には、「請負代金の額」にあっては、

消費税及び地方消費税の額を除いた額を記載させるよう指導するものとする。 

⑤ 「注文者」及び「工事名」の欄の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定され

ることのないよう十分に留意すること。例えば、注文者「Ａ」、工事名「Ａ邸新築工事」等
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の記載が考えられる。 

（３）直前３年の各事業年度における工事施工金額（様式第三号）について 

① 「許可に係る建設工事の施工金額」の欄には、許可を受けようとする建設業及び既に許可

を受けている建設業に係る建設工事の請負代金の額を記載させる。なお、「工事」の欄は、

工事実績の有無にかかわらず、許可を受けようとする建設業に係る建設工事及び既に許可を

受けている建設業に係る建設工事の種類をすべて記載させる。 

② 「その他の建設工事の施工金額」の欄には、許可を受けようとする建設業及び既に許可を

受けている建設業に係る建設工事以外の建設工事の請負代金の額を記載させる。 

 

（４）使用人数（様式第四号）について 

① 「建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第２号イ若しくはハに該当する

者」には、営業所ごとに専任で置かれる技術者（以下「営業所技術者等」という。）はもち

ろん、それ以外の者でも法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第２号イ若しくはハ

のいずれかに該当する者はすべて含まれる。 

② 同一の者が「その他の技術関係使用人」と「事務関係使用人」の両方に該当する場合には、

その者の職務内容を勘案し、どちらか主として従事する職務の区分に含めて記載させる。 

（５）常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書（様式第七号）について 

① 規則第７条第１号イに該当する常勤役員等（以下「常勤役員等」という。）が同時に営業

所技術者等の要件を備えている場合には、同一営業所（原則として本社又は本店等）内に限

って当該営業所技術者等を兼ねることができる。 

② 本証明書は、証明者別に作成させる。また、被証明者が休職又は出向等によって経験期間

が中断している場合であって、証明者が同一人であるときは、「経験年数」の欄に実際の経

験期間を別々に明記して一枚の証明書で証明することができるものとする。 

③ 「証明者」は、原則として使用者（法人の場合は代表者、個人の場合は当該本人）でなけ

ればならない。ただし、法人が解散等している場合には、被証明者と同等以上の役職にあっ

た者とすることができるものとし、この場合、「備考」欄にその理由を記載させる。なお、

これらの者の証明を得ることができない正当な理由があり、やむを得ず自己証明する者につ

いては、「備考」欄にその理由を記載させ、必要な場合には当該事実を証し得る第三者の証

明書又はその他の書類を添付させること。 

④ 常勤役員等として証明された者について規則第７条の２第１項の規定により氏名の変更を

行う場合には、本様式を用いること。この場合、１ ７「申請又は届出の区分」は、「２．

変更」として扱い、「２」を記入させる。なお、常勤役員等の変更がある場合には、様式第

二十二号の二（変更届出書）による届出も必要となることに留意すること。 

⑤ 常勤役員等の略歴書（様式第七号別紙）は、常勤役員等について、「従事した職務内容」

の欄には、建設業の経営経験が明らかになるように具体的に記載させるものとする。なお、

「賞罰の内容」の欄に具体的な記載がない場合に行政処分等の事実が確認され、当該事実が

法第８条に該当する場合には、原則として「虚偽申請」として取り扱うこととする。 

⑥ 申請者等が電子申請システムを使用して許可を申請する場合において、証明者が他社の使
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用者である場合など申請者等以外である場合は、電子申請システム上において、申請者等に、

証明者の作成した証明書を添付し提出させるとともに、当該証明書（「証明者」の欄を除く。）

に記載の事項を入力させること。 

（６）常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書（様式第七号の二）について 

① 規則第７条第１号ロに該当する常勤役員等は、営業所技術者等の要件を備えている場合に

は、同一営業所（原則として本社又は本店等）内に限って当該営業所技術者等を兼ねること

ができる。 

② 規則第７条第１号ロに該当する常勤役員等を直接に補佐する者（以下「補佐する者」とい

う。）が、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数の業務経験を有する者であるときは、

その１人の者が当該業務経験に係る補佐する者を兼ねることができる。また、財務管理、労

務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験については、それぞれの業務経験と

してその期間を計算して差し支えないものとして取り扱う。 

③ 本証明書は、証明者別に作成させる。また、被証明者が休職又は出向等によって経験期間

が中断している場合であって、証明者が同一人であるときは、「経験年数」の欄に実際の経

験期間を別々に明記して一枚の証明書で証明することができるものとする。 

④ 「証明者」は、原則として使用者（法人の場合は代表者、個人の場合は当該本人）でなけ

ればならない。ただし、法人が解散等している場合には、被証明者と同等以上の役職にあっ

た者とすることができるものとし、この場合、「備考」欄にその理由を記載させる。なお、

これらの者の証明を得ることができない正当な理由があり、やむを得ず自己証明する者につ

いては、「備考」欄にその理由を記載させ、必要な場合には当該事実を証し得る第三者の証

明書又はその他の書類を添付させること。 

⑤ 補佐する者は、同一の者が複数の補佐する者を兼ねる場合であっても、それぞれの業務経

験ごとに作成させること。 

⑥ 常勤役員等又は補佐する者として証明された者について規則第７条の２第１項の規定によ

り氏名の変更を行う場合には、本様式を用いること。この場合、１ ７、２ ２、２ ７、３

 １「申請又は届出の区分」は、「２．変更」として扱い、「２」を記入させる。なお、常

勤役員等又は補佐する者の変更がある場合には、様式第二十二号の二（変更届出書）による

届出も必要となることに留意すること。 

⑦ 常勤役員等の略歴書（様式第七号の二別紙一）及び常勤役員等を直接に補佐する者の略歴

書（様式第七号の二別紙二）は、要件を満たす常勤役員等及び補佐する者それぞれについて、

「従事した職務内容」の欄に、建設業の経営経験が明らかになるように具体的に記載させる

ものとする。なお、「賞罰の内容」の欄に具体的な記載がない場合に行政処分等の事実が確

認され、当該事実が法第８条に該当する場合には、原則として「虚偽申請」として取り扱う

こととする。 

⑧ 申請者等が電子申請システムを使用して許可を申請する場合において、証明者が他社の使

用者である場合など申請者等以外である場合は、電子申請システム上において、申請者等に、

証明者の作成した証明書を添付し提出させるとともに、当該証明書（「証明者」の欄を除く。）

に記載の事項を入力させること。 
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（７）健康保険等の加入状況（様式第七号の三）について 

① 規則第３条第１項第２号の「届書を提出したことを証する書面」は、「健康保険」及び「厚

生年金保険」については、申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る

「領収証書又は納入証明書」の写し若しくはこれらに準ずる資料、「雇用保険」の加入状況

の確認については、申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれに

より申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し若しくはこれらに準ずる資料とす

る。これらの書類を提出できない者にあっては、届書の写し（受付印があるものに限る。）

など、届書を提出していることが確認できるものの提出で代替することも認めるものとする。 

② 「従業員数」については、様式に記載された人数で、健康保険等の加入が必要な営業所で

あるかを確認することとする。 

（８）営業所技術者等証明書（様式第八号）について 

① 建設業許可申請時（更新を除く。）及び営業所技術者等の変更がある場合は、新規・変更

用（様式第八号）を使用させる。なお、営業所技術者等の変更がある場合には、様式第二十

二号の二（変更届出書）による届出も必要となることに留意すること。 

② 新規許可等を申請するに当たっての本様式の作成については、建設業許可申請書（様式第

一号）別紙二（１）「営業所一覧表（新規許可等）」に記載された営業所の順に、当該営業

所技術者等について記載させる。 
③ ６ ４の「今後担当する建設工事の種類」及び「現在担当している建設工事の種類」の欄

は、特定営業所技術者になり得る資格を有する者の場合であっても、同人が現在営業所技術

者等となっている建設業が一般建設業の場合には、「１」、「４」又は「７」を記入させる。 

④ ６ ４の「今後担当する建設工事の種類」の欄には、既に営業所技術者等として証明され

ている者が新たに他の建設業の営業所技術者等となる場合には、既に担当している建設工事

を含め、今後担当する建設工事の種類のすべてについて、記載要領７に掲げる分類に従い、

該当する数字を記入させる。 

⑤ 般・特新規若しくは業種追加を申請する場合又は営業所技術者等の担当業種若しくは有資

格区分の変更に係る届出の場合、営業所技術者等としての基準を満たしていることを証する

ために添付する証明書については、 ６ ４の「現在担当している建設工事の種類」の欄に記

載された建設工事の種類に係るものの提出は省略できる。ただし、当該証明書が、同時に、

新たに追加される建設工事に係るものとなっている場合には、省略することができない。 

⑥ ６ ５の「有資格区分」の欄は、証明しようとする営業所技術者等が他に資格を有してい

る場合であっても、同人が営業所技術者等となる建設業に係る資格のみを記載させる。 

⑦ 規則第７条の３第２号の表中「大工工事業」の項第四号若しくは第五号、「とび・土工工

事業」の項第六号若しくは第七号、「屋根工事業」の項第四号、「しゆんせつ工事業」の項

第三号、「ガラス工事業」の項第三号、「防水工事業」の項第三号、「内装仕上工事業」の

項第四号若しくは第五号、「熱絶縁工事業」の項第三号、「水道施設工事業」の項第三号、

「解体工事業」の項第五号、第六号若しくは第七号に該当する者（以下「実務経験要件緩和

対象者」という。）又は「建設業法施行規則第七条の三第一号、第二号又は第三号に掲げる

者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件」（平成17年国土
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交通省告示第1424号）第二号若しくは第三号に該当する者として営業所技術者等の証明をす

る場合は、本証明書の資格区分欄には、規則別表（二）の分類に従い「99」を記載させる。 

（９）実務経験証明書（様式第九号）について 

① 「実務経験の内容」の欄には、「使用された期間」内において、具体的に建設工事に携わ

った実務の経験について記載させるものとし、例えば、「都市計画街路○○線改良工事現場

主任」、「○○駅ビル増改築工事現場監督」等のように具体的工事件名をあげて、建設工事

に関する実務経験の内容が具体的に明らかになるように記載させる。 

② 「実務経験年数」の欄には、上記①の「実務経験の内容」の欄に記載された建設工事に係

る経験期間を記載させ、それらの合計期間が記載された「合計」欄の年数が必要年数を満た

しているかを確認する。この場合、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重

に計算しないが、平成28年５月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係

る実務の経験の期間については、平成28年６月１日以降、とび・土工工事業及び解体工事業

双方の実務の経験の期間として二重に計算できるものとする。なお、所定の用紙内に記載し

きれないときは、適宜用紙を追加して必要な実務経験年数に達するまで記載させるものとす

る。 

③ 「証明者」は、常勤役員等証明書の「証明者」（上記（５）の③及び⑥）に準じて取り扱

うものとする。 

④ 電気工事及び消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事

士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できな

いこととされているので、審査に当たって十分注意すること。また、解体工事については、

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下「建設リサイク

ル法」という。）施行後は、軽微な建設工事であっても同法に基づく解体工事業登録が必要

となるので、同様に審査に当たっては十分に注意すること。 

（10）指導監督的実務経験証明書（様式第十号）について 

① 「指導監督的な実務の経験」としては、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、

発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、２年以上の

指導監督的な実務の経験が必要である（令の改正に伴う経過措置により、平成６年12月28日

前における請負代金の額が3,000万円以上の建設工事に関して積まれた経験及び昭和59年10

月１日前における請負代金の額が1,500万円以上の建設工事に関して積まれた経験は、4,500

万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなして、当該２年以上の期間に算入することが

できる。）。なお、発注者から直接請け負った建設工事に関する経験のみを認めるものであ

るので、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含むことができない。 

② 「証明者」は、常勤役員等証明書の「証明者」（上記（５）の③及び⑥）に準じて取り扱

うものとする。 

③ 実務の経験は、発注者から直接請け負った一件の建設工事の請負代金の額が、4,500万円以

上のもの（平成６年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円以上のもの、昭和59年10月１

日前の建設工事にあっては1,500万円以上のもの）について記載させるものとする。この場合

の「請負代金の額」は、「実務経験の内容」欄に記載された建設工事の請負代金の額とし、
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その請負代金の額に変更があった場合には、変更後の請負代金の額とする。 

④ 「実務経験の内容」及び「実務経験年数」の欄については、実務経験証明書（（９）の①

及び②）に準じて取り扱うものとする。 

（11）その他営業所技術者等の証明書類（規則第３条第２項及び第１３条第２項）について 

① 規則第３条第２項第３号に規定する「法第７条第２号ハの規定により知識及び技術又は技

能を有すると認定された者であることを証する証明書」又は規則第１３条第２項第１号に規

定する「法第１５条第２号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国

土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書」のうち、法第２７条第１項に規定す

る技術検定に合格したことを証明する書類としては、原則として、同条第５項に規定する合

格証明書により確認することとするが、技術検定試験の合格後、合格証明書の受領までの間

については、試験実施機関が発出する合格通知書の確認で足りるものとする。なお、合格通

知書は合格証明書に代わるものではなく、合格証明書発行までの暫定的な確認手段として用

いることとし、合格証明書受領にあたって十分な期間（例えば、合格通知書の交付日より半

年程度）が経過した後においては、合格証明書で合格の確認を行うことを原則とする。 

② 規則第３条第２項第４号又は規則第１３条第２項第４号（監理技術者資格者証の写し）に

より、法第７条第２号又は法第１５条第２号の基準を満たすことを証明する場合には、学校

の卒業証明書、（９）の実務経験証明書及び（10）の指導監督的実務経験証明書並びに①の

技術検定の合格証明書等の提出は要しない。その際、「監理技術者資格者証」の有効期限が

切れている場合であっても、「資格」や「実務経験」は認めるものとする。 

③ 申請者等が電子申請システムを使用して許可を申請する場合において、許可行政庁が、過

去に提出された証明書類を直接に確認できる場合又は電子申請システムと他のシステムの情

報連携により証明書類により確認すべき事項を電子申請システム上で確認できる場合は、証

明書類の添付は要しない（情報連携により添付を要しない証明書類は、「電子情報処理組織

を使用して建設業の許可を申請する場合に提出を省略することができる書面又は書類を定め

る件」（令和四年国土交通省告示第1302号）を参照。）。 

（12）建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表（様式第十一号）について 

「建設業法施行令第３条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行

に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及び支店又は営業所（主た

る営業所を除く。）の代表者である者が該当する。これらの者は、当該営業所において締結さ

れる請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において休日その他

勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事（テレワーク

（営業所等の勤務を要する場所以外の場所で、ＩＣＴの活用により、営業所等で職務に従事し

ている場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが

可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。）を行う場合を含む。）し

ていることが求められる。 

なお、この表は、これらの者のうち役員を兼ねている者についても記載させるものとする。 

（13）許可申請者（法人の役員等 本人 法定代理人 法定代理人の役員等）の住所、生年月日等

に関する調書（様式第十二号）について 
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   本調書は、役員等の一覧表（様式第一号別紙一）に記載された者全員について作成させるも

のとするが、「常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書」又は「常勤役員等及び当該常

勤役員等を直接に補佐する者の証明書」に記載されている役員等については、本調書の作成は

要しない。なお、「賞罰の内容」の欄に具体的な記載がない場合に行政処分等の事実が確認さ

れ、当該事実が法第８条に該当する場合には原則として「虚偽申請」として取り扱うこととす

る。 

（14）建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書（様式第十三号）

について 

   この調書は、「建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表」（様式第十一号）に記載

された者全員について作成するものとするが、役員等を兼ねている者については、本調書の作

成は要しない。なお、「賞罰の内容」の欄に具体的な記載がない場合に行政処分等の事実が確

認され、当該事実が法第８条に該当する場合には原則として「虚偽申請」として取り扱うこと

とする。 

（15）市町村の長の証明書（規則第４条第１項第５号）について 

① 市町村の長の証明書の内容について 

（ａ）規則第４条第１項第５号に規定する「市町村の長の証明書」については、当該証明書の

交付を受けようとする者の本籍地の市区町村において交付を受けられる。 

（ｂ）上記証明書については、申請又は届出日前３月以内に交付されたものであるものとする。 

② 市町村の長の証明書の添付について 

  市町村の長の証明書の添付については、次のとおり取り扱うものとする。 

（ａ）新たな者が役員及び令第３条に定める使用人になった場合 

新たな者が役員及び令第３条に定める使用人になった場合は、変更届出書（様式第二十

二号の二）による届出を行わせ、誓約書（様式第六号）に市町村の長の証明書を添付させ

る。 
（ｂ）役員及び令第３条に定める使用人として既に登録されている者に変更があった場合 

役員及び令第３条に定める使用人並びに個人である場合のその者として既に登録されて

いる者の役職、氏名、住所、所属する営業所の名称に変更があった場合には、変更届出書

（様式第二十二号の二）による届出を行わせる。その際、当該者に係る誓約書（様式第六

号）及び市町村の長の証明書は省略することができるものとする。 
（ｃ）役員及び令第３条に定める使用人として既に登録されている者が該当しなくなった場合 

役員及び令第３条に定める使用人として既に登録されている者が当該建設業者の役員及

び令第３条に定める使用人でなくなった場合には、変更届出書（様式第二十二号の二）に

よる届出を行わせる。その際、当該者に係る誓約書（様式第六号）及び市町村の長の証明

書は省略することができるものとする。 

（16）附属明細表（様式第十七号の三）について 

金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっ

ては、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができるものとす

る。 
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（17）営業の沿革（様式第二十号）について 

法に基づき最初に受けた登録及び許可について、その記号番号を付して記載させるものとし、

建設業者が行政処分、行政罰その他の罰を受けたものについては、その内容を記載させるもの

とする。 

 
３．国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類（規則第４条第２項）について 
（１）規則第８条の２に規定する「精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な

認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しないことは、次の①又は②

に掲げる書類において確認する。 
① 登記事項証明書及び市町村の長の証明書 

登記事項証明書等の内容について 

イ 登記事項証明書については、法務局及び地方法務局において交付を受けられる。 

ロ 市町村の長の証明書については、当該証明書の交付を受けようとする者の本籍地の市

区町村において交付を受けられる。 

ハ 上記イ及びロの証明書（以下「登記事項証明書等」という。）については、申請又は

届出日前３月以内に交付されたものであるものとする。 

② 契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができ

る能力を有する旨を記載した医師の診断書 
医師の診断書の内容について 

医師の診断書は契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切

に行うことができる能力を有する旨が記載され、その根拠について記載されているものを

もって確認する。なお、当該医師の診断書については、申請又は届出日前３月以内に発行

されたものであるものとする。 
（根拠として記載される事項の例） 

Ａ 医学的診断 
・診断名 
・所見（現病歴、現在症、重症度、現在の精神状態と関連する既往症・合併症など） 
・各種検査結果（長谷川式認知症スケール、MMSE、脳の萎縮または損傷の有無、知能

検査等） 
・短期間内に回復する可能性 

Ｂ 判断能力についての意見 
・見当識の障害の有無 
・他人との意思疎通の障害の有無 
・理解力・判断力の障害の有無 
・記憶力の障害の有無 

Ｃ 参考となる事項（本人の心身の状態、日常的・社会的な生活状況） 
Ｄ その他許可行政庁が必要と認める事項 

（２）登記事項証明書等又は医師の診断書の添付について 
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登記事項証明書等又は医師の診断書の添付については、次のとおり取り扱うものとする。 

（ａ）新たな者が役員及び令第３条に定める使用人になった場合 

新たな者が役員及び令第３条に定める使用人になった場合は、変更届出書（様式第二十

二号の二）による届出を行わせ、誓約書（様式第六号）には登記事項証明書等又は医師の

診断書を添付させる。 
（ｂ）役員及び令第３条に定める使用人として既に登録されている者に変更があった場合 

役員及び令第３条に定める使用人並びに個人である場合のその者として既に登録され

ている者の役職、氏名、住所、所属する営業所の名称に変更があった場合には、変更届出

書（様式第二十二号の二）による届出を行わせる。その際、当該者に係る誓約書（様式第

六号）及び登記事項証明書等又は医師の診断書は省略することができるものとする。 

（ｃ）役員及び令第３条に定める使用人として既に登録されている者が該当しなくなった場合 
役員及び令第３条に定める使用人として既に登録されている者が当該建設業者の役員

及び令第３条に定める使用人でなくなった場合には、変更届出書（様式第二十二号の二）

による届出を行わせる。その際、当該者に係る誓約書（様式第六号）及び登記事項証明書

等又は医師の診断書は省略することができるものとする。 
（３）国土交通大臣の許可に係る許可要件等の確認について 

許可等をするに当たっては、申請又は届出に係る常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐す

る者（規則第７条第１号）及び営業所技術者等が、法に規定する要件に適合しているか否か等

を確認する必要があるので、次の①から③に掲げる方法により、その確認を行うこととする。 

また、必要に応じ、法第31条第１項の規定に基づく営業所への立入検査等を実施し、不正又

は虚偽が認められる場合は、許可の拒否・取消をもって臨むなど、厳正な運用に努めることと

する。 

①常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者に係る許可要件の確認 

常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の経験年数の確認（【第７条関係】１．（１）

⑦の場合を除く。）については、商業登記簿謄本その他建設業の経営業務に関する経験を確

認することができる資料の提出又は提示（申請者等が電子申請システムを使用して許可を申

請する場合において、許可行政庁が、当該資料により確認すべき事項を電子申請システムと

他のシステムの情報連携により確認できる場合又は当該他のシステムを直接確認できる場合

は、当該資料の添付は要しない。）を申請者等に求めることにより行うものとする。また、

常勤性については、例えば健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しや住民税

特別徴収税額通知書の写し若しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示を申請者等に求める

ことにより行うものとする。 

②営業所技術者等に係る許可要件の確認 

営業所技術者等に係る常勤性の確認については、例えば健康保険・厚生年金被保険者標準

報酬決定通知書の写し、住民税特別徴収税額通知書の写し、所属企業の雇用証明書の写し若

しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示を申請者等に求めることにより行うものとする。

また、実務経験年数を確認することができる書類を求める場合、確認のための書類について

は、建設業の許可通知書、請負契約書等が考えられるが、特定の書類だけに限定する必要は
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ない。 

③営業所の確認（般・特新規、業種追加及び更新に係る申請並びに変更届において、従前の営

業所に変更がない場合は除く。） 

営業所の確認については、営業所の写真の提出又は提示を申請者等に求めることにより行

うものとする。営業所の写真とは、営業所の形態を確認できるもので、営業所のある建物の

外観、入口付近、営業所の内部及び規則第25条第２項前段に規定する標識の掲示が確認でき

るものを撮影したものとする。なお、営業所の写真の提出又は提示を申請者等に求める際は、

その営業所を使用する権原を確認するために、自己所有又は賃貸借等の別についても確認す

ること。 

 

４．提出書類の省略について 

更新、般・特新規又は業種追加を申請する者は、申請する際に既に提出されている添付書類と

の重複を避けるため、規則第４条の規定に基づき、次のとおりその提出を省略することができる

こととされている。 

（１）許可の更新を申請する者は、営業所技術者等に係る書面については、建設業許可申請書（様

式第一号）別紙四「営業所技術者等一覧表」のみを提出すればよく、規則第３条第２項各号に

掲げる証明書等の提出は要しない。 

   また、工事経歴書（様式第二号）、直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した

書面（様式第三号）、使用人数を記載した書面（様式第四号）、財務諸表（様式第十五号から

第十九号まで）及び納税証明書の提出は省略でき、記載事項に変更がない場合に限り、定款、

商業登記簿の謄本、株主（出資者）調書（様式第十四号）、所属建設業者団体名（様式第二十

号の二）及び主要取引金融機関名（様式第二十号の三）についてもその提出は省略できる。 

（２）般・特新規又は業種追加を申請する者は、規則第４条第１項に規定する添付書類のうち、建

設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表（様式第十一号）、許可申請者の住所、生年月

日等に関する調書（様式第十二号）、建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月

日等に関する調書（様式第十三号）、並びに規則第４条第１項第５号及び第６号に規定する証

明書のみを提出すればよく、他の書類の提出はすべて省略できる。 

（３）許可換え新規を申請しようとする者は、工事経歴書（様式第二号）、直前３年の各事業年度

における工事施工金額を記載した書面（様式第三号）、使用人数を記載した書面（様式第四号）

の提出を省略できる。 

 

【第７条関係】 

１．経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適

合する者であることについて（第１号） 

（１）適正な経営体制について（規則第７条第１号） 

① 「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人で

ある場合にはその者又はその支配人をいう。 

「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。 
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なお、「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」

とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。

また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいう。 

執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等については、原則として「役員」には

含まれないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経

営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲

を受けた執行役員等（建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門（例えば、建築部門・

土木部門の両方を有する会社において建築部門のみを分掌する場合など一部の営業分野のみ

を分掌する場合や、資金・資材調達のみを分掌する場合等）の業務執行に係る権限移譲を受

けた執行役員等を除く。以下同じ。）については、「これらに準ずる者」として含まれるも

のとする。 

当該執行役員等が、「これらに準ずる者」に該当するか否かの判断に当たっては、規則別

記様式第七号等に加え、次に掲げる書類により確認するものとする。 

・執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあるこ

とを確認するための書類（組織図その他これに準ずる書類） 

・業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書

類（業務分掌規程その他これに準ずる書類） 

・取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任

され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門

に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であるこ

とを確認するための書類（定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、

取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類） 

② 「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を

要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事（テレワークを行

う場合を含む。）している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地

建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専

任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。 

③ 「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を

なす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判

断する。 

④ 「建設業に関し」とは、全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区別をせず、全て建設業

に関するものとして取り扱うこととする。 

⑤ 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、

執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、

営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等の建設業の

経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。 

⑥ 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者（経営業務を執行する権限の委任を受けた

者に限る。）として経営業務を管理した経験」（以下「執行役員等としての経験」という。）
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とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行

権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に

従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。 

   イ 建設業に関する執行役員等としての経験の期間と、建設業における経営業務の管理責任

者としての経験の期間とが通算５年以上である場合も、規則第７条第１号イ（２）に該当

するものとする。 

ロ 同号イ（２）に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号及び別紙６－

１による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が同号イに掲げる条件に該

当することが明らかになっていることを確認するものとする。 

・執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある

ことを確認するための書類（組織図その他これに準ずる書類） 

・業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための

書類（業務分掌規程その他これに準ずる書類） 

・取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選

任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業

部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者で

あることを確認するための書類（定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役

会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類） 

・執行役員等としての経験の期間を確認するための書類（取締役会の議事録、人事発令書

その他これに準ずる書類） 

⑦ 経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験について 

イ 経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験（以下「補佐経験」という。）と

は、経営業務の管理責任者に準ずる地位（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは

法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、

営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者）にあって、建設業に

関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者と

の契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいう。 

ロ 建設業に関する補佐経験の期間と、執行役員等としての経験及び経営業務の管理責任者

としての経験の期間が通算６年以上である場合も、規則第７条第１号イ（３）に該当する

ものとする。 

ハ 建設業に関する６年以上の補佐経験を有する者については、法人、個人又はその両方に

おける経験であるかを問わないものとする。 

ニ 同号イ（３）に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号及び別紙６－

１による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が同号イに掲げる条件に該

当することが明らかになっていることを確認するものとする。 

・被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種

組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的

に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための
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書類（組織図その他これに準ずる書類） 

・被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類（業務分掌規程、

過去の稟議書その他これらに準ずる書類） 

・補佐経験の期間を確認するための書類（人事発令書その他これらに準ずる書類） 

⑧ 規則第７条第１号ロの「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要

な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験

（役員としての経験を含む。以下同じ。）をいう。「労務管理の業務経験」とは、社内や工

事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいう。「業務運営の

経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいう。 

これらの経験は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られる。

「直接に補佐する」とは、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させるこ

となく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいい、組織図その

他これに準ずる書類によりこれを確認するものとする。同号ロに該当するか否かの判断に当

たっては、規則別記様式第七号の二及び別紙６－３による認定調書に加え、次に掲げる書類

において、被認定者が同号ロに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認

するものとする。 

・被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験に該当

することを確認するための書類（業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類） 

・「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験の期間を確認するための書類（人

事発令書その他これらに準ずる書類） 

  ⑨ 「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、当該地位での経験を積んだ会社内の組織体系におい

て役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しない。規

則第７条第１号ロ（１）に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号の二及

び別紙６－２による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が同号ロ（１）に

掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。 

・役員等に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類（組織図そ

の他これに準ずる書類） 

・被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験に該当

することを確認するための書類（業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類） 

・役員等に次ぐ職制上の地位における経験の期間を確認するための書類（人事発令書その他

これらに準ずる書類） 

⑩ 規則第７条第１号イ、ロ又はハに該当する者が営業所技術者等としての基準を満たしてい

る場合には、同一営業所（原則として本社又は本店等）内に限って当該営業所技術者等を兼

ねることができるものとする。 

（２）社会保険の加入について（規則第７条第２号） 

  ① 「営業所」は法第３条に規定する営業所（本店又は支店若しくは常時請負契約を締結する

事務所）であり、健康保険法第34条又は厚生年金保険法第８条の２などの規定により、二以

上の適用事業所が一の適用事業所とされたことにより適用事業所でなくなった営業所は当
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然ここでいう「適用事業所」には含まれない。また、雇用保険については、労働保険の保険

料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）第９条の継続事業の一括の手続きにより、

一の事業とみなされた事業に係る事業所以外の事業所である営業所についても、ここでいう

「適用事業の事業所」には該当しない。 

② 雇用保険について、営業所が雇用保険事業所非該当承認を受けている場合は、「雇用保険

法の適用が除外される場合」に該当するものとし、事業所非該当承認通知書の写しを提出さ

せること。 

 

２．営業所技術者等について（第２号） 

（１）「専任」の者とは、その営業所に常勤（テレワークを行う場合を含む。）して専らその職務

に従事することを要する者をいう。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状

況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準に

より専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても営業所技術者等として取り扱

う。 

ただし、次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱

うものとする。 

① 住所又はテレワークを行う場所の所在地が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離

にあり、常識上通勤不可能な者 

② 他の営業所（他の建設業者の営業所を含む。）において専任を要する者 

③ 建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所

等において専任を要することとされている者（建設業において専任を要する営業所が他の法

令により専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において専任を要

する者を除く。） 

④ 他に個人営業を行っている者や他の法人の常勤役員である者等、他の営業等について専任

に近い状態にあると認められる者 

（２）「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に

建設工事の雑務のみを行っていた経験年数は含まれないが、建設工事の発注に当たって設計技

術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習

いに従事した経験等は「実務の経験」に含まれるものとして取り扱う。 

また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験を対象とし、当該建設

工事に係る経験期間の積み上げにより算出される合計期間とする。なお、経験期間が重複して

いるものにあっては原則として二重に計算しないが、平成28年５月31日までの間にとび・土工

工事業の許可を受けて請け負った解体工事に係る実務経験の期間については、平成28年６月１

日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務経験の期間として二重に計算できるもの

として取り扱う。 

なお、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受け

た者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消

防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り実務経験の期間に算入す
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る。また、解体工事については、平成28年５月31日までにとび・土工工事業の許可業者として

請け負った経験についても、実務経験の期間に算入することができる。 

（３）法第７条第２号の取扱いについては、二以上の建設業について許可を行う場合において、一

の建設業につき同号イ、ロ又はハの要件を満たしている者が、他の建設業についても同号の要

件を満たしているときは、当該他の建設業についても、その者をもって同号の要件を満たして

いるとして取り扱うことができる。 

なお、常勤役員等に該当する者が営業所技術者等になることについては、勤務場所が同一の

営業所である場合に限り、差し支えないものとして取り扱う。 

 

３．誠実性について（第３号） 

（１）「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反

する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担

等について請負契約に違反する行為をいう。 

（２）申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等及び一定の使用

人（支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者（支配人であるも

のを除く。）をいう。以下同じ。）が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の

使用人が、建築士法（昭和25年法律第202号）、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）等

の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終

処分から５年を経過しない者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り

扱うものとする。 

（３）許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、（１）に該当する行為をした事実

が確知された場合又は（２）のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすも

のとして取り扱うものとする。 

 

４．財産的基礎又は金銭的信用について（第４号） 

（１）「請負契約」には、軽微な建設工事に係るものを含まない。    

（２）次の①、②又は③に該当する者は、倒産することが明白である場合を除き本号の基準に適合

するものとして取り扱う。 

  ① 自己資本の額が500万円以上である者 

  ② 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者 

   （注）担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資

金について、融資を受けられる能力があると認められるか否かの判断は、具体的には、

取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により行う。 

  ③ 許可申請直前の過去５年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者 

（３）「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては

期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債

の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。 

（４）この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前
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の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表によ

り、それぞれ行う。 

（５）本号の基準に適合するか否かは当該許可を行う際に判断するものであり、許可をした後にこ

の基準を適合しないこととなっても直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではない（法第

15条第３号の基準について同じ。）。 

 

【第８条関係】 

１．法第８条本文括弧書きの趣旨 

許可の申請が、更新に係るものである場合においては、法第８条第２号から第６号までのいず

れかに該当しても許可の拒否事由にならないとされているが、これは法第３条の許可が業種ごと

に与えられるものであり、法第29条の規定による取消しを受けていない他の建設業の許可につい

てはその更新をする必要があること、営業の停止又は禁止は許可の更新を認めないものではない

ことによるものである。 

 

２．法第８条第10号に該当する者の判断について 

  法第８条第10号に規定する「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国

土交通省令で定めるもの」は規則第８条の２において「精神の機能の障害により建設業を適正に

営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする」こととさ

れている。成年被後見人又は被保佐人に該当しない者は当該欠格事由に該当しないこととし、成

年被後見人又は被保佐人に該当する場合であっても、医師の診断書などにより、回復の見込みや

医師の所見を考慮した上で、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に

行うことができると認められる場合については、当該欠格事由に該当しないこととする。 

 

３．法第８条第12号及び第13号括弧書きの趣旨 

法第８条第12号及び第13号括弧書きは許可申請者の役員等又は一定の使用人のうちに、法第８

条第２号から第４号及び第６号に該当する者があっても、その者が当該事由に該当する以前から

当該許可申請者の役員等又は一定の使用人であった場合には、それをもって直ちに許可の取消し

又は許可の拒否事由とすることは適切でないとの趣旨により規定されたものである。 

 

４．役員等の欠格要件の該当性の判断について 

役員等の一覧表（様式第一号別紙一）に記載された者のうち、「顧問」、「相談役」、株主等

及び「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締

役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」が欠格

要件に該当した場合、「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執

行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認め

られる者」については従来の「役員」と同様に扱うが、「顧問」、「相談役」及び株主等につい

ては、その者が法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同

等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断する。 
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【第９条関係】 

１．許可換え新規について 

建設業者が、法第９条第１項各号のいずれかに該当したときは、許可行政庁を変更することと

なるので、新たに許可を受けることが必要であり、新たな許可行政庁に対する新規の許可申請が

必要である。 

 

２．許可換え新規の取扱いについて 

 許可換え新規の申請の取扱いは、新規の許可の申請の場合における取扱いと同様に行う。 

 

３．許可換え新規の際の添付書類の移管について 

（１）法第９条第２項の規定により、許可換え新規の申請をする建設業者は、法第６条第１項第１

号から第３号までの書類（以下「工事経歴書等」という。）の添付を省略できることとされて

いるが、工事経歴書等の添付を省略して許可換え新規の申請が行われた場合には、当該申請を

受けた地方整備局長等は、従前の許可行政庁と連絡をとり、従前の許可行政庁に対して変更届

等により提出されている工事経歴書等の内容を十分に把握・理解した上で、当該申請に係る審

査を行うこと。 

（２）（１）の申請に関する審査の結果、許可換え新規の許可をした地方整備局長等は、従前の許

可行政庁に対して、当該許可をした建設業者に係る工事経歴書等を送付するよう依頼するこ

と。 

（３）（２）により工事経歴書等の送付を受けた地方整備局長等は、その設ける閲覧所において、

当該工事経歴書等を、許可換え新規の申請時に提出された書類とあわせて公衆の閲覧に供する

こと。 

（４） 申請者等が電子申請システムを使用して許可を申請した場合においても、（１）から（３）

までを準用し、従前の許可行政庁から許可換え新規の許可をした地方整備局等に工事経歴書等

の移管を行う。 

 

４．許可の有効期間が満了した後の許可の効力について 

許可換え新規の申請に基づく審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされ

た場合であっても、当該不許可処分がされるまでの間は、法第９条第２項の規定により、従前の

許可はなお効力を有するものとされる。 

また、この場合、従前の許可の有効期間の満了後から当該不許可処分が行われるまでの間に締

結された請負契約に係る建設工事については、当該不許可処分が行われたことにより従前の許可

がその効力を失った後も、法第29条の３第１項の規定により継続して施工することができる。 

 

【第10条関係】 

１．登録免許税の取り扱いについて 

法第10条第２号において、「既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者」が
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新たな許可を受けようとする場合には、登録免許税ではなく許可手数料を納付することとされて

おり、一般建設業の許可又は特定建設業の許可ごとに業種追加を行う場合はこれに該当するが、

登録免許税においては、一般建設業の許可と特定建設業の許可は異なる区分の許可として取り扱

われる（登録免許税法（昭和42年法律第35号）別表第一第144号）ため、一般建設業の許可を受

けている建設業者が新たに特定建設業の許可を受けようとする場合又は特定建設業の許可を受

けている建設業者が新たに一般建設業の許可を受けようとする場合は、「既に他の建設業につい

て国土交通大臣の許可を受けている者」には該当せず、登録免許税の納付が必要となる。 

 

２．登録免許税の納入及び還付について 

（１）登録免許税の納入について 

国土交通大臣の許可を受けようとする者が、登録免許税を現金で納入する場合には、地方整

備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局（以下「地方整備局等」という。）の所在地を管轄す

る税務署に直接納付するか、あるいは日本銀行、最寄りの国税の収納を行う日本銀行歳入代理

店又は郵便局を通して地方整備局等の所在地を管轄する税務署あてに納入するものとする。 

   国土交通大臣の許可を受けようとする者が電子申請システムを使用して許可を申請する場

合において、登録免許税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法により納入する場合には、様式第一号別紙三「はり付け欄」の提出を要しないものとし、

登録免許税を現金で納入する場合には、別途、領収書の原本を提出させることとする。 

（２）登録免許税の還付について 

許可申請の取り下げがあった場合又は許可申請を却下する場合における登録免許税の還付に

ついては、次により取り扱う。 

① 許可申請の取下げの場合は、許可申請の取下げ願書（別紙４）に登録免許税の還付願書（別

紙７）を添付させ、地方整備局建政部建設産業課長（北陸・中国・四国地方整備局にあって

は建政部計画・建設産業課長、関東及び近畿地方整備局にあっては建政部建設産業第一課長、

北海道開発局にあっては事業振興部長、沖縄総合事務局にあっては開発建設部長（以下「建

設産業課長等」という。））あてに提出させる。 

② 許可申請を却下した場合には、前記登録免許税の還付願書を、建設産業課長等あてに提出

させる。 

 

３．非課税の場合について 

国土交通大臣の許可を受けるものであっても、個人で国土交通大臣の許可を受けた者の相続人

が引き続き建設業を営むために許可を受ける場合及び法人で国土交通大臣の許可を受けた者が

他の法人と合併するために解散し新たに設立又は吸収合併した法人が、引き続き建設業を営むた

め国土交通大臣の許可を受ける場合には、登録免許税が課されない。 

また、第17条の２の規定による譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割並びに第17条の３の規定

による相続の認可手続きについても、登録免許税は課されない。 

 

４．許可手数料について 
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許可の更新の申請又は業種追加の申請を電子申請システムを使用して行う場合において、許可

手数料を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により納入

する場合には、様式第一号別紙三「はり付け欄」の提出を要しないものとし、許可手数料を収入

印紙で納入する場合には、別途、電子申請システムから出力し、収入印紙をはり付けた様式第一

号別紙三「はり付け欄」の原本を提出させることとする。 

また、許可の更新の申請及び業種追加の申請を行った者が納入した許可手数料は、いかなる理

由をもっても返還しないものとする。 

 

【第11条関係】 

１．変更届出書等の効力について 

変更届出書（様式第二十二号の二）、届出書（様式第二十二号の三）等の変更届は、当該届出

に係る事項が許可要件に関するものであり、法で定める要件を充足しないものでない限りは、国

土交通大臣の許可に係るものにあっては地方整備局長等に対して提出のあった日にその効力を

生ずるものとして取り扱う。 

 

２．変更届出書等の取扱いについて 

（１）変更届出書（様式第二十二号の二）について 

① 本届出書は、法第５条第１号から第５号までに掲げる事項について変更があったときに、

三十日以内に提出することが義務付けられている。その際の届出事項については、変更に係

る部分のみの記載で足りる。なお、３ ７から４ ４までの各欄に掲げる事項に変更がある場

合には、該当する欄にも変更後の内容を記載させる。 

② ４ ３の「郵便番号」「電話番号」の欄は、いずれか一方のみの変更の場合にも両方記載

させる。 

（２）事業報告書について 

会社法（平成17年法律第86号）第438条の規定に基づき取締役が定時株主総会に提出してその

内容を報告した事業報告書と同一のものを、毎事業年度経過後に届け出ることを求めるもので

あり、様式については問わない。 

事業報告書が、定時株主総会に株主を招集するための通知書等として、貸借対照表及び損益

計算書等とともに同一の冊子にまとめられる場合にあっては、当該冊子を届け出ることで足り

るものとする。 

（３）法第11条第１項の規定のうち、役員等の一覧表（様式第一号別紙一）に記載しなければなら

ない総株主の議決権の100分の5以上を有する株主に変更があった場合には、変更を確知してか

ら三十日以内に提出するよう指導する。なお、すでに記載している株主の持ち分比率が100分

の5を下回らない場合には提出を要しない。 

（４）法第11条第２項及び第３項の規定により提出し又は届け出なければならない書面について

は、別紙８を付した上で届出等を行わせるものとする。なお、「法人番号」の欄は、申請者が

法人であって法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号）第２条第15項に規定する法人番号をいう。）の指定を受けたもの
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である場合にのみ当該法人番号を記入すること。 

（５）届出書（様式第二十二号の三）について 

本届出書は、既に証明されている常勤役員等又は営業所技術者等を削除する場合にも使用で

きる。 

常勤役員等又は営業所技術者等を削除する場合としては、許可を受けている建設業の一部を

廃業する場合が主に想定され、その場合には廃業届（様式第二十二号の四）と本届出書が同時

に提出される必要があるが、それ以外にも、経営業務の管理責任者としての経験年数が５年以

上になった者がいるため複数いる常勤役員等を一人にする場合、一部の営業所を廃止したため

当該営業所技術者等が不要になった場合等が考えられる。 

なお、営業所技術者等については、上記の場合において、廃業しない建設業について引き続

き営業所技術者等となるとき又は営業所の廃止に伴い所属する営業所を変更して引き続き営業

所技術者等となるときは、本届出書ではなく、営業所技術者等証明書（新規・変更）（様式第

八号）を用いて届け出されることになる。 

 

【第12条関係】 

１．廃業届（様式第二十二号の四）について 

（１）法第12条の規定による届出は、本様式をもって行わせる。なお、一部の業種の廃業の場合に

は、営業所技術者等証明書（新規・変更）（様式第八号）による営業所技術者等の変更又は届

出書（様式第二十二号の三）による営業所技術者等の削除が必要となるので、本届出と同時に

必要な書類を提出させること。 

（２）「行政庁側記入欄」は、以下の要領で記入すること。 

   ５ ８「整理区分」の欄は、廃業の理由について、次の分類に従い該当する数字を記入する

こと。 

  「１．廃業」……………法第12条各号のいずれかに該当することにより、建設業者自らが建設

業を廃業した場合 

  「２．取消」……………許可行政庁が許可を取り消した場合 

  「３．失効」……………許可の有効期間が経過しても更新の手続がとられていない場合 

   ５ ９「決裁年月日」の欄は、廃業について決裁をした年月日を記載すること。 

 

２．許可の取消しの通知について 

廃業届に基づき許可の取消しをした場合においては、届出者又は代理人（以下「届出者等」と

いう。）に対し、別紙９により通知する。 

この場合、当該通知は届出者等あてに送付若しくは手交することとし、届出者等が当該通知を

確実に受け取った旨の記録を残すものとする。 

なお、廃業届の記載事項に不備がなく、法令に定められた届出の形式上の要件に適合している

場合において、許可を取り消すための事務手続きの間は、当該許可を有効と取り扱うべきではな

いことから、国土交通大臣の許可に係るものにあっては、地方整備局長等に対して廃業届の提出

のあった日を法第29条第１項第５号による許可の取消しの日として取り扱う。 
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【第15条関係】 

１．営業所技術者等について（法第15条第２号） 

（１）指導監督的な実務経験について 

① 「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主

任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。

なお、ここで言う「実務の経験」は、発注者から直接請け負った建設工事に関するものに限

られるため、元請負人から請け負った建設工事に係る実務の経験や、発注者の側における経

験は含まれないことに留意すること。 

② 指導監督的な実務の経験については、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発

注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるもの（平成６年12月28日前

の建設工事にあっては3,000万円以上であるもの、昭和59年10月１日前の建設工事にあっては

1,500万円以上であるもの）に関しての、２年以上の指導監督的な実務の経験が必要となる。 

（２）法第７条第２号イからハまでのいずれかに該当するための期間の全部又は一部が、法第15条

第２号ロに該当するための期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を

法第７条第２号イからハまでのいずれかに該当するまでの期間として算定すると同時に法第1

5条第２号ロに該当するための期間として算定してもよい。 

また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験を対象とし、当該建設

工事に係る経験期間の積み上げにより算出される合計期間とする。なお、経験期間が重複して

いるものにあっては原則として二重に計算しないが、平成28年５月31日までの間にとび・土工

工事業の許可を得て請け負った解体工事に係る実務経験の期間については、平成28年６月１日

以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務経験の期間として二重に計算できるものと

して取り扱う。 

なお、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受け

た者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消

防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り、実務経験の期間に算入

する。また、解体工事については、平成28年５月31日までにとび・土工工事業の許可業者とし

て請け負った経験についても、実務経験の期間に算入することができる。 

 

２．財産的基礎について（法第15条第３号） 

（１）次のすべての基準を満たす者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準を満たし

ているものとして取り扱う。 

① 欠損の額が資本金の額の20％を超えていないこと。 

② 流動比率が75％以上であること。 

③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。 

（２）「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が

資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が

事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の
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引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう。 

（３）「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいう。 

（４）「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいい、個

人にあっては期首資本金をいう。 

（５）「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては

期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債

の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。 

（６）この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前

の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表によ

り、それぞれ行う。 

   ただし、当該財務諸表上では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資

を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、「資本金」については、この基準を

満たしているものとして取り扱う。 

 

【第17条の２関係】 

１．譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割（この【第17条の２関係】において「事業承継」という。）

について 

「許可に係る建設業の全部」とは、許可を受けている別表の下欄に掲げる建設業の全てをいう。

なお、被承継人が許可を受けている建設業のうち一部の許可のみの事業承継は認められない。ゆ

えに、被承継人が許可を受けている建設業のうち一部の許可についてのみ事業承継を行おうとす

る場合は、被承継人において事業承継しようとする許可を廃業させた上で、承継人においてあら

ためて新規に当該許可を受けさせる必要がある。 

「建設業者としての地位を承継する」とは、法第３条の規定による建設業の許可（更新を含む。）

を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、承継人は被承継人と同じ地位に立つこ

ととなる。このため、建設業者としての地位の承継人は、被承継人の受けた法に基づく監督処分

や経営事項審査の結果についても、当然に承継することとなる。一方、法第45条から第55条まで

に規定される罰則については、建設業者としての立場にかかわらず、罰則の構成要件を満たす違

反行為を行った被承継人という法人（個人）そのものに対して刑罰を科すものであるため、当該

刑罰については、承継人に承継されるものではない。 

 

２．認可の手続きについて 

（１）国土交通大臣に対する認可の申請は、承継人の主たる営業所が存する地域を管轄する地方整

備局等で受け付けること。 

（２）事業承継の認可申請に係る審査を円滑に実施するため、当該認可申請が必要になると見込ま

れる場合には、その対象となる建設業者に対し、なるべく早く申し出、事前打ち合わせを行う

よう指導すること。 

（３）事業承継により都道府県知事許可から国土交通大臣許可に切り替わる場合で、認可申請者が

都道府県知事許可を受けている建設業者であるときは、当該建設業者に対し、国土交通大臣へ
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の認可申請と併せて、当該認可申請を行った旨の当該都道府県知事に対する届出（様式第二十

二号の九）を行うよう、指導すること。この場合、地方整備局長等は規則第13条の２第５項の

規定に基づき、都道府県知事に対し、被承継人である建設業者の許可に関する書類の送付を依

頼する（別紙10）こととなるが、必要と認める書類がある場合には、同条第６項の規定に基づ

き、申請者である建設業者に対して当該書類の提出を求めること。なお、送付する書類の準備

には時間を要することが想定されることから、認可申請に先立ち事前に打ち合わせを行ってい

る場合は、正式な認可申請を待つことなく、許可を行った都道府県知事に対し情報提供を行い、

正式な書類送付に先立ちその準備を依頼するなどの対応を行って、都道府県の負担が軽くなる

よう留意すること。 

また、国土交通大臣許可を事業承継する場合で、当該事業承継により主たる営業所を管轄す

る地方整備局等に変更があるときは、関係する地方整備局等間で連携し、書類の送付などを円

滑に行うこと。 

 

３．規則に規定する譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に係る認可申請書及び認可申請書の添付

書類（以下「承継認可申請書類」という。）の取扱いについて 

（１）認可申請を取り下げようとする者については、認可申請の取下げ願書（別紙11）を提出させ

るものとし、提出があった場合には、認可申請書類を申請者等等あてに返却する。 

なお、当該認可申請書類の返却は申請者等あてに送付若しくは手交することとし、申請者等

が当該認可申請書類を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。 

（２）認可申請を却下する場合には、申請者等あてに、認可の拒否通知書（別紙12）を送付又は手

交するとともに、申請者等が当該拒否通知書を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。 

（３）認可申請書類以外の書類については、認可申請書類の記載事項について特に疑義がある場合

等に限り、必要なもののみ提示又は提出をさせることとし、画一的にその提示又は提出を求め

ないものとする。 

 

４．認可申請書類の審査要領について 

（１）認可申請書（様式第二十二号の五、第二十二号の七及び第二十二号の八）について 

①「申請者」の欄には、申請者が法人である場合は本社、本店等の所在地、商号又は名称、代

表者氏名を記載させ、申請者が個人である場合はその本店の所在地、商号又は名称及び氏名

を記載させる。 

    また、承継認可申請書類等の作成やその内容の証明等について、代理人を通じて行われる

場合は、申請者に加え、当該代理人の氏名も併記させること。この場合は、承継認可申請書

類等の作成やその内容の証明等に係る委任状の写しその他の作成や証明等に係る権限を有

することを証する書面を添付させること。なお、認可申請書類等の作成やその内容の証明等

に不正又は虚偽が認められる場合は、「虚偽申請」として取り扱い、認可の拒否・許可の取

消をもって臨むなど、厳正に運用すること。 

  ② 「行政庁側記入欄」は、以下の要領で記入する。 

    ０ １「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、事業承継後に承継人が引き続き使用する



37 
 

許可番号を記載し、許可年月日については、事業承継の効力が発生する日を記載する。 

    ０ ２「認可申請年月日」の欄は、地方整備局等において認可申請書類の提出があった年

月日を記載する。（国土交通大臣の許可に係るものにあっては、地方整備局等に対して提出

のあった年月日を記載する。） 

  ③ 「支配人の氏名」の欄には、申請者が個人の場合において、支配人すなわち営業主に代わ

ってその営業に関する裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人を置いている場

合に記載させる。 

  ④ 「連絡先」の欄には、認可申請書類を作成した者又は記載内容に係る質問等に応答できる

者の所属等、氏名、電話番号及びファックス番号を記載させる。 

  ⑤ 認可申請書（様式第二十二号の五、第二十二号の七及び第二十二号の八）別紙一「役員等

の一覧表」の「役員等の氏名及び役名等」の欄に記載する者は法第５条第３号に規定する役

員等（以下「役員等」という。）に該当する者である。「業務を執行する社員」とは持分会

社の業務を執行する社員を、「取締役」とは株式会社の取締役を、「執行役」とは指名委員

会等設置会社の執行役を、「これらに準ずる者」とは法人格のある各種組合等の理事等をい

い、執行役員等は本欄の役員には含まれないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に

準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は

代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等は本欄の役員に含むものとする。ま

た、本別紙には、「顧問」及び「相談役」のほか、「その他いかなる名称を有する者である

かを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と

同等以上の支配力を有するものと認められる者」である可能性がある者として、少なくとも

「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当す

る出資をしている者」（個人であるものに限る。以下「株主等」という。）について記載さ

せることとし、この他、役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がある場

合にはその者についても記載させる。 

  ⑥ 認可申請書（様式第二十二号の五、第二十二号の七及び第二十二号の八）別紙二「営業所

一覧表」の「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有す

る一か所の営業所をいい、通常は本社、本店等であるが、名目上の本社、本店等であっても、

その実態を有しないもの（単なる登記上の本社、本店等）はこれに該当しない。 

  ⑦ 従たる営業所が複数あることにより、認可申請書（様式第二十二号の五、第二十二号の七

及び第二十二号の八）別紙二「営業所一覧表」が二枚以上にわたる場合は、二枚目以降につ

いては主たる営業所に係る記載を省略することができる。 

⑧ 認可申請書（様式第二十二号の五、第二十二号の七及び第二十二号の八）別紙三「営業所

技術者等一覧表」は、別紙二「営業所一覧表」に記載した営業所順に営業所技術者等名を記

載する。 

⑨ 認可申請時点において、事業承継直後の時点における財務諸表の提出や、常勤役員等及び

常勤役員等を直接に補佐する者や営業所技術者等の常勤性を確認するための資料の提出が困

難な場合には、事業承継後速やかに提出を求め、認可の基準を満たしているかどうかの確認

を行うこと。 
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（２）事業承継後の営業所について、社会保険に係る届書の提出を行うことを誓約する書面につい

て（様式第二十二号の六） 

適用事業所等に係る届書の提出については、事業の承継の日から、各法令で定める期間内に、

適用事業所等について届書を提出する必要があるところ、認可申請の時点においては、当該届

書の提出を誓約する書面を提出させること。なお、誓約したとおり届書の提出を行わなかった

場合は、許可基準を満たさないこととなるため、許可の取り消し事由に該当することとなるこ

とに留意すること。 

（３）譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に関する契約書の写し等について 

譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に関する契約書の写しについては、株主総会の承認を

受けたものを提出させること（株主総会の承認が不要な場合を除く。）。分割が新設分割であ

る場合にあっては、株主総会の承認を受けた新設分割計画書を提出させること（株主総会の承

認が不要な場合を除く。）。譲渡及び譲受けについて、個人事業主が法人に成り代わる（法人

成り）場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書を添付すること。 

株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書については、

被承継人（被承継人が複数である場合は、全ての被承継人）及び承継人それぞれについて提出

させること。これらの事業承継が、簡易組織再編行為（事業承継のうち、会社法第467条第１項

第２号、第784第２項、第796条第２項又は第805条に該当するものをいう。）に該当し、株主総

会の承認が不要である場合にあっては、事業承継に関する意思の決定を証する書類を提出させ

ること。 

（４）合併の方法及び条件が記載された書類について 

「合併の方法及び条件が記載された書類」には、新設合併又は吸収合併の別及び合併の条件

（合併契約書のとおりである場合はその旨）を記載し提出させること。 

（５）分割の方法及び条件が記載された書類について 

「分割の方法及び条件が記載された書類」は、吸収分割又は新設分割の別及び分割の条件（分

割契約書又は分割計画書のとおりである場合はその旨）を記載し提出させること。 

（６）その他添付書類について 

規則別記様式第２号、第３号、第４号及び第６号並びに規則第３条第１項第１号若しくは第

４条第１項各号に掲げる書類の記載方法については、本ガイドラインの許可申請時の記載方法

と同様に取り扱う。また、【第５条及び第６条関係】中「３．国土交通大臣又は都道府県知事

が必要と認める書類（規則第４条第２項）について」は、事業承継の認可申請についても許可

申請時と同様の取扱いとなることに留意すること。 

 

５．認可の基準について 

認可の基準については、一般建設業の許可の事業承継については法第７条及び法第８条、特

定建設業の許可の事業承継については法第８条及び法第15条によるため、本ガイドラインの【第

７条関係】及び【第８条関係】又は【第８条関係】及び【第15条関係】の内容と原則同様に取

り扱うものとする。 
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６．認可に付する条件について 

事業承継の認可をする際に条件を付した場合には、４．（１）⑨のとおり、事業承継直後の

時点における財務諸表や、常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者や営業所技術者等の

常勤性を確認するための資料を事業承継後速やかに提出させ、認可の基準を満たしていること

を確認すること。 

また、認可にあたり、許可又は別の事業承継若しくは相続の際に付された条件については、

当該条件について認可の時点において、事業承継後においても引き続き当該条件により制限を

課すべきか個々具体の事例に即して判断すること。なお、新たに条件を付する場合及び条件を

付す場合における監督処分等の考え方については、【第３条の２関係】と同様に取り扱う。 

 

７．事業承継後の許可の番号及び有効期間の取扱について 

承継人が事業承継後に使用する許可番号については、被承継人のものを引き続き使用するこ

ととするが、承継人が建設業者である場合は、承継人が使用する許可番号を選択することがで

きるものとする。許可権者が都道府県知事から国土交通大臣に変更となる場合は、国土交通大

臣許可番号を新たに付するものとする。 

有効期間については、【第３条関係】６．許可の有効期間の取扱いについてと同様に取り扱

うこととする。 

 

８．認可の通知等について 

（１） 事業承継の認可をした場合は、申請者等に対し、別紙13により通知するものとする。 

   なお、当該通知は申請者等あてに送付若しくは手交することとし、申請者等が当該通知を確

実に受け取った旨の記録を残すものとする。 

（２） 通知後に認可を辞退する場合又は申請した内容に変更がある場合は、認可の取り下げ願書

（別紙14）を提出させるものとし、当該願書の提出があった場合には、認可申請書類を申請者

等あてに返却する。また、当該認可申請書類の返却は申請者等あてに送付若しくは手交するこ

ととし、申請者等が当該認可申請書類を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。なお、

変更の内容が認可の要件を満たさないものとなるものであるときは、辞退の届出をさせるもの

とする。 

 

【第17条の３関係】 

１．相続について 

「建設業の全部」とは、許可を受けている別表の下欄に掲げる建設業の全てをいう。なお、被

相続人が許可を受けていた建設業のうち一部の許可のみを相続することは認められない。ゆえ

に、被相続人が許可を受けていた建設業のうち一部の許可についてのみ相続によって承継を行お

うとする場合は、相続人において、被相続人が受けている許可のうち相続によって承継しようと

する許可以外の全ての許可を廃業させた上で、認可を受けさせる必要がある。 

「建設業者としての地位を承継する」とは、法第３条の規定による建設業の許可（更新を含む。）

を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、相続人は被相続人と同じ地位に立つこ
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ととなる。このため、建設業者としての地位の相続人は被相続人の受けた監督処分や経営事項審

査の結果についても、当然に承継することとなる。なお、刑法上の罰は、個人に対して課された

刑罰であるから、承継によっても引き継がれない。 

 

２．認可の手続きについて 

（１）国土交通大臣に対する認可の申請は、主たる営業所が存する地域を管轄する地方整備局等で

受け付けること。 

（２）相続により都道府県知事許可から国土交通大臣許可に切り替わる場合で、申請者が都道府県

知事許可を受けている建設業者であるときは、当該建設業者に対し、国土交通大臣への認可申

請と併せて、当該認可申請を行った旨の当該都道府県知事に対する届出を行うよう、指導する

こと。この場合、地方整備局長等は規則第13条の３第３項の規定に基づき、都道府県知事に対

し、相続する建設業許可に関する書類の送付を依頼する（別紙15）こととなるが、必要と認め

る書類がある場合には、同条第４項の規定に基づき、申請者である建設業者に対して当該書類

の提出を求めること。なお、送付する書類の準備に時間を要することが想定されることから、

認可申請に先立ち事前打ち合わせを行っている場合は、上記の届出を待つことなく、許可を行

った都道府県知事に対し情報提供を行い、正式な書類送付に先立ちその準備を依頼するなどの

対応を行い都道府県の負担が軽くなるよう留意すること。 

   また、国土交通大臣許可を相続する場合で、当該相続により主たる営業所を管轄する地方整

備局等に変更があるときは、関係する地方整備局等間で連携し、書類の送付などを円滑に行う

こと。 

 

３．規則に規定する相続に係る認可申請書及び認可申請書の添付書類（以下「相続認可申請書類」

という。）の取扱いについて 

（１）認可申請を取り下げようとする者については、認可申請の取下げ願書（別紙16）を提出させ

るものとし、当該願書の提出があった場合には、相続認可申請書類を申請者等あてに返却する。 

なお、当該相続認可申請書類の返却は申請者等あてに送付若しくは手交することとし、申請

者等が当該相続認可申請書類を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。 

（２）認可申請を却下する場合には、申請者等あてに、認可の拒否通知書（別紙17）を送付又は手

交するとともに、申請者等が当該拒否通知書を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。 

（３）認可申請書類以外の書類については、認可申請書類の記載事項について特に疑義がある場合

等に限り、必要なもののみ提示又は提出をさせることとし、画一的にその提示又は提出を求め

ない。 

 

４．相続認可申請書類の審査要領について 

（１）相続認可申請書（様式第二十二号の十） 

①「申請者」の欄には、その本社、本店等の所在地、商号又は名称及び氏名を記載させる。 

また、相続認可申請書類等の作成やその内容の証明等について、代理人を通じて行われる

場合は、申請者に加え、当該代理人の氏名も併記させること。この場合は、相続認可申請書
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類等の作成やその内容の証明等に係る委任状の写しその他の作成や証明等に係る権限を有

することを証する書面を添付させること。なお、相続認可申請書類等の作成やその内容の証

明等に不正又は虚偽が認められる場合は、「虚偽申請」として取り扱い、認可の拒否・許可

の取消をもって臨むなど、厳正に運用すること。 

  ② 「行政庁側記入欄」は、以下の要領で記入する。 

    ０ １「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、相続人が引き続き使用する許可番号を記

載し、許可年月日については、承継の効力が発生する日を記載する。 

    ０ ２「認可申請年月日」の欄は、地方整備局等において相続認可申請書類の提出があっ

た年月日を記載する。（国土交通大臣の許可に係るものにあっては、地方整備局等に対して

提出のあった年月日を記載する。） 

  ③ 「支配人の氏名」の欄には、支配人すなわち営業主に代わってその営業に関する裁判上又

は裁判外の行為をなす権限を有する使用人を置いている場合に記載させる。 

  ④ 「連絡先」の欄には、相続認可申請書類を作成した者又は記載内容に係る質問等に応答で

きる者の氏名、電話番号、ファックス番号を記載させる。 

  ⑤ 相続認可申請書（様式第二十二号の十）別紙一「営業所一覧表」の「主たる営業所」とは、

建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所をいい、通常は本

社、本店等であるが、名目上の本社、本店等であっても、その実態を有しないもの（単なる

登記上の本社、本店等）はこれに該当しない。 

  ⑥ 従たる営業所が複数あることにより、相続認可申請書（様式第二十二号の十）別紙一「営

業所一覧表」が二枚以上にわたる場合は、二枚目以降については主たる営業所に係る記載を

省略することができる。 

⑦ 相続認可申請書（様式第二十二号の十）別紙二「営業所技術者等一覧表」は、「営業所一

覧表」（様式第二十二号の十別紙一）に記載した営業所順に営業所技術者等名を記載する。 

⑧ 認可申請時点において、相続直後の時点における財務諸表や、常勤役員等及び常勤役員等

を直接に補佐する者や営業所技術者等の常勤性を確認するための資料の提出が困難な場合に

は、相続後速やかに提出を求め、認可の基準を満たしているかどうかの確認を行うこと。 

 

（２）相続後の営業所について、規則第３条第１項第２号に掲げる書面又は社会保険に係る届書の

提出を行うことを誓約する書面について（様式第二十二号の六） 

   適用事業所等に係る届書の提出については、すでに行っている場合については、規則第３条

第１項に掲げる書面（様式第７号の３及び届書を提出したことを証する書面）を提出させるこ

と。認可申請時点において届書を提出していない場合には、各法令で定める期間内に、適用事

業所等について届書を提出することを誓約する書面（様式第二十二号の十一）を提出させるこ

と。なお、誓約書を提出した場合において各法令で定める期間内に届書の提出を行わなかった

ときは、許可基準を満たさないこととなるため、許可の取り消し事由に該当することとなるこ

とに留意すること。 

（３）申請者と被相続人との続柄を証する書類について 

  申請者は、被相続人との続柄を証する戸籍謄本等を提出すること。 
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（４）被相続人が営業していた建設業を申請者が継続して営業することに対する当該申請者以外の

相続人同意書について 

  申請者以外に相続人がある場合には、申請者以外のすべての相続人が当該建設業を申請者が継

続して営業することに対し同意する旨を記載した書面に申請者以外のすべての相続人が住所及

び氏名を記載した誓約書を提出させること。 

（５）その他添付書類について 

  規則別記様式第２号、第３号、第４号及び第６号並びに規則第３条第１項第１号若しくは第４

条第１項各号に掲げる書類の記載方法については、本ガイドラインの許可申請時の記載方法と同

様に取り扱う。また、【第５条及び第６条関係】中「３．国土交通大臣又は都道府県知事が必要

と認める書類（規則第４条第２項）について」は、相続の認可申請についても許可申請時と同様

の取扱いとなることに留意すること。 

 

５．認可の基準について 

 認可の基準については、一般建設業の許可の相続については法第７条及び法第８条、特定建設

業の許可の相続については、法第８条及び法第15条によるため、本ガイドラインの【第７条関係】

及び【第８条関係】又は【第８条関係】及び【第15条関係】の記載と原則同様に取り扱うものと

する。 

 

６．認可に付する条件について 

  相続の認可をする際に条件を付した場合には、４．（１）⑧のとおり、相続直後の時点におけ

る財務諸表や、常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者や営業所技術者等の常勤性を確認

するための資料を相続後速やかに提出させ、認可の基準を満たしていることを確認すること。 

また、認可にあたり、許可又は別の事業承継若しくは相続の際に付された条件については、当

該条件について認可の時点において、相続後においても引き続き当該条件により制限を課すべき

か個々具体の事例に即して判断すること。なお、新たに条件を付する場合及び条件を付す場合に

おける監督処分等の考え方については、【第３条の２関係】と同様に取り扱う。 

 

７．相続後の許可の番号及び有効期間の取扱について 

  相続人が相続後に使用する許可番号については、被相続人のものを引き続き使用することとす

るが、相続人が建設業者である場合は、相続人が使用する許可番号を選択することができるもの

とする。許可権者が都道府県知事から国土交通大臣に変更となる場合は、国土交通大臣許可番号

を新たに付するものとする。 

  有効期間については、【第３条関係】６．許可の有効期間の取扱いについてと同様に取り扱う

こととする。 

 

８．認可の通知等について 

建設業の相続の認可をした場合は、申請者等に対し、別紙18により通知するものとする。 

なお、当該通知は申請者等あてに送付若しくは手交することとし、申請者等が当該通知を確実
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に受け取った旨の記録を残すものとする。 

 

【第29条の２及び第29条の５関係】 

許可の取消し処分の公告について 

 法第29条の２第１項の規定に基づき許可の取消しをした場合においては、規則第23条の２各号に

掲げる事項に加え、次の事項についても公告するものとする。 

 

 「５ 教示 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３月以内に、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる（この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３月以内であっても、審査請求は、処分があった日の翌日か

ら起算して１年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、

この限りでない。）。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 

また、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の定めるところにより、この処分があっ

たことを知った日（当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対する裁決があ

ったことを知った日）から６月以内に国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務

大臣となる。）、取消訴訟を提起することができる（この処分又は裁決があったことを知っ

た日から６月以内であっても、取消訴訟は、処分又は裁決の日から１年を経過したときは、

提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。）。ただし、

正当な理由があるときは、この限りでない。」 

 

【その他】 

１．許可番号について 

（１）許可番号は、国土交通大臣の許可に係る場合にあっては、以下に示す具体例のとおり、許可

行政庁名、一般建設業又は特定建設業の別、許可年度及び業者番号を、記号及びアラビア数字

をもって付与する。 

なお、業者番号は、一業者一番号とし、一般建設業の許可及び特定建設業の許可を通じ、同

一の番号を付与する。例えば、一般建設業の許可をするに当たって第 1００号を付与した場合

は、特定建設業の許可をする場合においても、同番号を付与することとなる。 

 

許可番号 

 

国土交通大臣 許可 （般特－02） 第 100 号 

許可行政庁名 

一般建設業又は 

特定建設業の別 

許可年度 

業者番号 
 

（２）許可番号は、地方整備局等の単位ではなく、全国を通して、許可をした順に付与することと
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する。 

（３）既に受けていたすべての許可が効力を失った場合（特定建設業の許可のみを受けている者が、

一般建設業の許可を申請するために、特定建設業の全部を廃業する場合を除く。）の許可番号

は欠番とし、補充は行わないものとする。 
 

２．法等における「請負代金の額」等の内容について 

  消費税及び地方消費税は消費一般に負担を求める間接税であり、取引の各段階において適正に

転嫁される必要があることにかんがみ、法、令及び規則の規定中、「請負代金の額」その他の個々

の取引に係る請負代金に係る用語は、当該取引に係る消費税及び地方消費税の額を含むものとす

る。 

 

３．法第17条の２の規定による地位の承継を行わない場合の建設業者の合併に係る建設業許可関係

事務の取扱いについて 

（１）合併に伴う諸届出 

  ① 新設合併により消滅する会社 

    法律上、新設合併の効果が生じるのは合併登記後であるが、通常は、合併契約上合併をな

すべき時期（以下「合併期日」という。）を定め、合併登記をまたず合併期日以後は実態上

新設会社（新設合併において合併に伴い設立された会社をいい、合併期日後合併登記前の状

態を含むものとする。以下３．において同じ。）として活動することとなると考えられる。

したがって、このような新設会社への移行の実態的内容に着目し、次のとおり取り扱うもの

とする。 

  （ａ）合併期日において、合併契約に基づき合併により消滅することとなる会社（以下「消滅

会社」という。）の従業員が新設会社に実態上所属することとなる等消滅会社が許可の要

件を明らかに満たさなくなる場合 

     法第11条第５項に該当し、合併期日から二週間以内に同項の届出をしなければならな

い。 

     ただし、法第12条第５号に該当するものとして同条の規定による届出をした場合はこの

限りでない。 

  （ｂ）（ａ）以外の場合で合併期日以後残務整理等を行い合併登記前に段階的に新設会社に移

行する場合 

     消滅会社が許可の要件を明らかに満たさなくなり、又は廃業した段階で法第11条第５項

又は第12条第５号に該当するものとして、これらの規定による届出をしなければならな

い。 

  （ｃ）（ａ）及び（ｂ）以外の場合（合併登記の段階で消滅会社の実態が消滅する場合） 

     法第12条第２号に該当するものとして、同条の規定による届出をしなければならない。 

  ② 吸収合併における消滅会社 

    法律上、吸収合併の効果が生じるのは合併期日であるため、合併登記前においても法第11

条の届出をなすべき実態が生じた段階で、当該届出をしなければならないものとする。 
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（２）建設業の許可申請の取扱い 

  ① 許可手続を行う時期 

    消滅会社が合併以前に受けていた建設業の許可については、当該合併により新会社（吸収

合併においては合併後存続している会社（以下「存続会社」という。）、新設合併において

は新設会社をいう。以下３．において同じ。）に当然継承されるものではなく、 

  （ａ）吸収合併においては、存続会社が許可を受けておらず消滅会社のみが許可を受けていた

業種について、 

  （ｂ）新設合併においては、新設会社は、許可を受けようとするすべての業種について、 

   それぞれ新たに許可を受けることが必要となる。 

    また、吸収合併の場合、存続会社が一般建設業の許可を受けている業種について、特定建

設業の許可を受けなければならない場合もあり得る。 

    これらの合併に係る建設業の許可申請の取扱いについては、当該申請に係る建設業の新会

社への移行の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。 

  （ａ）吸収合併の場合 

     合併期日後に、存続会社より、これらの許可の申請があったときは、消滅会社に係る同

種の許可の取消し前においても存続会社に許可をすることができるものであり、消滅会社

から存続会社への移行を円滑に進め、事業の空白をなるべく生じさせないという観点か

ら、可及的速やかに処理する。 

     なお、存続会社の既に許可を受けている許可の更新と併せて【第３条関係】５．でいう

同一業者に係る二以上の許可の有効期間の調整（一本化）ができることに留意する。 

  （ｂ）新設合併の場合 

     新設合併の場合においては、法律上、合併の効果が生じ新設会社が設立されるのは合併

登記時であるので、合併登記後に新設会社に必要な許可申請を行わせ、可及的速やかに処

理する。 

  ② 手続における配慮 

審査の円滑な実施のため、合併により許可申請が必要となると見込まれる場合には、なる

べく早く申し出、事前打合わせを行うよう、建設業者（許可申請をすることとなる者を含む。

以下同じ。）を指導する。 

  ③ その他の留意事項 

    消滅会社から新会社への移行に当たり事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に

相応の期間が必要であり、①に掲げる取扱いは合併に伴う許可申請についての行政手続法

（平成５年法律第88号）第６条の標準処理期間をその他の許可申請に比べて短縮する趣旨で

はない。 

（３）関連する手続相互の整合性の確保 

   （１）及び（２）に掲げる手続については、建設業者間の相互に直接の関係を有するもので

はなく、例えば消滅会社の廃業届等が提出される前に新会社の許可申請も可能である等前後関

係に特段の制約はないが、これらの手続は一連のものであり、関係建設業者が相互に協調しつ

つ、許可行政庁と十分に打ち合わせて、整然と手続が進められるよう、これらの関係建設業者
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を指導する。 

（４）消滅会社に係る施工中の建設工事の取扱い 

   消滅会社が施工中の建設工事で合併期日までに完成しないものの取扱いについては、一般的

には注文者と消滅会社の請負契約の中で処理されることとなる（公共工事については公共工事

標準請負契約約款第５条参照）ので、当該工事の取扱いについては、合併前から注文者と十分

協議するよう関係建設業者を指導する。 

   なお、建設業の許可に関しては、消滅会社に係る許可が取り消された場合において、新会社

は合併登記前においても許可を取り消された者の法第29条の３第１項に規定する一般承継人

に該当するものと解して差し支えなく、この場合、新会社は、（２）①に掲げる許可を受ける

までの間は、同項の規定により工事を施工することとなる。 

 

４．法第17条の２の規定による地位の承継を行わない場合の建設業の譲渡に係る建設業許可関係事

務の取扱いについて 

（１）建設業の許可申請の取扱い 

   建設業の譲渡に係る建設業許可申請の取扱いについては、建設業の譲渡を行う者（以下「譲

渡人」という。）から建設業の譲渡を受ける者（以下「譲受人」という。）への建設業の移行

の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。 

  ① 許可申請の速やかな処理 

    建設業の譲渡に伴い譲受人から建設業の許可の申請があったときは、当該建設業の譲受人

への移行を円滑に進め、事業の空白をなるべく生じさせないという観点から、可及的速やか

に処理する。 

    なお、建設業の譲渡に伴い譲渡人の建設業の許可を取り消す必要がある場合、譲受人に対

する同種の許可は、譲渡人の建設業の許可の取消し前においてもできるものであることに留

意する。 

  ② 事前打ち合わせの実施 

    ①の許可申請に係る審査を円滑に実施するため、建設業の譲渡により許可申請が必要にな

ると見込まれる場合には、なるべく早く申し出、事前打ち合わせを行うよう建設業者を指導

する。 

  ③ その他の留意事項 

    建設業の譲渡に当たり事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に相応の期間が必

要であり、①に掲げる取扱いは建設業の譲渡に伴う許可申請についての行政手続法第６条の

標準処理期間をその他の許可申請に比べて短縮する趣旨ではない。 

（２）譲渡人が施工中の建設工事の取扱い 

  ① 注文者との事前協議 

    譲渡人が施工中の建設工事で譲渡がなされる日までに完成しないものの取扱いについて

は、一般的には注文者と譲受人の請負契約の中で処理されることとなる（公共工事について

は公共工事標準請負契約約款第５条参照）ので、当該工事の取扱いについては、譲渡前から

注文者と十分協議するよう関係建設業者を指導する。 
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  ② 法第29条の３第１項の適用に当たっての注意事項 

    建設業の譲渡に伴い譲渡人の建設業の許可が取り消された場合で、かつ、当該取り消され

た建設業の許可業種に係る譲渡人の請負契約上の債権債務が包括的に譲受人に引き継がれ

る場合には、当該建設業の許可業種に関する限り、譲受人を法第29条の３第１項に規定する

一般承継人に該当するものとして解して差し支えなく、この場合、譲受人は(１)①に掲げる

許可を受けるまでの間は、同項の規定により工事を施工することとなる。 

 

５．法第17条の２の規定による地位の承継を行わない場合の建設業の会社分割に係る建設業許可関

係事務の取扱いについて 

（１）建設業の許可申請の取扱い 

  ① 許可手続を行う時期 

    分割会社（会社分割（以下「分割」という。）をする会社をいう。以下同じ。）が分割以

前に受けていた建設業の許可については、その分割により当然継承されるものではなく、 

  （ａ）吸収分割においては、承継会社（吸収分割によって建設業を承継する会社をいう。以下

同じ。）が許可を受けておらず分割会社のみが許可を受けていた業種について、 

  （ｂ）新設分割においては、新設会社（新設分割によって設立される会社をいう。以下５．に

おいて同じ。）は、許可を受けようとするすべての業種について、 

   それぞれ新たに許可を受けることが必要となるものである。 

    また、吸収分割の場合、承継会社が一般建設業の許可を受けている業種について、特定建

設業の許可を受けなければならない場合もあり得る。 

    これらの分割に係る建設業の許可申請の取扱いについては、当該申請に係る建設業の新会

社（分割後の分割会社、承継会社及び新設会社をいう。以下５．において同じ。）への移行

の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。 

  （ａ）吸収分割の場合 

     分割をなすべき時期（以下「分割期日」という。）以後、承継会社より、これらの許可

の要件を満たしている場合において、これらの許可の申請があったときは、分割会社に係

る同種の許可の取消し前においても承継会社に許可をすることができるものであり、分割

会社から承継会社への移行を円滑に進め、事業の空白をなるべく生じさせないという観点

から、可及的速やかに処理する。 

     なお、承継会社の既に受けている許可の更新と併せて【第３条関係】５．でいう同一業

者に係る二以上の許可の有効期間の調整（一本化）ができることに留意する。 

  （ｂ）新設分割の場合 

     新設分割の場合においては、法律上、分割の効果が生じ新設会社が設立されるのは分割

登記時であるので、分割登記後に新設会社に必要な許可申請を行わせ、可及的速やかに処

理する。 

  ② 手続における配慮 

    審査の円滑な実施のため、分割により許可申請が必要となると見込まれる場合には、なる

べく早く申し出、関係書類を整え、事前打ち合わせを行うよう、建設業者を指導する。 
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  ③ その他の留意事項 

    分割に当たって事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に相応の期間が必要であ

り、①に掲げる取扱いは分割に伴う許可申請についての行政手続法第６条の標準処理期間を

その他の許可申請に比べて短縮する趣旨ではない。 

（２）分割会社に係る施工中の建設工事の取扱い 

   分割会社が施工中の建設工事で分割期日までに完成しないものの取扱いについては、一般的

には注文者と分割会社の請負契約の中で処理されることとなる（公共工事については公共工事

標準請負契約約款第５条参照）ので、当該工事の取扱いについては、分割前から注文者と十分

協議するよう関係建設業者を指導する。 

   なお、建設業の許可に関しては、分割会社に係る許可が取り消された場合において、承継会

社又は新設会社は分割登記前においても許可を取り消された者の法第29条の３第１項に規定

する一般承継人に該当するものと解して差し支えなく、この場合、承継会社又は新設会社は、

（１）①に掲げる許可を受けるまでの間は、同項の規定により工事を施工することとなる。 
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別表 

建設工事の種類 建 設 工 事 の 例 示 

土木一式工事  

建築一式工事  

大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事  

左官工事 

 

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、

とぎ出し工事、洗い出し工事 

とび・土工・コンクリート工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレ

ーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コン

クリートブロック据付け工事 

ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい

工事 

ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 

ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリ

ート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 

ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウ

ト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面

保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、

捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アン

カー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 

石工事 石積み（張り）工事、コンクリートブロック積み（張り）

工事 

屋根工事 屋根ふき工事 

電気工事 

 

 

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、

構内電気設備（非常用電気設備を含む。）工事、照明設備工

事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 

管工事 

 

 

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、

給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄

化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工

事、管内更生工事 

タイル・れんが・ブロツク工事 コンクリートブロック積み（張り）工事、レンガ積み（張

り）工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、

サイディング工事 

鋼構造物工事 

 

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タ

ンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工

事 

鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 
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建設工事の種類 建 設 工 事 の 例 示 

舗装工事 

 

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック

舗装工事、路盤築造工事 

しゆんせつ工事 しゆんせつ工事 

板金工事 板金加工取付け工事、建築板金工事 

ガラス工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 

塗装工事 

 

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、

鋼構造物塗装工事、路面標示工事 

防水工事 

 

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工

事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 

内装仕上工事 

 

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切

り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、

防音工事 

機械器具設置工事 

 

 

 

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工

事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器

設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装

置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 

熱絶縁工事 

 

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学

工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 

電気通信工事 

 

 

有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設

備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備

工事、放送機械設備工事、ＴＶ電波障害防除設備工事 

造園工事 

 

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設

備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、

緑地育成工事 

さく井工事 

 

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井

戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工

事、揚水設備工事 

建具工事 

 

 

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテ

ンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア

ー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 

水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設

備工事 
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建設工事の種類 建 設 工 事 の 例 示 

消防施設工事 

 

 

 

 

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、

泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、

屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知

設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、

金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備

の設置工事 

清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 

解体工事 工作物解体工事 

  



【別紙１２】ダミーデータ 
 

 

 

 

岐阜県では提出不要な確認資料のため、 

添付を省略します。 


